
令和２年３月 

亀 山 市 議 会

定 例 会 会 議 録



－１－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

【３月９日】 

代表質問 

１ 前田 稔（スクラム） ４３～５７ページ 

令和２年度施政及び予算編成方針について 

１ 令和２年度当初予算について 

（１）予算のポイントについて 

（２）予算の重点的事項について 

（３）亀山版ＳＤＧｓの確立について 

（４）歳入について 

２ 亀山駅周辺整備事業の進捗状況について 

３ 新型コロナウイルス感染症への対応策について 

４ マイナンバーカードの取得促進について 

代表質問 

２ 中﨑孝彦（新和会） ５７～６８ページ 

令和２年度施政及び予算編成方針について 

１ スマート自治体について 

（１）「スマート自治体への転換」の背景と必要性について 

（２）どのような自治体を目指すのか 

（３）行政、市民にとってのメリット、デメリットについて 

（４）職員による「スマート自治体の検討チーム」の立ち上げについて 

２ 認定こども園整備事業について 

（１）認定こども園への進入道路の拡幅に対するこれまでの経過と問題点について 

（２）第２次実施計画では、令和２年度に基本構想策定、基本設計着手とあるが、当初予算に

計上されていないのはなぜか 

（３）０歳から２歳の低年齢児の待機児童数について 

（４）認定こども園の整備の必要性について 

（５）この事業が中止になった場合の施設の再編計画への影響について 

（６）認定こども園整備事業の概算事業費について 

（７）既存の老朽化した幼稚園を改築し、認定こども園として再スタートさせる選択肢はない

のか 

３ 学校における新型コロナウィルス感染防止対策について 

（１）幼稚園、小・中学校を臨時休業とするが、児童・生徒のストレスから来る心のケアにつ

いて 



－２－ 

 （２）臨時休業に伴い、自宅学習をどのように行うのか 

 ４ 令和２年度の一般会計予算について 

 （１）令和初の「種まき予算」について 

 
 

代表質問 

３ 福沢美由紀（日本共産党） ６８～８２ページ 

 

令和２年度施政及び予算編成方針について 

 １ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

 ２ 医療センターの取り組みについて 

 ３ 障がい者の自立と社会参加の促進について 

 ４ 地域に根ざした商工業の活性化について 

 ５ 農林業の振興について 

 ６ 子育てと子どもの成長を支える環境の充実について 

 （１）就学前教育・保育施設の再編・整備について 

 （２）子ども発達支援センターについて 

 （３）障がい児の保育について 

 （４）学校給食について 

 
 

代表質問 

４ 森 美和子（公明党） ８３～９５ページ 

 

令和２年度施政及び予算編成方針について 

 １ 行政経営の重点方針において令和２年度を「知新の年」と位置付けたが、３期目最終年と

なる市長の決意を伺う 

 ２ 新年度予算の特徴について 

 ３ 感染症（新型コロナウイルス）に係る危機管理のあり方について 

 ４ 地域福祉力強化推進事業について 

高齢運転者の安全対策について 

 １ サポカー補助金について 

女性特有のがんの予防対策について 

 １ 予防接種を判断できる環境づくりについて 

 （１）子宮頸がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）の正しい情報の周知について 

 
 

代表質問 

５ 鈴木達夫（大樹） ９５～１０８ページ 

 

令和２年度施政及び予算編成方針について 

 １ 「子育てと子どもの成長を支える環境の充実」について 



－３－ 

 （１）子育て施策が、１１年目を迎えた櫻井市政の目玉となっているのか 

 （２）就学前教育・保育施設の再編・整備計画と実施見込みについて 

 （３）第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画の中に、新たに子どもの貧困に関する視点が

取り入れられたが、本腰を入れて取り組む覚悟はあるのか 



－４－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【３月１０日】 

 
 

代表質問 

１ 森 英之（結） １１１～１２５ページ 

 

令和２年度施政及び予算編成方針について 

 １ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

 （１）感染予防対策について 

 （２）感染者が市内で発生した場合の対応について 

 ２ 行政経営の重点方針について 

 （１）令和２年を「知新の年」とした理由について 

 ３ 第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画について 

 ４ 行政経営について 

 （１）第４次亀山市定員適正化計画について 

 ５ 第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画について 

 （１）行政システムの改革について 

ア ＡＩ・ＲＰＡの導入の具体的業務とその効果について 

イ 財政運営の強化のための企業立地推進について 

教育行政について 

 １ 情報教育推進事業について 

 ２ 給食費公会計化について 

亀山市立医療センターの病院事業について 

 １ 病院事業管理者設置の総括について 

文化スポーツ事業について 

 １ 第７６回国民体育大会「三重とこわか国体」の開催について 

亀山市職員の育児休業制度について 

 １ 育児休業取得推進の取り組みについて 

 
 

２ 櫻井清蔵（勇政） １２５～１３８ページ 

 

令和２年度施政及び予算編成方針について 

 １ 新年度の一般会計予算は、前年度比８.１パーセント増となる２１７億９,０００万円で、

過去２番目に大きな規模の予算額とのことであるが、増額の要因について 

 ２ 亀山駅周辺整備事業の現況について 

 （１）権利者について 

 （２）繰越明許費について 

 （３）情報開示（市民・議会に対する説明責任）について 



－５－ 

 ３ 新型コロナウイルス感染症対策について 

合併特例債について 

 １ 平成１７年の合併により、新市のまちづくりのために交付された合併特例債の活用につい

て検証し、市民生活の向上のために運用されたのかについて市長の見解を尋ねる 

市長の任期について 

 １ 櫻井市長は、平成２１年の市長選挙のマニフェストにおいて、市長の任期を最長３期１２

年に制限するとして当選された。マニフェストに掲げた信念は揺るぎないものと思うが、

有権者の一人として自治体の首長の任期についての認識を改めて確認したい 

 
 



－６－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【３月１０日】 

 
 

１ 草川卓也（結） １３８～１４７ページ 

 

議案第４号 亀山市基金条例の一部改正について 

 １ 森林環境譲与税が創設された背景について 

 （１）概要について 

 （２）配分額について 

 （３）市の森林が抱える状況について 

 ２ 森林環境譲与税はどのように使われるのか 

 （１）森林環境保全の取り組みについて 

 （２）人材育成・担い手の確保について 

 （３）木材利用促進や普及啓発について 

 （４）使途の公表方法について 

 ３ 他の森林整備関連補助金とのすみわけについて 

 ４ 森林環境保全事業に期待する効果について 

 
 

２ 櫻井清蔵（勇政） １４７～１５６ページ 

 

議案第２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 １ 農業委員等の活動及び成果の実績に応じた報酬の支給について 

議案第８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 

 １ 第２表繰越明許費補正について 

 （１）第８款 土木費、第４項 都市計画費、亀山駅周辺整備事業３７１,５９５千円につい

て 

議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について 

 １ 第１０款 教育費、第２項 小学校費、第１目 学校管理費、井田川小学校教室増設等事

業について 

 ２ 歳入の第２１款 諸収入、第４項 雑入、第１目 雑入、第６節 商工費雑入、乗合タク

シー乗車徴収金及び、歳出の第７款 商工費、第１項 商工費、第１目 商工総務費、地

域生活交通再編事業、乗合タクシー運行委託料について 

 
 
 

３ 今岡翔平（スクラム） １５６～１６３ページ 

 

議案第１号 亀山市職員定数条例の一部改正について 

 １ 条例改正の時期について 

 ２ 育児休業の場合とその他の休業の場合では対応は変わってくるのか 



－７－ 

 ３ 定数に満たない場合の職員の補い方について 

 ４ 育児休業者復帰後の対応について 

議案第２４号 財産の無償譲渡について 

 １ 経緯について 

 ２ 建物の用途について 

 ３ 今後、市から自治会に対して財産を譲渡することはあるのか 

 
 

４ 岡本公秀（新和会） １６４～１７１ページ 

 

議案第２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 １ 条例改正に至った経緯について 

 ２ 農地利用最適化交付金について 

 ３ 農業委員会の委員構成について 

 ４ 活動及び成果の実績に応じた報酬の支給に求められる活動内容について 

 ５ 委員の活動及び成果に伴う能率給の算定方法について 

 ６ このような成果報酬を支給している委員会は他にもあるのか 

議案第４号 亀山市基金条例の一部改正について 

 １ 森林整備のための森林環境譲与税の額について 

 ２ 条例改正によって、森林環境譲与税を基金に積み立てる間に森林の整備施策を作る計画な

のか。また、いつ頃から整備を行う予定であるのか 

 ３ 基金を設置すると、積み立てることが目的になるのではないか 

 ４ 鈴鹿川源流の森林を良好な状態で維持していくための有効な基金の使い方について 

議案第５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について 

 １ 条例改正により、自転車通行帯の設置要件を新たに規定する理由について 

 ２ 自転車道の構造及び設計速度について 

 ３ 市内に自転車道は存在するのか。また、将来設置する考えはあるのか 

 ４ 歩道の整備にあわせた自転車道の整備の検討について 

 
 



－８－ 

質 疑 内 容 （通告要旨） 

 

【３月１１日】 

 
 

１ 服部孝規（日本共産党） １７５～１８５ページ 

 

議案第８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 

 １ 第２表 繰越明許費補正 第８款 土木費、第４項 都市計画費、亀山駅周辺整備事業に

ついて 

議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について 

 １ 第８款 土木費、第４項 都市計画費、第１目 都市計画総務費、亀山駅周辺整備事業に

ついて 

 ２ 第３款 民生費、第１項 社会福祉費、第３目 老人福祉費、高齢者タクシー料金助成事

業について 

 
 

２ 森 美和子（公明党） １８５～１９６ページ 

 

議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について 

 １ 第４款 衛生費、第１項 保健衛生費、第２目 予防費、予防接種費用助成事業について 

 ２ 第１０款 教育費、第２項 小学校費、第２目 教育振興費及び、第３項 中学校費、第

２目 教育振興費、情報教育推進事業について 

 ３ 第２款 総務費、第１項 総務管理費、第７目 企画費、移住交流促進事業について 

 ４ 第７款 商工費、第１項 商工費、第１目 商工総務費、地域生活交通再編事業、乗合タ

クシー運行委託料について 

 
 

３ 森 英之（結） １９６～２０２ページ 

 

議案第１号 亀山市職員定数条例の一部改正について 

 １ 条例制定の目的について 

 ２ 育児休業者の代替職員の確保について 

議案第５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について 

 １ 条例改正の目的と経緯について 

 ２ 本技術的基準が当てはまる市内の道路について 

議案第８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算(第５号)について 

 １ 第２款 総務費、第２項 徴税費、第２目 賦課徴収費、滞納整理推進費の減額補正につ

いて 

 ２ 第１０款 教育費、第２項 小学校費、第１目 学校管理費及び、第３項 中学校費、第

１目 学校管理費、個の学び支援事業の減額補正について 

 ３ 第１２款 諸支出金、第１項 基金費、第５目庁舎建設基金費、庁舎建設基金積立事業の



－９－ 

増額補正について 

 
 

４ 福沢美由紀（日本共産党） ２０３～２１１ページ 

 

議案第８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 

 １ 第１０款 教育費、第２項 小学校費、第２目 教育振興費及び、第３項 中学校費、第

２目 教育振興費、情報教育推進事業の増額補正並びに、第２表 繰越明許費補正 第１

０款 教育費、第２項 小学校費及び、第３項 中学校費、情報教育推進事業について 

議案第１７号 令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について 

 １ 国民健康保険税の今後の見通しについて 

 ２ 保健事業について 

議案第１８号 令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

 １ 後期高齢者医療保険料の今後の見通しについて 

 ２ 保健事業について 

 
 



－１０－ 

質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【３月１２日】 

 
 

１ 草川卓也（結） ２１６～２３１ページ 

 

次代を見据えた地域公共交通の発展について 

 １ 地域生活交通再編事業の充実について 

 （１）乗合タクシーの利便性向上について 

 （２）タクシー料金助成事業の縮小について 

 （３）幹線的バス及び地域生活バスの利便性向上について 

 ２ 市民参加型ライドシェア（自家用有償運送）の確立について 

 （１）新たな交通手段としての可能性について 

次代を見据えた地域ポテンシャルの向上について 

 １ 持続可能な環境の創造と継承について 

 （１）市総合環境研究センターの総括について 

 （２）ＳＤＧｓ未来都市への継承について 

 ２ 自然との共生とまちづくり観光の推進について 

 （１）鈴鹿川源流域等の自然資源の活用について 

 （２）まちづくり観光の好循環の形成について 

 （３）亀山版ＤＭＯの検討について 

 （４）日本遺産の登録申請について 

 
 

２ 尾崎邦洋（勇政） ２３１～２４０ページ 

 

令和２年度予算編成方針と行財政改革大綱について 

１ 令和２年度の一般会計予算について 

 （１）「令和初の種まき予算」とは 

 （２）「歳入に見合った歳出」となっているのか 

 （３）どのような事業の「選択と集中」が行われたのか 

 ２ 第３次行財政改革大綱について 

 （１）第３次行財政改革大綱における新たな取り組みについて 

 （２）第３次行財政改革大綱及び前期実施計画がどのように新年度予算に反映されているのか 

適正な職員の定員管理と人員配置について 

 １ 第４次亀山市定員適正化計画について 

 （１）前計画から見直しが行われた内容について 

 （２）正規職員と非正規職員の割合の是正につながるのか 

 ２ 適正な人員配置について 

 （１）各部署の事務量に見合った最適な人員配置について 



－１１－ 

 （２）適材適所の配置について 

 
 

３ 中島雅代（スクラム） ２４１～２５３ページ 

 

次世代の地域参画支援について 

 １ まちづくり協議会の現状について 

 ２ まちづくり基本条例について 

 ３ 今後のまちづくりの展望について 

亀山中学校及び中部中学校の給食について 

 １ 栄養教諭の役割について 

 ２ 現状及び検討内容について 

 ３ 令和２年度の検討について 

 
 

４ 岡本公秀（新和会） ２５４～２５９ページ 

 

プログラミング教育について 

 １ プログラミング教育の概要及び目的について 

 ２ プログラミング教育の時間数や教員の指導力について 

 ３ プログラミング教材の種類や価格について 

 ４ プログラミング教材の配備数について 

 ５ 高価なプログラミング教材の調達方法について 

 ６ ロボットプログラミングについて 

 
 

５ 服部孝規（日本共産党） ２５９～２７２ページ 

 

亀山駅周辺整備事業について 

 １ 新図書館とマンションの保留床の床単価について 

 ２ 施工予定業者との契約締結について 

第３次亀山市行財政改革大綱について 

 １ 大綱の前提となる亀山市の将来人口予測について 

気候非常事態宣言について 

 １ 市として宣言することについて 
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質 問 内 容 （通告要旨） 

 

【３月１３日】 

 
 

１ 前田耕一（大樹） ２７４～２８７ページ 

 

東京オリンピックの聖火リレーについて 

 １ 概要と実施スケジュールについて 

 ２ 市内通過コースと聖火ランナーについて 

 ３ 市としての聖火リレーの対応について 

東京パラリンピック採火式について 

 １ 概要と実施スケジュールについて 

 ２ 市の採火式の内容について 

第７６回国民体育大会「三重とこわか国体」について 

 １ 概要について 

 ２ 市の開催内容について 

 ３ 市の開催準備状況について 

 ４ プレ大会（リハーサル大会）の開催について 

 ５ シティプロモーション及び観光プロモーション事業の中での取り組みについて 

西野公園施設等の整備について 

 １ トイレの改修について 

 ２ 体育館前花壇の整備について 

 ３ 公園内樹木の管理について 

 
 

２ 今岡翔平（スクラム） ２８７～２９６ページ 

 

亀山駅周辺整備事業の市民説明会について 

 １ 説明会に参加した市民から「副市長は公務よりこの場を優先すべき」という厳しい意見が

あったが、これに対してどのように考えているのか 

 ２ 担当部局や協力業者だけでなく、市長の出席が望まれる説明会だったと感じたが、市長は

どのように考えているのか 

 ３ 今後の市民説明会について 

空き家情報バンクの充実について 

 １ 物件情報の充実に向けて改善点などはあるのか 

 ２ 売約済、商談中の空き家情報の掲載について 

 ３ 買い手(借り手)と売り手（貸し手）のアクセスのしやすさについて 

市の財産処分について 

 １ 平成３０年度に実施した総務委員会の所管事務調査による提言における普通財産の未利用

地の処分の進捗状況について 
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 ２ 財産の処分に係る所管部署について 

 
 

３ 豊田恵理 ２９６～３０９ページ 

 

新型コロナウイルス感染症に係る学校等の臨時休業について 

 １ 経緯について 

 ２ 現状について 

 （１）亀山市の状況について 

 （２）幼稚園、小・中学校の状況について 

 （３）保育園、学童保育所等の状況について 

 ３ 今後の対応について 

総合住民情報システムのシステム障害について 

 １ システム障害の内容について 

 ２ 現在の状況について 

 ３ 今後の対策について 

地図情報システムについて 

 １ 現状について 

 ２ 活用について 

 （１）防災面について 

 （２）観光面について 

 （３）各種公共施設について 

 （４）広報について 

 
 

 



令和２年２月２７日

亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 １ 号 ）
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●議事日程（第１号）

令和２年２月２７日（木）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 会議録署名議員の指名 

第  ２ 会期の決定 

第  ３ 諸報告 

第  ４ 令和２年度施政及び予算編成方針の説明 

第  ５ 令和２年度教育行政一般方針の説明 

第  ６ 議案第 １号 亀山市職員定数条例の一部改正について

第  ７ 議案第 ２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて

第  ８ 議案第 ３号 亀山市手数料条例の一部改正について

第  ９ 議案第 ４号 亀山市基金条例の一部改正について

第 １０ 議案第 ５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について

第 １１ 議案第 ６号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について

第 １２ 議案第 ７号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例について

第 １３ 議案第 ８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について

第 １４ 議案第 ９号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て

第 １５ 議案第１０号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて

第 １６ 議案第１１号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

て

第 １７ 議案第１２号 令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について

第 １８ 議案第１３号 令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について

第 １９ 議案第１４号 令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について

第 ２０ 議案第１５号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）について

第 ２１ 議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について

第 ２２ 議案第１７号 令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について

第 ２３ 議案第１８号 令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について

第 ２４ 議案第１９号 令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について

第 ２５ 議案第２０号 令和２年度亀山市水道事業会計予算について

第 ２６ 議案第２１号 令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算について

第 ２７ 議案第２２号 令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について

第 ２８ 議案第２３号 令和２年度亀山市病院事業会計予算について

第 ２９ 議案第２４号 財産の無償譲渡について

第 ３０ 議案第２５号 市道路線の認定について

第 ３１ 報告第 １号 専決処分の報告について



－２－ 

第 ３２ 報告第 ２号 専決処分の報告について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名）

   １番 草 川 卓 也 君  ２番 中 島 雅 代 君 

   ３番 森   英 之 君  ４番 今 岡 翔 平 君 

   ５番 新   秀 隆 君  ６番 尾 崎 邦 洋 君 

   ７番 中 﨑 孝 彦 君  ８番 豊 田 恵 理 君 

   ９番 福 沢 美由紀 君 １０番 森   美和子 君 

  １１番 鈴 木 達 夫 君 １２番 岡 本 公 秀 君 

  １３番 伊 藤 彦太郎 君 １４番 前 田 耕 一 君 

  １５番 前 田   稔 君 １６番 服 部 孝 規 君 

  １７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名

市      長  櫻 井 義 之 君 副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長 井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君   青 木 正 彦 君 

関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    健康福祉部参事  豊 田 達 也 君 

選挙管理委員会 
監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 松 村   大 君 

事 務 局 長 

監 査 委 員  渡 部   満 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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●事務局職員

事 務 局 長  草 川 博 昭  書 記  水 越 いづみ 

書 記  村 主 健太郎

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第

（午前１０時０２分 開会） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから令和２年３月亀山市議会定例会を開会します。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付してあります議事日程第１号により取り進めます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長におきまして、 

  １番 草 川 卓 也 議員 

 １０番 森   美和子 議員 

のご両名を指名します。 

次に日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

今期定例会の会期は、本日から３月２６日までの２９日間としたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

会期は、本日から３月２６日までの２９日間と決定しました。 

次に日程第３、諸報告をします。 

まず、今期定例会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当

局の出席を求めておきましたところ、お手元の配付文書のとおり、それぞれ出席を得ておりますの

で、ご了承願います。 

 次に、市長から、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３５条第８項

において準用する同条第６項の規定により、亀山市国民保護計画の変更について報告がありました。 

 次に、監査委員から、例月出納検査結果報告書４件、令和元年度財政援助団体等監査結果報告書

及び指定管理者監査結果報告書が、また亀山市土地開発公社、社会福祉法人亀山市社会福祉協議会、

公益財団法人亀山市地域社会振興会、公益社団法人亀山市シルバー人材センターから、令和２年度

事業計画書及び収支予算書がそれぞれ提出されておりますので、ご覧おきください。 

次に日程第４、令和２年度施政及び予算編成方針の説明を行います。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

令和２年亀山市議会３月定例会の開会に当たり、市政運営に対する所信の一端を申し上げます。 
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 去る１月１１日、本市は市制施行１５周年の節目を迎えました。この間、激動の社会経済情勢の

中、議会並びに市民の皆様の英知と協働により、新市の一体感の醸成と財政健全性を確保し、暮ら

しやすいまちへと着実な歩みを進めることができました。地域社会においても、市民活動や地域活

動が一段と活発化し、「市民力・地域力が輝くまちづくり」の推進につながってまいりました。こ

の１５年の歩みを礎に、少子高齢社会の進展、超スマート社会への対応、包容力ある地域共生社会

づくり、厚みのある地域経済・雇用の創出などの政策課題を克服し、持続的成長の次なるステージ

へと力強い歩みを進めてまいります。 

 さて、我が国の経済は、先行きについて当面弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続く中

で景気の緩やかな回復が続くことが期待されております。しかしながら、海外経済の不確実性や消

費税率引上げ後の消費者マインドの動向等に依然として留意していく必要があり、また新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大による経済への影響も危惧されるところであります。 

 こうした状況の下、国におきましては骨太方針２０１９に基づき全世代型社会保障への改革をは

じめ、人づくり改革・働き方改革・所得向上策の推進など、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０時代にふさわし

い仕組みづくりに取り組み、経済再生と財政健全化の好循環の拡大を目指しております。また、デ

フレ脱却と経済再生の道筋を確実なものにするため、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」に

基づき１５か月予算の考え方の下、機動的かつ万全の対策を講じることとしております。 

 一方、県におきましては、長期的な戦略計画「みえ県民力ビジョン」の具現化に向け、中期戦略

計画である第３次行動計画の策定が進められております。その最終案では、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０

やＳＤＧｓの視点を取り入れ、協創による「三重県らしい、多様で、包容力ある持続可能な社会の

実現」を目指し、併せてまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置づけも持たせながら、人口減少対

策にも一体的に取り組んでいく考え方が示されております。 

 こうした国・県の動向は、市民生活や本市の行財政運営にも影響がございますので、引き続き迅

速かつ的確な情報把握等に努めてまいります。 

 くしくも令和２年は、かめやま文化年２０２０の開催年であるとともに、本市の歴史を語る上で

外すことのできない壬申の乱と鈴鹿関、ヤマトタケルノミコトとオトタチバナヒメについて記され

た日本書紀編さん１,３００年に当たる年でもあります。併せて、５６年ぶりに東京オリンピッ

ク・パラリンピックが開催される記念すべき年であり、来る４月８日には関宿において聖火リレー

が行われるなど、大会への期待と感動が高まっております。 

 「令和」新時代を迎え、本市はこうした大きな歴史の流れを捉え、いま一度、故きを温めつつ将

来を見据えた持続可能な地域社会の構築に向けた取組を展開し、さらなる市民の愛着と暮らしやす

さの向上へとつなぐ「緑の健都かめやま」の実現を目指してまいります。 

 これらを踏まえ、行政経営の重点方針において、令和２年度を「知新の年」と位置づけ、環境・

文化施策の推進と亀山版ＳＤＧｓの確立など３つの取組について、職員一人一人の行動と英知を結

集し、取り組んでまいります。 

 また、新年度から市民サービスの向上と次代を見据えたスマート自治体への転換を改革目的とす

る第３次亀山市行財政改革大綱をスタートさせ、その前期実施計画に掲げた取組の実践により、第

２次総合計画の施策推進と財政健全性の確保の両立を図り、持続可能で安定的な財政基盤の確立を

目指します。 
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 こうした中、新年度の予算編成に当たりましては、歳入では普通交付税の一本策定への移行や法

人事業税交付金の創設がされたところであり、また歳出では、会計年度任用職員制度の導入を行い、

新たな制度に対して適切な予算計上に努めたところであります。さらに、幼児教育・保育の無償化

や障がい者サービスの利用増に対する経費など市民サービスの提供に必要な予算を確保するととも

に、前期基本計画第２次実施計画の積極的な展開を図るため重点的な予算配分を行う中、亀山駅周

辺整備事業や図書館整備事業、井田川小学校校舎増築・給食室改修事業に係る事業費などの増によ

り、一般会計予算は過去２番目に大きな規模の予算額となっております。 

 なお、新年度の各会計別の予算額は、一般会計予算が前年度比８.１％増となる２１７億９,００

０万円といたしました。また、国民健康保険事業特別会計は４６億３,０７０万円、後期高齢者医

療事業特別会計は１０億５,２２０万円、農業集落排水事業特別会計は４億９,１５０万円、水道事

業会計は１８億２,５３０万円、工業用水道事業会計は１億１,０８０万円、公共下水道事業会計は

２４億３,７１０万円、病院事業会計は２０億５,４６０万円で、一般会計、特別会計、企業会計を

合わせまして、前年度比６.１％増の３４３億９,２２０万円の当初予算額といたしております。 

 それでは、市政の各部門にわたり、第２次亀山市総合計画の基本施策の体系に沿ってご説明申し

上げます。 

 まず、「快適さを支える生活基盤の向上」についてでございますが、都市づくりの推進につきま

しては、都市計画道路や用途地域の見直しを進めるとともに、亀山市都市マスタープランに掲げる

都市づくりの戦略方針に基づき、土地利用制度やエリアプランの検討を行ってまいります。また、

住宅取得支援制度の推進等により、居住誘導区域への子育て世帯等の居住誘導を図るほか、計画的

に地籍調査事業を進めてまいります。 

 また、亀山駅周辺整備事業につきましては、現在、亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発組合

において、権利変換計画の三重県知事による認可に向けた手続が進められております。認可後は、

権利者への補償費の支払いや既存建物の解体工事を経て、施設建築物・公共施設の建築工事が進め

られることとなりますので、市といたしましても、ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェクトの積極

的な推進を図るべく庁内連携を強め、引き続き当該組合への関連補助金の交付など必要な支援を行

うとともに、駅周辺道路の整備に向けた用地取得等を進めてまいります。 

 一方、公園の整備につきましては、令和３年開催の三重とこわか国体の競技会場となる西野公園

のトイレや外周柵の改修等を行い、円滑な大会運営に向けた環境整備と公園利用者の利便性向上を

図ってまいります。 

 次に、住環境の向上につきましては、住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの確保を図るた

め、民間賃貸住宅を活用し、既存の市営住宅と併せ、必要な住宅供給を行ってまいります。また、

空き家情報バンク制度を通じて移住者と空き家所有者のマッチングを進め、空き家の活用促進を図

るとともに、そのまま放置すれば著しく危険となるおそれがある状態などの特定空家等の除去を対

象とした補助制度の創設により、快適な住環境の維持に取り組んでまいります。 

 次いで、上下水道の充実のうち、上水道事業につきましては、安全でおいしい水の安定供給を図

るため、水道施設の計画的な耐震化を進めてまいります。また、住山町西部地区の水量・水圧低下

を解消するため、住山加圧ポンプ室の建設工事を進めるほか、水道法の改正に伴い水道施設台帳の

作成及び保管が義務づけられたことから、新年度から２か年をかけて台帳整備を行い、水道施設の



－６－ 

計画的な更新など適切な管理につなげてまいります。 

 一方、公共下水道事業につきましては、流域関連亀山市公共下水道事業計画に基づき、川崎町、

川合町、阿野田町、天神３丁目地内などで管渠布設工事等を行うとともに、今後も国の補助金を活

用しつつ効率的な下水道整備を進めるに当たり、生活排水処理アクションプログラムの見直しを行

ってまいります。 

 また、下水道管渠長寿命化対策事業につきましては、みどり町地内の管渠改築工事を行うととも

に、施設の適切な維持管理に向け、次期長寿命化計画となるストックマネジメント計画を策定して

まいります。さらに、農業集落排水事業につきましては、本年度策定を進めております最適整備構

想に基づき機能強化対策事業計画を策定し、施設の長寿命化対策や適切な維持管理に努めてまいり

ます。 

 次に、道路の保全・整備のうち、和賀白川線整備事業につきましては、産業振興と市民生活の根

幹を担う道路ネットワークである市内環状道路の整備に向け、新年度は亀山斎場線の工事に着手し

てまいります。また、道路施設の適切な維持管理を図るため、国の交付金等を活用し、計画的に老

朽化の進む路線の舗装改修や橋梁の長寿命化に取り組むほか、狭隘道路後退用地整備事業における

助成制度を拡充し、道路の利便性や安全性の向上、居住誘導の促進を図ってまいります。 

 次いで、公共交通網の充実につきましては、亀山市地域公共交通計画に基づき、市内全ての地域

公共交通が一体となって機能する持続可能な公共交通ネットワークの形成と地域の交通手段の確保

を図ってまいります。中でも、超高齢社会を迎え、年々高齢者の運転免許の自主返納が増える中、

本市独自の地域交通として制度拡充に努めております乗合タクシー「のりかめさん」につきまして

は、本年度に引き続き全ての登録者を対象として無料体験乗車券を配布するなど、一層の制度定着

を図ってまいります。 

 また、本年度、ＪＲ西日本株式会社から無償譲渡を受けるべく進めておりますＪＲ加太駅舎につ

きましては、鉄道利用者の利便性向上をはじめ、歴史観光資源や地域のにぎわい交流・情報発信の

場として活用していくため、鉄道事業者や地域の方々と協議を行いながら、新年度から２か年をか

けて駅舎改修を通じた地域活性化拠点づくりを進めてまいります。 

 次に、安全・安心なまちづくりの推進につきましては、地域の特性に応じて地域が主体となって

取り組む地区防災計画の策定支援などにより、市民・地域のつながりを生かす自助・共助の強化を

図ってまいります。 

 また、三重県が見直しを行った河川氾濫に関するハザードマップをはじめ、土砂災害ハザードマ

ップ、防災重点ため池ハザードマップなど、様々な情報を掲載した総合的な防災マップを新たに作

成し、広く周知を図ることにより、防災意識の向上を図ってまいります。 

 なお、農業用ため池のうち、地震や豪雨の発生時に民家等に大きな影響が危惧される防災重点た

め池について、国の令和元年度補正予算を活用し、耐震性調査の実施等を行うため、本議会に関係

経費及び繰越明許費の予算補正を提案いたしております。 

 また、ゲリラ豪雨や巨大台風による浸水被害を軽減するため、近年、浸水被害が発生した区域に

ついて新たに浸水シミュレーションに基づき浸水対策計画を策定し、排水路や下水管の処理能力を

超える雨水等の内水氾濫対策につなげてまいります。このほか、発生が危惧される南海トラフ地震

等に備え、引き続き木造住宅の耐震化促進や橋梁の計画的な耐震補強に取り組むとともに、公道に
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面したブロック塀等の撤去に対する助成制度により安全対策を図ってまいります。 

 こうした取組などにつきましては、先般策定をいたしました亀山市国土強靭化地域計画により、

総合的かつ計画的に推進してまいります。 

 一方、消防力の充実強化につきましては、多種多様化する災害に的確に対応するため、消防施

設・設備の充実や人材育成に取り組むとともに、鈴鹿市とのはしご自動車の共同整備・共同運用を

進めてまいります。また、計画的な救急救命士の養成や実習・研修の充実による救急隊員の資質向

上、ジュニア救命士育成事業など市民による応急手当ての実施を促進し、救命率の向上を図るほか、

消防団における車両更新や装備資機材を充実・強化してまいります。 

 次いで、低炭素・循環型社会の構築のうち、本市の環境関連計画を一体的に改定する環境関連計

画改定等事業につきましては、現在、亀山市環境審議会等での審議をはじめ、市民等によるワーク

ショップを行い、中間案の取りまとめを進めております。引き続き、ＳＤＧｓの視点や新たな事業

展開等について検討を進め、本市の環境政策の総合的かつ効果的な推進に資するため、来年度末の

計画改定に向け取り組んでまいります。 

 また、廃棄物処理施設の適正管理を図るため、引き続きごみ溶融処理施設及びし尿処理施設の大

規模整備工事を実施するとともに、稼働後３０年を迎える破砕粗大ごみ処理施設につきましても、

老朽化した設備・機器の計画的な更新等により施設の延命化を図るため、長寿命化計画を策定して

まいります。 

 一方、廃棄物の再生利用拡大と資源化率の向上を図るため、本年１０月からの新たな資源ごみの

分別収集の試行実施に向け、自治会単位での説明など、市民への周知・啓発に努めてまいります。 

 次に、自然との共生のうち、森林の保全につきましては、森林の持つ水源涵養や土砂災害防止な

どの多様な公益的機能のさらなる向上を図るため、森林環境譲与税を活用し、鈴鹿森林組合等と連

携して森林所有者への意向調査や森林の現況調査等を実施し、未整備森林の解消に取り組んでまい

ります。 

 また、森林の整備等に充てるため、新たに森林環境整備基金を設置することから、本議会に関係

条例の一部改正について提案いたしております。 

 このほか、みえ森と緑の県民税を活用し、鈴鹿川等源流の森林づくり協議会の活動支援や子供た

ちが本市の木材と触れ合う機会の創出等を通じ、源流域への愛着と誇りの醸成につなげてまいりま

す。 

 一方、農地の保全につきましては、農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮と耕作放棄地の

発生防止に資するため、農地、農道、水路の維持など地域資源の保全活動を支援するとともに、田

園環境の保全等を図るため、一団の農地に景観作物を作付けする農家や営農組織等の取組を支援し

てまいります。 

 次いで、歴史的風致を生かしたまちづくりの推進につきましては、本市の魅力的で地域性のある

歴史的風致の維持向上を図るため、東海道を基軸としながら生活の中に息づく街道文化を大切にし

つつ、亀山宿、関宿、坂下宿の３宿と、そのつながりを生かす取組を進めてまいります。 

 新年度につきましては、引き続き関宿伝統的建造物群保存地区の修理修景事業を着実に進めると

ともに、同地区内の旧田中家住宅について、令和３年度からの公開活用に向けて、土蔵及び文庫蔵

の修理を行ってまいります。 



－８－ 

 次に、歴史文化の継承・活用のうち、鈴鹿関跡学術調査事業につきましては、鈴鹿関跡の歴史的

価値を明らかにするべく、学術調査専門委員会から助言を頂きながら、引き続き調査研究を進めて

まいります。 

 また、歴史博物館につきましては、展示事業として、亀博自由研究のひろばで関西鉄道開業１３

０年にちなんだ亀山と鉄道に関する展示を、また秋季企画展では、日本書紀編さん１,３００年に

ちなんだヤマトタケルノミコトとオトタチバナヒメをテーマにした企画展示を開催するなど、話題

性に注目しつつ身近な歴史事象の展示を企画することで、本市の歴史や文化を学ぶ機会づくりを進

めてまいります。 

続きまして、「健康で生きがいを持てる暮らしの充実」についてご説明申し上げます。 

まず、地域福祉力の向上のうち、地域福祉力強化推進事業につきましては、昨年度から亀山市社

会福祉協議会に設置するＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の正規職員化や相談支援包括

化推進員を中心とした多機関協働による包括的支援体制の構築を進め、相談者宅の訪問等によるア

ウトリーチ支援を強化するなど、地域における助け合い・支え合いの仕組みづくりを推進いたしま

す。 

さらに、生活困窮者自立支援事業につきましては、引き続き自立支援相談など各種事業を展開し、

地域の中で経済的困窮や社会的孤立等の複合的な課題を抱えた生活困窮者の自立に向け、自立支援

調整会議を通じて多機関によるきめ細やかな支援に努めてまいります。 

 次に、健康づくり・地域医療の充実のうち、健康な暮らしの支援につきましては、引き続き本市

の特色を生かした独自の健康マイレージ事業に取り組み、新年度には事業所単位での参加を働きか

けるなど、より多くの方に気軽に事業に参加いただくことで市民の健康づくりに対する行動変容を

促し、健康寿命の延伸につなげてまいります。 

 また、健康都市連合加盟１０周年を迎えるに当たり、本市の疾病傾向や地域包括ケアシステムの

仕組みなどを含めた健康づくりの取組を冊子としてまとめ、市民への啓発等に活用してまいります。 

 一方、新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、早期に庁内に新型コロナウイルス感

染症対策推進会議を立ち上げ、三重県と連携を密にしながら迅速かつ的確な情報把握等を行い、市

ホームページ等を通じ市民に対し、県等の相談窓口などの情報提供に努めるほか、市が主催するイ

ベントの開催基準を設けるなど、感染予防対策の強化を図っているところであります。引き続き、

新たな感染症に対する市民の不安を解消するよう丁寧な対応に努め、対策に万全を期してまいりま

す。 

 また、予防接種費用助成事業につきましては、学童期以降の百日せきの免疫維持を目的として、

新たに百日せきを含む三種混合ワクチンの予防接種を助成対象に加え、感染症予防を推進してまい

ります。 

 また、がん検診推進事業につきましては、子宮がん検診の日数拡大や各種がん検診の未受診者へ

の再通知により、さらなる受診率の向上に努め、がんの早期発見・早期治療につなげてまいります。 

 さらに、地域医療の充実につきましては、地域の医療機関との連携強化に取り組むとともに、三

重大学に設置された亀山地域医療学講座については、本市をフィールドとした地域医療に関する研

究や活動成果について検証を行いながら、引き続き実際の診療や研究を通じた地域の医療体制の確

保に努めてまいります。 
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 また、本年で開院３０周年を迎えます医療センターにつきましては、本市の地域包括ケアシステ

ムの中核を担う病院として、かめやまホームケアネットの後方支援機能の役割を果たすとともに、

地域包括ケア病床の有効活用や訪問看護ステーション事業の充実に取り組んでまいります。 

 新年度につきましては、稼働率が高い地域包括ケア病床をさらに増床し、利用者の在宅復帰に向

けた支援の充実を図り、こうした取組を通じて病院経営の改善に鋭意取り組んでまいります。また、

来る７月には開院３０周年記念式典を開催してまいります。 

 一方、国民健康保険事業につきましては、健全な財政運営のためには、被保険者の健康増進によ

る医療費の適正化に向けた取組が重要になりますことから、引き続き亀山市第２期国民健康保険保

健事業実施計画（データヘルス計画）に基づき、特定健診未受診者対策や生活習慣病重症化予防な

どの保健事業に取り組み、被保険者が安心して医療が受けられるよう、持続可能な事業運営に努め

てまいります。 

 次いで、高齢者の地域生活支援の充実につきましては、人生１００年時代を見据え、健康寿命の

延伸を図るため、高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らしていけるよう、介護保険の総合事業、

国民健康保険・後期高齢者医療の保健事業及び健康づくり事業の連携や地域での支え合い活動が重

要になっております。そのため、新たに関係機関の連携強化策や高齢者のフレイル対策等について

取りまとめ、亀山市高齢者福祉計画の改定を行ってまいります。 

 また、認知症高齢者が増加する中で、認知症初期集中チーム「カナリア」を中心に、認知症高齢

者本人や、その家族への支援の充実を図ってまいります。 

 ところで、タクシー料金助成事業につきましては、心身等の事情により乗合タクシーの利用が困

難な高齢者には継続してタクシー券の交付を行うとともに、重度の障がいがある方には乗合タクシ

ーも併せてご利用いただける制度運用を図り、高齢者や障がい者の社会参加を促進してまいります。 

 次に、障がい者の自立と社会参加の促進につきましては、障がいのある人が住み慣れた地域で生

活を送ることができ、障がいがない人とのつながり、支え合い、自分らしい生活ができるまちづく

りを進めてまいります。 

 新年度につきましては、障害者総合相談支援センター「あい」や計画相談支援事業者等を含めた

多機関が連携した包括的な相談支援体制の構築に向けて検討を図るとともに、亀山市地域自立支援

協議会による障害者差別解消支援機能の整備を進め、障がい者の自立支援体制を強化してまいりま

す。 

 一方、東京パラリンピック大会に当たり、来る８月には本市において地場産業であるろうそくの

火を大会聖火へとつなげる採火式を開催し、パラリンピックへの意識高揚を図ってまいります。 

 次いで、文化芸術の振興につきましては、かめやま文化年プロジェクト「かめやま文化年２０２

０」のアクションイヤーとして、「かがやく」をテーマに年間を通して多彩な事業を展開してまい

ります。特に、大阪府羽曳野市、奈良県御所市との３市交流事業「日本武尊・白鳥伝説交流事業」

や亀山薪能などを記念事業として併せて実施し、本市の歴史文化等の魅力を市内外へ発信するとと

もに、市民と行政が各事業で連携しながら文化交流の促進を図ってまいります。 

 また、本市の文化振興の基本的な考え方や文化政策を位置づける亀山市文化振興ビジョンが令和

３年度で計画期間が終期を迎えますので、新年度において、これまでの取組成果や課題を整理する

とともに、当該ビジョンに掲げた（仮称）亀山市文化基本条例の制定に向けた取組を進めてまいり
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ます。 

 次に、スポーツの推進につきましては、三重とこわか国体の開催に向け、競技団体等と緊密な調

整を行いながら、新年度において本市が競技会場となる軟式野球、ウエイトリフティングのリハー

サル大会をそれぞれ開催するなど、着実に準備を進めてまいります。また、競技会場となる西野公

園体育施設の整備を進めるとともに、市民や関係団体と一丸となった大会開催への機運を醸成し、

こうした大会を契機として広くスポーツ文化の浸透を図ってまいります。 

続きまして、「交通拠点性を生かした都市活力の向上」についてご説明申し上げます。 

まず、企業活動の促進・働く場の充実につきましては、新名神高速道路の県内本線開通により、

東名阪自動車道とのダブルネットワーク機能が発揮され、渋滞緩和や物流の効率化など、亀山イン

ターチェンジ周辺の交通拠点性が高まっております。こうした中、民間産業団地「亀山・関テクノ

ヒルズ」の開発主体や三重県と連携を図るとともに、産業振興奨励制度を活用しながら積極的な企

業誘致活動を展開してまいります。併せて、本市に進出決定を頂いた企業の円滑な操業開始に向け

継続した支援を行うとともに、亀山市雇用対策協議会、ハローワーク等の関係機関と連携した合同

面接会の開催や就労者の働きやすい環境づくりに向けた取組などにより、雇用促進に努めてまいり

ます。 

次に、地域に根差した商工業の活性化につきましては、市内商業団体や亀山商工会議所と連携し、

引き続き「まちゼミ」「大市」などの商業活性化に向けた取組を支援してまいります。また、創業

セミナーの開催や空き店舗等活用支援事業補助制度の運用により創業を志す若者や女性を支援し、

にぎわいのある商業地域の形成を進めてまいります。 

 また、市内の小学生を対象とした地域企業の魅力を伝える職業体験イベント「カメジョブキッ

ズ」の開催を支援するほか、本市と交流のある７自治体等を招いた亀山市交流自治体特産品フェア

の開催や市独自のブランド認定制度の創設により、本市の特産品等を市内外に積極的に発信してま

いります。 

 次いで、農林業の振興につきましては、農業経営の安定化に努める認定農業者や営農組織などの

担い手農家に対し、三重県やＪＡ鈴鹿等の関係機関と連携し、支援を行ってまいります。また、四

日市ポーククラスター協議会の中心的な経営体が実施する離乳舎建設に対し補助金を交付し、養豚

農家の規模拡大や畜産環境改善を支援してまいります。 

 ところで、昨年、三重県内でも発生しましたＣＳＦ（豚熱）につきましては、野生イノシシの駆

除に対する報償費を見直し、捕獲を促進するとともに、三重県や関係機関と連携し、引き続き感染

予防対策を講じてまいります。 

 一方、林業の振興につきましては、林業事業体の木材生産の向上を図るため、引き続き施業の集

約化や作業路網の整備などの取組を支援するとともに、公共建築物等の木造化・木質化など、地域

材の利用促進に努めてまいります。 

 次に、まちづくり観光の推進につきましては、本市の新たな観光資源の掘り起こしや関宿を中心

とした観光地の魅力を効果的に情報発信し、来訪者との交流促進を進めてまいります。 

 新年度におきましては、まちづくり観光のコーディネーターである亀山市観光協会に対し、引き

続き観光イベントの開催やホームページでの観光情報発信、フィルムコミッションのロケ誘致など

について運営支援を行ってまいります。また、関宿の魅力向上に向け、現在、貸店舗事業者の募集
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を行っている関まちなみ文化センターの活用を図ってまいります。 

 一方、亀山７座トレイル整備・推進事業につきましては、鈴鹿山脈のすばらしさを広く理解して

もらい、貴重な観光資源として次世代へ継承するため、登山道の安全対策など環境整備を進めると

ともに、市民団体との協働により亀山７座の魅力を体験できる登山イベントを開催してまいります。 

 次いで、広域的な交通拠点性の強化のうち、リニア中央新幹線市内停車駅誘致の推進につきまし

ては、引き続きリニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議を通じた取組や、三重県や沿線

自治体等の関係機関と連携を図りながら、早期全線開業と市内停車駅誘致に取り組んでまいります。

また、リニアの実現が夢から現実へと新たなステージを迎える中、効果的な情報発信等を通じ、市

内停車駅誘致に対する機運を醸成し、オール亀山での誘致活動を一層推進してまいります。 

続きまして、「子育てと子どもの成長を支える環境の充実」についてご説明申し上げます。 

 まず、安心して産み育てられる環境づくりの推進につきましては、本年度策定いたします第２期

亀山市子ども・子育て支援事業計画に沿って、「子どもの笑顔が輝く 子育て交流のまち かめや

ま」の実現に向け、積極的な取組を進めてまいります。 

そうした中、健やかに産み育てられるための支援として、新たに妊婦歯科健康診査を実施すると

ともに、３歳児健康診査において、より精密な眼科検査が可能となる検査器具を導入するなど、妊

娠期から幼児期までの切れ目のない支援を充実させてまいります。 

 一方、就学前教育・保育施設の再編・整備につきましては、幼児教育・保育の無償化の影響など

を踏まえた最適な施設再編に向け、中長期的な方針の策定に取り組んでまいります。また、認定こ

ども園整備事業につきましては、地元自治会との協議等の中で出された課題について庁内で検討を

行いながら、地域の方々に理解を深めていただけるよう進めてまいります。 

 このほか、放課後児童クラブ事業につきましては、新年度から新たに開設される民設１施設を加

えた２２施設の放課後児童クラブを運営する地域組織等を支援し、子供たちが安心して生活できる

居場所の充実に取り組んでまいります。 

 一方、社会福祉法人里山学院が、市の所有する西町地内の土地及び建物を活用して進めておりま

す地域小規模児童養護施設につきましては、来月、近隣の方々を対象とした内覧会が行われ、来る

４月に開所する運びとなっております。開所後は、市内初の児童養護施設として、社会的養護が必

要な児童が、より家庭に近い環境で生活できるよう、その受入れ等について連携した支援を行って

まいります。 

 ところで、国は、児童虐待防止対策体制総合強化プランにおいて、令和４年度までに全ての市町

村に子ども家庭総合支援拠点の設置を掲げております。こうした中、本市は、これまでから子ども

総合相談窓口として虐待対応や育児支援のための支援体制を整えており、また国の定める職員数や

相談室等の基準も満たしていることから、来る４月から子ども総合相談の窓口を子ども家庭総合支

援拠点として位置づけ、安心して子育てができる切れ目のない支援の強化を図ってまいります。 

 また、子育て環境の魅力発信として、来る４月から子育て世帯に向け、ＳＮＳ（ソーシャル・ネ

ットワーク・サービス）のＬＩＮＥを活用した情報配信を行ってまいります。子育て支援センター

のイベントや交流情報、各種制度の案内など、子育てに役立つ情報をタイムリーに提供することで、

子育て世帯の交流を促し、安心して子育てできる環境づくりにつなげてまいります。 

続きまして、「市民力・地域力の活性化」についてご説明申し上げます。 
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 まず、自立した地域まちづくり活動の促進につきましては、引き続き地域まちづくり協議会のア

ドバイザー派遣や地域予算制度による財政的な支援を行うとともに、地域まちづくり協議会の組織

強化のための担い手の発掘や地域リーダー養成のためのスキルアップ研修の開催などを通じて、地

域まちづくり計画に基づく地域が主体となった活動を促進してまいります。 

 次に、市民参画・協働の推進と多様な交流活動の促進のうち、協働事業提案制度につきましては、

市民への制度周知や協働に関する職員研修等を行い、多様な主体との協働によるまちづくりを進め

てまいります。 

 また、市民活動応援制度につきましては、登録団体数や応募券の利用率も年々増加し、制度への

理解が図られてきましたので、引き続き検証を重ねながら活用促進を図り、市民活動の活性化につ

なげてまいります。 

 さらに、若者同士の交流機会の創出や若者世代の積極的なまちづくりへの参画を促進する若者交

流推進事業につきましては、引き続き、かめやま若者未来会議を交流基盤として、これまでの活動

に加え、若者の視点を生かした政策アイデアの検討や企画を行い、若者の力をまちづくりへつなげ

てまいります。 

 一方、移住交流促進事業につきましては、都市部での移住フェアや三重県と連携した移住相談会

などを通じ本市での暮らしの魅力を発信するとともに、本市での暮らしを体感していただく移住体

験ツアーを実施するほか、新たに東京圏から移住し、就業する方を対象とした移住支援金制度を創

設し、本市が移住先として選ばれるまちとなるよう取り組んでまいります。 

 次いで、共生社会の推進のうち、人権を尊重し合えるまちづくりの推進につきましては、市民一

人一人の人権意識の高揚を図るとともに、市職員も人権尊重の視点を持って業務に取り組めるよう、

啓発活動や人権課題の共有に取り組んでまいります。 

 一方、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するための第３次亀山市男女共同参画基本計画に

つきましては、令和３年度において計画期間が終期を迎えますので、次期計画の策定に向け、これ

までの取組成果や課題を把握するため、新年度において市民へ意識調査を行ってまいります。また、

ワーク・ライフ・バランスの推進につきましては、亀山市雇用対策協議会等と連携した効果的な取

組により、事業所の働き方改革や市民一人一人の意識の向上につなげてまいります。 

続きまして、「行政経営」についてご説明申し上げます。 

 まず、職員の能力を生かせる組織力の強化につきましては、本年度、第３次亀山市定員適正化計

画の計画期間が終期を迎えますので、引き続き適正な職員の定員管理を行うべく職員定数に対する

考え方を整理し、より実態に即した職員数を管理していくため、このほど第４次亀山市定員適正化

計画を策定したところであります。本計画の策定に伴い、職員の定数を維持しつつ、さらに多様化

する行政需要への対応を図るため、本議会に関係条例の一部改正について提案いたしております。 

 また、職員の仕事と子育ての両立等を推進するため、新たに策定した第４次亀山市特定事業主行

動計画に基づき職員の勤務環境の向上を図り、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を進

めてまいります。 

 一方、業務の効率化によるスマート自治体への転換を進める方策の一つとして、新年度にシステ

ム入力等の一部事務において、ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）等の導入を

実施してまいります。 
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 次に、財産・情報の適正な管理・活用のうち、行政情報の適切な管理につきましては、市民の利

便性の向上を図るため、マイナンバーカードを活用した行政サービスとして、今月から全国のコン

ビニで住民票の写し、印鑑登録証明書等を発行できるコンビニ交付サービスを開始いたしましたの

で、引き続きサービスの利用に必要となるマイナンバーカードの取得促進に努めてまいります。ま

た、サービスの開始に伴い、来る４月第２週から日曜窓口の受付時間を正午までに見直すことから、

市民への周知を徹底してまいります。 

 一方、新庁舎の整備につきましては、本年度から２か年をかけて策定する亀山市新庁舎整備基本

計画の中間案を取りまとめたところであり、新庁舎の規模や建設候補地の選定等を行い、来年度末

の計画策定に向けて進めてまいります。 

 次いで、持続性を保つ健全な財政運営のうち、多様な手法による安定した財源の確保につきまし

ては、三重地方税管理回収機構に職員を派遣し、市税の徴収強化に努めるとともに、新たにスマー

トフォンを活用した収納サービスを開始し、納税者等の利便性の向上に努めてまいります。 

 ところで、本年は５年ごとに実施されている国勢調査の実施年であります。今年で１００年を迎

える国勢調査は、人口や世帯の実態を調査する国の最も重要な統計調査であり、その結果は各種施

策の基礎資料として幅広く活用されることとなります。そのため、本調査の実施に当たり、万全の

体制をもって取り組んでまいります。 

 一方、第２次亀山市総合計画前期基本計画につきましては、令和３年度で計画期間が終期を迎え

ますので、基本構想の実現を図るべく後期基本計画の策定に向け、新年度において外部環境等の調

査や前期基本計画の検証等を進めてまいります。 

 また、本年度で計画期間が終期を迎えます亀山市まち・ひと・しごと創生総合戦略につきまして

は、計画期間を令和３年度まで２年延長し、第２次総合計画の施策と整合を図り、人口減少対策を

推進いたしますので、今後、後期基本計画の策定に向けた取組と併せ、次期計画の策定を進めてま

いります。 

 また、学校教育、生涯学習等、教育分野の詳細につきましては、後ほど教育委員会当局からご説

明申し上げます。 

 最後に、昨年１１月１１日から本年２月１０日までの一般会計及び各特別会計に係る３,０００

万円以上１億５,０００万円未満の工事請負契約の状況は別紙のとおりでございましたので、ご高

覧賜りたいと存じます。 

以上、簡単ではございますが、施政及び予算編成方針についてご報告申し上げました。 

 私は、議員各位並びに市民の皆様のご鞭撻を得つつ、市政に全力を尽くす覚悟でございますので、

皆様の深いご理解と一層のご支援を心よりお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君）

市長の施政及び予算編成方針の説明は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時５３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時０３分 再開） 

○議長（小坂直親君）
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休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に日程第５、令和２年度教育行政一般方針の説明を行います。 

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 令和２年亀山市議会３月定例会の開会に当たり、教育行政の方針についてご説明申し上げ、議員

並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 まず、国の情勢でありますが、新年度から新学習指導要領が小学校において本格実施となります。

新しい時代に必要となる資質・能力の育成や主体的・対話的で深い学びの実現を目指し、教科書も

新しくなる中、学校現場では指導法や授業改善等が一層求められています。 

 また、文部科学省は、これから到来するＳｏｃｉｅｔｙ５.０時代を見据え、令和時代のスタン

ダードな学校像として、全国一律のＩＣＴ環境整備が急務であるという認識の下、これまでの教育

のＩＣＴ化に向けた５か年計画に加え、新たにＧＩＧＡスクール構想を打ち出しました。具体的に

は、令和５年度までに、児童・生徒１人１台の端末と高速大容量の通信ネットワークの整備を全国

の全ての小・中学校において完備するというものであります。 

 一方、昨年１２月の教職員給与特別措置法の改正により、文部科学省は本年１月に「公立学校の

教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び

福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」を公示しました。これは、従前に示された

「公立学校の教員の時間外勤務時間の上限を原則月４５時間、年間３６０時間とする公立学校の教

師の勤務時間の上限に関するガイドライン」を指針として格上げしたものであり、本年４月から適

用されます。 

 さらに、新学習指導要領本格実施や学校における働き方改革に向けて、引き続き小学校英語専科

教員の配置等、教職員定数の改善や外部人材の拡充など、学校の指導・運営体制の強化・充実が図

られようとしています。 

 次に、県の情勢でありますが、教育を取り巻く社会情勢の変化や課題に的確に対応するために、

新年度から４年間における三重の教育の基本方針である次期三重県教育施策大綱及び新年度から４

年間を計画期間とし、教育施策を着実に進めていくための指針となる次期三重県教育ビジョンが令

和元年度中に策定されます。また、新年度からおおむね５年間を計画期間とし、家庭・地域・学校

において子供の発達段階に応じた読書習慣の形成を効果的に図るための方策を示す第４次三重県子

ども読書活動推進計画も令和元年度中に策定されるところであります。 

 こうした国や県の動向・施策を見極めつつ、教育委員会といたしましては、引き続き亀山市教育

大綱の基本理念「学ぶあふれる教育のまち かめやま」を念頭に置き、亀山市学校教育ビジョン、

亀山市生涯学習計画及び亀山市子どもの読書活動推進計画の具体的な実践を着実に推進してまいり

ます。 

それでは、教育行政の各部門にわたり、新年度の取組及び事業計画をご説明申し上げます。 

初めに、学校教育関係についてご説明申し上げます。 

まず、学校体制の充実につきましては、新年度も引き続き本市独自の少人数教育推進教員の効果

的な配置によるきめ細かな教育の推進に努めてまいります。また、個の学び支援事業におきまして

は、学習生活相談員の効果的な配置や、介助員、看護師等の適正配置に引き続き努力してまいりま
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す。 

 次に、コミュニティ・スクールにつきましては、これまでの９校に加え、新年度から新たに亀山

西小学校、井田川小学校及び中部中学校の３校で学校運営協議会の設置が予定されております。さ

らに、亀山東小学校、亀山中学校におきましても設置に向けた研究と準備を進め、令和３年度には

市内全小・中学校への学校運営協議会の設置を目指してまいります。 

 次いで、学校給食関係につきましては、公金化による適切な管理と教職員の業務負担軽減を図る

ため、令和３年度から給食会計の公会計化を実施いたします。新年度は、公会計化に向けての例規

整備や給食費徴収システムの稼働準備に着手いたします。 

 また、中学校のデリバリー給食につきましては、注文締切りをこれまでの１週間前から３営業日

前に短縮し、生徒、保護者の利便性向上を図ってまいります。 

 なお、地産地消を推進する「かめやまっ子給食」については継続して取り組み、一層のメニュー

充実を図るため生産者の方々との連携に努めてまいります。 

 次に、教職員の働き方改革の取組といたしまして、国の指針や県が示す公立学校の教師の勤務時

間の上限方針を参考にしつつ、本市としての上限方針を策定し、本年４月から運用してまいります。

運用に当たり、校務用パソコンの使用時間の記録等を活用し、より客観的な勤務時間の把握に努め

てまいります。引き続き、時間外労働時間削減に向けた教職員の意識改革を促すとともに、学校に

おける業務改善等の進捗状況を把握しながら、総勤務時間縮減を推し進めてまいります。 

 さらに、スクール・サポート・スタッフ、部活動指導員や学校ボランティア等、外部人材の積極

的な活用や学校閉校日の拡大を進めてまいります。 

続きまして、教育研究関係についてご説明申し上げます。 

 まず、本市における学校教育の基本理念や施策の方向性を示す亀山市学校教育ビジョンについて

は、その計画期間が残すところ２年となります。目指す子供の姿である「希望に輝く心ゆたかな亀

山の子どもたち」を育成するため、その進捗状況に留意し、目標達成に向けて取り組むとともに、

次期学校教育ビジョンの策定作業に取りかかってまいります。 

次に、教職員の研修関係につきましては、教育現場の教育力の向上を目指して、令和２年度亀山

市教育関係職員の研修方針を定めました。「情熱と誇りをもち、学び続ける教職員」を目指す姿と

し、これまで以上に保幼小中の連携を大切にしながら、教職員の資質や指導力、管理職のマネジメ

ント能力の向上を図るため、より効果的な研修ができるよう講座構築いたします。 

 次いで、学力向上につきましては、児童・生徒一人一人の確かな学力の向上を目指して、亀山市

学力向上推進計画（第３版）を推進してまいります。「書く力」「読み取る力」の育成を柱とする

取組を充実させるほか、社会に開かれた教育課程の実現や習得・活用・探究を意識した総合的な学

習の時間の充実を図ります。また、地域資源・地域人材の積極的な活用による、ふるさと・キャリ

ア教育を推進いたします。 

 次に、新学習指導要領につきましては、小学校での本格実施を迎え、教科横断的・小中系統的な

視点に留意した教育課程を編成し、学習の基盤となる資質・能力等の育成を図るとともに、主体

的・対話的で深い学びの授業改善に努めてまいります。また、英語指導におきましては、読む・書

く・聞く・話すの４技能の育成を進め、特に中学校では各技能の定着度を客観的に測る外部試験を

導入し、指導改善に生かしてまいります。また、令和３年度からの中学校新学習指導要領本格実施
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に向けて、教科用図書の採択を実施いたします。 

 次いで、体力向上につきましては、体を動かすことが楽しいと感じられるような工夫や運動量の

確保に留意した体育の授業改善等を進めるとともに、運動の日常化に取り組んでまいります。 

 次に、豊かな心を育む教育につきましては、これまでの体験活動の場を一層工夫し、命の大切さ

や仲間を思いやる心の醸成を図ってまいります。また、市立図書館や歴史博物館、文化会館等との

連携を深めながら、読書や文化芸術等に係る体験を通して豊かな感性や人間性を育むとともに、従

前からの取組である「かめやましファミリー読書リレー」に加え、昨年１１月から始めた「かめや

ま読書チャレンジ」の取組により、子供たちの読書習慣の定着を図ります。 

 次いで、生徒指導につきましては、国の魅力ある学校づくり調査研究事業を活用し、小中連携に

よる新たな不登校児童・生徒を生まない取組等を市内全小・中学校に拡大し、引き続き確かな学力

の育成と子供たちの居場所づくり・絆づくりを進めます。さらに、児童生徒理解・教育支援シート

を有効に活用し、学校内や小・中間における個々の不登校児童・生徒に関する支援情報の共有を進

めます。いじめ問題につきましては、亀山市いじめ防止基本方針の下、今後もいじめの実態を確実

に把握するとともに、未然防止や早期発見・早期対応に努め、各校でいじめを許さない仲間づくり

を進めてまいります。 

 次に、情報教育につきましては、国のＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて計画的に整備を進め

てまいります。ＩＣＴの活用により児童・生徒の学習への意欲・関心を高め、分かりやすい授業を

実現するとともに、情報活用能力を確かなものとするために児童・生徒１人１台端末に対応できる

よう、高速大容量通信ネットワークの市内全小・中学校整備を新年度内に目指しています。 

 次いで、経済的理由等で家庭での学習環境が整いにくい中学生を対象に、個別の学習支援を行う

学習教室の開催につきましては５年目を迎えることとなりますが、今後も受講生徒数の拡大とさら

なる充実に努めてまいります。 

 次に、特別支援教育の推進につきまして、本市におきましても高度な医療的ケアを必要とする子

供が増加していることから、新たに亀山市立保育所・幼稚園・認定こども園・小中学校における医

療的ケア実施ガイドライン（仮称）を策定し、対象となる幼児・児童・生徒の安全を第一とした適

切な受入れ体制を園・学校において整えてまいります。 

 次いで、姉妹都市である岡山県高梁市との交流につきまして、新年度は亀山中学校の生徒が高梁

中学校を訪問し、両市の友好関係を深める予定でございます。 

続きまして、学校施設の整備関係についてご説明申し上げます。 

 まず、井田川小学校校舎増築・給食室改修事業につきましては、昨年度に引き続き老朽化した給

食室の改修工事を行うとともに、教室不足に対応するため校舎増築工事を実施いたします。その他、

各学校施設の実情を見極め、必要に応じて工事・修繕を実施し、児童・生徒の学習環境の整備を進

めてまいります。 

また、本市独自の取組である通学路交通安全プログラムにつきましては、ＰＴＡや地域住民の皆

様のご協力を得ながら、道路管理者、警察及び関係機関との連携により合同点検の実施や安全対策

を講じることで、通学路の安全確保に努めてまいります。 

続きまして、生涯学習関係についてご説明申し上げます。 

昨年６月から開講いたしました「かめやま人キャンパス」を引き続き開講し、歴史文化・自然環
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境・まちづくり・地域経済の４つの分野において、学びの成果によって地域で活躍できる人材育成

に取り組んでまいります。 

 次に、家庭教育の支援については、昨年６月に策定いたしました子育て家庭に向けた応援メッセ

ージとなる「かめやまお茶の間１０選（実践）」の周知を図るとともに、家庭での実践事例の応募

や、その紹介などを行ってまいります。 

 次いで、新図書館の整備につきましては、亀山駅周辺整備事業との緊密な連携の下で推進を図り、

中村晋也氏をはじめ郷土ゆかりの方の顕彰などを行う郷土資料コーナーの展示設計を進めてまいり

ます。 

 さらに、新図書館で提供するサービスや地域における読書活動推進などの具体的な方針を示す市

民読書活動計画の策定や、作家や学識者などを招いて図書館フォーラムを開催し、新図書館の実現

に向けての機運を高めるとともに、引き続き図書館市民ワークショップの開催やニュースレターの

発行など、多様な形での情報発信を行ってまいります。 

 次に、現市立図書館につきましては、新図書館へのつながりを見据えて、行政サービスのＰＲと

市民への情報発信を目的としたテーマ図書展示を開催し、市民に役立つ図書館を目指してまいりま

す。また、図書館イベントを開催し、ボランティア団体の活動の場を広げてまいります。 

 最後に、教育に関する情報発信といたしまして、教育を取り巻く環境変化などの情報を市広報に

「かめやま教育通信」として掲載するなど、市民の皆様が子供たちの成長に関心を持っていただけ

るよう積極的に発信してまいります。 

 以上、令和２年度教育行政の方針についてご説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君）

教育長の教育行政一般方針の説明は終わりました。 

次に日程第６、議案第１号から日程第３２、報告第２号までの２７件を一括議題とします。 

市長に上程各案に対する提案説明を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 まず、議案第１号亀山市職員定数条例の一部改正についてでございますが、市はこれまで多様化

する行政需要に柔軟に対応するため、市の職員数について適正な定員管理を行ってきたところでご

ざいます。しかしながら、育児休業者が条例上の職員の定数に含まれていることから、実際業務に

従事している職員数との間に乖離が生じております。職員の育児休業の取得については、今後も男

性の育児休業の取得促進が求められるなど、より増加が見込まれ、職員の定数と実際業務に従事し

ている職員数との乖離がさらに拡大することが想定されます。 

 このことから、職員の定数を維持しつつ、さらに多様化する行政需要への対応を図ることを目的

とし、育児休業者を職員の定数に含まないこととするため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、育児休業者は職員の定数に含まないものといたします。また、定数に含まないもの

とした職員が職務に復職し、または復帰したときは、その職員は１年を超えない期間に限り職員の
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定数に含まないものといたします。 

なお、施行日は令和２年４月１日といたします。 

 次に、議案第２号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてで

ございますが、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員について、県を通じて国から交付さ

れる農地利用最適化交付金を活用し、令和２年度から新たに農業委員等の活動及び成果の実績に応

じた報酬を支給するため、所要の改正を行うものでございます。 

改正内容は、農業委員等の報酬について、これまでの報酬を基本給とし、新たに活動及び成果の

実績に応じた報酬を能率給として支給することといたします。 

なお、施行日は令和２年４月１日といたします。 

 次に、議案第３号亀山市手数料条例の一部改正についてでございますが、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物

の低炭素化の促進のために誘導すべき基準が改正され、共同住宅等の共用部分に係る一次エネルギ

ー消費量の評価について、申請者の申請に基づき共用部分を算定しない評価方法が追加されたこと

から、関係する手数料の額を見直すため、所要の改正を行うものでございます。 

改正内容は、これまで共同住宅等全体の建築物エネルギー消費性能向上計画認定等の申請をする

場合の手数料については、住戸部分と共用部分の一次エネルギー消費量を算定し、それぞれの部分

の審査に必要な金額を合算した金額としておりましたが、申請者の申請に基づき共用部分に係る一

次エネルギー消費量の評価をしない場合には、共用部分の手数料を不要とするよう改めることとい

たします。 

なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第４号亀山市基金条例の一部改正についてでございますが、森林環境税及び森林環境

譲与税に関する法律が平成３１年３月２９日に公布され、本年度から森林の整備に関する施策や森

林の整備を担うべき人材の育成など、森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てるための

財源として、森林環境譲与税が譲与されております。 

このことから、森林の整備及びその促進に関する施策に要する資金として、当該森林環境譲与税

を積み立てる基金を新たに設置するため、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、市の森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用に充てるための積立基金と

して、森林環境整備基金を設置することといたします。 

なお、施行日は公布の日といたします。 

 次に、議案第５号亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正についてでございま

すが、道路構造令の一部を改正する政令により道路構造令が改正され、第３種または第４種の一般

国道を新設し、または改築する場合における自転車通行帯の設置に関する基準が定められ、自転車

道の設置に関する基準が改められました。市道の構造の技術的基準は、道路法の規定により政令で

定める基準を参酌して条例で定めることとされていることから、改正後の政令と同様の基準を定め

るため、所要の改正を行うものでございます。 

改正内容は、まず１つ目といたしまして、政令と同様に自転車通行帯の設置要件を新たに規定い

たします。また、自転車通行帯の幅員は１.５メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由

によりやむを得ない場合においては１メートルまで縮小できることといたします。 
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 ２つ目といたしまして、自転車道の設置要件として、設計速度が１時間につき６０キロメートル

以上であるものを追加することといたします。 

３つ目といたしまして、その他自転車通行帯の設置に関する規定の整備を行います。 

 なお、施行日は公布の日とし、この条例の施行の際、現に新設または改築の工事中の第３種また

は第４種の道路については、なお従前の例によるとする経過措置を設けることといたします。 

次に、議案第６号亀山市水道事業給水条例の一部改正についてでございますが、三重県企業庁が

経営する水道用水供給事業の料金が、今後５年間の総括原価に基づき見直されます。これにより、

市が給水を受ける北中勢水道用水供給事業北勢系長良川水系の基本料金が令和２年度から引き下げ

られることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 改正内容は、北中勢水道に係る給水を受ける場合の水道料金について、一月の基本料金を改める

ことといたします。 

なお、施行日は令和２年４月１日といたします。 

 次に、議案第７号地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

についてでございますが、地方自治法等の一部を改正する法律により地方自治法が改正され、令和

２年４月１日から施行されることに伴い、関係する４つの条例について所要の改正を行うものでご

ざいます。 

改正内容は、亀山市監査委員条例、亀山市水道事業等の設置等に関する条例、亀山市公共下水道

事業の設置等に関する条例及び亀山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正し、これらの条

例で引用している地方自治法「第２４３条の２」が「第２４３条の２の２」に繰り下げられること

に伴う条項の整理を行います。 

なお、施行日は令和２年４月１日といたします。 

 続きまして、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）についてでございますが、

補正額は歳入歳出それぞれ８,９５８万円を減額し、補正後の予算総額を２０５億４,０１１万２,

０００円といたしております。 

今回の補正につきましては、各費目にわたり決算見込額を調整の上計上しましたことから減額補

正が多くなっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 最初に、繰越明許費補正につきましては、下水路維持管理費など年度内に完成が見込めない１５

事業について繰越明許費を追加し、また、ため池ハザードマップ作成事業について事業費の追加に

よる変更をいたしております。 

 次に、債務負担行為補正につきましては、事業費の確定などにより土地鑑定評価・時点修正業務

委託料など６事業について変更いたしております。 

 次に、地方債補正につきましては、学校教育施設整備事業を追加し、事業費の確定などに伴い４

事業について変更をいたしております。 

続きまして、歳出の主な補正内容をご説明申し上げます。 

 総務費につきましては、木造住宅補強事業及び参議院議員など各種選挙費について決算見込みに

より減額し、民生費につきましては、国民健康保険事業特別会計に対し繰出金を増額するほか、養

護老人ホーム措置事業について決算見込みにより減額いたしております。 

衛生費につきましては、がん検診推進事業及び子育て世代包括支援事業などについて決算見込み
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により減額し、農林水産業費につきましては、団体営ため池等整備事業及びため池ハザードマップ

作成事業について、国の事業費の追加配分により増額いたしております。 

 土木費につきましては、市単道路整備事業について事業費の確定により減額し、また西野公園改

修事業について国の事業費配分の確定により減額いたしております。 

 教育費につきましては、井田川小学校教室増設等事業について入札差金を減額し、国の事業費の

追加配分により小学校及び中学校における情報教育推進事業を増額いたしております。 

続きまして、歳入の主な補正内容をご説明申し上げます。 

 市税につきましては、決算見込みにより個人市民税を増額し、法人市民税及び固定資産税の償却

資産を減額いたしております。 

使用料及び手数料につきましては、廃棄物処理手数料を減額し、国庫支出金につきましては、社

会資本整備総合交付金について道路橋梁費等に係る事業費配分の確定に合わせ減額し、小学校及び

中学校における情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を増額いたしております。 

 県支出金につきましては、国庫支出金に準じた補正のほか、団体営かんがい排水事業費補助金及

び団体営ため池等整備事業補助金を増額いたしております。 

 財産収入につきましては、資金運用に係る地方債証券売払収入を増額し、寄附金につきましては

ふるさと納税による寄附金を計上いたしております。 

 繰入金につきましては、今回の補正に係る財源調整として財政調整基金繰入金を減額し、後期高

齢者医療事業特別会計からの繰入金を増額いたしております。 

 市債につきましては、臨時財政対策債及び小中学校における学校教育施設整備事業債を増額し、

一般廃棄物処理施設整備事業債などを事業費の確定により減額いたしております。 

 次に、議案第９号令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）についてでご

ざいますが、補正額は歳入歳出それぞれ２２８万２,０００円を減額し、補正後の予算総額を４５

億９,０６７万１,０００円といたしております。 

 主な補正内容は、歳入において、国民健康保険税が当初見込みより減額となるほか、保険基盤安

定繰入金の確定により一般会計繰入金を増額し、歳出において、特定健康診査に係る事業費を減額

いたしております。 

 次に、議案第１０号令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について

でございますが、補正額は歳入歳出それぞれ２,６８６万８,０００円を追加し、補正後の予算総額

を１０億３,５６８万３,０００円といたしております。 

 主な補正内容は、平成３０年度療養給付費市町負担金の精算に伴い、歳入において後期高齢者医

療広域連合からの返還金を増額し、歳出において一般会計への繰出金を増額いたしております。 

 次に、議案第１１号令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）についてで

ございますが、補正額は歳入歳出それぞれ１３０万７,０００円を減額し、補正後の予算総額を４

億９,１４９万３,０００円といたしております。 

主な補正内容は、歳出において処理施設維持管理費などの減額をいたしております。 

 次に、議案第１２号令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）についてでございますが、

主な補正内容は、資本的支出において建設改良費のうち、委託料の確定により７００万円を減額し、

補正後の予定額を５億５,３３０万円といたしております。 
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 次に、議案第１３号令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてでござい

ますが、主な補正内容は、資本的支出において建設改良費のうち、配水管布設工事費の確定により

１億４,２８９万１,０００円を減額し、補正後の予定額を１億３,３２０万９,０００円といたして

おります。 

 次に、議案第１４号令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）についてでござい

ますが、主な補正内容は、資本的支出において建設改良費のうち、補償費や流域下水道建設負担金

の確定などにより４,７１０万円を減額し、補正後の予定額を１１億７,７８０万円といたしており

ます。 

 次に、議案第１５号令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）についてでございますが、

補正内容は、たな卸資産の購入限度額について、薬品及び診療材料の購入量が増加したことから３,

３００万円を増額し、補正後を２億３,１５３万５,０００円といたしております。 

 以上が、今回提案いたしました一般会計及び各特別会計並びに各企業会計の補正予算の主な内容

でございます。 

 なお、詳細につきましては、副市長から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願

い申し上げます。 

 続きまして、議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算についてでございますが、歳入歳出予

算の総額は２１７億９,０００万円で、前年度当初予算に比べて１６億３,３００万円、８.１％の

増といたしております。 

 初めに、歳入でございますが、市税につきましては、個人市民税や固定資産税の土地・家屋が増

収となるものの、法人市民税や固定資産税の償却資産の減収などにより、前年度比で２億３,８１

０万円の減となる１０３億１９０万円を計上いたしました。 

 地方交付税につきましては、普通交付税において算定方式が合併算定替えから一本算定に移行し

たことなどによる減額を見込み、また特別交付税につきましては前年度実績等から前年度同額を見

込み、前年度当初予算より１億９,７００万円減の１４億４,９００万円を計上いたしました。 

 国庫支出金につきましては、亀山駅周辺整備事業及び図書館整備事業に係る社会資本整備総合交

付金の増などにより、前年度当初予算より７億９,４７０万８,０００円増の３０億８,２２４万４,

０００円を計上いたしました。 

 繰入金につきましては、財政調整基金から１３億円などの繰入れを行い、財源といたしておりま

す。 

 市債につきましては、普通交付税から振り替えられる臨時財政対策債７億８,２４０万円のほか、

亀山駅周辺整備事業に係る合併特例債、都市計画事業債及び図書館整備事業に係る合併特例債など、

前年度当初予算より９億４,９４０万円増の１７億８,４６０万円を計上いたしました。 

続きまして、歳出でございますが、令和２年度に取り組む主な事業をご説明申し上げます。 

 初めに、文化の発信・交流として、かめやま文化年２０２０や三重とこわか国体を見据えた取組

の展開により、多彩な魅力の文化の力を生かし、一人一人の輝きにつながるまちづくりを推進いた

します。 

次に、持続可能な環境の創造と継承として、ＳＤＧｓの視点を取り入れた環境関連計画の一体的

な改定を行い持続可能な環境の創造を推進するとともに、森林環境創造事業などにより鈴鹿川等源
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流域の保全及び活用を継続的かつ着実に推進いたします。 

 次に、子供たちの未来サポートとして、井田川小学校の教室不足や給食室のスペース不足に対応

するため校舎の増築と給食室を改修するとともに、国のＧＩＧＡスクール構想に伴う情報教育推進

事業を実施いたします。 

 次に、防災・減災対策の推進として、洪水、土砂災害、ため池、地震の各種防災情報を掲載した

総合的な防災マップを作成し、配布いたします。 

 次に、まちのにぎわい再生プログラムとして、ＪＲ亀山駅周辺のにぎわいづくりと活性化に向け、

市街地再開発組合により進められる施設建築物や公共施設の建築工事等を支援するとともに、地域

生活交通再編事業や都市計画道路整備事業により交通ネットワークの形成を図ってまいります。 

 次に、地域がいきいき輝くまちづくりとして、ＪＲ加太駅舎を改修し、地域活性化拠点として活

用するとともに、コミュニティソーシャルワーカーの充実等により地域福祉力強化推進事業を展開

してまいります。 

 こうした事業を下支えする基盤構築のため、スマート自治体への挑戦として、新たなＩＣＴ技術

を活用し、効果的な市民サービスの提供を行うとともに、業務の効率化と正確性を確保し、職員の

働き方改革を推進するなど、行政システムの改革を推進いたします。 

以上が一般会計の概要でございます。 

 次に、議案第１７号令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算についてでございますが、

歳入歳出予算の総額は４６億３,０７０万円で、前年度比４.７％の増といたしております。これは、

保険給付費の増によるものでございます。 

次に、議案第１８号令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございますが、

歳入歳出予算の総額は１０億５,２２０万円で、前年度比１０.２％の増といたしております。これ

は、後期高齢者医療広域連合納付金の増によるものでございます。 

 次に、議案第１９号令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算についてでございますが、

歳入歳出予算の総額は４億９,１５０万円で、前年度比０.４％の減といたしております。これは、

主に建設改良費の減によるものでございます。 

 次に、議案第２０号令和２年度亀山市水道事業会計予算についてでございますが、収益的支出及

び資本的支出の合計額は１８億２,５３０万円で、前年度比１.５％の増といたしております。 

 主な事業といたしまして、資本的支出において、住山加圧ポンプ室建設、管路の耐震化及び水道

施設台帳の整備等を実施いたします。 

 次に、議案第２１号令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算についてでございますが、収益的

支出及び資本的支出の合計額は１億１,０８０万円で、前年度比６７.３％の減といたしております。

これは、主に建設改良費の減によるものでございます。 

 次に、議案第２２号令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算についてでございますが、収益的

支出及び資本的支出の合計額は２４億３,７１０万円で、前年度比８.３％の増といたしております。 

 主な事業といたしまして、資本的支出において、川崎町、川合町、阿野田町、天神３丁目などで

管渠布設工事及び舗装復旧工事を行ってまいります。 

 次に、議案第２３号令和２年度亀山市病院事業会計予算についてでございますが、収益的支出及

び資本的支出の合計額は２０億５,４６０万円で、前年度比２.４％の増といたしております。 
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主な事業といたしまして、マンモグラフィ装置の更新等を行ってまいります。 

 なお、収益的収支の不足する額につきましては、一般会計補助金９,０３０万６,０００円を計上

いたしております。 

以上、簡単ではございますが、一般会計及び各特別会計並びに各企業会計の令和２年度当初予算

の説明とさせていただきます。 

 なお、詳細につきましては副市長から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。 

 続きまして、議案第２４号財産の無償譲渡についてでございますが、亀山市消防団の車両の運用

が取りやめとなったことに伴い、使用していない建物を自治会の活動を支援するため無償譲渡する

ことついて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 建物の所在地は亀山市関町市瀬冨塚５９１番地で、建物の構造は鉄骨造りスレートぶき平家建て、

建物の床面積は１８平米、譲渡の相手方は、亀山市関町市瀬４５０番地、市瀬自治会代表者 山川

誓一郎でございます。 

 続きまして、議案第２５号市道路線の認定についてでございますが、開発行為により設置された

新規路線である栄町２６号線の市道路線の認定について、道路法第８条第２項の規定により議会の

議決を求めるものでございます。 

 続きまして、報告第１号専決処分の報告についてでございますが、亀山市羽若町地内において発

生した庁用車両における物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、令和２年２月１２日

に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により

報告するものでございます。 

 次に、報告第２号専決処分の報告についてでございますが、亀山市小下町地内において発生した

公用車における物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、令和２年２月１２日に地方自

治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により報告する

ものでございます。 

 以上、今議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。何とぞよろしくご審議賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君）

市長の提案理由の説明は終わりました。 

会議の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、副市長に令和元年度各会計補正予算及び令和２年度各会計予算の補足説明を求めます。 

西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇）

それでは、令和元年度各会計補正予算並びに令和２年度各会計当初予算の補足説明をさせていた
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だきます。 

 まず、初めに補正予算のほうですが、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）

について、補正予算書の４ページをご覧いただきたいと思います。 

 第２表 繰越明許費補正につきましては、下水路維持管理費など１６事業について、事業進捗や

国の事業費の追加配分により年度内完了が見込めないことから、やむを得ず翌年度へ繰越しを行う

ため、繰越明許費の追加及び変更をするものでございます。 

 次に、第３表 債務負担行為補正につきましては、土地鑑定評価・時点修正業務委託料など契約

額の確定などにより、既に定めた債務負担行為限度額の変更をするものでございます。 

 次に、５ページの第４表 地方債補正につきましては、学校教育施設整備事業を追加するととも

に、臨時財政対策など４事業について各事業費に合わせ限度額を変更するものでございます。 

 次に、予算に関する説明書から説明を申し上げますが、最終の補正でございますので、事業費の

確定や決算見込みによる減額補正が多くなっておりますので、ご理解を頂きたいと存じます。 

最初に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 

３１ページをご覧ください。 

第２款総務費、第１項総務管理費、上段の木造住宅補強事業５３４万９,０００円につきまして

は、住宅耐震補強事業補助金など、それぞれの補助金の決算見込みにより減額をいたしました。 

次に、３７ページをご覧ください。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、下段の国民健康保険事業繰出金２,２５３万円につきまして

は、国民健康保険事業特別会計における一般会計からの繰入金の確定により増額いたしました。 

次に、３９ページをご覧ください。 

上段の福祉医療費助成事業１,１１０万円につきましては助成件数の増加により増額し、次の養

護老人ホーム措置事業９９０万円につきましては、措置人数の減少により減額いたしました。 

次に、４３ページをご覧ください。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、下段のがん検診推進事業１,５０９万円及び４５ページ中段

の子育て世代包括支援事業１,７２０万円につきましては、それぞれ受診者の減により減額いたし

ました。 

次の予防衛生事業１,３１０万円の減につきましては、予防接種件数の減により減額いたしまし

た。 

次に、４９ページをご覧ください。 

 下段の第５款労働費、第１項労働諸費、融資対象事業８５０万円につきましては、融資対象者が

完済したことから減額をいたしました。 

次に、５１ページをご覧ください。 

第６款農林水産業費、第１項農林水産業費、下段の団体営ため池等整備事業３,０００万円につ

きましては、防災重点ため池６か所の耐震調査に係る経費であり、５３ページ上段のため池ハザー

ドマップ作成事業１,０２０万円につきましては、８３か所のため池における浸水想定区域図を作

成する経費であり、それぞれ国の事業採択を受けたことから増額し、翌年度へ繰り越すため繰越明

許費を計上いたしました。 

次に、５７ページをご覧ください。 
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 第８款土木費、第２項道路橋梁費、上段の市単道路整備事業２,１４８万円につきましては、工

事請負費や用地購入費の確定により減額いたし、中段の舗装老朽化対策事業１,１２０万円につき

ましては、国の事業費配分の確定により減額いたしました。 

 次の橋梁長寿命化修繕事業４０４万５,０００円の増額、下段の耐震化補強事業４０４万５,００

０円の減額につきましては、社会資本整備総合交付金の事業費の組替えを行ったものでございます。 

 次に、５９ページをご覧ください。 

 下段の第４項都市計画費、西野公園改修事業２,５００万円につきましては、国の事業費配分の

確定により減額をいたしました。 

 次に、６３ページをご覧ください。 

 第１０款教育費、第２項小学校費、上段の個の学び支援事業８５０万円につきましては、対象児

童の減により介助員任用数が減となったことにより減額をいたしました。 

 次の井田川小学校教室増設等事業１,８４４万円につきましては、入札差金を減額いたしました。 

 中段の情報教育推進事業１億４６１万８,０００円及び６５ページ、第３項中学校費、中段の情

報教育推進事業３,９０５万５,０００円につきましては、国のＧＩＧＡスクール構想における校内

通信ネットワーク整備事業として採択される予定からそれぞれ増額し、翌年度へ繰り越すため繰越

明許費を計上いたしております。 

 次に、６７ページをご覧ください。 

 第５項社会教育費、下段の伝統的建造物群保存修理修景事業８００万円につきましては、当初予

定していた事業１件が中止となったため減額をいたしました。 

 次に、６９ページをご覧ください。 

 第６項保健体育費、上段の西野公園運動施設改修事業９００万円につきましては、入札差金を減

額いたしました。 

 次に、７１ページをご覧ください。 

 中段の第１１款公債費、第１項公債費、利子償還金４,５６７万８,０００円につきましては、平

成３０年度繰越事業費の増に伴い、予定していた借入額が減少したため、利子償還金を減額いたし

ました。 

 次に、７３ページをお願いいたします。 

 第１２款諸支出金、第１項基金費でございますが、下段の庁舎建設基金積立事業４,７７５万３,

０００円の増額につきましては、今回の補正予算における財源により本年度の積立額を５,０００

万円といたしました。 

 続きまして、歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

 戻っていただきまして、１１ページをご覧ください。 

 第１款市税、第１項市民税、上段の個人の所得割１億２９０万円につきましては扶養調査や退職

所得等により増額し、次の法人税割１億２,５５０万円につきましては、確定申告の結果、見込み

よりも決算の結果が大幅に下回った事業所があったこと等から減額いたしました。 

 次の第２項固定資産税、償却資産１億６,３８０万円につきましては、見込みよりも企業におけ

る設備投資が少なかったことから減額いたしました。 

 次に、１３ページをご覧ください。 
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 中段の第１４款使用料及び手数料、第２項手数料、廃棄物処理手数料１,６００万円につきまし

ては、刈り草コンポスト化センターの運営移譲による減収により減額いたしました。 

 次の第１５款国庫支出金、第１項国庫負担金、国民健康保険基盤安定負担金６７２万２,０００

円につきましては、国民健康保険事業繰出金の財源として増額し、次の障がい者自立支援給付費負

担金２５０万円につきましては、歳出の減に伴い減額いたしました。 

 下段の第２項国庫補助金、総務管理費の社会資本整備総合交付金２１９万円につきましては、木

造住宅補強事業の決算見込みによる減額、次の１５ページ上段の美しい森林づくり基盤整備交付金

３００万円につきましては、国の事業費配分の確定により増額いたしました。 

 次の道路橋梁費補助金、社会資本整備総合交付金８６２万１,０００円につきましては、舗装老

朽化対策事業や橋梁長寿命化修繕事業、次の都市計画費補助金、社会資本整備総合交付金１,７０

０万円につきましては、西野公園改修事業に対する国の事業費配分の確定により精算を行い減額い

たしました。 

 次の情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金につきましては、小学校費で５,３７０万円、

中学校費で２,０５０万円について、国のＧＩＧＡスクール構想に係る補助金を計上いたしました。 

 中段の第１６款県支出金、第１項県負担金、障がい者自立支援給付費負担金１２５万円の減額か

ら、１７ページ上段の第２項県補助金、伝統的建造物群保存事業補助金５６万円の減額までにつき

ましては、歳出の増減により計上いたしております。 

次に、１９ページをお開きください。 

 中段の第１７款財産収入、第２項財産売払収入、地方債証券売払収入８,２４０万円につきまし

ては、基金を活用した資金運用として地方債の売買による収入を計上いたしております。 

下段の第１８款寄附金、第１項寄附金、２０ページ上段、計２２１万１,０００円につきまして

は、ふるさと納税等に係る寄附金をそれぞれ計上いたしております。 

次に、２１ページをご覧ください。 

 中段の第１９款繰入金、第１項基金繰入金でございますが、財政調整基金繰入金２億１,９８７

万４,０００円につきましては、今回の補正予算の財源調整として減額をいたしました。 

下段の第２項特別会計繰入金につきましては、後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金２,６

８６万８,０００円を計上いたしております。 

次に、２３ページをご覧ください。 

 中段の第２１款諸収入、第４項雑入、総務費雑入、建物損害共済災害共済金８１９万３,０００

円につきましては、建物事故等に係る災害共済金でございます。 

次の民生費雑入、県市町村振興協会交付金６５３万３,０００円につきましては、少子化に係る

事業に対して交付されるもので、児童福祉費の給付事業の財源として計上いたしました。 

 下段の第２２款市債、第１項市債でございますが、臨時財政対策債９,０３０万円につきまして

は発行可能額を借り入れるため増額し、下段の学校教育施設整備事業債の小学校５,３７０万円、

中学校２,０５０万円につきましては、国の事業採択を見込んで計上いたしました。 

 続きまして、議案第９号令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て補足説明を申し上げます。 

９１ページをお開きください。 
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 歳出の第３款国民健康保険事業費納付金の一般被保険者療養給付費分、後期高齢者支援金等分及

び介護納付金分につきましては、財源を変更いたしました。 

 次に、９３ページ中段の第５款保健事業費、特定健康診査等事業費２７１万２,０００円につき

ましては、今年度の支出実績を勘案した決算見込みにより減額いたしております。 

 続きまして、歳入でございますが、戻りまして８７ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１款国民健康保険税につきましては、被保険者数の減少などによる収入見込みにより医療給付

費分現年課税分７５６万４,０００円の減など、国民健康保険税全体で２,２０２万４,０００円を

減額いたしました。 

 下段の第４款繰入金の保険基盤安定繰入金２,０７９万円及び８９ページの財政安定化支援事業

繰入金１７４万円の増額につきましては、一般会計からの繰入金の確定によるものでございます。 

 続きまして、議案第１０号令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて申し上げます。 

 １０３ページの歳出をご覧いただきたいと思います。 

 第３款諸支出金、一般会計繰出金２,６８６万８,０００円の増額につきましては、平成３０年度

療養給付費市町負担金の精算に伴うものでございます。 

 戻りまして、１０１ページの歳入をご覧ください。 

 第４款諸収入、雑入２,６８６万８,０００円の増額につきましては、平成３０年度療養給付費市

町負担金の精算に伴う後期高齢者医療広域連合からの返還金を計上いたしております。 

 続きまして、議案第１１号令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて説明申し上げます。 

 １１３ページの歳出をお開きください。 

 上段の第１款事業費の施設維持管理費につきましては、執行見込みにより工事負担金を１００万

円減額し、中段の使用料賦課徴収費につきましては、執行見込みにより農業集落排水処理施設使用

料の過年度使用料還付金を２０万円減額いたしております。 

 戻りまして、１１１ページの歳入をお開きいただきたいと思います。 

 上段の第１款分担金及び負担金の農業集落排水事業受益者分担金につきましては、農業集落排水

への新規接続者が増加したことから１７４万円増額いたしました。 

 下段の第５款繰入金の一般会計繰入金につきましては、今回の補正予算の財源調整として一般会

計からの繰入金を２９４万円減額いたしております。 

 続きまして、議案第１２号令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について申し上げ

ます。 

 １１７ページをご覧いただきたいと思います。 

 中段の資本的収入につきましては、事業費の確定により工事負担金を１,０５９万６,０００円減

額し、下段の資本的支出につきましては、委託料の確定により７００万円を減額いたしております。 

 続きまして、議案第１３号令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について申

し上げます。 

 １２７ページをお開きください。 

 中段の資本的収入につきましては、工事費の減により建設改良企業債及び工事負担金１億６,６
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３０万円を減額し、下段の資本的支出につきましては、配水管布設工事費の確定により１億４,２

８９万１,０００円を減額いたしております。 

 続きまして、議案第１４号令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について申

し上げます。 

 １３７ページをお開きください。 

 収益的収入につきましては、収入見込みによる公共下水道使用料を４００万円増額し、また今回

の補正に伴い一般会計負担金１,６１５万６,０００円及び一般会計補助金４６８万４,０００円を

減額いたしました。 

 次に、１３８ページの収益的支出につきましては、執行見込みにより流域下水道維持管理負担金

８００万円、減価償却費８１０万円、企業債利息８００万円を減額いたしております。 

 次に、１３９ページの資本的収入でございますが、一般会計負担金１,６１５万６,０００円、一

般会計補助金４６８万４,０００円及び受益者負担金３,００６万円など財源が増加したことから、

公共下水道事業債６,０４０万円及び流域下水道事業債３,７６０万円を減額いたしました。 

 次に、資本的支出につきましては、執行見込みにより補償費８６０万円、流域下水道建設負担金

３,８１０万円などを減額いたしております。 

 補正予算の最後でございますが、議案第１５号令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２

号）についてご説明申し上げます。 

 １４９ページをお開きください。 

 たな卸資産の購入限度額につきましては、薬品及び診療材料購入量の増加に伴い３,３００万円

を増額し、２億３,１５３万５,０００円といたしております。 

 以上で、本年度各会計補正予算の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、新年度の各会計の当初予算について補足説明を申し上げたいと思います。 

 まず、議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算についてでございますが、予算書の６ページ

をお開きいただきたいと思います。 

 第２表 債務負担行為につきましては、カラー印刷機管理事業など、新規１３件を計上いたして

おります。 

 次に、第３表 地方債につきましては、臨時財政対策など１０事業、限度額合計１７億８,４６

０万円を計上いたしました。 

 次に、歳入につきまして、予算に関する説明書から順次説明申し上げます。 

 まず、１０ページをお開きください。 

 第１款市税のうち、市民税の個人につきましては、納税義務者数や所得の伸びを見込みまして、

前年度比３,５７０万円増の２６億２,２７０万円を計上いたしました。 

 次に、法人につきましては、主要事業所の決算見込額調査を基に、また法人税割の税率が９.

７％から６.０％に改正されたことなどから、前年度比１億９,０７０万円減の６億５,１８０万円

を計上いたしました。 

 次に、下段の固定資産税につきましては、土地は農地等の宅地化などによる増加を、また家屋は

新増築家屋などによる増加を見込んだところでございまして、償却資産は主要事業所の見込み調査

による減から、１２ページ上段の合計欄のとおり、前年度比１億１００万円減の５７億６,４４０
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万円を計上いたしました。 

 次に、中段の軽自動車税につきましては、昨年１０月から導入されました環境性能割、また軽自

動車税から名称が変更となった種別割ともに増を見込みまして、合計欄のとおり前年度比１,１３

０万円増の１億６,６８０万円を計上いたしております。 

次に、１６ページをお開きください。 

 上段の第２款地方譲与税から、２２ページ上段までお進みいただきまして、第１２款交通安全対

策特別交付金までにつきましては、地方財政計画や令和元年度決算見込額等を勘案し、計上させて

いただいたところでございます。 

このうち、１８ページ中段の第６款法人事業税交付金につきましては、法人市民税法人税割の税

率改正による減収分の補填措置として新たに交付される交付金１億１００万円を計上し、また下段

の第７款地方消費税交付金１０億６,５００万円につきましては、消費税増税後の通年分を計上い

たしております。 

 また、２０ページ下段の第１１款地方交付税１４億４,９００万円のうち、普通交付税につきま

しては、新年度より算定方式が一本算定に移行したことに伴い、臨時財政対策債への振替に係る比

率が高くなったことなどから、前年度より１億９,７００万円減となる１０億４,９００万円を計上

し、特別交付税につきましては前年度実績等により前年度と同額の４億円を計上いたしたところで

ございます。 

 次に２２ページ中段の第１３款分担金及び負担金、第２項負担金につきましては、幼児教育・保

育の無償化による保育所利用者負担金の減などにより、合計欄のとおり前年度比１億９５７万４,

０００円減の１億９,１０１万８,０００円を計上いたしました。 

次に、２８ページをお開きください。 

 上段の第１５款国庫支出金、第１項国庫負担金につきましては、社会福祉費負担金の障がい者自

立支援給付費負担金や、次の児童福祉費負担金の施設型給付費・地域型保育給付費負担金の増など

により、合計欄のとおり前年度比１億２,１０５万９,０００円増の１８億５,７６３万２,０００円

を計上いたしました。 

次に、下段の第２項国庫補助金につきましては、３０ページ上段の児童福祉費補助金、子育ての

ための施設等利用給付交付金の増、中段の都市計画費補助金の亀山駅周辺整備事業に係る社会資本

整備総合交付金の増、下段の社会教育費補助金の図書館整備事業に係る社会資本整備総合交付金の

増などから、合計欄のとおり前年度比６億７,３７７万４,０００円増の１２億１,４２８万５,００

０円を計上いたしております。 

 次に、３２ページでございますが、下段の第１６款県支出金、第１項県負担金につきましては、

社会福祉費負担金の障がい者自立支援給付費負担金及び次の児童福祉費負担金の施設型給付費・地

域型保育給付費負担金の増などから、前年度比６,２４６万４,０００円増の７億５,２８４万５,０

００円を計上いたしました。 

 次に、３４ページでございますが、第２項県補助金につきましては、中段の児童福祉費補助金の

子育てのための施設等利用給付交付金の増、３６ページ上段の社会教育費補助金の三重とこわか国

体競技別リハーサル大会運営費補助金の増などから、合計欄のとおり前年度比７,７４７万８,００

０円増の４億７,４２２万４,０００円を計上いたしました。 
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 次に、４０ページをご覧ください。 

 中段の第１９款繰入金、第１項基金繰入金、財政調整基金繰入金につきましては、令和２年度予

算の不足する財源を補うため、前年度比２億円増の１３億円を計上いたしました。 

 また、市民まちづくり基金繰入金３,８４７万円は、地域まちづくり協議会支援事業や市民活動

応援事業の財源として計上いたしました。 

 次に、４８ページをお開きください。 

 下段の第２２款市債につきましては、臨時財政対策債では地方交付税からの振替分として、前年

度比３億７,９５０万円増の７億８,２４０万円を計上いたしました。 

 次の衛生債では、溶融処理施設及びし尿処理施設の大規模整備事業に一般廃棄物処理施設整備事

業債を充当することから１億１,６２０万円を計上いたし、土木債では、亀山駅周辺整備事業や舗

装老朽化対策事業などに合併特例債や道路整備事業債などを充当することから、５億円を計上いた

しました。 

 また、次の消防債では、はしご車の共同整備に係る負担金に緊急防災事業債を、消防団車両整備

に防災対策事業債を充当することから合わせて１億２２０万円を計上いたし、教育債では図書館整

備事業に合併特例債を充当することから２億７,５８０万円計上し、市債合計で前年度比９億４,９

４０万円増の１７億８,４６０万円を計上いたしたところでございます。 

 以上が歳入の主なものでございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 まず、歳出における大きな変更点といたしましては、新年度から導入されます会計年度任用職員

制度に係る変更でございまして、これまでの非常勤・臨時職員から会計年度任用職員へと名称変更

いたすとともに、支出科目については説明欄の表記を、給与部分については「臨時雇賃金」から

「会計年度任用職員報酬」へと変更し、新たに期末手当と費用弁償を追加しております。 

 それでは、６９ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、下段のホームページ情報発信事業１,０３３万円につきまし

ては、市ホームページの維持管理経費に加え、市ホームページのリニューアル関係経費を計上いた

しております。 

 次に、７９ページをお開きください。 

 下段の総合計画策定事業２８６万２,０００円につきましては、令和３年度で第２次総合計画前

期基本計画の計画期間が終期を迎えることから、後期基本計画の策定に向けて外部環境等の基礎調

査等に要する経費などを計上いたしております。 

 次の日本武尊・白鳥伝説交流事業５５万６,０００円につきましては、ヤマトタケルにゆかりの

ある大阪府羽曳野市、奈良県御所市との３市により市民主体の交流事業を隔年で実施しており、新

年度は本市において交流事業を実施いたしますことから、関係経費を計上いたしました。 

 次に、９１ページをご覧ください。 

 上段の総合防災マップ作成・配布事業１,２２０万円につきましては、洪水、土砂災害、ため池

等ハザードマップ及びその他各種防災情報を掲載した防災マップを作成するための委託料を計上い

たしております。 

 次に、１０３ページをお願いいたします。 
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 第３項戸籍住民基本台帳費、上段の個人番号カード交付事業２,７６４万３,０００円につきまし

ては、通知カードや個人番号カードの交付に関する経費で、個人番号カードの普及促進のため、新

たに個人番号カード交付予約システムの導入や交付窓口の増設、交付予約システムの機器の購入に

係る経費などを計上いたしております。 

 次の証明書等コンビニ交付事業１,０１０万円につきましては、市民の利便性の向上を図るため、

本年２月から個人番号カードを利用して全国のコンビニで、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍

謄抄本などの各種証明書の発行を開始いたしておりますことから、交付に係る経費を計上いたしま

した。 

 次に、１０７ページをお開きください。 

 第４項選挙費、上段の市長選挙費３,１６０万円につきましては、来年２月５日任期満了に伴い

ます市長選挙費用でございまして、投票立会人報酬や時間外勤務手当、ポスター掲示場設置等委託

料などを計上いたしました。 

 次に、１０９ページをご覧ください。 

 下段の第５項統計調査費、諸統計調査費１,９４９万７,０００円につきましては、主に総務省に

よる国勢調査に係る調査員報酬等の関係経費を計上いたしております。 

 次に、１１３ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、下段の一般事業５４４万３,０００円のうち、会計年度任用

職員報酬２２８万２,０００円につきましては、ひきこもり対策の体制整備に向けた支援員の配置

に係る経費を計上いたしております。 

 次に、１１７ページをお願いいたします。 

 下段の地域福祉力強化推進事業１,２６０万円につきましては、多様化・複雑化する福祉課題の

解決に取り組むコミュニティソーシャルワーカーの充実を図るため、社会福祉協議会に対する業務

委託料を計上いたしております。 

 次に、１１９ページをご覧ください。 

 中段の障がい者支援事業の福祉事業２７１万９,０００円のうち、消耗品費等については、東京

２０２０パラリンピックの聖火フェスティバルに参画するため、当市における採火式の開催経費を

計上いたしております。 

 次に、少し飛びますが、１３３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２項児童福祉費、中段の児童福祉一般事業の一般事業２,１６３万２,０００円につきましては、

昨年１０月にスタートしました幼児教育・保育の無償化に要する費用のうち、認可外施設等への子

育てのための施設等利用給付補助金８８８万円などを計上いたしております。 

 次に、１３９ページをお願いいたします。 

 中段の放課後児童クラブ運営費１億４,８６６万円につきましては、市内２１施設ある放課後児

童クラブに加え、新年度から新たに開設される民設１施設を加えた合計２２施設の放課後児童クラ

ブに対する運営費を計上いたしました。 

 次に、１４１ページをご覧ください。 

 上段の民間保育所児童保護費の施設型給付・地域型保育事業６億９,０５０万円につきましては、

市民の利用する私立保育所等に対し、運営に係る財政支援として子ども・子育て支援新制度による
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給付費を計上いたしました。 

 少し飛びますが、１６１ページをお開きいただきたいと思います。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、上段の子育て世代包括支援事業８,１１６万円につきまして

は、従来からの妊婦健康診査、産婦健康診査に加え、新たに開始する妊婦歯科健康診査に係る経費、

３歳児健診眼科検査で使用する機器購入費を含めて計上いたしております。 

 下段の予防衛生事業１億７,４７３万円のうち、１６３ページ上段の予防接種委託料１億６,９０

０万円につきましては、従来の乳幼児のヒブワクチンなどの定期予防接種に加え、新たに１０月か

ら乳児を対象とした定期予防接種となるロタウイルスワクチンを含めて計上いたしております。 

 また、中段の予防接種費用助成事業７６３万円につきましては、新たに開始する百日せき・ジフ

テリア・破傷風混合ワクチンの助成に係る費用を含めて計上いたしております。 

 少し飛びますが、１７７ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２項清掃費、上段の大規模整備事業１億１,３００万円につきましては、ごみ溶融処理施設の

基幹的設備改良工事の対象外設備・機器について年次計画により改修を進めるもので、新年度は溶

融物処理設備の下部シール弁のライナー更新や副資材供給シュートの部分補修などに係る工事請負

費を計上いたしております。 

 次のページ、１７９ページをご覧ください。 

 中段の衛生公苑管理費の大規模整備事業４,２００万円は、衛生公苑し尿処理施設の基幹的設備

改良工事の対象外設備・機器について年次計画により改修を進めるもので、新年度は電気計装設備

の低圧電気屋内配線や全窒素・全リン計の更新などに係る工事請負費を計上いたしております。 

 次に、１８７ページをお開きいただきたいと思います。 

 第６款農林水産業費、第１項農林水産業費、上段の有害鳥獣対策事業３,１１８万円のうち、報

償費１,５４８万円につきましては、ニホンザルやイノシシなどの有害鳥獣捕獲に対する報償費を

計上いたしておりますが、ＣＳＦ（豚熱）対策としてイノシシは１頭当たり「８,０００円」から

「１万４,０００円」に額を見直しております。 

 次に、１９１ページをお開きください。 

 下段の市単土地改良事業４,１００万円につきましては、平尾排水路水門ゲートの整備工事など

を計上いたしております。 

 次に、１９７ページをお願いいたします。 

 中段の森林経営管理事業１,３００万円につきましては、森林経営管理法に基づき、森林所有者

の意向調査や境界確認、間伐を行うものでございまして、坂下地区での境界確認、森林クラウドシ

ステム導入に係る費用などを計上いたしております。 

 次のページ、１９９ページをご覧ください。 

 第７款商工費、第１項商工費、下段の地域生活交通再編事業１億２,２２３万円につきましては、

市内バス路線の運行業務委託料、乗合タクシーの運行業務委託料などを計上いたしております。 

 なお、乗合タクシーにつきましては、さらなる利用者拡大及び利用促進策として、本年度に引き

続き登録者全員に３,０００円の無料体験乗車券の配布費用を含め計上いたしております。 

 次に、２０３ページをご覧ください。 

 上段の地域企業魅力発信・子どもの職業体験支援事業１２０万円につきましては、地域産業の魅
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力発信と小学生のキャリア教育を推進するため、商工会議所主催のカメジョブキッズを支援する補

助金を計上いたしました。 

 次に、２０９ページをお願いいたします。 

 第２項開発費、中段のＪＲ加太駅舎改修事業４８０万円につきましては、ＪＲ加太駅舎の利便性

を向上させるとともに、同駅舎を歴史観光資源に位置づけ、地域のにぎわい交流・情報発信の場と

して活用するため改修・整備するもので、設計等委託料を計上いたしております。 

 次に、２１５ページをお願いいたします。 

 第８款土木費、第２項道路橋梁費、中段の地籍調査事業１,７９７万５,０００円につきましては、

関町中町④地区及び本町③地区において現地確認調査に着手するとともに、本年度に現地確認調査

を実施した関町北裏①地区の測量・成果の閲覧を実施する費用を計上いたしております。 

 次に、２１７ページをお願いいたします。 

 下段の市単道路整備事業５,０１４万２,０００円につきましては、市道道野太岡寺線の整備費用

を計上いたしております。 

 次の２１９ページをお願いいたします。 

 国の社会資本整備総合交付金事業につきましては、上段の南鹿島線整備事業１,９００万円につ

いて、県事業の鹿島橋架け替えに合わせて実施される工事に対し、市の負担金を計上いたしており

ます。 

 次の山下８号線整備事業１,５０５万円につきましては、狭小な道路を拡幅し、歩行者の安全性

や避難経路としての機能確保などのため、整備を行う費用を計上いたしております。 

 次の和賀白川線整備事業６,０００万円につきましては、市内環状線構築を目的として、国道１

号バイパスより北側の工事請負費を計上いたしました。 

 次に、２２１ページをお願いいたします。 

 上段の舗装老朽化対策事業９,６８０万円について、国の社会資本整備総合交付金などを活用し、

市道川崎白木線、道野住山線の舗装整備に係る工事請負費を計上いたしました。 

 次の中段の橋梁長寿命化修繕事業４,３００万円につきましては、長寿命化修繕計画に基づき橋

梁補修の実施を進めるもので、国の社会資本整備総合交付金を活用し、５年に１度の橋梁点検や北

山橋等の橋梁修繕工事に伴う費用を計上いたしました。 

 次に、２２５ページをお願いいたしたいと思います。 

 第４項都市計画費、中段の都市づくり戦略推進事業１,３００万円につきましては、都市計画道

路の見直しや土地利用制度検討など、分析及び基礎調査のほか、交通量調査に要する費用を計上い

たしました。 

 次に、２２７ページをご覧いただきたいと思います。 

 上段の亀山駅周辺整備事業９億５,５３０万円につきましては、亀山駅周辺１・３・４ブロック

区画道路を整備するための用地購入費及び補償費が合計１億８,５６０万円、亀山駅前広場整備の

ための工事等負担金１億７,０００万円、亀山駅前線整備のための工事等負担金２億３,５００万円、

市街地再開発組合への補助金３億４,３００万円などを計上いたしました。財源として、国の社会

資本整備総合交付金及び合併特例債等を活用しております。 

 次の２２９ページをお開きいただきたいと思います。 
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 上段の浸水対策計画策定事業１,０７０万円につきましては、近年、浸水被害が発生した区域に

おいて浸水対策を推進していく計画を策定する経費を計上いたしております。 

 下段の西野公園改修事業４,２００万円につきましては、令和３年度に開催される三重とこわか

国体に向け、西野公園南側トイレの改築や外周柵の更新などを行う経費を計上いたしております。 

 次に、２３１ページをお願いいたします。 

 上段の市単公園整備事業２,０６０万円につきましては、ますみ公園のあずまや新設などの整備

費用を計上いたしました。 

 次のページ、２３３ページをお願いいたします。 

 第５項住宅費、下段の民間活用市営住宅事業４,５２０万円につきましては、現在借り上げてい

る民間活用市営住宅７４戸の借り上げ料に加え、新たに借り上げる予定の１５戸分の借り上げ料を

計上いたしました。 

 次の空家等対策事業８４０万円のうち、２３５ページ上段の補助金８００万円は、特定空家等に

認定された３か所の建物の除却及び本市への移住者が空き家を改修するために要する費用の補助を

行うものでございます。 

 次に、少し飛びますが、２４３ページをお開きいただきたいと思います。 

 第９款消防費、第１項消防費、中段の緊急防災事業の車両整備費９,５８９万円につきましては、

鈴鹿市との、はしごつき消防自動車の共同整備に要する負担金を計上いたしました。 

 次に、２４７ページをお願いいたします。 

 第１０款教育費、第２項小学校費、下段の一般管理費１億４,０９８万５,０００円のうち、２４

９ページの中段のシステム導入委託料３２２万円につきましては、令和３年度から実施いたします

学校給食費公会計化のため、給食費徴収システム稼働準備に要する費用を計上いたしております。 

 ２５３ページをお願いいたします。 

 上段の井田川小学校教室増設等事業２億４,７８０万円につきましては、校舎増築及び給食室改

修に係る工事請負費などを計上いたしました。 

 下段の情報教育推進事業４,１７０万円のうち、消耗品費７４９万７,０００円につきましては、

小学校の学習指導要領改訂に伴うデジタル教科書の購入費などを計上いたしました。 

 少し飛びますが、次に２６９ページをお願いします。 

 第４項幼稚園費、上段の私立学校等助成事業１億２,３９１万３,０００円につきましては、私立

幼稚園に対する幼児教育・保育の無償化に要する費用として、子育てのための施設等利用給付補助

金１億１,７４３万２,０００円などを計上いたしました。 

 また少し飛びますが、２８１ページをお願いいたします。 

 第５項社会教育費、下段の図書館整備事業５億７,２４１万円のうち、２８３ページ上段の保留

床購入負担金５億６,０００万円につきましては、総額２２億円の負担金のうち令和２年度負担分

を計上いたしました。財源といたしまして、国の社会資本整備総合交付金及び合併特例債を計上し

ております。 

 また、業務委託料８２５万円につきましては、中村晋也氏をはじめとする本市ゆかりの方々を紹

介する郷土資料コーナーの設計業務に係る費用を計上し、そのほか新図書館の開館に向けての機運

を高めるための図書館フォーラム開催に係る経費などを計上いたしております。 
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次に、２８９ページをお願いいたします。 

 中段のかめやま文化年事業１,９００万円につきましては、かめやま文化年プロジェクト実行委

員会への補助金など、かめやま文化年２０２０の実施に要する経費を計上いたしました。 

次の亀山薪能開催費７８０万円につきましては、亀山薪能の開催に伴う会場設営や出演者への報

償費などの経費を計上いたしております。 

次に、２９１ページをご覧ください。 

 上段の文化会館費の大規模改修事業２,７５０万円につきましては、文化会館大ホールの冷却塔

改修に係る工事請負費などを計上いたしております。 

少し飛びますが、２９７ページをお願いいたします。 

上段の国民体育大会開催事業７,３０３万円につきましては、リハーサル大会の実施など、令和

３年度の国民体育大会開催に向けた準備のために必要な実行委員会に対する負担金などの経費を計

上いたしました。 

 中段の西野公園運動施設改修事業３,１００万円につきましては、国民体育大会の会場となりま

す西野公園体育館内へのウエイトリフティング練習場の設置や運動広場の側溝蓋改修などの環境整

備を行う経費を計上いたしました。 

また少し飛びますが、３０９ページをお願いいたします。 

 上段の英語教育推進事業３,１５６万円につきましては、児童・生徒の国際感覚を養い、英語活

動や英語学習の充実を図るため、５名のＡＬＴを配置する費用や、英語の読む・書く・聞く・話す

の４技能を育成するため、中学校２・３年生を対象に外部試験を実施するための費用などを計上い

たしました。 

次に、３２０ページをお願いいたします。 

人件費でございますが、各費目にわたっておりますので、ここでご説明を申し上げたいと思いま

す。 

 まず、上段１の特別職でございますが、前年度と比較いたしまして、合計欄の最下段の１,４５

５万円の増額となりました。内訳でございますが、その他の特別職につきましては、国勢調査の指

導員及び調査員の報酬でございます。また、その他手当につきましては、市長の退職手当を見込ん

でおりますことから、前年度と比較して１,１２０万８,０００円の増額といたしております。 

 続きまして、中段２の一般職でございますが、職員数の増につきましては、会計年度任用職員を

職員数に含めたことによるものでございます。また、会計年度任用職員の報酬及び職員手当を新た

に計上したこと、今年度の人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準拠いたしまして期末勤勉手

当の支給率を改定したこと及び退職手当の増額などにより前年度と比較して、合計欄のとおり１２

億６,３２７万１,０００円の増額となっております。 

以上、一般会計予算の説明とさせていただきます。 

続きまして、各特別会計予算について説明申し上げます。 

最初に、議案第１７号令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算についてでございますが、

３３６ページの歳入をご覧ください。 

 第１款国民健康保険税につきましては、令和元年度の課税データから所得、被保険者数、世帯数

を見込みまして、一般被保険者国民健康保険税は前年度比４,２１０万円減の８億６,０３０万円を、
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退職被保険者等国民健康保険税は前年度比１８０万円減の２９万円を計上いたしております。 

 次に、３３８ページ中段でございますが、第４款県支出金３４億３,４３７万７,０００円につき

ましては、財政運営主体である県から交付される交付金で、そのうち普通交付金３３億５,０５６

万円は、市が支出する保険給付費に対して交付されるものでございまして、特別交付金８,３８１

万７,０００円は、市が実施する保健事業など、個別の事情に応じて交付されるものでございます。 

 次に、３４０ページ上段の第６款繰入金３億１,４４３万９,０００円につきましては一般会計か

らの繰入金であり、保険基盤安定繰入金や職員給与費等繰入金など、法定繰入れ分を計上いたして

おります。 

 続きまして、３４８ページの歳出をご覧ください。 

 中段の第２款保険給付費、第１項療養諸費につきましては、一般被保険者及び退職被保険者それ

ぞれの被保険者状況を考慮し、医療費の実績から伸び率を見込み、３５０ページ上段の合計欄のと

おり、前年度比２億２,９２７万７,０００円増の２９億４,２４５万９,０００円を計上いたしまし

た。 

 次に、中段の第２項高額療養費につきましても、被保険者の状況と医療費の伸び率を見込み、３

５２ページ上段の合計欄のとおり、前年度比３,１９３万４,０００円増の４億１,８０５万１,００

０円を計上いたしております。 

 次に、３５４ページ下段でございますが、第３款国民健康保険事業費納付金につきましては、財

政運営主体である県への納付金でございまして、第１項医療給付費分は３５６ページ上段の合計欄

のとおり７億６,４８７万６,０００円を、下段の第２項後期高齢者支援金等分は２億６,４８０万

１,０００円を、３５８ページ上段の第３項介護納付金分は７,５１５万９,０００円を計上いたし

ておりまして、納付金全体の合計額は１１億４８３万６,０００円といたしております。 

 次に、下段の第５款保健事業費、第１項特定健康診査等事業費３,１１５万円につきましては、

特定健康診査・特定保健指導及び国の補助事業である保健指導事業を実施するため、一般会計への

繰出金等を計上いたしております。 

 次に、３６０ページ中段でございますが、第２項保健事業費の健康づくり事業１,４７９万５,０

００円につきましては、１日人間ドックや脳ドックなど健康づくり事業の経費を計上いたしており

ます。 

 次に、議案第１８号令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございますが、

３７４ページをお開きください。 

 歳入でございますが、第１款後期高齢者医療保険料につきましては、三重県後期高齢者医療広域

連合の積算資料から、前年度比６,９３０万８,０００円増の４億７,５２９万１,０００円を計上い

たしております。 

 下段の第３款繰入金につきましては、一般会計繰入金として法定繰入れ分５億７,５３５万６,０

００円を計上いたしております。 

 次に、３８０ページをご覧ください。 

 歳出でございますが、第２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、療養給付費負担金、

保険料等負担金、保険基盤安定負担金など広域連合への負担金でございまして、前年度比９,６３

１万３,０００円増の１０億３,８２３万５,０００円を計上いたしました。 
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 次に、議案第１９号令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算でございますが、３９２ペ

ージをお開きください。 

 歳入でございますが、第２款使用料及び手数料、農業集落排水処理施設使用料につきましては、

収納実績により１億１,２１１万９,０００円を計上いたしております。 

 次に、第４款繰入金につきましては、財源調整として一般会計繰入金３億５,７１１万７,０００

円を計上いたし、市債の償還に充てるため農業集落排水事業債償還基金から繰入金１,０７５万９,

０００円を計上いたしました。 

 次に、３９６ページの歳出をご覧いただきたいと思います。 

 第１款事業費、第１項業務費につきましては、人件費や１４地区の汚水処理施設の維持管理費な

ど、３９８ページ下段の合計欄のとおり、２億５,８４４万９,０００円を計上いたしました。 

 次に、４００ページ上段の第２項建設改良費につきましては、施設機能強化事業に係る業務委託

料８００万円を計上いたしております。 

 続きまして、各企業会計予算について説明申し上げます。 

 議案第２０号令和２年度亀山市水道事業会計予算についてでございますが、４１３ページをご覧

いただきたいと思います。 

 収益的収入につきましては、給水収益は給水実績などを踏まえ９億２,２００万円を、北勢水道

給水収益は３億５００万円を見込み計上するなど、水道事業収益を１４億３,６５０万円としてお

ります。 

 次に、４１４ページ以降の収益的支出につきましては、北中勢水道に係る受水費２億９,５３０

万円を計上するほか、人件費、減価償却費などを計上し、水道事業費用１２億３,０４０万円とし

ております。 

 このうち、第２目配水及び給水費の４１５ページ上段の委託料につきましては、各施設の維持管

理に伴う委託のほか、漏水修理業務委託料など５,８６０万円を計上いたしております。 

 次に、４１７ページをご覧ください。 

 資本的収入につきましては、舗装復旧工事や公共下水道事業に伴う工事負担金９,３４３万４,０

００円などを計上し、合計で９,７８５万１,０００円としております。 

 次に、４１８ページをご覧ください。 

 資本的支出につきましては、水道施設台帳作成業務委託など委託料３,５７０万３,０００円を計

上するほか、住山加圧ポンプ室建設工事など工事請負費３億７,３９５万９,０００円、企業債償還

金１億８,０３３万３,０００円などを計上し、合計で５億９,４９０万円としております。 

 次に、議案第２１号令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算についてでございますが、４３５

ページをお開きいただきたいと思います。 

 収益的収入につきましては、給水収益７,４９４万８,０００円などを計上し、工業用水道事業収

益を８,１５０万円としております。 

 下段の収益的支出につきましては、動力費などの事業管理費や配水池等草刈り業務委託料、水源

地施設の修繕費などを計上し、工業用水道事業費用を６,７１０万円としております。 

 次に、４３７ページをご覧ください。 

 資本的支出につきましては、亀山・関テクノヒルズへの立地企業へ工業用水を給水するため、量
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水装置設置工事費１,６４７万９,０００円を計上するほか、合計で４,３７０万円を計上しており

ます。 

 次に、議案第２２号令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算についてでございますが、４５１

ページをお開きいただきたいと思います。 

 収益的収入につきましては、営業収益で公共下水道使用料４億７,４３０万円などを計上し、営

業外収益では一般会計負担金３億１,７２２万５,０００円、長期前受金戻入２億３,０８６万２,０

００円などを計上し、下水道事業収益を１０億４,５７０万円といたしております。 

 次のページ、４５２ページ以降の収益的支出につきましては、営業費用でマンホールポンプのオ

ーバーホールなど修繕費１,２００万円や流域下水道維持管理負担金２億６,１２２万４,０００円

を計上するほか、４５３ページ下段の減価償却費４億６,３７７万１,０００円などを計上いたして

おります。 

 また、４５４ページ上段の営業外費用では、企業債利息１億３,６６７万６,０００円などを計上

し、下水道事業費用を１０億４,２６０万円としております。 

 次に、４５５ページをお願いいたしたいと思います。 

 資本的収入につきましては、公共下水道事業及び流域下水道事業に係る企業債６億５,３８０万

円のほか、一般会計負担金１億４,７１６万９,０００円、国庫補助金２億５,７５０万円などを計

上いたし、合計で１１億６,１６０万円としております。 

 次の４５６ページからの資本的支出につきましては、下水管渠布設工事など工事請負費６億４,

８８０万円、流域下水道建設負担金１億９,９２２万１,０００円、企業債償還金４億１,１６２万

２,０００円などを計上し、合計で１３億９,４５０万円としております。 

 最後に、議案第２３号令和２年度亀山市病院事業会計予算についてでございますが、４７５ペー

ジをご覧ください。 

 収益的収入につきましては、医業収益で、入院収益９億７,７４０万円、外来収益５億８,７８０

万円、一般会計負担金３,２９６万９,０００円を計上いたし、医業外収益では、一般会計負担金１

億２７９万７,０００円、一般会計補助金９,０３０万６,０００円などを計上し、病院事業収益を

合計１８億９,８９０万円としております。 

 次に、４７７ページ以降の収益的支出につきましては、給与費、薬品費などの材料費、減価償却

費のほか病院管理運営に係る経費などを計上し、病院事業費用を１８億９,８９０万円としており

ます。 

 次に、４８１ページの資本的収入につきましては、企業債元金償還金に対する一般会計出資金３

４３万９,０００円、機器購入に係る企業債１億６７０万円などを計上し、合計で１億１,０１４万

円としております。 

 次に、４８２ページの資本的支出につきましては、工事請負費、器械備品費、リース資産購入費、

企業債償還金など、合計で１億５,５７０万円としております。 

 以上で、令和元年度の補正予算、それと令和２年度の当初予算の補足説明とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 副市長の補足説明は終わりました。 
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以上で上程各案に対する提案理由の説明は終わりました。 

お諮りします。 

本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

そのように決定しました。 

続いてお諮りいたします。 

明日２８日から３月８日までの１０日間は、議案精査のため休会したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

明日２８日から３月８日までの１０日間は、休会することに決定しました。 

次の会議は３月９日午前１０時から開き、令和２年度施政及び予算編成方針に対する代表質問を

行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ２時１２分 散会） 
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●議事日程（第２号）

令和２年３月９日（月）午前１０時 開議 

第  １ 諸報告 

第  ２ 令和２年度施政及び予算編成方針に対する代表質問 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名）

   １番 草 川 卓 也 君  ２番 中 島 雅 代 君 

   ３番 森   英 之 君  ４番 今 岡 翔 平 君 

   ５番 新   秀 隆 君  ６番 尾 崎 邦 洋 君 

   ７番 中 﨑 孝 彦 君   ８番 豊 田 恵 理 君 

  ９番 福 沢 美由紀 君 １０番 森   美和子 君 

１１番 鈴 木 達 夫 君 １２番 岡 本 公 秀 君 

  １３番 伊 藤 彦太郎 君 １４番 前 田 耕 一 君 

  １５番 前 田   稔 君 １６番     服 部 孝 規 君 

  １７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名

市 長  櫻 井 義 之 君 副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長   山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長   佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長   井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長   大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長   宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監   服 部 政 徳 君 

生活文化部次長兼 
総合政策部次長 落 合   浩 君   青 木 正 彦 君 

関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者   渡 邉 知 子 君 

消 防 長 平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長   古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    健康福祉部参事  豊 田 達 也 君 
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選挙管理委員会 
監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 松 村   大 君 

事 務 局 長 

監 査 委 員  渡 部   満 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員

事 務 局 長  草 川 博 昭  書 記  水 越 いづみ 

書      記  村 主 健太郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

初めに、現在、新型コロナウイルス感染症の流行は拡大の一途をたどり、関連するニュースが連

日報道され、本市でも幼稚園、小・中学校は臨時休業となり、各種行事も中止・延期となるなど市

民生活に大きな影響が出ているところです。 

 執行部には、国からの情報収集に努め、迅速に対応を講じていただきますようお願いするととも

に、市民並びに本日ご出席の皆様にはくれぐれも健康にご留意をしていただきたいというふうに思

います。 

 それでは、市長から市の新型コロナウイルス感染症対策について発言を求められておりますので、

これを許可します。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

おはようございます。 

 議長のお許しを頂き、新型コロナウイルス感染症について本市の現状と対応についてご説明をさ

せていただきます。 

世界規模で感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症については、国内でも多数の感染報告がさ

れる中、健康被害のみならず社会経済活動への影響が深刻化しつつあり、感染流行の早期終息が強

く求められるところであります。この状況を踏まえ、政府は２月２５日に基本方針を決定し、この

一、二週間が感染拡大防止に極めて重要な時期とした上で、イベント等の開催について、その必要

性を改めて検討するよう要請を行いました。その後、２７日には全国の小・中学校等を一斉に臨時

休業とする要請が行われました。 

 こうした中、本市では１月２９日の新型肺炎連絡調整会議、２月６日の新型コロナウイルス感染

症対策推進会議の設置以来、迅速かつ的確な情報把握をはじめ、市民の皆様に対する情報提供と注

意喚起、長寿健康課への相談窓口の一元化、公的施設等への消毒液、マスクの配付、さらには本市

主催の開催イベントの開催基準を設けるとともに、一部イベントを中止するなど、感染拡大防止に

鋭意努めてまいりました。 

また、鈴鹿保健所や亀山医師会と情報共有を行い、万一市内で患者が発生した場合の対応等につ
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いても県、市、医師会等の連携支援体制を整えております。 

 また、国の要請を受け、児童・生徒への感染を未然に防止するため、本市においても今月２日か

ら学期末就業日の３月２５日まで、市内の小・中学校、幼稚園を臨時休業とする措置を講じたとこ

ろであります。 

 一方これに合わせ、共働き家庭など家庭への影響を鑑み、市内の放課後児童クラブに対して開設

時間の拡充等をお願いし、２１か所全てのクラブにおいて午前中からの受入れ拡大を行っていただ

いております。さらに、春休みに実施する長期休暇子ども居場所づくり事業の開始日を繰り上げ、

本日開所するなど、児童・生徒や家庭の状況に応じた柔軟な対応を図ってまいります。 

 この感染症に関して、日々事態が刻々と変化しており、まだまだ予断を許さない状況が続くと考

えられますが、今後の感染流行の動向や国・県の対策の動きを注視しながら、庁内並びに関係機関

との連携をさらに強化し、感染拡大防止と新たな感染症に対する市民の不安を解消できるよう、総

力を挙げて取り組んでまいります。議員各位並びに市民の皆様には、引き続き深いご理解とご協力

をお願いいたします。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（小坂直親君）

それでは、議事に入ります。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第２号により取り進めます。 

日程第１、諸報告をします。 

監査委員から例月出納検査結果報告書の２件が提出されておりますので、ご覧おきください。 

次に、日程第２、令和２年度施政及び予算編成方針に対する代表質問を行います。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１５番 前田 稔議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

おはようございます。 

スクラムの前田でございます。 

通告に従い、順次質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

まず、令和２年度の施政方針及び予算編成方針についての中から、令和２年度の当初予算の中の

予算のポイント、これについてお聞きをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１５番 前田 稔議員の質問に対する答弁を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 令和を迎えて最初の予算編成となる令和２年度の当初予算のポイントはというお尋ねでございま

すが、第２次総合計画前期基本計画、第２次実施計画の２年目の年として、施策、事業の積極的な

展開を図るため、令和２年度を知新の年と位置づけ、予算編成を行ったところであります。 

 このような中で、一般会計当初予算額につきましては、前年度比１６億３,３００万円、８.１％

の増として、平成１７年の合併以降、過去２番目に大きな予算規模となる２１７億９,０００万円

といたしたところでございます。 
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 主な事業といたしまして、文化スポーツ関連では、かめやま文化年２０２０や、三重とこわか国

体を見据えたリハーサル大会を実施するとともに、環境関連では、ＳＤＧｓの視点を取り入れた環

境計画の一体的改定や森林環境創造事業などにより環境の保全活用を継続的かつ着実に推進いたし

ます。また、教育関連では、井田川小学校の校舎増築と給食室の改修や国のＧＩＧＡスクール構想

に伴う情報教育推進事業を実施するとともに、防災関連では各種防災情報を掲載した総合的な防災

マップの作成・配付を実施いたします。 

 さらに、中心的都市拠点の再生では、ＪＲ亀山駅周辺のにぎわいづくりと活性化に向け、市街地

再開発組合により進められる施設建築物や公共施設の建築工事等の支援や、地域生活交通再編事業

及び都市計画道路整備事業により交通ネットワークの形成を図るとともに、地域まちづくりでは、

ＪＲ加太駅舎の改修による地域活性化拠点としての活用やコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳ

Ｗ）の充実等により、地域福祉力強化推進事業を展開してまいるものでございます。 

 また、こうした事業を下支えする基盤構築のために、将来を見据えて、それに備える視点からも、

新たにスタートする第３次行財政改革大綱に掲げるスマート自治体として新たなＩＣＴ技術を活用

し、効果的な市民サービスの提供を行うとともに、業務の効率化と正確性を確保し、職員の働き方

改革を推進するなど、行政システムの改革を推進していくものであります。 

以上が令和２年度予算編成の主なポイントと考えております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

令和２年度の予算編成のポイントについてお聞きをしました。 

 まず、市長が言われたその中で、冒頭に知新の年と位置づけという言葉がありましたけれども、

この知新の年、どういう思いというかどういう意味を指すのか、その辺のところをお聞きしたいな

と思うんですね。温故知新の知新ではないかと思うんですけれども、いつもそういう中国の故事か

何か、そういうものから引用されることが多いんですけれども、今年は知新の年という位置づけと

いうことで編成されたというんですけれども、その思いについて、ちょっと意味なども含めて聞か

せていただきたいなと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 知新の年の意味はいかがかということでありますが、令和を迎えて初めての予算編成に当たりま

して、総合計画グリーンプラン２０２５の積極的な展開を目指す一方で、ご案内のような社会の成

熟化に伴うＩｏＴ、ＡＩ等によるスマート社会への適応など、温故知新、古きを温め新しきを知る、

特に新しく知る、知新の精神をもって、時代を見据えた計画づくりや、新たな種まきとなります政

策展開を行おうとするものでございます。 

 ご案内の２０４０年頃を視野に入れますSociety5.0、あるいは２０３０年をターゲットといたし

ますＳＤＧｓなど、私たちは好むと好まざるとに関わらず、この時代の大きな潮流に直面し、その

環境変化に適応していかなくてはなりません。 

したがいまして、合併から１５年というときを迎えておりますが、今日までの歩みを礎に、さら
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にこの令和という新しい時代、将来をしっかりと見据えた政策展開への備えを知新の精神をもって

臨む必要があるという考え方から、行政経営の重点方針の中で、予算編成に当たりまして令和２年

度を知新の年と掲げたものでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 それでは、予算のポイントについてお話を頂きましたので、次に予算の重点的事項についてお聞

きをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 令和２年度当初予算編成における重点的事項といたしましては、１つ目としまして、環境文化施

策の推進と亀山版ＳＤＧｓの確立でありまして、第２次総合計画前期実施計画の４年目として、環

境文化施策の推進を図るとともに、ＳＤＧｓに基づき、施策・事業の立案を行うものであります。 

 ２つ目といたしましては、第３次行財政改革大綱前期実施計画の着実な推進でありまして、前期

実施計画に掲げる取組項目を着実に実践し、持続可能な行財政運営の確立を図るというものでござ

います。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 そのポイントなんですけれども、そのポイントの中でいろんな新しい言葉とかが出てきて、なか

なか理解できない部分もあるんですけど、例えばスマート自治体とか、それからＳＤＧｓといった

言葉なんですけれども、一応調べはしましたけれども、どういう意味なのか、どういう内容なのか、

どういうことなのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 まずＳＤＧｓでございますが、これは２０１５年９月の国連サミットで採択をされましたＳＤＧ

ｓは、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向け、国際的な課題解決

手法として注目をされているところでございます。 

 このＳＤＧｓの１７のゴールや１６９のターゲットは、世界標準の行動規範でございまして、地

方自治体における政策推進などにＳＤＧｓの視点を取り入れる場合に、ＳＤＧｓの基本的な理念を

保ちつつ、その自治体の特性等に応じて目標を再設定し、制度活用を図る必要があると考えている

ところでございます。 

 また、スマート自治体につきましては、今回、第３次行財政改革大綱の中で目指すべき姿として

も位置づけをさせていただいておりまして、特にＡＩ、ＲＰＡ等の新しいＩＣＴ技術を活用したス

マートな自治体を目指すという意味合いで位置づけをさせていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君）
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前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 今、説明を頂きましたけれども、やっぱり言葉が、ＡＩとかＩＣＴとかＳＤＧｓとか出てくるん

ですけれども、もう少しそれぞれの言葉がどういう意味なのかというのがなかなか分かりづらいと

思うんですね。 

 例えば、ＳＤＧｓというのは、いろんな１７の施策というかそういうのがあって、それがそれぞ

れどんな問題かというと、貧困であったりとか環境であったりとかジェンダーとか、そういったも

のを目標にしておるわけなんですが、それを世界標準に持っていくということなんですけれども、

実際のところ、そういったことというのは亀山市の自治体の中でもずうっと施策として取り組んで

おるわけですよね。結局、それが世界標準であるかないかということではないのかなと思うんです

けれども、そこら辺についてのちょっと見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 今議員にご指摘を頂きましたとおり、本市ではＳＤＧｓの取組というのは、例えば、今ゴールと

いうことの中で、１７のゴールがございますが、その中で、例えば環境一つ取ってみましても、例

えば１５年前に設立をいたしました総合環境研究センター、これにつきましては、まさに都市が持

続的に成長していくために何が必要であるかということを議論してきた場であると、そのように考

えております。 

 このセンターにつきましては、本年度で幕を閉じるわけでございますが、こうした考え方を継承

し、次代に引き継ぐものとして、亀山版ＳＤＧｓというのはあるものというふうに認識をしており

まして、今後策定が予定されております第２次総合計画後期基本計画をはじめとする各種分野別計

画などにそうした考え方を鋭意反映してまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 その１７のゴールというか、１６９のターゲットがありますけれども、逆に聞きますけれども、

亀山市として１７のゴール、１６９のターゲットの中で取り組んでないものというのはあるんです

か。そこをちょっとお聞きしたいと思います。ここは取り組まなければならないものというのがあ

れば。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 私、この１７のターゲットの中で、２番目に位置づけられています飢餓、こういったものにつき

ましては、これは全世界の中で非常に貧困とか飢餓の問題というのは大きくクローズアップされて

おるわけでございますが、日本とかこの亀山市において飢餓の視点というのは、このゴールの中で

は少し取組がされていないというか、まだ充足がされている部分ではないのかなという、そんな認

識を持っているところでございます。 
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○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 それでは、歳入についてお伺いしたいんですけれども、歳入については先ほどもちょっと述べら

れましたけれども、前年度比で１６億３,３００万の増で８.１％の増であるということですね。こ

の増になった要因、それについてちょっとお聞きをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 令和２年度当初予算における歳入につきましては、市税におきまして法人市民税や固定資産税の

償却資産の減収、また一方、国庫補助金や市債につきましては、亀山駅周辺整備事業関連による増

加を見込みまして、また財源調整のための財政調整基金の繰入れにつきましては、前年度は１１億

でございましたけれども、２億円増となる１３億円を計上したということでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

市税については、これは増であるということですか。減をしているのではないですか。 

駅前の開発の事業がありますけれども、そこのところをちょっと詳しくお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 市税につきましては、前年度比２億３,８１０万円、マイナス２.３％の減収として１０３億１９

０万円を計上しておりますので、前年度から比べて減収となっております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 その減収になった要因というか、何が減収になっているのかという、そこのところを聞きたいん

ですけれども。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 市税の減収の要因ですが、主なものにつきましては、法人市民税につきまして前年度比１億９,

０７０万円、率にして２２.６％の減となっております。 

 固定資産税につきましては、償却資産、前年度比１億１００万円、マイナス１.７％の減とした

ところで、法人市民税と償却資産税の減が大きなものでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）
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その減になった原因というか、要因というのはどういうものがありますか。分かりますか。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 法人市民税につきましては、国税の法人税によりますので、業績がよくないということが影響し

て減になっておると。そして、償却資産につきましては、液晶関連などの投資が少ないということ

でございます。また逆に、個人市民税のほうは所得、平均給与が増加したりしておりまして、個人

につきましては増加しておるということでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 それではこの項は終わりまして、亀山駅の周辺整備事業の進捗状況についてお聞きしたいと思い

ます。 

 何回かこのことについては質問をさせていただきまして、この前１２月に質問をしたときは非常

に厳しい状況ではないかなというふうに思っておったんですけれども、その後、権利変換というか

地主との折衝とかで反対がまだあったということでした、１２月のときは。調印ができていないと

いうような状況でしたけれども、その後、３月内にその権利変換、承諾が得られないと令和３年度

内の完成は難しいのではないかという話もしたわけですけれども、今の現状、どのようになってお

るのか、答弁を求めたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 市街地再開発事業におきます権利変換計画の作成につきましては、都市再開発法第６８条に作成

が規定されております権利者ごとの土地・物件調書への署名・押印等を頂いたところであります。 

 一方で、土地・物件調書への署名・押印が頂けない権利者に対しましては、事業推進のため都市

再開発法第６８条第２項の規定によりまして、準用する土地収用法第３６条第４項の規定に基づき、

調書作成への立会い及び署名・押印について、市街地再開発組合より１月３１日付で市に対し依頼

がございましたので、土地収用法に基づき２月６日に市職員が調書の内容を確認するとともに、署

名・押印を行ったところであります。 

 以上により、提出されました調書等に基づき、市街地再開発組合におきまして権利変換計画が作

成され、去る２月１２日から２月２５日までの２週間の期間において、都市再開発法第８３条第１

項の規定に基づく権利変換計画の縦覧が組合事務所にて実施されました。 

 その後、３月５日の組合総会での承認を得まして、６日に市に対して権利変換計画の申請書の提

出がございましたので、同日付で三重県に対して進達を行ったところであります。 

 権利変換計画に関する今後の取組といたしましては、権利変換計画について認可権者でございま

す三重県において審査がなされ、権利変換計画の認可が受けられましたら、組合において認可公告

が行われることとなりまして、その後に設定されます権利変換期日において権利者の従前の権利が

消滅いたしまして、これに代わる権利を取得することとなります。 
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○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 ちょっと分からない部分があったんですけれども、その１２月の時点では、所有者の２人ぐらい

反対があったと思うんです。かたくなに反対をされていたと思うんですけれども、今の説明の中で

は滞りなく終わったような形に聞こえるんですけれども、本当に承諾をされて判こをついたのか、

やっぱり強制的に法の下で仕方なく、それは最終的にはそうなっていくんだろうと思いますが、強

制的にそういうふうになったのか、その辺のところについてはどうなのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 先ほど申し上げました署名・押印が頂けない権利者に対しましては、事業推進のために吏員立会

をさせていただいております。これは先ほども申し上げましたとおり、２月６日におきまして、市

職員が調書の内容を確認いたしまして署名・押印を行ったところでございまして、その件数が２件

でございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 これによって取りあえず判こを頂いたということで、令和３年度内の完成に持っていけるという

ふうに理解してよろしいですか。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 できるかというご質問でございますけど、まずは今後のスケジュールでございますが、権利変換

計画認可後のスケジュールといたしましては、権利変換計画の認可公告の日から権利変換期日まで

の期間におきまして、都市再開発法第９１条に基づき、土地代に相当する補償費を権利者に対し支

払うこととなります。その後、組合において定めます土地等の明渡し期間までに都市再開発法第９

７条に基づきまして、権利者に対し引っ越し費用等の通常損失補償費や転出者の建物評価額等の補

償費を支払うことになります。 

 これらの補償費の支払いと併せまして、権利者の皆様に土地等の明渡しを受けた後、建物の解体

を行いまして、今年の夏頃でございますけれども、施設建築物や公共施設の工事着工を予定してい

るところでございまして、先ほど議員申されましたとおり、令和４年３月末を目標として進めてお

ります。今現在、組合における事業計画でも事業期間を令和４年の３月末までとしておりまして、

このために工事完了につきましても令和４年３月末までの完了を目標として進めていくこととなり

ます。 

 また一方で、現在工事の実施に当たり、施工者との工事工程を含めた協議を行っているところで

ございまして、これらの協議を含め、工事の契約までには工事完成の時期も明確となってまいると
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いうふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

分かりました。計画どおりに進んでいくというふうに認識をさせていただきました。 

 それでは、１ブロックと３ブロックの状況なんですけれども、これは計画がどのようになってい

るか、今後の計画が進んでいくのかどうか、そこの点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

１、３、４ブロックの現在の状況でございますが、まず１ブロックにつきましては、市道御幸１、

６号線の道路整備について詳細設計を進めているところでございます。また、駐輪場整備のため株

式会社河合石油店の南側の用地を取得するとともに、４月１日からの仮設駐輪場開設に向けた仮設

のための工事の準備をしているところであります。そのほかにも、バスバース整備に向けた用地交

渉を権利者と行っております。 

 次に、３ブロック及び４ブロックでございますが、市道御幸７号線の整備に向け、建物の補償算

定を行うとともに、市道御幸１、６号線と併せた用地測量をしております。また、４ブロック内に

実施しております優良建築物等整備事業につきましては、共同住宅の工事が完了いたしましたこと

から、補助金確定を行ったところであります。なお、３ブロック内の駐輪場に向けた用地交渉につ

いても引き続き実施しているところでございます。 

 １、３、４ブロックの今後の計画部分はどうかということでございますけれども、１、３、４ブ

ロックの今後の計画でございますが、まず１ブロックについては、市道御幸１、６号線の道路整備

に向け、令和２年度におきまして補償算定や用地の取得を進めるとともに、令和３年度での工事完

成に向け、取り組んでおります。また、駐輪場の本工事やバスバースの整備についても、令和３年

度での工事完成に向け取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 次に、３ブロック及び４ブロックでございますが、市道御幸７号線の整備に向け、令和２年度に

おいて補償や用地取得を進め、令和３年度での工事完成を目指してまいります。また、３ブロック

内での駐輪場整備につきましては、用地取得に向けた取組を進めるとともに、令和３年度での供用

に向けまして事業推進を図ってまいります。 

 その他には、各ブロックにおいて様々な土地利用等が図られるよう、亀山駅周辺まちづくり協議

会と連携を図りながら取組を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 まだまだこの先計画がありまして、これもいろんな権利変換とか、そういうような地主さんとの

交渉とかもあるだろうし、大変だと思うんですけれども、最終的にちょっとお聞きしたいことがあ

りまして、この事業に対しての開発についての財政的な部分なんですけれども、結構国からのお金

ですね、先ほども当初予算編成の中で入っていましたけれども、国からどのぐらいの補助金が出て
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おって、市としての財政負担というのはどれぐらいであるのか。結構大きな金額が国から出ている

とは思うんですけれども、その辺のところが分かれば教えていただきたいんですけれども。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

再開発事業につきましては、国からの補助金、当然市の補助金も合わせてでございますけれども、

組合の収支の事業計画の中におきましては、市街地再開発事業の補助金といたしまして、市と合わ

せまして約２０億８,０００万で、当然亀山駅前線及び駅前広場の改修工事といいますか、整備工

事でございますけれども、その関係で、公共施設管理者負担金というところで１８億円が入ってま

いる予定でございます。 

 また、施設建築物の中に入ります図書館については、２２億円の総額の中の１１億円が補助金と

して入ってまいるというところでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

ありがとうございました。かなりの補助金が入ってきておるということが分かりました。 

それでは、次の項目に移りたいと思います。 

先ほど市長からもお話がありました、新型コロナウイルス感染症への対応策についてということ

で、先ほども話がありましたんですけれども、再度お聞きしたいと思います。 

 本当に今、深刻な状況になってきておるんですけれども、亀山市の中ではまだ感染した人は見え

ないし、三重県でも１人感染というのがありましたけれども、ほとんどいない状況ですけれども、

今後どうなるか分かりませんのでお聞きをしたいと思うんですけれども、亀山市としてどのような

対策を講じているのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 新型コロナウイルスの感染症に関する対策でございますけれども、先ほど市長がお話しさせてい

ただきましたとおり、昨年１２月以降急速な勢いで世界中に広がっておりまして、日本国内でも既

に全体で１,０００名を超える感染が報告されている中、議員もおっしゃいましたように県内事例

といたしましては１名でございます。 

 そういった状況の中で、本市といたしましては早期に新型コロナウイルス感染症対策推進会議を

立ち上げ、三重県と連携を密にしながら情報共有を図っているところでもございます。 

 市長が述べられましたように、２月２７日には鈴鹿保健所長、亀山医師会長を含むメンバーで会

議を開催し、情報共有を図りつつ、市内の患者が発生した場合の対応等について国、県、医師会、

市等の役割責任等を確認したところでもございまして、内部といたしましては、今日までに副市長

をトップに４回ほどの会議を開催し、横のつながりを強固にしたものでございます。 

 また、国からは、今後２週間はスポーツやイベント開催について中止、延期の対応を取るように

という要請がございまして、本市におきましても感染症の拡大防止に努めるため、市主催のイベン
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ト開催についても市独自の開催基準を設けるなど、市民に向けて迅速かつ的確な情報及び注意喚起

等をホームページ等で行っております。 

 また、３月１日の市広報と一緒に新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、手洗い、せき

エチケット、新型コロナウイルスを防ぐにはという内容で回覧を配付し、市民に向けた感染予防の

情報を発信しているところでもございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 対策について答弁を頂きましたけれども、具体的に感染の疑いのある場合とか感染したとき、テ

レビ報道などでいろいろ保健所にというふうに言われておるんですけれども、その場合はどこへ、

まずかかりつけのお医者さんに行くという話、それから保健所という話があるんですが、そのルー

ルというか、市民がもし感染した場合、どういうふうにそういう行動をしたらいいのか、そこら辺

のことについてお聞かせ願います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員お尋ねの新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうかという判定でございますが、現

在、厚生労働省はその基準を風邪の症状や、３７.５度以上の発熱が４日以上続いていることや、

強いだるさ、倦怠感または息苦しさ、呼吸困難がある場合、またそれから高齢者や基礎疾患がある

方や妊婦の方は、２日程度症状が続き、感染したと疑われる場合は、まずは、回覧でもお示しして

ございますが、帰国者・接触者相談センター、これは鈴鹿保健所にございますが、相談していただ

くこととなっております。 

 全国的にも拡大している中で、三重県との連携の中で患者様の対応を確実にやっていくよう努め

ていくところでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 昨日もテレビを見ていましたら、３７.５度ですけれども、自分は平熱が３５度台やという人も

おるという話も聞いていまして、そういういろんな人によって違いがあるんかなということで、そ

ういう個人的な話もあったんですけれども、今度教育委員会のほうにちょっと聞きたいんですけれ

ども、今回の安倍首相が学校を全部やめて家でとか、それから学童保育所でとかというふうにやっ

ていますけれども、その教育委員会の対応についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 このたびの市内幼稚園、小・中学校の臨時休業の要請を受けまして、私教育長が判断し、市長と

協議の上、市内幼稚園を含む小・中学校の臨時休業を市長と協議の上、決定し、最終的には市長に

決定をお願いしたものでございます。 
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○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 小・中学校、幼稚園の臨時休業ということになっておるわけですけれども、全国の自治体では、

栃木県茂木町、ここは通常どおり授業を実施しているということなんですけれども、そういう自治

体が今増えてきておるように聞きますけれども、そういう選択肢はなかったのかどうか。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 休業を取りやめている自治体が増えているとの認識は持っていないわけでございますが、そもそ

も休業に至った経緯につきまして、時系列にお答えさせていただきます。 

２月２７日、ご案内のとおり午後６時過ぎ、安倍首相が全国一斉の臨時休業要請を表明しました。

私が第一報を入手したのは午後７時前でございまして、その後、直ちに北勢５市の教育長並びに本

市医療関係者と意見交換を行いました。また、県教育委員会事務局の対応について情報収集も行い

ました。その上で、教育委員会事務局内において、臨時休業をすることが可能かどうかについて、

子供、保護者、教職員、学童保育、放課後児童クラブ等の関係者への対応を中心に協議検討を事務

局内で行いました。 

 この結果、感染拡大防止と子供たちの感染リスクにあらかじめ備える観点から、臨時休業の判断

を行ったところでございます。そこで、同日午後９時半頃に教育委員と市長に連絡を取りまして、

教育委員の同意を得た上で市長と協議し、決定したものであります。その際、市長からは、混乱を

最小限にするために関係部局と連携して進めてほしいという言葉を頂きました。 

決定に至った経緯は以上でございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 それから、お聞きしたいのが何点かあるんですけれども、休業になっていますけれども、今後の

学校のカリキュラムの問題なんですけれども、こういうのはどういうふうにしていくのか。それか

ら、子供たちのフォローをどうしていくのか。それから、子供のいる職員や非常勤、臨時職員への

対応はどうなっているのか、この３つをお答え願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 臨時休業に伴う授業時数の不足による学校のカリキュラムの問題でございますが、令和２年３月

２日付で文部科学省から通知が届いており、それには新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業を

行った場合において、学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を下回った場合においても、下

回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはしない。その場合は、児童・生徒の

学習に著しい遅れが生じることのないよう、可能な限り臨時休業期間中において家庭学習を適切に

課したり、臨時休業終了後には補充のための授業や補習を行ったりするなど配慮するということで
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定められております。 

 市内各校におきましては、既に臨時休業期間中において適切に家庭学習が課せられておるところ

でございます。教育委員会といたしましても、この通知にのっとり対応していきたいと考えており

ます。 

 それともう一点、子供たちのフォローでございますが、市内共通の児童・生徒向けプリント、臨

時休業期間中の過ごし方についてを配付しまして、休みに入るまでに各担任より指導を行っており

ます。臨時休業中の子供たちの状況につきましては、家庭訪問や電話確認等で定期的に把握するよ

う市内校長会においても確認を取り合っております。 

 さらに、家庭あるいは個別の事情等で家庭で過ごすことが困難な場合や特別な学習支援を要する

場合などについては、個別に対応させていただき、その要望が必要であると判断されるときは、登

校または家庭訪問するなどして指導・助言することを申し合わせています。特に、特別な支援やケ

アが必要と思われる家庭、あるいは幼児、児童・生徒に対しても学校から個別に連絡を取り合うな

ど、その状況を把握し、必要であると判断した場合は登校を受け入れるなど特段の配慮も行ってい

るところでございます。 

 ３点目の子供のいる職員への対応ということでございますが、臨時休業中の学校の教職員の勤務

については通常の勤務となっておりますが、子供のいる教職員の対応としましては、特別休暇の特

例的な運用によって新型コロナウイルス感染症対策として、あるいは学校の臨時休業に伴う子供の

世話を行う必要があるときに有給休暇が取得できるような制度もできております。また、県費職員

に関しましては、高校生以下の子供がいる職員に対しましては、必要に応じて時差出勤の勤務が可

能となっております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 ニュースなんかで見ていますと、学校開放しているところもあるんですけれども、現在亀山市で

は臨時休業ということになっておるんですけれども、そういう考えはなかったのかということと、

それから学童保育所に入っていない子供らはどういうふうな状況になるのか、その辺のところをお

聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 全国的にも、県内でも、低学年に限って条件つきで登校を認めるというような学校の取組も一部

見られておるわけでございますが、当市におきましては個別に対応させていただいていまして、そ

ういう通達が出る前から特に誰も家で見てもらえる方が見えないとか、特に支援が必要であるとか

ケアが必要な場合については学校と連絡を取り合っていただいて、実際に登校している状況もござ

います。 

 それともう一点、放課後児童クラブに入っていない児童についてでございますが、基本的には各

家庭で過ごしていただいております。保護者の方の都合で１人で留守番となっている場合もあろう

かと思いますが、それぞれのご家庭での過ごし方について子供と話し合っていただき、約束事を決
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めたり、緊急の場合の対処等、各家庭での対応をしていただいております。なお、家庭や個別の事

情でどうしても困っている場合は、学校へ相談をかけていただくよう保護者の皆様に求めていると

ころでございます。 

 今後につきましても、学校の教職員は通常どおりの勤務でありますことから、必要に応じて学校

に相談していただければ、個々の状況に合わせて柔軟に対応してまいります。 

○議長（小坂直親君）

伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 健康福祉部としましても、本市独自の取組として、春休みなどに実施いたします長期休暇子ども

の居場所事業の開始日を前倒しして本日から対応しているところで、通常の学童保育所を利用して

いない、長期休暇子どもの居場所事業を利用している方についても対応しております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 時間が少なくなってきましたので、４番目のマイナンバーカードの取得促進についてということ

で質問させていただきます。 

 まず、この亀山市内のマイナンバーカードの取得率というのが分かれば教えていただきたいので

すが。 

○議長（小坂直親君）

佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇）

 マイナンバーカードの亀山市における交付率は、令和２年１月末現在で１１.４９％となってお

ります。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 １割ですね。非常に低いと思うんですけれども、全国の自治体とか比較というのはあるんですか

ね。そういうのがあれば、全国の自治体の平均値とかあれば教えていただきたいんですけど。 

○議長（小坂直親君）

佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇）

 １月２０日現在の数字になりますが、全国の平均が１５.０％でございます。ちなみに、三重県

は１２.６％となっております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

ということは、亀山市は全国平均と三重県の平均よりも少ないということになりますよね。 

このマイナンバーカード、コンビニなどでこれから住民票やらそういったものを取得するのに使



－５６－ 

えるという話もありますけれども、この取得促進するためのアイデアとか、そういったものはない

のかどうかお聞きをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇）

 先ほど議員お話しになりましたコンビニ交付が２月１日から開始しておりまして、そのコンビニ

交付のほうでは戸籍謄抄本の写しは窓口と同じ４５０円でございますが、そのほかの住民票の写し、

印鑑登録証明書、所得証明書、課税証明書、戸籍付票の写しなどは窓口では３００円なんですが、

コンビニ交付では２００円で交付できるということになっております。 

 あと、そのほか国で今後予定されていることといたしましては、顔写真入りの身分証明書にもな

りますマイナンバーカードを健康保険証として利用することが考えられておりますが、差し当たり

皆様に大きなメリットを感じていただけることといたしましては、マイナポイント事業が予定され

ております。 

 このマイナポイント事業と申しますのは、現在行われております最大５％還元のキャッシュレス

ポイント還元事業が本年６月末に終了いたしますので、その後の９月から翌年３月末まで、消費の

活性化とかマイナンバーカードの普及促進などを目的として新たに始められる事業でございまして、

マイナポイントの活用によりまして、キャッシュレスでチャージやお買物をしていただきますと、

例えば２万円分の前払いや物品購入に対しまして、最大５,０００円相当のマイナポイントがもら

えるという大変お得な制度となっております。 

 ただ、この事業のご利用にはマイナンバーカードが必要でございますので、制度が始まる頃には

混雑が予想されますし、実際マイナンバーカードの交付には申請から１か月ほどの期間を要します

ので、できればお早めにマイナンバーカードの申請手続をお願いしたいと存じます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

 要するに、買物をしたときにポイントが付与されるということで、そうすると今、ＰａｙＰａｙ

とか、５％還元とかいろいろありますけれども、そういうのと同じような形の中で、コンビニなん

かでもそういうポイントもらって買物もできるというふうな形で理解してよろしいですか。 

○議長（小坂直親君）

佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇）

 先ほど申し上げましたとおり、キャッシュレスでチャージとかお買物をいたしますと、マイナポ

イント２５％がついてくるということでございます。このマイナポイントは、カードとかの決済事

業者からポイントとして付与されるということでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１５番（前田 稔君登壇）

ありがとうございます。そういう新たなポイント制度ができるということで、今後増えていくと
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いうふうな予感がしますので、ありがとうございました。 

 ちょっと時間を余しましたけれども、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（小坂直親君）

１５番 前田 稔議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１１時０２分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時１１分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、７番 中﨑孝彦議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

新和会の中﨑でございます。 

代表質問をさせていただきます。 

今日は、大きく４点ほど質問をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 まず最初に、スマート自治体についてということでございますけれども、このスマート自治体と

いうのは、昨年の１２月の議会の施政方針演説とか第３次亀山市行財政改革大綱、それから庁舎建

設の基本計画の中間案なんかにも触れられておりまして、令和２年度の施政及び予算編成方針の中

でも市長はスマート自治体への転換を進めていくというふうにしております。 

 まず最初に、本当に私も理解が進んでおりませんので分かりませんので、スマート自治体への転

換の背景と必要性について市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

７番 中﨑孝彦議員の質問に対する答弁を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

スマート自治体という考え方についての市長の考え方はということでございます。 

 先ほど総合政策部長のほうから少し概略の話がありましたが、このスマート自治体という考え方

は、総務省におきまして急速な少子高齢化、深刻な人口減少により高齢者人口がピークを迎える２

０４０年頃から逆算して見えてくる諸課題を踏まえ、将来の地方自治体のあるべき姿を議論した中

で提唱をされてきたものと理解をいたしております。 

具体的には、人口減少に対応するために、地方自治体の業務改革と新技術の徹底活用を通じた住

民視点に立った利便性の高い次世代型行政サービスへの転換を図るものと理解をいたします。また、

県においてもＡＩやＲＰＡ等のＩＣＴ技術の活用等に取り組むことによりスマート自治体を目指す

こととされています。 

 このような国・県の背景を踏まえた中で、本市におきましては、今回ご提示をさせていただいて

新年度スタートとなります第３次行財政改革大綱、この策定をするに当たりまして、将来にわたり



－５８－ 

市民生活に不可欠な行政サービスを提供し続けるために、ＡＩ、ＲＰＡ等の新たなＩＣＴ技術の導

入並びに、先ほど前田議員からのご質問にもありましたが、マイナンバーカードを活用することに

よる市民の皆さんの利便性向上とか、こういうことを踏まえた必要性から、市民サービスの向上と

次代を見据えたスマート自治体への転換を今回の行財政改革大綱の目指す基本理念に定めたところ

であります。 

 なかなか私自身もそうですが、このSociety5.0とか情報化社会の進展、かなり大きな潮流、うね

りの中にございます。人口減少社会もしかりでありますが、そういう中にあって、好むと好まざる

とに関わらず、これにしっかり適応していく必要があろうかと思います。 

 その意味で、本市におきましても、先ほど申し上げた市民サービスの向上と次代を見据えたスマ

ート自治体への転換は急務であると考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 市長から答弁を頂きまして、その背景とか必要性についてというのは答弁の中にあったというふ

うに思っておるんですが、本当にこのスマート自治体というのに転換するというようなことを聞い

たときに、そうしたら今の市長の答弁の中にもあったというようなことも思うんですが、そのスマ

ート自治体、亀山市ではそうしたらどういう自治体を目指すのかというのが、どんな自治体になる

んやろうなというようなことが私もあまり理解できないし、市民の人にも理解がなかなか進んでい

ないというようなことを思うもんですから、一体スマート自治体になったら亀山市はどんな自治体

に変わるんやというようなことについてお聞きをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

まず、もう一度スマート自治体の定義について申し上げます。 

 総務省の定義によりますと、スマート自治体と申しますのは、人口減少が深刻化しても自治体が

持続可能な形で行政サービスを提供し続け、住民福祉の水準を維持し、職員を事務作業から解放し

て職員でなければできないより価値のある業務に注力し、ベテラン職員の経験をＡＩ等に蓄積・代

替することで、団体の規模、能力や職員の経験年数に関わらず、ミスなく事務処理を行える自治体

と、そういうふうに定義されております。 

それでは、亀山市の目指すスマート自治体というのはどういうようなものかと申し上げますと、

ＡＩやＲＰＡ等のＩＣＴ技術の活用で職員の事務処理の自動化を図ることにより、そこから生み出

された時間において職員が企画立案業務や市民への直接的なサービスの提供など本来業務に注力で

きるような環境が形成された自治体であるというふうに、そういう自治体を目指しております。 

 そして、そのようなスマート自治体に転換することによりまして、行政課題に的確に対応し、持

続可能な形で市民の利便性の向上と質の高い行政サービスを提供し続けることが可能となると、こ

のような自治体でございます。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 
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○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 今の答弁で、大分の理解といいますか、そういう自治体になるんやなというのはよく分かったと

いうようなことでございますけれども、そのスマート自治体に転換したときに、行政側と市民側双

方の、いいことばかりじゃないというふうなことも思うわけですけれども、それぞれのメリットと

かデメリットについて聞きたいというふうに思いますが。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 スマート自治体へ転換するに当たってのメリット・デメリットについて、まず行政側からお答え

いたします。 

 行政側の主なメリットとしましては、ＩＣＴ技術の活用により適正、迅速な事務処理が行われる

こと、また職員が定型的な事務作業から解放されることによりまして、企画立案業務や市民への直

接的なサービスの提供に注力できる体制へと転換できること。さらに、ＩＣＴ技術における自治体

間連携の共同運用等による経費削減などが考えられ、人的、財政的負担の軽減につながるメリット

があると考えております。また一方、行政側の主なデメリットといたしましては、新たなＩＣＴ技

術の導入によりまして、例えばシステム障害による誤作動やセキュリティー関係などのリスクが考

えられます。 

 一方、市民側のメリットといたしましては、市が持続可能な行政サービスを提供し続けることに

よりまして、住民福祉の水準が維持されること、また各種行政手続のオンライン化や簡素化が進み、

利便性が向上することなどが考えられます。また、逆に市民側のデメリットといたしましては、Ａ

Ｉ、ＲＰＡ等の新たなＩＣＴ技術へ対応していただく必要がございますので、そのためには高齢者

等への分かりやすい説明など総合的な支援が必要不可欠なものであると認識しております。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 次に、４つ目の質問なんですが、スマート自治体の検討チームの立ち上げについてちょっとお聞

きしたいと思います。 

 新聞報道がございまして、三重県では膨大な紙資料の作成といった非効率的な県庁の業務を見直

すために、若手中堅職員４０人でスマート改革検討チームというものを結成しまして、令和元年８

月から勉強会を開始したということでございまして、令和２年の１月３０日に知事に提言をしてお

ります。 

 内容については、タブレット端末を導入するなどのペーパーレス化や、人工知能ＡＩを使った議

事録の自動作成というようなものを試したというようなことでございます。そしてまた、会議時間

の短縮のために短い文章でやり取りするチャットやテレビ電話を導入するほか、雇用経済部をモデ

ルにして、固定席をやめるというフリーアドレスの施行を求めておるというようなことでございま

す。そして、これを中・長期的な目標としまして、県内の全自治体への波及や県職員の兼業・副業

も推進するように促しておるというようなことを検討して、知事に提言をしております。 

 そういった中で、やっぱりスマート自治体になりますと、タブレットとかいろんなものが入って
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くるわけでございますので、若手とか中堅職員の人というのが中心になって業務を行うわけですか

ら、こういう検討チームというのは非常に大事じゃないかなというふうに思うんですが、本市には

このような検討チームは存在するのか、今までそういうチームをつくって検討してきたのか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 現在のところ、本市におきましては、議員おっしゃられた三重県のようなスマート改革検討チー

ムは、庁内においては組織されておりません。 

 しかし、ＡＩ、ＲＰＡ等に関する調査研究については、庁内において総務課が中心となって積極

的に展開しておると。また、県と市が合同で設置しているスマート自治体推進検討会議へも参画し

まして、ＡＩ、ＲＰＡ等の導入の研究について行っておるという状況でございます。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 こういうスマート自治体へ転換するということに対しては、県もやっておりますが、若手・中堅

職員を中心とした検討チームというのは必要じゃないかなというふうに思いますもんですから、そ

ういうふうな立ち上げが必要と思いますので、ぜひとも検討していただきたいというふうに思って

おります。 

 それから、県ではこの提言を受けて、その提言に含まれない事業も含めて、新年度の当初予算案

にスマート改革関連費として約３億１,０００万円を計上しておるというような報道もございまし

たが、亀山市においてはこのスマート改革関連費として、今度の一般会計の新年度予算案に計上さ

れているのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 スマート自治体に関連する予算につきましては、ＩＣＴ技術の活用として税務分野等へのＲＰＡ

等の導入３６１万６,０００円と、マイナンバーカードを活用した利便性の向上として、証明書等

コンビニ交付事業１,０１０万円や個人番号カード交付事業２,７６４万３,０００円等を計上いた

したところでございます。 

○議長（小坂直親君）

７番 中﨑孝彦議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 いろいろとスマート自治体について答弁を頂きましたけど、いずれにいたしましても、人口減少

時代、そしてから超高齢化社会の中で、厳しい財政運営、市民の要望も高度化、多様化していく中

で、現在の市民サービスを維持可能にしていくというのは非常に大切なこと、当然なことでござい

ますけど、このスマート自治体への転換というのは必要不可欠ではないかというふうに思いますの

で、転換に向けてよろしくお願いをしたいというふうに思います。 
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 次に、大きな２つ目の質問でございますが、認定こども園整備事業についてお聞きしたいと思い

ます。 

 平成２９年度にスタートした第２次亀山市総合計画前期基本計画に基づく第１次実施計画に位置

づけられ、認定 こども園整備事業というのがスタートしたということでございますけれど、その

間、平成３０年５月から１０回程度、地元自治会に対して説明会を実施し、大半の人からは事業に

対する理解は得ているというふうなことは聞いておりますが、賛成・反対に関わらず、認定こども

園の進入道路の拡幅について等多くの課題があり、事業の進捗に大きな影響を及ぼしていると聞い

ておりますけれども、最初に、認定こども園の進入道路の拡幅に対するこれまでの経過と問題点を

お聞きしたいというふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田健康福祉部参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 まず、当初におきましては、整備予定地の北側から進入する道路を拡幅することを計画しており

ましたが、地域への事業説明などを行う中で、個人の住宅への影響が大きいことや、駅前へのアク

セス道路となる地域内への流入車両の増加による交通安全面への危惧などから、多くの方から反対

を頂きました。このことを重く受け止めまして、施設転移の規模を縮小するとともに、敷地外の送

迎用駐車場を活用しつつ、進入路を南側からの道路へと変更することで、地域内への流入車両数を

抑制する案へと見直しを行ったところでございます。 

 これに伴い、地域の事業実施へのご理解は高まったものの、依然として反対の声もありましたこ

とから、より詳細に地域の皆さんの声を聞かせていただくため、昨年５月に地元自治会、各世帯の

戸別ヒアリングを実施しております。このヒアリングにおきましては、認定こども園の建設そのも

のには約８割の賛同を頂くことができた一方で、進入路に関してはそれぞれ個人間の温度差はあり

ますものの、事業の賛否に関わらず、南側道路の拡幅と歩道整備を求める声が大きかったところで

ございます。 

 こうした声を踏まえまして、昨年末までに庁内において、道路整備などに関する対応策の検討を

行ってまいりましたが、現時点におきましては、南側の道路の高低差や両側が崖地であることなど

から、適切な道路改良を実施することが難しいという結論に至っているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 今も答弁を頂いたんですけど、南側からの進入道路については、道路改良の要望が出たと。道路

改良をするとしても、これは私ちょっと聞いておる話ですが、道路構造令をクリアできないという

ようなことが大きなネックになっておるというふうなことを聞いておるわけですけど、私は、この

進入道路の問題が解決しない限り、この事業は前に進めることはできないというふうに思っておる

わけでございますけれども、その辺の認識というものを聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 
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 私どももこの問題は、地域の皆様の意見の中から出てきた中で、この道路問題、高低差、道路勾

配、それから幅の問題、両側が崖の問題、ここは皆様大なり小なり意見をお持ち、これは非常に重

く受け止めております。ですので、いましばらく時間を頂いて、この部分について検討して地域の

皆さんにまず理解を得ていくことが重要やと考えておりますことから、引き続き検討をさせていた

だきたいということで地域への説明も行ったという経緯でございます。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 今も答弁いただいたんですけど、その南側の進入道路が道路構造令をクリアできないと、どうい

うふうなことで道路構造令をクリアできないのかという詳しいことは聞いていませんが、そういう

ことを思っておるというようなことなら、今言ったようにこの問題は、進入道路についてはなかな

か難しいというようなことを思っておるわけでございます。 

それと、次の質問です。 

 第２次実施計画の年度別事業計画の中で、令和２年度に基本構想作成と基本設計着手というふう

なことであるわけでございますけれども、令和２年度に予算計上されていないのはなぜですか。 

○議長（小坂直親君）

豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇）

 当初予算におきまして、予算計上していない理由としましては、事業予定地であります南崎町自

治会に対してこれまでから事業の説明会を重ねる中で、地域のご理解を得た上での予算化を図るべ

く進めてきたところでございます。 

 そうした中で、現時点で地域の皆様のご理解を得られる計画がお示しできておりませんことから、

去る１月１８日に行いました地元の説明会におきましても、引き続き進入路の対応など事業の実施

に向けた課題の検討を行うというふうにしております。 

 こうした状況を鑑みまして、地域の皆さんからのご理解を頂いた上で予算化を図ることが重要と

考えておりますことから、令和２年度当初予算への計上を控えさせていただいたというところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 そういうことなら、私が今申しました、何でしていないのかという基本構想の作成とか基本設計

の着手というのは、やっぱり実施計画の中でもそういう理解が得られていないなら、令和３年度の

ほうのところへこの事業を延ばしていくというような措置を第２次実施計画の事業計画の中でも示

しておくべきだというふうに思います。それは私がそう思っております。 

 次に、計画期間を令和２年度を初年度とし、令和６年度までの５年間として、第２期亀山市子ど

も・子育て支援事業計画が作成されてパブリックコメント案が示されておりますが、この中で、令

和元年度の施設利用の状況及び保育の利用状況に係る書込みがあります。 

それをちょっと読み上げさせてもらいますと、その中で、就学前の教育・保育事業というような
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中で、本市の就学前の教育・保育事業の利用状況を見ると、年齢が進むにつれ利用率が上昇し、３

歳児以降はおおむね一定で９７％前後の利用で、ほとんどの就学前児童は３歳以降、いずれかの施

設において集団生活を行っておると。また、２歳児についても５８％と過半数の子供さんが施設を

利用しており、自宅より施設で過ごす子供が多くなっております。そしてもう一つ、またゼロ歳児

から２歳児については、ゼロ歳児は７６.２％、１歳児は５７.１％が自宅で過ごしていると思われ

る子供が過半数を超えておるというようなことでございます。 

 そして、もう一つのページが、保育の利用状況といたしまして、保育所などの保育の利用につい

ては、年々増加傾向が続いておると。年齢別では、特にゼロ歳から２歳の低年齢児の利用増が大き

くなっておるというようなことが書き込まれております。 

そこで聞きたい。ゼロ歳から２歳の低年齢児の現時点での待機児童数をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇）

 本市の待機児童につきましては、毎年度、ゼロ歳、１歳、２歳の低年齢児において発生しており

まして、本年度におきましては、昨年１０月１日現在では、１歳児で１１人というふうになってお

りまして、前年度と比べますと４人の減という状況でございます。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 そういう待機児童数が出ておるというようなことでございますけれども、それでこの計画の中に

基本目標というのがありまして、その基本目標の１番目に幼児教育、保育環境が満たされるまちと

いうようなことで、こういう書込みがあります。 

 少子化の進展や子育て世代の就労環境の変化など、就学前教育・保育に関するニーズの変化が進

む中にあって、認定こども園を基本とした施設の再編を進めることで、適切かつ持続可能な就学前

教育・保育の提供体制の確保を図りますというふうな書込みがあるわけでございますけれども、今

回のこういう書込みの中で、この認定こども園事業を実施するということになっておるわけですけ

れども、認定こども園の整備の必要性について聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇）

 本市におきましては、平成２７年度からスタートしております現在の第１期の亀山市子ども・子

育て支援事業計画におきまして、今後の施設整備の方向性として認定こども園を基本とした姿勢を

お示しする中で、当時幼保合築施設でありました関保育園と関幼稚園を平成２８年度から幼保連携

型の認定こども園へと移行しております。 

 お尋ねの必要性につきましては、この認定こども園につきましては、保育所と幼稚園のよさを併

せ持つ施設とされておりまして、保護者の就労状況が変化することの多い現在の家庭環境などから、

就労環境の変化による転園などが発生しにくいなど柔軟な入所対応が可能となるこの認定こども園

が、今後の子育て世帯の教育・保育ニーズにより対応しやすい施設であるというふうに考えており
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ます。こうしたことから、今回事業化しております亀山幼稚園及び第一愛護園を統合して整備する

施設についても、この認定こども園整備事業として取り組んでおるというところでございます。 

 また、既に議会のほうへもお示ししております新しい第２期の亀山市子ども・子育て支援事業計

画案におきましても同様の方針を取っておるというところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 今、必要性についてお聞きしたわけでございますけれども、今からまたこれちょっと質問もさせ

ていただいていくわけでございますけれども、この認定こども園の整備事業、これが中止になった

場合に、施設の再編計画を進めるというふうになっていますけど、この施設の再編計画にどのよう

な影響があるのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 令和２年度に策定を予定しております中・長期的な視点での再編の計画におきましても、本事業

の実施を想定しておりまして、現時点において事業を中止するといった考えは持ってございません。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 事業を中止するというような考えはないというようなことでございますけれども、今回のこの認

定こども園の整備事業の概算事業費というのは幾らぐらいなんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 概算事業費といたしましては、全体事業費は計画額で１０億７,４３０万円でございまして、主

な内訳といたしましては、用地取得の関係で約１億円、施設の本体工事費の関係で約７億７,００

０万円、また基本設計及び実施設計で約５,０００万円、これが主なものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 １０億円ぐらいかかるというようなことでございますけれども、次に、亀山市の市立幼稚園、こ

の利用児童数は平成２８年から比較して、３１３人から２３７人で７６人の減となっておるという

ことでございまして、この幼稚園の定員充足率というのは、８２.４％から、現時点だと思うんで

すが、６２.４％と大きく低下している現状がある。要するに、６２ということですから、４０％

ぐらい定員に満たない幼稚園があるということでございますけれども、これは私の意見といいます

か、考え方でございますけれども、既存の老朽化した幼稚園というのがあるわけです。４０年以上

たった幼稚園もございます。そういう幼稚園を認定こども園として、この古い幼稚園を改築して、

新たに認定こども園としてスタートすれば、この１０億円という事業費を削減できる、コストも下
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がるというようなことで、この認定こども園事業というものを老朽化した幼稚園の改築に充てて、

それを認定こども園として再スタートさせる、そういう選択肢というのが今までなかったのかどう

かお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 今回の事業につきましては、先ほども少し触れましたが、第一愛護園と亀山幼稚園を統合すると

いう事業で計画しておりまして、それぞれの敷地において十分な面積が確保できず、また隣地の取

得も想定できないことから新施設の整備をその場所で行うことは難しいと考えております。 

 そうした中で、市及び土地開発公社が所有します現在の整備予定地は一体利用が可能な土地であ

り、かつ整備に必要な面積を十分に備えていることから、そちらが適地であると考えたところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇） 

 そういう今のような答弁を頂きましたですけど、私がこれを提案したということは、幼稚園の充

足率が６２％に落ちておるというようなことが一つありまして、敷地の問題もあると思うんですけ

ど、今現在その幼稚園におる園児の人には、他の幼稚園へ仮にそちらのほうへちょっと移っていた

だいて、私が言う幼稚園の改築ができた暁にはまたそちらへ戻ってもらうと、年長者の人はもう戻

ることができないというような状況も出てくるわけですけれども、そういうのは父兄の人にも理解

を頂いて、そういうふうなことをしたら、この認定こども園の今の道路の進入問題とかいろんなも

のも解決するといいますか、なくなるわけですから、そういうふうな方法にしたほうが、再編計画

というのはもっとスムーズにいくんじゃないかというふうなことで提案をさせていただきました。 

 最後に市長にちょっとお聞きしますが、この私が言ったようなこと、今現在の認定こども園整備

事業、これを私の提案したような原点に戻って、もう一度市長として再考するというような考え方

はないのかどうか、そういう考え方は取れないのかどうか、市長にお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 現在の市の計画に対しまして、地域住民の皆さんからの多くのご意見をしっかりと重く受け止め

ておるところでございますし、議員のご提案につきましても、しっかり受け止めなくてはならんと

いうふうに感じております。 

 その一方で、この認定こども園の整備事業につきましては、南崎のあの裁判所や法務省が廃止を

されました後に、その跡地を保育所などの公共施設として公共的な活用をしていただきたいと、こ

ういう地域からのかなり強い要請に応える形で、私どもとしては、時代時代の対応がありましたけ

れども、国からの払下げを要請し、取得をしてきたという経緯がございます。 

 こうした経緯を踏まえまして、今後の事業実施に向けた検討が必要であるという認識の下に、地

域の皆さんに納得を頂いた上で事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 
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 この４月からスタートします第２次の子ども・子育て支援事業計画、こういう中におきまして、

市内全体としての、今議員ご指摘のようなことも踏まえた検討が必要であろうと思いますし、その

ような状況の中で、私どもとしては皆さんにご理解いただけるような事業として検討をしっかり進

めていくということに尽きようかというふうに現時点で考えています。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 今も用地の取得のときに、いろんな要望とか、地元の要望もいろいろあったというようなことも

市長の答弁でもあったわけでございますけれども、そういうことも含めて、もう一度この事業につ

いては再検討してもいいんじゃないかなというふうに思いますので、またその辺のことも検討して

いただきたいというふうに思います。 

 次に、もう時間も押してきましたんですが、３番目の新型コロナウイルスの感染防止対策につい

てというようなことで、安倍首相から新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、全国の小・

中学校、高校に対して３月２日から春休みに入るまで臨時休業とするよう要請があったことを受け

て、市と教育委員会では市内全幼稚園、小・中学校を３月２日から終業日である３月２５日まで臨

時休業とすると、それ以降４月５日までを春季休業日とするということが決定されておるわけでご

ざいますけれども、この小・中学校の臨時休業、これは言うまでもなく夏休みや冬休みとは違って、

学童保育とかいろんなことも今も話が出ておりましたですけれども、ほとんどといっていいほど自

宅での日常生活が多くなるというふうに思うわけです、児童・生徒のですね。 

 それで、外部との接触が少ない中で、児童・生徒のストレスから来る心のケア、これが出てくる

と思うんですけれども、それはどういうふうに対応していくのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 このたびの臨時休業により、子供たちは外出を控えて家庭での生活が続くことから、運動不足で

あったり、友達とのコミュニケーションがなくなることによる心理的ストレスなどの問題が生じて

こようかと存じます。その対応につきましては、市内小・中学校で子供や保護者からの個別の相談

に応じられるよう体制を整えるとともに、必要に応じて家庭訪問などを行っています。 

 また、学校の配信メールやホームページを通じて、学校からの情報や子供を元気づけるメッセー

ジなどを配信し、子供や保護者が少しでも安心して過ごせるよう取り組んでいるところでございま

す。さらに、状況に応じてスクールカウンセラー等が専門的な立場から個別の相談に対応いたしま

す。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

 今答弁を頂いたわけでございますけれども、各都道府県ではいろいろな対応もしておるというよ

うなことを聞いておりますけれども、とにかく先生方、特に担任の先生方が児童の姿といいますか、

顔は休校ですから見えないというようなことがあって、それが非常に、児童の様子というものが分
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からんということは、先生の対応もなかなか難しくなってくるというようなことを思うんですけれ

ども、これ皆さんもよく新聞で見られたと思うんですが、愛知県の大村知事が自主登校教室という

のを開くと、小学校を開放するというようなことを愛知県の教育委員会に要請したというようなこ

と。それからもう一つは、北海道の知事が分散登校を検討しているというようなことで、先生と生

徒が、個別にグループ別に分けてかどうか分かりませんが、生徒の顔を直に担任の先生が見るとい

うことは非常に大事なことで、こういうことをするんだなというようなことですね。 

 それから、もう一つは３月７日の新聞なんですが、学校の受入れで子供のストレスを減じるため

に外遊びを解禁すると。これは名古屋市の教育委員会なんですが、これまでは受入れに際して、名

古屋市の教育委員会は運動場の利用禁止など感染防止のために一定のルールを課してきたと。これ

を取っ払って、学校で受け入れて、外遊びであまり接触のないドッジボールとか、運動場で外の空

気を吸わせて、ドッジボールや鬼ごっこなどの接触の少ない運動をさせるというような方針に転換

したというようなことでありますので、こういうことも頭に入れていただいて、今後の検討として

いただきたい、ぜひこれは実施する方向でいってもらいたいというふうに提案をしておきたいと思

います。 

 最後に、今後各種の関係機関と緊密に連携をしていただいて、情報を共有していただいて、拡大

防止に努めていただきたいということをお願いして、４つ目の質問に入りたいというふうに思いま

す。 

 令和２年度の一般会計予算についてですけれども、市長は予算の会見がありました。そのときに、

令和の種まき予算について、市長はこういうことを言われました。 

 市長にお聞きしたいんですが、市長は、令和２年度一般会計予算案を令和初の種まき予算と命名

されました。私思うんですけど、種をまけば、当然花を咲かせる責任があると思うわけでございま

すけれども、市長の任期も残り１年を切っております。私は、残り１年で花を咲かせることは困難

だというふうに私自身は思っておるわけでございますが、現在の市長の胸のうちを聞きたいという

ふうに思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 予算のプレス発表の折に、どのような命名をされるかと尋ねられまして、令和になって初めての

予算編成、令和の時代、新時代になって初めての予算編成ということで、その時代を見据えて種ま

き予算というふうに表現をさせていただきました。 

 この令和を迎え、初めての予算編成に当たっては、午前中というか、先ほどの前田議員にもお答

えをさせていただきましたが、総合計画グリーンプラン２０２５の積極的な展開を目指す一方、社

会の成熟化に伴うスマート社会への適応など温故知新、古きを温め新しきを知る、特にその知新の

精神を持って次代を見据えた計画づくりや、新たな種まきとなる行政運営に臨もうとするものであ

ります。 

 ご案内の、これもお話ありましたが、２０４０年頃を視野に入れますSociety5.0、２０３０年を

ターゲットとするＳＤＧｓなど、私たちは好むと好まざるとに関わらず、この時代の大きな潮流に

直面し、その環境変化に適応していかなければなりません。いずれも一朝一夕にその開花を見、果
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実を得られるものではないというふうに思います。もう一世代後、さらには子供たちやまだ見ぬ将

来世代になるのかもしれません。しかし、平成から令和という新時代の転換点にあって、その備え

に力を注ぐことは極めて重要だと考えております。したがいまして、開花の時期の遅い早いはあろ

うかというふうに存じますけれども、令和２年度、知新の年と位置づけて、その責務をしっかりと

果たしていきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

中﨑議員。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

どうもありがとうございました。 

質問終わります。 

○議長（小坂直親君）

７番 中﨑孝彦議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、９番 福沢美由紀議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

日本共産党を代表して、代表質問をさせていただきます。 

福沢美由紀でございます。 

まず１点目、新型コロナウイルス感染症への対応についてお伺いをいたしたいと思います。 

今朝ほど、今回の突然の全国一律休校の要請に対する市と市教委の決定の理由と、決定に至る経

過についてはお伺いいたしました。 

 その中で１点、さらに伺いたいのは、臨時教育委員会をなぜ開かなかったのかという点でござい

ます。四日市市は２７日木曜日の夜に臨時で開催をして、子供たちや親、学校の準備態勢を鑑みて、

５日から休校とされたと伺っております。亀山の対応はどうでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

９番 福沢美由紀議員の質問に対する答弁を求めます。 

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 臨時教育委員会を開催しなかったかというご質問でございますが、午前中の前田議員のご質問に

お答えしましたとおり、教育委員の同意を得た上で市長と協議し、学校設置者である市長に最終決

定をしていただいたものでございます。その同意を得る際に、４人の教育委員さんのご意向、お考

えを私なりに考慮の中に入れさせていただいた上で、判断をさせていただいておるというものでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君）
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福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 私はなぜ開かなかったのかと伺ったんですけれども、それは教育委員さんが開かなくていいよと

言ったわけではなく、教育長がご判断をされて開かなかったんですね。そういうふうに今聞こえま

した。本当に国も突然でしたけれども、市も突然だったなあという印象でございますし、引き続き

お伺いします。 

 先ほどの報告ですと、いろんなところに状況を聞いて判断をしたということでした。そうします

と、子供たちのことも、私は何も聞いてなくて決めたんかなというぐらいいきなりだったんですけ

れども、例えばこの亀山市の小・中学校の虐待案件はゼロなのか、給食がなくなったら栄養摂取が

かなり不安定、不十分になると思われる心配な生徒はゼロなのか、各学校から、あるいは先生方か

ら聞き取りをしたのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 一つ一つのご指摘の内容について確認はしてございませんが、日常から教育委員会事務局の担当

者がそういったことについては把握しております。その把握している職員の意見も聞いた上での判

断でございます。 

 また、先ほど臨時教育委員会を開かなかったことについてですが、必ずしも一つ一つ全ての議決

議案でないとき、教育長への委任事項というのがございまして、そういう事務手続上の過失はない

ものと理解しております。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 様々な事案がありましょうから、簡単に教育長だけで判断できることはしていただいたらいいと

思いますけど、今回は大きな、みんなで考えることが必要な事案だったと私は思いますよ。 

 そして、虐待案件ゼロかという話についても、大体聞き取っているからということですけれども、

ゼロか１か、ゼロか５かということは本当に分かっているのかと思います。私は一人でも心配な子

がおったら、それは立ち止まって考えていただきたかった。 

 次の質問に移りますけれども、小学校、中学校、保育所、学童保育所、それぞれ子供１人当たり

の面積基準がございます。それぞれ伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 小学校につきましては、小学校設置基準で児童数の区分により廊下等の共有スペースを含めた校

舎面積が定められております。児童数の区分により算出方法がございまして、例えば児童数が４０

人の場合、１人当たり１２.５平方メートル、４００人の場合は１人当たり５.７５平方メートル、

８００人の場合、１人当たり４.５７５平方メートルとなっています。 

中学校につきましても、中学校設置基準で生徒数の区分により定められており、例えば生徒数が
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４０人の場合、１人当たり１５.０平方メートル、４００人の場合、１人当たり６.９平方メートル、

８００人の場合、１人当たり５.６５平方メートルとなっております。 

○議長（小坂直親君）

伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 保育所の場合ですけれども、園舎の基準というのではなくて、保育１人当たりに対してどれぐら

いのスペースが要るかということで、ゼロ・１歳につきましては３.３平方メートル、２歳以上は

１.９８平方メートルとなっているところです。 

 放課後児童クラブにつきましては１人当たり１.６５平方メートルのスペースが必要という基準

でございます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 今回、放課後児童クラブについて特にお伺いしたいと思いますので、今の面積基準を聞きまして

も、一番放課後児童クラブが狭いわけです。しかも、放課後児童クラブの面積を測るときには、置

いてあるロッカーや机や本棚や、動くものであればそこも全部占用スペースとしてカウントします

ので、１.６５よりも狭い場合もございます、本当に子供たちが動くところが。そういうことを鑑

みますと、子供たちを集めることによって、密接になることによって心配だということが、非常に

かえって心配なところに押し込めるということは、火を見るより明らかでございます。 

 学童保育所には保健室はありません。熱が出たとしても、スペースでカーテン１枚とか、そうい

うところなんで、同じ部屋に寝ているだけというところが多いです。隔離できません。嘔吐や下痢

があってもシャワーもありません。インフルエンザのときもそうですけれども、感染の疑い、もし

そういうことが出た場合には、いろんな人がケアをするんじゃなくて、１人の決まった人が対応す

るということで感染のリスクを下げますけれども、養護の先生もおりませんし、余分な人員もあり

ません。この感染がさらに危険性があるという事態について、どのように検討されたんでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

放課後児童クラブの施設は、小学校より小さく、密集度合いも高い状況にあります。 

 しかしながら、今回は国からの要請や保育が必要な児童の居場所を確保するため、午前からの開

所対応を取っております。そうした中、開所に当たりましては、施設利用の保護者に対しても、自

宅での保育は可能である場合は利用を控えていただくことも要請したところです。 

また、施設における感染予防対策として、部屋の換気、マスク着用、手洗い、うがいを徹底する

とともに、長時間集まることによる感染リスクに対しては各小学校の体育館やグラウンドを利用さ

せていただくなど、各放課後児童クラブと調整しながら対応をしていただいているところでござい

ます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 
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○９番（福沢美由紀君登壇）

 インフルエンザなどで学級閉鎖、学校閉鎖したときには、その児童は学童保育も休んでもらうこ

とになっています。学校で集めたらあかんもんを学童で集めてもあかんからです。そこをまげて受

けてくれという要請でした。 

 厚労省から、また県からの要請でありますと、指定管理者には特に強く開所を要望しますという

要請であったと聞きます。国、県、市が上下関係にあるわけではなく対等であるということを全て

の学童が認識しているわけではありません。子供のため、親のためと言われたら断れません。特に

親や地域指導員で構成された運営委員会はつらいです。 

 一方、今朝からも報告ありましたけれども、長期休暇子供の居場所事業は市が行う事業でありま

して、それは自分たちで人も雇って、自分たちで広げることはできます。指定管理者だからといっ

て強く要望するというその要望の仕方、断れない状況で要望するということ、私は今回のペーパー

を見ましても、朝から開けてもらうように調整していますとありますけれども、市が運営している

んであれば調整しますもありましょうけれども、本当にお父さん、お母さんや地域の方で一生懸命

やっていらっしゃるところで無理をして頑張っている学童保育、今回ちょっとお話伺ってきました。 

 一番神経を使うのが感染を防ぐことです。発熱があった場合、今までと一緒の対応でいいのか。

マスクもしたほうがいいというところもあったり、子供やからええというところもあったり、学童

によっても対応は様々です。外遊びがいいのか悪いのかも分かりません。外遊びをしておって学童

以外の子と接触するそのリスクと、体育館で集まって同じ空間におるというリスクと、どっちがリ

スクが高いんか分からない。本当の情報を専門的な知見から教えてほしい。 

 また、できるだけ家で見てほしいとお願いをした。お願いをして休んだ人の保育料、一体どうな

るんやと。これらのご家庭に対して保育料を返還したいんやけれども、その財源がない。国や県に

求めることも含めて、市で責任を持ってほしい。 

 支援員は不足している。困ったことありませんかとお電話頂くそうですけれども、どこまで困っ

たことを言っていいか分からない。ぎりぎりで休みが取れない、そういう状況で子供を見ているん

です。 

 また、学童のほうからは、非常時、本当に市の方がばたばたと一生懸命動いているのも分かる。

これは市全体で職員体制を柔軟な対応をしてもらうわけにいかないのかと、それを見ているだけで

もなかなか要望も言いづらいと、そういうこと言っておられます。そこについてご答弁をお伺いし

たいと思います。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 各放課後児童クラブさんにおかれましては、本当に急な要請に苦慮しながらご協力いただいてい

ると重々承知しております。現状の状況把握につきましても、現在、人数でありますとか状況なん

かも運営者さんを通して保護者さんのご意向も含め、聞かせていただきたいと思っているところで

す。 

 財源的な対応等につきましては、いろんな様々なことが国のほうからも言われては来ているんで

すけれども、いかんせん確定ではなくて、いろんな細かいことが随時ということになってきており
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ますので、十分その辺も注視しながら検討してまいりたいと現時点で思っているところです。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 日本中の学校を閉めやんならんような非常事態に、親の働く権利と、その配慮と、子供の命をて

んびんにかけたら、どうしても子供の命が大事です。本当にこの矛盾を子供だけに押しつけるのは

やめてほしい。 

次の質問に移ります。 

 私、６番目に子供のことを集めたんですけれども、先にこの６番目の質問ですね、子育てと子供

の成長を支える環境の充実についてというところを先にさせていただきたいと思います。 

その１つ目、就学前教育・保育施設の再編・整備について。 

今日午前中、中﨑議員から大分南崎の計画中であった認定こども園のお話を伺いました。そこに

ついては割愛していきたいと思います。 

資料を出してください。 

 今、亀山市の計画として、やはり認定こども園を中心に整備をされるという計画をいつも言われ

ます。幼稚園と保育園のいいところを併せ持った施設という決まり切ったせりふを言われますけれ

ども、今となってはそういう場合ではないという状況が、この資料を私昨年も出したんですけれど

も、子供にとっては保育所が一番優しい、安心・安全なところなんです。 

ゼロ、１、２歳について小規模保育といいますけど、やはりそれも造る側にとっては優しいんで

すけど、子供にとっては優しくない。給食しなくてよかったり、グラウンドなくてもよかったり、

３歳になったらまた保育園を替わらなならんだり、子供ファーストで整備を考え直すときではない

でしょうかということを１点お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

豊田健康福祉部参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇）

 現在の第１期の子ども・子育て支援事業計画におきましても、また現在パブコメ中の第２期の支

援事業計画におきましても、本市といたしましては認定こども園整備を基本にと言うてきておると

ころでございます。 

 そういう中で、今回第２期を策定するに当たりまして、ニーズの高まりが見込まれます特に低年

齢期、このあたりにつきましては、どうしても保育の受皿の関係はしていかんならんというのは、

まず一つ大きな認識として持ってございます。そうしたときに、やはり議員も申されたように、趣

旨というか意味といたしましては、きちっとした預かれる保育所を、園庭のついた正規の保育所を

という意味であろうと思うんですが、そういうものの整備予定も盛り込ませていだたいております。

ただ、一方で短期的な解消の策といたしましては、やはりそういう小規模で低年齢児を預かるとい

った施設も必要になろうかというふうに考えておりますので、そういう方向で進めてまいりたいと

いうところでございます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 
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○９番（福沢美由紀君登壇）

 認定こども園のアスレで、今回のコロナの関連でも、同じクラスの幼稚園に当たる１号認定の子

だけがお休み、保育所の子は残っている。担任の先生はどうやって説明したんでしょうね。半分の

子だけ命が大事というわけではないと思います。本当にこういう矛盾がいっぱい起きているんです。

子供中心に考えていただきたい。 

子供発達支援センターについて伺います。 

 南崎の認定こども園と併設と言われていた児童発達支援センターですけれども、この前の話、道

の話ばかりで、一体センターをどうするのかという話が聞こえてこなかった。 

資料を出していただきたいです。 

これは厚労省の資料なんですけれども、児童発達支援というのは、児童福祉施設と定義される児

童発達支援センターと、それ以外の児童発達支援事業という２類型があるということが示されてい

ます。センターは字のとおり、いろんな相談をしながら、いろんなコーディネートもしながら、い

ろんな障がいに対応するということが求められておって、次の資料も出してください、すみません。 

 次の資料の下のほうにありますけれども、整備量が書いてあります。おおむね１０万人規模に１

つは要ると、１０万人より人口規模の小さい市町村は、最低でも１か所設置とあります。 

 この児童発達支援センターについては、２０２０年度の末までに市町村に設置することとされて

いると思うんですが、まずそこの確認を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

２３年度までに設置に向けてということで言われているところではございます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 亀山市として、例えばこのセンターをつくっていくんだ、あるいは療育の場としての事業を広げ

ていくんだという、どっちかとか決まっているものがあるんであれば、簡単にお答えいただきたい

と思います。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 支援センターのそういう機能でありますとか規模につきましては、受入れ可能な障がいの種別、

年齢等につきまして協議を重ねているというところです。基本的には、本来本市が行っている事業

の延長線上にあるとは考えておりますが、現在の施設では対応できる障がいの種別に限りがあるこ

とも重々承知しております。保護者のニーズや個々の児童に対応したことを考えますと、現在中心

的に行っております発達障がいに加え、肢体の機能訓練や言語療法等の充実、それから相談支援の

量の拡大などが必要になってくると思っております。 

 今後、専門職員の配置も含めて検討しているところではございますが、医療的とは、そのように

は思っていないんですけど、現在の延長線上にあり、拡充充実という形を考えているところです。 
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○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 じゃあ、センターを造るわけじゃなくて、療育の場を含めた事業をするということだったんです

ね。そうでないと、保育所に引っつけるという中途半端な位置づけもおかしいなとは思っていたん

です。でも、亀山市一つは造れということで厚労省も言っているわけですから、ぜひそれはそれで

やっていただきたいし、療育をする場がなくて困っていらっしゃるので、療育の場も広げていただ

きたいと思います。 

障がい児の保育についてお伺いします。 

 保育所では、障がい児の発達を支援する加配保育、これについて私ずうっと質問してきました。

発達を支援するプロは保育士ですので、基本的に保育士を加配します。 

亀山市では、３歳を超えたら保育士ではなく介助員を加配するということになっています。何度

か質問に取り上げて、個別の対応もしてもらっています。 

現状をまず伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 保育所、認定こども園におきます障がい児保育への支援といたしましては、現在原則として議員

おっしゃるように、３歳以上児のクラスにつきましては保育士資格を要しない介助員を配置し、対

応しているところでございます。 

 こうした支援の必要性につきましては、子ども未来課が事務局となっております発達支援保育検

討会議において、臨床心理士、保健師、保育士など専門的な観点から対象園児に対する必要な支援

の程度についての判定を行っております。判定につきましては、必要な介助の程度に応じて、主に

軽度が３対１、中度が２対１、重度が１対１の３段階で必要な職員体制を判断してきているところ

でございます。 

 これら運用につきまして、平成３０年度からは保育を実施するクラス単位で必要な職員数を算定

するよう運用を改めるとともに、３歳以上児においても、特に支援が必要となる児童においては有

資格の加配保育士を配置するものとしており、支援を要する児童がより安心して過ごすことができ

る体制の充実を図ったところでございます。 

 現在の実際の数等の状況でございますが、３歳以上のクラスに在籍する支援を要する児童５２人

に対し、介助員２３人、保育士１人を配置しております。一方、３歳未満の低年齢児のクラスに在

籍する支援を要する児童７人に対し、保育士４人、看護師１人を配置しているというところでござ

います。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

資料を出してください。 

今回、障がい児の加配の職員がどのようになっているのか、１３市に聞き取りを行いました。以
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前は、こういうことをやっているのは亀山市だけだったんですけれども、残念ながらちょっと増え

ております。当然のごとく保育士のみが１０市でした。お聞きしますと、年間１０回ぐらい市単で

障がいの研修をしているとか、いろいろ本当に一生懸命やっておられる熱が受話器から聞こえてま

いります。 

 一方、保育資格なしの職員を含む市は、本市を入れて４市です。保育士の割合は、伊勢市は５

７％、鳥羽市が２１％、伊賀市が９２％、亀山市は残念ながら１８％です。 

 各市の担当のお話を聞きまして、一番亀山市とほかの市が違うところは、ほかの市は３歳以上に

なったら保育士と子供の割合が随分と子供が多くなります。保育士さんが受け持つ割合が多くなる

ので、３歳以上になってこぼしてはならない、３歳以上になったら子供が大変だからしっかりサポ

ートせなあかんという思いが強いということです。亀山市は３歳以上になったら保育士でなくても

いいという、そういうことから始まったというのは残念だと思います。 

 亀山市は、先ほどの質問で明らかになりましたが、児童発達支援センターもなく、療育の場も少

ない。こんな中で障がい児に温かい施策をしようと思ったら、まずはこの保育園の中でしっかりと

発達支援のプロである保育士をつけること、これを増やすことでないでしょうか。どうでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 各園におきまして配置が必要な職員につきましては、発達支援保育検討会議において、支援を要

する子供一人一人の状況を見た上でその判定を行い、適切な配置に努めているところでございます。

また、支援の質につきましても、加配保育士、介助員に対する研修だけでなく、園に対する巡回訪

問指導を行い、具体的な支援の方法を共有するなど、個々のお子さんに応じた対応が進むよう努め

ているところです。 

 また、市が行っております療育相談事業に通っているお子さんにつきましては、加配保育士や介

助員が実際の療育場面を見学することもあり、それが園に戻ったときに有効な支援の実践になると

いうようなことで役立てていただいているところでもございます。引き続き、こうした取組により

適切な支援が行えるよう、細やかな支援が行えるよう努めてまいりたいと存じます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 いろいろ言われましたけど、ほかの市でもそれは当たり前にやっていることなんです。この数字

で適切な支援ってなかなか難しいと思います。しっかり考え直していただきたいと思います。 

学校給食について伺います。 

時間がございませんので、無償化のことも伺おうと思いましたが、中学校給食について伺います。 

資料をお願いします。 

これは昨年の３月に出した資料です。 

１年たちましたけど、ほとんど変わりません。きちんと全員に給食をやっているところが９市、

亀山市のところを見ますと、ミルク給食とデリバリーと書いてあります。 

昨年の教育長の答弁でありましたように、亀山市の報告としては、ミルク給食には上がっておら
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ず、完全給食に上げているということです。でも、実情はミルクを１０５本全員に提供しておりま

すので、実情はミルク給食もやっているということだと思います。 

 完全給食というのは、主食と副食と牛乳がそろったものという意味です。１０５本の牛乳がなく

なったときには、子供たちは完全給食ではない給食を食べているということに本当はなります。こ

の牛乳があるかないかで摂取カロリーというのは大きく変わってくるんですけれども、本当は１日

のうちのどれだけの摂取カロリーを取るかというのを丁寧に計算をしなくてはいけませんが、多分

それは、日々どんな学校でいつ牛乳が出ているか、どの子が食べるかって全然分からないわけです

から、丁寧な給食指導にはなっていないと私は感じています。 

資料をお願いしたいと思います。 

 義務教育の学校が学校給食を行う根拠法は、学校給食法です。この法律は、全ての子供たちに給

食をすることを前提としています。 

昨年はこの４条と５条について丁寧に伺って、亀山市と亀山市教育委員会に給食の実施責任があ

ることを確認いたしました。 

次の資料をお願いします。 

 この給食法の第２条には、給食によってなされる教育の目的が書いてあります。一度これをしっ

かりと教育委員会の方に読んでいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 学校給食法第２条でございます。第２条、学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校に

おける教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 

第１号としまして、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

 第２号として、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことがで

きる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

第３号、学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

第４号、食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自

然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

 第５号、食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤

労を重んずる態度を養うこと。 

第６号、我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

第７号、食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

時間がないのに読んでいただきました。 

次の資料は飛ばしていただきたいと思います。 

たった２０％でも３０％でも完全給食と報告して差し支えない、そういうものではないと今の目

標を聞いたら分かると思います。 
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 文科省の担当、県の担当とお話をさせていただきました。担当としては、全ての子供たちに給食

をやっていただきたい。市町の事情もありましょうしということでした。私は市町村の事情などで

給食の教育に差が生じないように、そういう落差から子供たちを守るために学校給食法があるんじ

ゃないかなと思います。そうではないでしょうか。 

 罰則がないからといって、勝手な解釈、２０％でも３０％でも完全給食やという解釈をして、み

んなが食べる中学校給食の実施義務から目を背け続ける、無視を続ける態度をこれ以上子供たちに

見せてはならないと、私は教育上ならないと思います。 

 市の財政を見ても、当たり前に合併特例債というのがあったのに、市町の落差を、格差を整える

ためのこういうお金があったのに、中学校給食は全然出てきませんでした。今後、今検討中、検討

中ということでしたけれども、検討が終わったら必ず実施に移ってもらえると思います。スピード

感を上げていただきたいです。給食実施についての財政の確保について市長の覚悟を伺いたいんで

すけれども、どうでしょうか、一言で。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 中学校給食でありますが、平成２１年の秋から、今まで入っておりませんでした中部中学校から

選択制デリバリー給食を導入いたしました。 

 今、勝手に解釈をして完全給食ではないということをおっしゃられましたが、いわゆる完全給食

は、給食内容がパンまたはご飯、そして主食とミルクとおかずということでありますので、それが

選択できるということであります。 

 現在、教育委員会として亀山市総合計画の前期基本計画の第２次実施計画でお示しをしておりま

すとおり、計画期間である令和３年までの期間において、給食の提供方法を含め継続的に検討を重

ねてまいります。このような中で、中学校給食につきまして、教育委員会の会議とか、今回のアン

ケート調査でも実態を正確に把握して、議員先ほどお話ありました子供の視点でどのようにしてい

くのがいいのか、そのようなことの検討を現在進めてくれておるものということを考えております。 

 これの実現に向けては、当然今ご指摘の財政も含め、あるいは教育問題の優先度、何を優先して

何に財政の手当てをしていくのかというトータルの見極めも必要であろうかというふうに思います

ので、今、財政の見通しについての決意ということでありますが、まずは現在の検討をしっかり多

面的に、重層的に積み上げた上で、施策全体の優先度をしっかり財政を考えた上での判断をしてい

くと、そういう段階的なプロセスがあろうかというふうに思っております。今はしっかりこの検討

を進めていくという亀山市としての立場でございます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 日本中で当たり前にされている給食もできないで、何を優先するんですか。私、本当に子供ファ

ーストで考えていただきたいんですけれども、教育ファーストで考えるべきでもあると思います。 

医療センターについて伺いたいと思います。 

医療センターは４２４でしたか、合併しなさい、ベッド数減らしなさいということで発表されて、
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本当に市民の中で不安があります。私も、同じく服部議員も、いろんなニュースで大丈夫、一生懸

命頑張っていますということを言っても、なかなか皆さん不安なようです。この小さな病院であり

ます医療センターが市民のためにどのように頑張っているのかということ、これからどのようにし

ていくのかということを分かりやすく伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 昨年９月に４２０幾つの病院の中の一つとして、医療センターが発表されてしまいました。嫌な

言葉で再編・統合というふうな言葉が必要だという病院の一つに選ばれてしまったわけですけれど、

もともと再編・統合の、例えばダウンサイジングということも含めて、もう既に医療センターとし

ては平成２８年に１００床あった病床を、先日１２月の議会であと２床減らすという議案もお認め

いただきましたので、４月には９０床ですので、１割減の病床数になってまいります。 

 ただ、じゃあ病床数だけ減らすのかということですけれども、きちんとした救急車も受け入れて

おりますし、それとは別に地域包括ケア病床という回復期の病床も増やしております。ですので、

今後も含め、急性期と言われる救急車を受け入れるような病床と、回復期と言われる在宅復帰を目

指すような病床の釣合いの取れた病院を今後目指していきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 小さな病院ですので、専門医の心臓外科とか、いろんなお医者さんがいらっしゃるわけではない、

そんな中で地元の皆さんの役に立つ病院になっていく工夫をしていかなくちゃいけないと思うんで

すけれども、一つお伺いしますが、地域包括ケア病床というのは、リハビリを受けられるというこ

とが特徴ですけれども、今、亀山市には作業療法士と理学療法士しかおりません。ＳＴ、言語聴覚

士、これを入れることによって、リハビリは多様にいろいろやっていただける、聞く、話す、食べ

る、飲み込むということに対するリハビリをやっていただける方をしっかり雇用して、市民に対応

していくということはどういうお考えでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇） 

 地域包括ケア病床につきましては、在宅復帰を目指した診療といたしまして、リハビリテーショ

ンが非常に重要となっております。 

 現在のリハビリテーション、先ほど議員おっしゃっていただきました理学療法士が非常勤職員合

わせて４名、作業療法士が１名の体制で行っております。これは地域包括ケア病床に入院中の方や

外来でリハビリが必要とされる方、また個人のお宅へ出向いての訪問リハビリも実施しております。 

 議員お尋ねの言語聴覚士につきましては、脳梗塞等の後遺症であります言語障がいや、飲み込み

の嚥下機能障がいに対する機能の向上を図るための訓練を実施いたします。 

 現在、医療センターにおいては、医師の指導の下で、先ほど申し上げた理学療法士と作業療法士

が嚥下機能の訓練は実施しておりますが、しかしながら言語障がいの訓練についてはやっぱり難し
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い状況でございます。 

 言語聴覚士の採用につきましては、まず言語聴覚士の絶対数が非常に少ないということがござい

ます。それと、当院のリハビリテーションは、やはり嚥下機能でありましたり、言語機能でありま

したりよりは、身体の訓練というのが多いという現状もございますことから、採用に至っていない

のが現状でございます。しかしながら、必要性は非常に大きいと認識しておりますので、今後の採

用については十分検討してまいりたいと思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 私、先ほど聞き取りをしました保育所の障がい児のことでも、やっぱり市に言語聴覚士を１人雇

っておいて、例えば保育所で子供たちのいるときに見てもらう。あるいは、大人に使うとかいろん

な形で、やっぱり絶対数が少ないので、活用しておられるということもお聞きしましたので、ぜひ

子供たちも大人も使えるような言語聴覚士の採用に力を入れていただきたいと思います。 

 障がい者の自立と社会参加の促進について。 

 亀山市の施策として、障がい者の施策はトータルでいったら私は遅れているのではないかなと思

っています。医療の、例えば４級が、ちゃんと福祉医療があるということは自慢です。だからそれ

はいいと思うんですけれども、例えば市役所に行っても、本当にここが市役所ですと案内もありま

せん。あいあいでもありませんし、お風呂もやっと去年入れるようになった。いろんな状況があり

ますが、障がい者の方が安心して住んで、安心して出かけられる、そういうまちをつくっていくと

いうことが求められていると思います。 

 この間、全員協議会でも、たしか障がい者の軽自動車の減免でしたか、改定しましたよというお

知らせを頂きました。今まではお医者さん行くとか、そんなことでしかあかへんだけれども、社会

参加でもいいよということに広がったわけですよね。こういうことが今求められています。 

 いろんなことをちょっとお聞きしたかったんですけれども、例えば社協に委託しています花しょ

うぶ号、これも今はリハビリとお医者さんしか使えないんです。やっぱり障がい者の方だってお買

物にも行きたいし、ご飯も食べに行きたい、社会参加がしたいと思うんですけれども、そういうと

ころに広げていくというお考えについて、現状とともに伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 まず議員おっしゃいましたように、福祉移送サービスのことだと思うんですけれども、寝たきり

の高齢者及び歩行困難者等の身体的に障がいのある人の外出及び社会活動への参加を目的といたし

まして、花しょうぶ号を、３台ございますけれども、移送サービスを現在亀山市の社会福祉協議会

に委託して実施をしてございます。本年ですと、２月末現在、登録者が４４名見えますし、利用件

数も１,６５２件ということで、おおむねその数値で推移をしているところでございます。 

 そういった中で、特に買物や余暇活動を事例的に出されましたが、その移動には使用できないの

かというのは、課題は承知しているところでございますけれども、冒頭申されましたように福祉施

策全体の中で、いろんな事業の展開を勘案し、また決定をしているプロセスを踏ませていただいて
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おります。 

 当サービスに置き換えますと、寝たきりの高齢者や重度の障がいにより、特に外出が困難な障が

いの方が、病気治療や公共団体が主催する事業、会議、また公共機関での諸手続が必要なときに外

出支援を行うために年間１,０００円の会費、また市内２００円の低料金の負担でご利用いただい

ているのをご承知かと存じます。 

 議員お分かりのように、社協への委託をやっている当該事業ではございますけれども、原則買物

や余暇活動での利用はできないというような現在の規定になってございますが、我々といたしまし

ては、全体といたしましては、民間の福祉タクシーや障がい者のタクシー券も出しておりますので、

そういったものとのバランス、整合を取りながら運用を図っていきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 亀山市に住んでいらっしゃる障がい者の方が、バランスが取れていないからということでご相談

がたくさんあって、今回の質問に至っております。鈴鹿の社協は、別に遊びにでも余暇活動でも使

えるんです。ぜひとも亀山市の障がい者の方も暮らしやすいように広げていただきたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 地域に根差した商工業の活性化について。 

 この間、亀山市の商工会議所に伺ってきた数字ですけれども、この５年間でやっぱりどんどんと、

商店街を見たら分かりますけれども、商工会議所に入っている方ですら、２６５あったのが２３０

件、これは商業部会の方ですね、２０％近く落ちてきている、少なくなってきている。どんどんと

皆さんもう営業をおやめになるという状況が今あるんですね。これをどうしていくのかというのは、

どうしても考えていかなくちゃいけないと思うんですけれども、今回の予算の中で商工業について、

特に目玉として考えておられることがあれば伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 先ほど議員ご紹介いただきましたとおり、商工会議所のほうから商業部会の会員の方、年々減少

してきているということは認識をしておるところでございます。伺っておるところでございまして、

そのような中で、本市の特に中小の企業を焦点に絞った支援ということでございますけれども、現

在におきましては、特に事業資金等に係る利子及び保証料の補給などの資金繰りの支援をさせてい

ただいておるところでございますし、亀山商工会議所と連携をいたしました専門家の派遣というこ

とで、個別相談、また現地指導等も支援をさせていただいております。 

 さらに、情報発信とか販路拡大、開拓というような面におきましての経営支援といたしまして、

まちゼミとか大市への支援、さらには商業団体への支援を直接行っておりまして、これを継続して

実施をしていくというところでございます。 

 また、新たな創業というところの支援でございますけれども、こちらにつきましても、専門講師

から創業の基礎となりますマーケティングとかビジネスプランのつくり方が学べるという創業セミ

ナーの開催とか、創業融資に係ります保証料の補給、利子補給制度、さらに空き店舗活用の支援補
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助金等を用意しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 商売をやっていらっしゃる方を助ける何か目玉的なのは考えていないのかという質問だったんで

すけれども、細かいことをいっぱい言っていただいたんで、特段目玉的なことはないんだなという

ふうに伺いました。 

やっぱり本当に１０月の消費税が上がってからも大変です。本当に青果市場なんかを見ましても、

どんどんお店がなくなっていくといいますので、ぜひとも市民に寄り添って、本当に困っている方

を助けられる、ちょっとでも営業を続けられる店が増えるような親身なことを本当に今年新しく考

えていかないと、今までと一緒のことやっていただけではどんどんと減るんではないでしょうか。 

農林業についても伺っていきたいと思います。 

 農林業について、私は昨年も言うたかなと思うんですけれども、国連の中で「家族農業の１０

年」というのが提案されております。日本を含む１０４か国の支持を得て、持続可能な開発目標と

いうＳＤＧｓという、今日も何回かお話がありましたけど、そういうものとも密接な関係にある計

画になります。 

この家族単位の農業、漁業、林業、養殖とかも、これが非常に大事にすることが必要なんではな

いかということで、全世界で計画を立てて、それぞれの国がアクションプランを示していこうとい

うことなんですけれども、こういう家族の農業を大事にするという視点の施策というのがなかなか

見当たらないところです。どうしても集約化であるとか認定農業というところが大きいんですけれ

ども、一部獣害の問題であるとか、耕作放棄地の問題は、もしかしたら家族の農業を助ける手だて

なのかもしれません。それについての手だて、現状をお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず、本市におけます家族農業の実態でございますけれども、２０１５年の農林業センサスによ

りますと、農業経営体数は７３２経営体ということでございまして、このうち家族経営体が７２６

経営体ということで全体の９９.１％を占めておるというところでございます。この数字につきま

しては、県におきまして９７.９％、国が９７.６％となっておりますので、本市のみならず、我が

国全体の農業が家族経営によって支えていただいておるということがうかがえるかと思います。 

次に、本市の今後の農業の施策の方向でございますけれども、やはり将来にわたって農地を守り、

生かし、耕し続けていくというためには、農地を地域の担い手の方に集約していくということによ

って、農地利用の効率化、最適化を図っていくということが喫緊の課題であろうと捉えておるとこ

ろでございまして、国が推進をしております人・農地プランの実質化について積極的に取り組んで

まいりたいと考えておるところでございます。 

 また、引き続き農家の生産意欲の減退の防止や農業の付加価値の向上、新規就農の促進など様々

な視点から支援をさせていただくことによりまして、持続的な農業の推進を図るとともに、農業本

来の目的でございます食料生産ということだけではなく、国土保全とか水源涵養などの農地の多面
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的機能の発揮につなげていくというふうに考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 種子法や狩猟法の問題もありますし、要するにまとめないと、大きくならないと恩恵がないとい

うようなことでは、やはり農業は潰れていってしまうんだと思いますし、所得保障などのことにつ

いては市町が考えるということではなくて、国にも上げていって、共に考えていかなくちゃいけな

いことだと思うんですけれども、まとめないと恩恵が受けられないということではなくて、一件一

件の悩みを聞いていただきながら、やっぱり一件一件でメリットがある農業施策というのを考えて

いただきたいと思うんです。獣害の柵についてもまとめないといけないとか、そういうところら辺

もあったりしますので、一件一件が十分に頑張っていけるような施策というのは、そういうところ

に少し転換をしていくということが今求められている時代だと思うんですけれども、最後にいかが

でしょうか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 現在国が進めておる人・農地プラン、これを実質化していくには、地域での話合い、これが非常

に大切ということで、段階的にそれを市も入って今後進めていくという中で、個々の農業者のご意

見も聞きながら、今後様々な施策についても検討する必要があるのかなと思っておるところでござ

います。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 先ほど言いました耕作放棄地対策がどのように進んでいるのか、獣害対策というのがどうなのか

ということを、もう一回最後にお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず獣害対策ということで、有害獣被害防止対策事業でございますけれども、農作物への被害軽

減を図るために防護柵等の資材の購入に要する費用の２分の１の金額を助成させていただいており

ます。 

 次に、耕作放棄地の解消の関係でありますが、農業振興地域内で耕作放棄地を耕作可能な状況に

解消しまして、農地として利用するために、１０アール当たり１０万円の金額を上限といたしまし

て、その事業に要した費用の２分の１の金額を助成するという補助事業を持っておるところでござ

います。 

○議長（小坂直親君）

９番 福沢美由紀議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩をいたします。 
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（午後 １時５７分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時０６分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１０番 森 美和子議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

公明党の森 美和子でございます。 

公明党を代表して質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

まず、令和２年度施政及び予算編成方針についてお伺いをしたいと思います。 

行政経営の重点方針において、令和２年度を知新の年と位置づけられました。市長は３期目、新

年度は最終年となりますが、市長の決意をお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１０番 森 美和子議員の質問に対して答弁を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 令和新時代を迎えまして、私たち都市自治体は少子高齢社会の進展や超スマート社会への対応、

そして包容力のある地域共生社会づくりなど、この様々な政策課題にしっかりと挑戦をしていかな

くてはなりません。 

さらに、市制施行１５周年という節目を迎えました。激動の社会経済情勢の中で、着実にその間、

市民の多くの皆さんの努力の総和によって、その歩みを前に進めてまいりましたが、しっかりそれ

らの環境変化の中で持続的成長への次なるステージへ力強く歩みを進めてまいらねばなりません。

くしくも令和２年は、本市の悠久の歴史を語る上で外すことのできない壬申の乱と鈴鹿関、日本武

尊と弟橘媛について記された日本書記の編さん１,３００年の節目の年に当たります。こうした大

きな歴史の流れの中で、いま一度古きを温め新しきを知る、その中でしっかりと新年度の歩みを強

めてまいらねばなりません。 

 午前中にもお話ありましたけれども、ぜひ特にこの知新の精神をもって、時代を見据えた計画づ

くりや新たな種まきとなる行政運営、これに臨んでまいりたいというふうに考えておるところであ

ります。 

 ご案内の２０４０年頃を視野に入れますSociety5.0、２０３０年をターゲットとするＳＤＧｓな

ど、私たちは好むと好まざるとに関わらず、この時代の大きな潮流に直面をして、その環境変化に

適応していかなくてはなりません。その意味で、大変時代の転換点を迎えております。当然、総合

計画グリーンプラン２０２５、これをしっかり前へ進めるという視点と併せて、この新しい流れに

しっかり備えていく、これに力を注ぐことは大事であろうというふうに認識をいたしておるところ

であります。したがいまして、議員からは市長任期４年目の最終年ということでの決意ということ

でございますが、残された任期におきましても、令和２年度、「緑の健都かめやま」の実現に向け

て、しっかりとその責務を果たしてまいりたいと考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）
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森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 市長から決意を聞かせていただきました。新たなというよりも、また任期とか最終年とかという

よりも、今目の前にあることをしっかりと１つずつ進めていくということと、また新たな流れをし

っかりと受け止めて、それを次につなげていくというふうな形で理解をさせていただきました。 

次に、新年度予算の特徴についてお伺いしたいと思います。 

 施政及び予算編成方針において、新年度予算は一般会計が前年度比８.１％増の２１７億９,００

０万円、特別会計・企業会計合わせた総額、前年度比６.１％増の３４３億９,２２０万円となって

いるということでありました。特に一般会計予算は、過去２番目に大きな規模であるという報告で

ありました。 

新年度における予算全体の特徴についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 新年度予算の特徴につきましては、予算編成に当たりまして、まず制度改正への対応といたしま

して、歳入では普通交付税の一本算定、新年度から普通交付税が一本算定に移行いたします。また、

法人市民税の法人税割、これは税率が９.７％から６.０％に下がりますので減収となります。また、

それの補填措置として法人事業税交付金が創設されます。 

 一方、歳出におきましては会計年度任用職員制度の導入を行い、一般会計は過去２番目に大きな

予算規模となったものでございます。 

 主な事業といたしましては、幼児教育・保育の無償化や、障がい者サービスの利用増などに対す

る経費など市民サービスの提供に必要な予算を確保するとともに、前期基本計画第２次実施計画と

して積極的な展開を図るため、重点的な予算配分としましてＪＲ亀山駅周辺整備事業、図書館整備

事業、三重とこわか国体を見据えたリハーサル大会に係る事業、井田川小学校の校舎増築と給食室

の改修事業、国のＧＩＧＡスクール構想に伴う情報教育推進事業、かめやま文化年事業などが主な

事業でございます。 

 また、新たにスタートする第３次行財政改革大綱前期実施計画に掲げる取組といたしまして、Ｉ

ＣＴ技術の活用としてＲＰＡ等の導入、マイナンバーカードを活用した利便性の向上として証明書

等コンビニ交付事業、また消防力の充実強化を図るため、はしご自動車の整備等を新年度予算へ反

映させたところでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

午前中に引き続き、同じことを言っていただいてありがとうございました。 

 普通交付税の合併算定替えで一本算定になるということ、これは市制施行１０周年のときに、も

ういよいよ今後５年間で段階的に減らされていくということで、あの当時でいえば平成３２年にな

りますので、どんなときになるんだろうというような、何かそんなことを思い出したんですけど、

平成の世も終わり、また令和になって、先日は１５周年の記念式典も無事終えまして、新たな亀山
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市も局面を私は迎えていくんではないかなあというふうに思っております。 

 そんな中で、性質別の歳出の状況を見ますと、義務的経費が約１０億ほど増えておりまして、１

００億を突破しているという状況になりました。これは人件費の伸び、特に会計年度任用職員が加

わったというふうに思うんですけど、このことによって人件費の構成比が２８.１％、これが結局

今までは会計年度任用職員の方は物件費として予算が組まれておりましたので、この２８.１％と

いうのが総人件費、亀山市で働いていただいている職員の総人件費として理解をしていいのか、そ

の点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 前年度までは、非常勤職員の方は賃金で物件費という性質別経費の分類でしたが、会計年度任用

職員に２年度からなりますので人件費ということで、今までも実質的には人件費でしたけれども、

物件費という性質別経費の分類でしたけど、今度は人件費になりますので、総人件費の割合と捉え

てよろしいということです。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

次に、投資的経費についてお伺いをしたいと思います。 

 新年度は前年度比４７.４％、約８億増の約２５億となっております。この主な要因というのは

駅前整備事業なのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 投資的経費の主なものといたしましては、ＪＲ亀山駅周辺整備事業と図書館整備事業、それと井

田川小学校校舎増築と給食室の改修事業が主なものでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 財調も長期財政見通しと比べると、今年度も約３億ほど、また新年度も３億ほど、この長期財政

見通しから比べると増えておりますが、今後も増加していくのかについてお伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 財政調整基金の残高につきましては、昨年度は１１億円当初予算で繰り入れました。今年度は１

３億円、２億円増えております。決算で執行残とか出ますので、その分また積み立てたりとか、決

算の剰余金の２分の１は財政調整基金に積み立てるとなっておりますので、徐々には減っていきま

すが、急激に下がるということはないということで考えております。 
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○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 今、私が聞いたのは、長期財政見通しでは毎年毎年見通しとの乖離がある、３億ほどあるんかな

あと思うんですけど、これが今の見通しと比べて今年度も新年度も増えていますので、それがその

ままその次も増えていくことになるのかについて、もう一回お伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 長期財政見通しでは、令和７年度に約８億というふうに順々に下がっていくというふうな見通し

は下げておりますけど、実際の決算になりますと、この額よりも上振れ、もう少し財政調整基金は

確保できるものとまずは見込んでおります。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

次に移ります。 

感染症、新型コロナウイルスに係る危機管理の在り方についてお伺いをします。 

私より前の３名の方も、この感染症に対する質問をされておりました。 

世界的に猛威を振るっています新型コロナウイルスは死者まで出ているということで、本当に見

えない敵というか、そういうものに対してどう取り組んでいけばいいのか、本当に今、日本中で混

乱が広がっているように思います。個人的な対応としては、不要不急の外出を避けるとか、うがい、

手洗いの励行とかマスクの着用という、また団体でいえばイベントの中止などがそれぞれ自治体だ

けでなくて相次いでおります。また、子供たちへの感染を防ぐために３月２日から休業に入ってお

り、卒業式の延期や縮小などの対策が取られております。 

１点目に、市民への情報提供の在り方についてお伺いをしたいと思います。 

 ホームページを見せていただきました。そうすると、市のホームページを開くと、新着情報の中

には、新型コロナウイルスに対する情報はきちっと取り入れられております。ただ、ホームページ

をぱっと開いたところで、新着情報も次々入ってきますので、それを繰らないと新型コロナウイル

スに対する情報に行き着かないというか、県内の自治体を見ますとホームページのトップページに

特出しで重要なお知らせとか、それから緊急情報とか、災害情報とか、そういったことでくくって

掲載をされております。また、市長名で市民に呼びかけもされております。 

ホームページに掲載したからといって何が変わるのかと言われたらそれまでなんですけど、やっ

ぱり市の姿勢として、私はそれは早い段階でやる必要があったのではないかと思います。聞き取り

後にコロナウイルスのところをクリックすると、コロナウイルスで中ではくくってはあったので、

少し対策は取っていただいたのかなあと思いますが、本来はトップページに、また市長名で市民に

対して呼びかけ、今日冒頭で市長が呼びかけをされましたけど、そういうことをしっかりとやっぱ

り出す必要があったんじゃないか、その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）



－８７－ 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 今回の新型コロナでの対応の過程で、情報発信あるいは市民の皆さんへの情報提供、呼びかけ、

ここらをもう少し工夫して効果的に発するべきではなかったかというご指摘であろうかと思います。 

 いろいろ、例えばプレスを通じてとか、広報「かめやま」とかケーブルを通じてとか、こういう

ことについては、非常に刻々と動く中での決定事項とかというのは発してきたつもりではあります

けれども、若干ホームページでの提供ということにつきましては議員ご指摘のようなところもあっ

たかというふうに思います。 

 したがいまして、ご指摘も踏まえ、今日もお触れいただきました冒頭でのメッセージ、状況の報

告につきましてもホームページに掲載をして、市民の皆さんが分かりやすくアクセスをしていただ

けるような、そこは情報発信をさらに工夫しながら努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 ぜひお願いをします。今日の市長の冒頭の呼びかけもぜひホームページに載せていいただきたい

なあと思います。 

 ２点目に、学校が休校になることで子供の居場所が課題となっております。このことは午前中、

昼としっかりと聞かせていただいたんですけど、その中で１点ちょっと聞きたいんですけど、それ

ぞれいろんな案件があることに対して個別対応をされているということはお聞きをしましたが、学

校側が各それぞれの子供たちがどこにいるのか、学童にいるのか、家庭にいるのかということの情

報把握はできているのでしょうか。その点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 今回の臨時休業によって、放課後児童クラブに入っていない児童については、基本ご自宅で過ご

されておるというようなことになっております。それとあと、学校の個別対応として、どうしても

ご家庭で見られない場合であるとか、午前中の前田議員のご質問にもお答えしましたけれども、特

にケアが必要な児童にあっては一定受入れもさせていただいておりまして、学校の子供たちの状況

についてはご家庭と学校が連絡を取り合っていまして、学校のほうで把握はいたしております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

ありがとうございます。 

 警視庁のまとめでは、二十歳未満の被害に遭った誘拐、強制わいせつ、暴行、傷害などの発生場

所が道路上に次いで住宅が２番目だというふうにありましたので、家庭において１人で留守番をし

ているというような状況がないということをしっかりと把握をしていただきたいなあと思います。 

３点目に移ります。 

報道を見ていますとマスクがなくなって、ネットでは転売禁止にはなりましたけど、本当にトイ
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レットペーパーがなくなったり、レトルト食品が品薄になったり、聞くところによると米がないと

かという情報、本当に何か様々な情報が飛び交っております。本当に冷静に判断をしていく必要が

あるんだろうなあと思うんですけど、今回のこのような非常事態と言われるようなことを経験する

と、自然災害ということを、本当にこんな状況ではないよなあと、子供たちがどうなっておるんや

と、教育委員会が決めたんかというようなことじゃなくて、いきなり来るというようなことが考え

られます。だからやっぱり、まだ動いてはおりますけど、自治体として今回のこのようなことをど

う次に生かしていくのか、このことで何を学んでいくのかということは私はしっかりと考えていく

必要があるんだろうなあと思います。 

 例えば災害時、私ずっと言ってきました家庭で備蓄をしてください、ローリングストックをして

くださいというようなことも、今後終息をしましたら改めてこういうことも訴えていただきたいで

すし、子供たちのことも、家庭にいるときにもし災害に遭ったら、こんなことに気をつけようとか

という話合いの場とかということに、ぜひつなげていただきたいなあと思います。 

 今回、亀山市が業務継続計画、ＢＣＰを作成されて、今回総務委員会の資料として出されており

ますが、これは想定が地震ということで作っていただいております。でも、ニュースを見ておりま

すと、市役所の庁舎の中で発生した、これが感染をして業務が停止するということだって、今後の

想定としてはゼロということはないんじゃないかなあと思いますので、こういうことを通してやっ

ぱり私たちは学んで、次につなげる必要があるんだろうと思うんですけど、先が見えない今の状況

ですが、市として今回の問題をどう捉えて次につなげていこうと思っているのかについて、見解を

求めたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 今議員がくしくも、例えば自然災害で甚大な地震が発生をしたと、こういう混乱ではないという

のは、まさにそのようなことであろうと思います。また、役所においても今回神戸市さんで窓口の

職員がいわゆる感染をされて、その後、今日あたり大変な状況になっておられますけれども、そう

いう状況が起こり得る状況の中にあります。今後まだまだ刻々とこの事態は変化をしていくと思っ

ておりますけれども、私どもはこの危機管理の体制を、本当にここまでの段階で様々な課題も生じ

ておりますし、今後様々なさらなる課題も明確になることだろうと思っておりますけれども、危機

管理体制は全てに最優先をしなければならないと、このように考えておりますので、この現状の非

常に先の読めない、何が生じるか分からないこの状況の中で、私どもは２６年の５月に新型インフ

ルエンザ等の特措法に基づく対策行動計画を策定いたしました。これを準用する形で１月２８日以

降回してきておりますが、これにも多分今から発生することも含めて、さらに検証し、加えなけれ

ばならないことが出てこようかというふうに思いますので、今ご指摘のところも踏まえて、まだま

だ現在進行形ではありますが、しっかりとこの感染拡大防止の対策と、今後起こり得るいろんなこ

とを想定しながら万全の体制で臨んでいきたいというふうに現時点で考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）
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ぜひお願いをしたいと思います。 

次に移ります。 

地域福祉力の向上についてお伺いをしたいと思います。 

新年度予算では引き続きＣＳＷ、コミュニティソーシャルワーカーの配置や正職員にするなど、

多様化、複雑化する福祉課題の解決に引き続き取り組んでいくということで、これは大いに評価を

したいと思います。ごみ屋敷の問題や高年齢化するひきこもりの問題、いわゆる８０５０問題や貧

困、障がい、個々の問題が本当に複雑に絡み合っているのが福祉の現場であります。本当に現場で

対応してくださっている皆様に感謝を申し上げたいと思います。 

 現状この事業を展開するに当たって、このような状況に至った要因の分析、私はこれが、今後の

ことを考えるとこういったことをすることが本当に必要じゃないんかと思いますが、ご見解をお伺

いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員ご紹介いただきました地域福祉力強化推進事業に関しましては、ＣＳＷ等の展開を図りつつ、

令和２年度におきましてもそういった相談件数の増加等が多くなっておりますので、その課題を解

消すべくＣＳＷの正規職員化などを図る一方で、また相談支援包括化推進委員を中心とした物事で

整理していこうとするような物の流れで現在考えているところでございます。 

 これには特に、地域での支え合いであるとか助け合い、地域のお力をお借りしつつ、行政また社

協とも相まって、いろんなアプローチの中で問題解決に向けてやっていかなければならないと考え

ております。そういった中で、こういった個別事象の中のテーマは一つとして考えるわけでござい

ますけれども、全体といたしまして長期的な物差しも持ち合わせなければならないという考え方も

持っております。 

 具体的に申しますと、個別相談の課題になっている原因は、先ほどるる申されましたように、障

がいであったり、貧困であったり、様々な複合的な絡み合いがあって原因となっているケースが多

くございます。その課題解決を図るには、非常に困難であると言われてはおりますけれども、こう

いったことを個別の事案に着目する中で未然に防ぐことが、短期的な取組はもとより、各事案に対

する分析、予防等を含め、長期的な視点を持って、幼少期、青年期など早期の課題把握から、随時

適切な福祉サービスの提供や、課題を抱える世帯が社会との関わりを深める取組などが必要である

と考えているところでございまして、いろいろ申し上げましたけれども、総合的な取組によって、

この地域福祉強化推進事業を推し進めたいと、かように考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 現場で働いていただいている、対応していただいている方は、本当に一生懸命やっていただいて

いるんですけど、結局は出口対応であって、今ある事案に対してはしっかり手を打っていただいて

おります。でも、それを防止するためにはどうしたらいいのか、今少し分析のことはお触れいただ

きませんでしたけど、次に長期的な視点での未然予防の考え方についてお伺いをしたいと思います。 
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 この複雑化する福祉課題というのは、お金と時間が、特に８０５０問題となると、なかなか１回

や２回アプローチするだけで問題が解決するということはあり得ません。また、高年齢化するひき

こもりとか、そういった様々な課題に対しては、親が生きているうちは、親の収入があるうちは何

とかなったにしても、結局親がいなくなった後には生活保護に頼らざるを得ないような状況も出て

まいります。その分析をすることによって、どこに問題があったんだろうか、子供にあったのか、

親にあったのか、家族全体にあったのか、それからどこの段階で支援が必要だったのか、就学前だ

ったのか、学齢期だったのか、青年期だったのか、そういった分析をすることによって手を打って

いくということが私は必要だと思います。しっかりとやっぱり分析をして、未然防止をする取組が

私は必要やと思いますが、その点についてご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員ご所見のとおり、この問題に対するアプローチというのは、多種多様な物事の考え方の中に

成り立つと思っております。その関わり方は、人・物・金というようなあてがい方もあるわけでご

ざいますけれども、その中には一つ一つの個別事情に寄り添った形で、それが自分自身の場で起き

たならどうなのかぐらいの踏み込んだ物の考え方で関わっていくことが解決につながると思ってお

りますので、職員共々地域に出向く折には、個々のご事情をよく考えて当たらせていただきます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 多分今の部長の答弁は、出口対策についてはそのとおりだと思いますけど、未然予防にはならな

いので、未然予防という考え方をぜひ持っていただきたいと思います。 

 やっぱり日本国内というのはハイリスクアプローチ、何かあったら手当てをするということにな

っております。これをポピュレーションアプローチ、ちょっと研修で学んでまいりましたけど、全

体をアプローチしていく、子育ての段階から全体をアプローチしていく。子育てというのは、別に

課題のない家庭がそのまま移動するわけではなくて、課題がなくたって課題がある状況に陥ること

だってありますので、全体をアプローチしていくということの考え方が必要やということを学びま

した。 

 亀山市では今、子育て世代の包括支援センターを設置いただいております。妊娠期から母子を支

えていくという、言わば日本版のネウボラと言われているものを取り入れていただいておりますが、

フィンランドで行っているネウボラ制度というのは、妊娠期から全ての母子に１人の保健師が関わ

っていくということをやっております。これを日本でやるとか亀山でやるというのは非常に難しい

状況は理解をしておりますが、行政だけでなくて地域社会の中で様々な人たちの関わりを組みなが

ら、全体の子供たち、母子をバックアップしていくという取組が必要やと思います。 

 もう一つは、なかなか教育の現場に福祉が入れないというところもあります。今、スクールソー

シャルワーカーの方に困難事例なんかは入っていただいておりますが、これも県の予算で県にお願

いをして来ていただくとかというような形でやっております。フィンランドでは、教育現場の保健

師の先生は福祉から派遣をされているということで、福祉と教育の連携がしっかりできているとい
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うことも聞いてまいりました。これがすぐ亀山でいけるかどうかというのは分かりませんけど、い

ろんな対応をしていく必要があるんだろうと思います。 

 亀山市の子供たちを一人も漏らさず責任を持って社会に出していく。今、不登校の問題とか、ひ

きこもりの問題とか、様々な問題が学校現場でも起きております。いじめの問題もそうです。やっ

ぱり少々つまずいても休息する場所があるとか、そういった取組の強化が私は亀山市には絶対必要

やと思いますが、市長の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 現代社会におけます今ご指摘のようなひきこもり、ニート、８０５０問題等々につきまして、非

常に憂慮すべきところにあろうというふうに考えております。 

 あわせて議員からご所見を頂きましたが、親子に対して極めて早い段階から必要な支援を行うこ

とで自立を促したり、あるいは必要なサポートを入れていくという考え方は大変重要な視点であろ

うと思います。そのようなことから、本市では、これまでからも母子保健をはじめ、親子の関係を

重視した取組をいろんな施策事業に組み込んで進めてまいったところであります。 

 また、今日的な課題となっております子供の貧困に関わりましても、いわゆる経済的な貧困とい

う捉え方だけではなくて、亀山市の独自の概念として、親子の関係とか生活がうまく機能しない家

庭について文化的貧困と、困窮というような考え方を持ち合わせて対応していきたいというふうに

今考えておるところでございます。 

 こうしたことにつきまして、今後どういった手法や対策が有効であるかと、先進事例も含めての

研究を重ね、政策的なアプローチをしていくことが重要であると認識をしておりますが、今フィン

ランドの例を出していただきましたが、私どもといたしましても、教育と福祉の連携も含めました

市全体の力を結集した横断的な対応が必要であろうというふうに、そういう視点から臨んでまいり

たいというふうに考えております。 

 それから、ポピュレーションアプローチについての考え方につきましても、これは亀山の特徴だ

と思っておりますが、地域の絆とか世代間の交流、３世代の交流、人と人とのつながりを重視した

まちづくりを展開することで、課題はありますが地域のセーフティーネットとしての役割を高めよ

うという意思を持って取り組んでまいりました。こうした地域社会全体の風土醸成の中で、大人も

子供も障がいの有無に関わらず、包括的にサポートできるような環境、まさに健康都市のような概

念、ＷＨＯは今回いろいろ問題を出しておりますが、私どもはこのＷＨＯが提唱する健康都市とい

う概念は、まさに未然にこうしたことを防止していくと、ＳＤＧｓの考え方にもつながるものであ

ろうかと思いますけれども、こういうことを包括的にまち全体で捉えていくということがポピュレ

ーションアプローチでありまして、ハイリスクの予防につながっていくものというふうに考えて取

り組んでまいりたいというふうに思います。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

いろいろやっていただいております。私は本当に亀山の母子保健はすばらしいと思っています。
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でも、一方でやっぱりなかなか学校になじめないとか、学校に行きづらいとか、そういった子供た

ちも一方でいて、それがそのまま年齢が上がっていっているという状況もしっかりと見据えて、こ

の未然予防という考え方を、福祉と教育の連携をしっかりやっておると市長はおっしゃっておりま

すけれど、その課題を一つ一つクリアするような取組をぜひお願いをしたいと思います。これは合

理的な社会投資なんだというふうに学んでまいりましたので、そういった考え方でお願いをしたい

と思います。 

次に移ります。 

高齢運転者の安全対策についてお伺いをしたいと思います。 

１２月議会でサポカーの補助金、補助金というかセーフティーネットカー、そのことで高齢運転

者の安全対策について質問をしたところ、物すごい反響がありました。本当に知らない方からもお

電話を頂いたような形で、待っていらっしゃるんだなあと、亀山市内でも医療センターでの事故と

か、商業施設でも事故が起こっているというような状況の中では、やっぱり求められているんだな

あというふうに思いました。 

 国のほうでも、２０１９年度の補正予算で補助金がついておりまして、また今、三重県でもこの

高齢運転者の安全対策緊急事業費が予算計上されて、今まさに審査をされているというふうに聞い

ておりますが、改めて国で行われる内容と県の予算案の内容についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員お話しのサポカー補助金でございますが、全国的に高齢運転者による交通事故が問題となっ

ており、サポカー補助金とは高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキや、ペダル踏み間違い急発進

等抑制装置が搭載された安全運転サポート車を購入する費用を補助する制度でございます。 

 国においては、このサポカー補助金が令和元年１２月の閣議決定により、先ほど議員もおっしゃ

っていましたように国の補正予算に組み込まれ、交付対象者を６５歳以上の方々に限定し、令和２

年４月１日から安全サポート機能付車両を購入した場合、２万円から１０万円の幅がございますが

補助を出すということと、それから既登録者に後づけのペダル踏み間違い急発進抑制装置を購入・

設置した場合、これは２万円から４万円でございますけれども、交付するものとしてございます。 

 また、県におきましては、後づけのペダル踏み間違い急発進抑制装置のみを対象としてございま

して、年齢も先ほどとは５歳上回る７０歳以上の高齢者に補助を行った市町に対して、１件につき

事業費の２分の１を上限１万円まで交付する事業と伺っております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

ありがとうございました。 

 つまり、国のほうは決まっておりますけど、県は亀山市で補助制度を導入すれば２分の１は出し

ましょうということだと思います。亀山市がやる方向なら６月に補正で出てくるんだろうと考えて

おりますが、亀山市で導入するのかについて１点と、また仮に６月補正でありますと、予算執行は

その後になります。県の予算執行からいえば３か月の、県は４月からやりますので、タイムラグが
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発生すると思いますが、先ほど申しましたように市民の皆さんとしては早くサポカー補助金を使い

たいと思っておられると思うんですけど、お得な県の補助金を上乗せすれば、もっと補助金が増え

ると思うんですけど、４月まで遡及して補助金が使えるような考え方はないのかについて、この２

点について市長の見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 県内では独自に実施、あるいは令和２年度当初から実施予定の市町もございますが、まずそもそ

もこの補助制度が、議員ご案内のように国・県ともに令和２年度１年間に限定されているという補

助制度でございます。そういう中で、本市としましては県の補助が１年限りの措置であるというこ

とから、市の単独事業で実施することは難しいというふうに考えてございまして、今後県の状況を

見極めつつ、少し近隣市町の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 その折に、年度途中からもし仮に実施した場合の４月１日への遡及はどうかということでありま

したが、もし年度途中で補助金を実施した場合の交付対象時期の遡りにつきましては、県の見解に

よりますと制度上では問題がないということでありますが、これにつきましてもさらに近隣市町の

動向を注視してまいりたいと現時点では考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 なかなか県の予算が通っている状況ではないので言いにくい部分もあろうかと思いますけど、こ

ういうことを県が考えたんであれば、亀山市の高齢運転者の安全対策としては亀山市はやりたいと

いうふうに市長の見解が欲しかったです。 

次に移ります。 

女性特有のがんの予防対策についてお伺いをしたいと思います。 

子宮頸がんの予防ワクチンの、これＨＰＶワクチンというんですけど、正しい情報の周知につい

てお伺いしたいと思います。 

 現在、この予防ワクチンは定期接種化しておりまして、小学校６年生から高校１年生相当の女子、

女の子が無料で打つことができるようになっております。ただ、皆さんご承知のように、強い副反

応が出たということによって、現在は厚生労働省のほうから積極的な勧奨にはなっていないという

のが現状であります。 

 このワクチンですけど、２０１３年４月から定期接種化されておりまして、その当時は接種率が

約７０％、今では積極的勧奨していないことによって１％未満になっております。私は積極的な勧

奨をやりなさいと言うつもりはありませんが、子宮頸がんの正確な情報を本人や家族が知ることは

必要でないかと考えております。 

 １度私はこの質問をさせていただいて、この子宮頸がんについて説明をさせていただきましたが、

改めて、子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんで、年間約８,５００人近くの女性が罹患し、約

２,５００人もの女性が亡くなっております。 

このＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）というのは性交渉、性交経験のある女性の約８０％が５



－９４－ 

０歳までには感染を経験する、だから大体みんな性交渉をされた方は感染するんですけど、中にま

れにがん化してしまう、がんになってしまう状況があります。だから、そのためには性交経験がな

い、そうするまでにこの予防ワクチンを打つことが有効とされております。 

 亀山市のホームページには情報としてしっかりと厚生労働省の情報も掲載をしていただいており

ますが、本人や家族に伝わるような個人通知の必要性について見解を求めたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員お話しいただきました子宮頸がん予防ワクチンにつきましては、定期予防接種の対象者が予

防接種の情報を得て予防接種を希望する人が接種できるよう、令和元年１０月に三重県からの通知

があったところでもございます。 

 また、私どもといたしましては亀山医師会からの助言も得まして、子宮頸がん予防ワクチンの対

象時期の前に接種するジフテリア、破傷風、２種混合ワクチンの個人通知を行うときに今後受ける

定期予防接種として、子宮頸がん予防ワクチンの対象年齢やワクチンの効果及びリスク等について、

昨年、先ほども申し上げた令和元年１１月からの発送分においてお知らせをしているところでござ

います。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 すみません、今、対象者、６年生から高校１年生相当の女子と言ったんですけど、対象者全てに

通知されるのかについて、もう一回お伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 この子宮頸がん予防ワクチンでございますけれども、小学校６年生から高校１年生相当の女子と

いうことで、接種回数が３回というような認識を持たせていただく中で、全ての方々に通知をさせ

ていただくよう進めてはございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 せっかく作っていただいたんですけど、資料をお配りしておりますので、ぜひ資料を映していた

だいていいですか。 

 こういったものを通知されるということで、なかなかヒトパピローマウイルスというのがどうい

ったものかということが分かりませんので、しっかりと個人通知をしていただいているということ

でお聞きをしましたので、お願いをしたいと思います。ありがとうございます。 

 ＷＨＯは、ＳＤＧｓに子宮頸がんの死亡率を２０３０年までに３０％減らすことを目標に掲げて、

子宮頸がん排除への戦略としてＨＰＶワクチン接種率９０％を目標にしております。無料で受けら

れる時期が限られておりますので、何も知らないまま対象時期を過ぎてしまったというふうになら
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ないためにも、対象時期を過ぎますと３回接種するのに５万円ほどかかりますので、ワクチンの正

しい情報を知って接種の判断をしていただくということを今後も続けていただきたいことをお願い

をして終わらせていただきます。大変ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

１０番 森 美和子議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午後 ２時５６分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ３時０６分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１１番 鈴木達夫議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇）

大樹の鈴木でございます。 

 代表質問ということで、前置きの話をしますと、決まって時間切れを起こす癖がありますので、

通告どおり質問をさせていただきます。 

私は、令和２年度施政及び予算編成方針についてのうち、子育てと子供の成長を支える環境の充

実についてを質問します。 

 まず、１１年目を迎えた櫻井市政、子育て施策が市政の目玉施策となっているかということで、

市長及び執行部の認識の確認をしたいと思います。 

 子育てには、福祉部門と教育委員会が抱える部分があると思いますが、今回は福祉サイドの面か

らのみ質問をさせていただきます。 

 それではまず、ここ１０年、１１年、今までの櫻井市政の子育て支援事業の取組の実績について、

整理をしていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１１番 鈴木達夫議員の質問に対する答弁を求めます。 

伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 この１０年間で見ますと、安心して産み育てられる子育てに優しいまちを目指すために、様々な

施策を講じてきたところでございます。そうした中、医療、福祉、教育の連携の下、子供の育ちを

支える体制としまして、子ども総合相談窓口が果たしてきた役割は非常に大きなものがございます。 

 母子保健分野との連携の中で、本市全ての子供たちに途切れのないきめ細やかな子育て支援に努

めてきたことなどは、本市の特徴とも言えると考えております。具体的には、母子保健では、妊娠

期から主に就園までの乳幼児期を大切に、家庭訪問や健診、育児教室等を実施しております。１歳

６か月、３歳の幼児健康診査では、発達支援の必要なお子さんを早期に発見し、関係部署が連携し

て、専門相談や早期の支援につなげる仕組みを構築してまいりました。 

 平成３０年度には、子育て包括支援センターを立ち上げ、保護者や他部署との支援者の顔の見え

る関係づくりを大切にし、妊娠期から主に３歳までの切れ目のない支援を行っていることなど、子
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育て支援の各施策を進めてきたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 ありがとうございました。 

 子ども総合相談窓口の果たしてきた役割とか、健診等母子保健等述べていただきました。割と目

立たないけれども、積み上げてきた実績というのは見受けられると思います。 

 それでは、次の質問は「そして、親になる」プロジェクトの狙いまでの水準に来たかという質問

を用意しました。 

 プロジェクトでは、恵まれた子育て環境の充実をもって、その魅力を発信することで、子育て世

代のさらなる定住促進まで図ると、いわゆる選ばれるまちを目指すんだということなんですけれど

も、今までやってこられたことが、そのプロジェクトの狙いまでの水準に高まったかという認識を

聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 本市では、親と子の成長を支える子育てに優しいまちの充実に向け、先ほど申しました発達支援

や要保護児童対応等、子供に関わる総合的な窓口の一元化や、子供医療費の無料化の中学生までの

対象拡大、自然豊かで魅力的な環境の中で、園児が地域の方々との交流や体験活動を行ってきたこ

となど、県内外に先駆けた取組を進めてまいりました。また、放課後児童クラブについては、待機

児童が発生しないようにニーズに対応しながら、市内１０小学校区に２１の放課後児童クラブを整

備するに至っております。 

 こうした特色ある取組や子供たちの居場所の対応等により、子育て環境の充実が図られ、子育て

世代の定住にもつながっているものと認識しております。 

 一方で、ニーズの高まりが見込まれる低年齢児の待機児童対策をはじめ、子育て支援の情報発信

や、妊娠期から子育て期までの一貫した支援等については、着実かつ積極的な取組を進める必要が

あると認識しているものでございます。 

 今後といたしましても、第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画（案）の基本目標４．子育て

の希望がかなうまちを目指し、子育て世代包括支援センターを核とした親子に対する健康支援の充

実や、子育て世帯の転入に際しての細やかなサービス、また基本目標２．多様な主体に支えられ、

子育てがつながるまちの施策の方向性として、ＳＮＳなどＩＣＴを活用した子育てに関する多様な

情報発信による子育て世代の交流促進等を位置づけ、子育て施策を着実に推進してまいる所存でご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 答弁の中で、少し課題もあるんだというような雰囲気の答弁も頂きました。 

 そんな中、それでは今回の新年度予算の中で示された、反省も含めた新しい子育て応援、支援の
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予算はどうなっているか示していただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 令和２年度に予算化した具体の取組の一例を申し上げますと、子育て世代包括支援センターの継

続した取組に加え、新たに妊婦及び生まれてくるお子さんの歯と口腔の健康の維持増進へとつなげ

るために、妊婦歯科健診を開始いたします。また、視力の発達する時期である幼児期に行う３歳児

健診等に、スポットビジョンスクリーナーという機器を導入し、検査を行い、万が一異常があれば

専門機関に受診勧奨を行い、早期治療につなげてまいります。これらの新規事業を含む子育て世代

包括支援事業として、８,１１６万円を計上しております。 

 また、一部拡大しました予防接種費用助成事業として、７６３万円を計上しております。さらに、

新たに開設される施設を含む２２の放課後児童クラブの運営を支援し、子供たちが安心して生活で

きる居場所の充実として、放課後児童クラブ事業費に１億４,８６６万円を計上しております。こ

れら子育て施策を着実に進めていくことが、子供たちの健やかな成長を支え、将来のまちづくり、

人づくりにつながるものという認識の下、今後も力を注いでまいります。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 この項は認識の確認ということで、再質問等は用意していなかったんですけれども、以前、森議

員が中学校までの医療費無料等々、確かにいろんなことを亀山市は先駆けてきたけれども、そうい

うことは本当に全国各市町が追随をし、知らないうちに同水準ではないと、エンジンを付け替えろ

というような意味での発言も伺いました。今回の子育て支援は、合理的社会投資だという言葉も聞

きました。まさにそのように思います。 

 今の総括を市民及び我々議員がどう判断するかは別として、次の項に移りたいと思います。 

 今日のメインのテーマでございます。 

 就学前教育・保育施設の再編整備の見込みについてということなんですけれども、ここでは明確

な計画と確実な実施が見込まれるのかというテーマで質問をさせていただきます。 

 午前中の中﨑さんの認定こども園の質問・答弁を聞いて、私も本当にますます理解ができなくな

ったので、重複するかもしれませんが、整理してみたいということです。 

 まず、明確な計画の視点ということの視点から、今回の令和２年度の施政及び予算編成方針では、

認定こども園整備事業につきましては、地元自治会との協議等で出された課題について庁内で検討

を行いながら、地域の方々に理解を深めていただけるよう進めてまいりますとの報告であります。

それでは、理解を深めていただいて南崎に整備をするつもりですか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田健康福祉部参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 現在の認定こども園整備事業につきましては、アクセス道路など実施に向けて地域のご理解を得

るために解消しなければならない課題がございます。現在の考え方といたしましては、これらの課
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題を解消し、地域のご理解を得た上で事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 南崎に進めるということでいいんですね。進めるんですね。 

 それでは、第２次実施計画の主要事業の変更、これが出されました。午前中にも質問がありまし

た。これはどう読めばいいんですか。令和３年には１億５,６９０万、事業費、計画額ですけれど

も出ているんですね。これはどう読めばいいか説明してもらいたい。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 今回お示ししております第２次実施計画の変更につきましては、地域へのヒアリングなどで頂い

たアクセス道路への課題などの対策を検討するために、この事業内容の変更として、事業計画を１

年間延長しておる、そういった主要事業変更内容でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 １年間延長ということなんですけれども、仮に、南崎の方々の地域合意ができ、亀山中学校区内

に１つの認定こども園をつくる計画であっても、一体事業の完成はいつを見込んで、施設の開始は

いつなんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 この認定こども園事業につきましては、今回お示ししました第２次実施計画において、令和６年

度に事業完了し、令和７年４月に開所の予定となっております。そのため、この亀山中学校区の公

立認定こども園は令和７年となる見込みでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 令和６年に完成して令和７年の事業が今回の主要事業の変更で示され、今回提出された子ども・

子育て支援事業計画の中で示された令和５年の川崎南保育園の拡張、あるいはその認定こども園化、

これが主要事業に上がっていないのはなぜなんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 ご指摘の川崎南保育園、この改築につきましては、先ほど議員も申されましたとおり、現在パブ

リック・コメントを行っております第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画におけるニーズの増

加対策として想定される事業の一つであると考えておりまして、現時点でまだ具体的な事業化をし
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ているものではございません。そのため、現時点で第２次実施計画へ位置づけるなどの主要事業と

はしていないという状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 想定される事業の一つであって、現時点では事業化されていない。平成５年に完成予定である川

崎南が、今全く白紙状態だということですね。一体それじゃあ、１つの認定こども園をつくるたび

に計画から完了まで何年かかると想定しているんですか。もうすぐ令和２年度ですよ。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 何年かかるかというご質問でございますが、なかなか事業のその施設の状況、計画によって様々

になると考えております。短ければ２年でありますとか、今回のように５年ほど見ておるものもあ

りますので、その完成の状況には施設ごとによって幅があるというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 短くて２年、５年ないし６年。平成２７年からの令和１年までの全計画です。第１期。この計画

では、もう既に亀山において３つの認定こども園ができている計画なんです。亀山市で完成してい

るはずなんですよ。もう一度確認したい。いつまでにできると思うんですか、南崎。令和２年に入

るんですけど、あなたは５年でできると言う。それでいいんですか、計画から完成まで。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 今回、実施計画でお示ししてございますとおり、この事業につきましては令和２年から令和６年

度の事業期間で取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 整理するために、先月の２月１０日の教育民生委員会協議会の議事録を、これあなたの発言なん

ですよ。これから向こう５年の計画には、南崎の認定こども園の事業というのは想定に入っていな

い。あくまで想定ですがという括弧、令和５年に１施設増やすのは、川崎南保育園の増築と認定こ

ども園化、令和６年井田川幼稚園とみずほ台幼稚園の統合。だから、新しいこの新年度、令和２年

に向かうに当たっては、しっかり議会に対しても市民に対しても伝えなければいけないことがあり

ますよ。第１期の計画であったアスレのほか２つの認定こども園は未達成であったと。そして、進

めてきた亀山中学校校区の南崎の計画は見合せで、仮に合意形成ができても使用開始は最短でも令

和７年であると。いいですか。そして、第２期の計画策定に当たっては、まずニーズの高い北東部

地区に川崎南保育園を核に拡張、認定こども園化を目指す。そういうことをしっかり議会あるいは
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市民に分かるような、この実施計画の変更をしなければいけない。どうなんですか、これ。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 現時点での市の事業としての正確な位置づけの状況といたしましては、今申しております南崎で

の認定こども園の整備事業があるのみで、川崎南保育園の増築などにつきましては、第２期の亀山

市子ども・子育て支援事業計画におけるニーズの増加の対策として想定事業の一つとしておる状況、

これは今までご答弁申し上げたとおりでございます。 

 しかしながら、それらの想定する開所年度のことを踏まえますと、現在の認定こども園整備事業、

南崎のほうですが、これの完了時期よりも先行する必要があろうかというふうに考えております。

ですので、そうした点も含めまして、令和２年度に策定を予定しております施設再編や整備に関す

る計画において、整備時期などをお示しするとともに、事業化に向けた検討を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 南崎よりも川崎南の拡張、認定こども園化が先行するという認識を持っているならば、いわゆる

主要事業の再変更、予算も含めて、ほかの方法でもいいんですけれども、明確にアナウンスするこ

とが、私は説明責任ではないかと思います。主要事業の再変更等、早急にやる覚悟はあるのか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 少し繰り返しの答弁になるような部分もございますが、基本的にはこの令和２年度に策定いたし

ます全体計画の中で、急ぐべきもの、そのあたり事業化をいつするかなども含めまして、事業化及

び予算化に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 少し角度を変えて、次の視点で質問をします。 

 再確認です。南崎の今の計画がスムーズにいかない、地元住民から理解を頂けない一番の理由は

何ですか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 現在の計画案に対する地域のご意見といたしましては、昨年５月に実施いたしました自治会への

個別ヒアリング、これの状況で申しますと、認定こども園を考えております予定地に整備すること

については、約８割の方の賛同を得られております。一方、事業への賛否に関わらず、南側からの

アクセス道路の拡幅や歩道整備を求める声は強い状況となっており、その解消が大きな課題という
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認識を持っております。 

 現時点においてその解消ができていないことが、地域のご理解を得られない最大の要因であると

考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 まだ先のことだから分からないと言われても困るんですけれども、川崎南の増築ですよ、拡大。

今の川崎南の場所と私は判断しますが、現場所についての交通環境、どう認識しているか聞きたい

と思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 現時点では想定という範囲ではございますが、考えておりますのは、川崎南保育園のこの場所で

の増築を行うとした場合、敷地の拡張や送迎ルートも見直しが必要になると考えております。特に、

現在の送迎ルートは狭隘な集落内の道路を活用しておりますので、これについては抜本的な見直し

に加え、一定の道路拡幅も必要であるというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 狭い集落内道路、抜本的に拡幅してやるつもりなんですね、今のところ。 

 実は私も、自分の子供も孫も第一愛護園、それから和田保育園、川崎南、その辺に僕も行ったこ

とがあるんですけど、本当に狭いんです。本当に亀山の保育園や幼稚園、こんな狭いところばかり

と思ったんです。それで、久しぶりに私も、この前この質問を考えたときに川崎南保育園に行きま

した。向こうも軽なんです。私もスズキの軽なんですけれども、スズキでなくてもいいんですけど

ね。それでも３回、３台出くわして僕２回バックしたんですね。それだけおっしゃるように集落内

の、もう本当に狭いんです。 

 ちょっと航空写真を用意しましたんで、出してもらえますか。 

 真ん中に通っているのが３０６、県内でも有数な混雑度の高い道であります。交通センサスでは

１.１６から１.７、最大の許容量を超えている３０６。左に見えるのが大きな団地がみずきであり

ます。それからその上の右のほうには、今盛んに新しい住宅が建っているし、建とうとしています。

上のほうの川崎地区にも新しい住宅ができています。ずうっと南東に行きますと、井田川小学校に

なって、井田川小学校の下もずうっと宅地もできているし、実は中部中の近在にも新しい開発が予

定されていると。 

 こういう中に、それからなおかつ能褒野等は安楽の川が見えますけれども、あそこの狭い土手道

を通って通園しなければいけないという、非常に環境的にはよくないという。南崎の認定こども園

ができる当初も、私はああいう狭い、道路事情のところに造っていいのかという数々の疑問を投げ

かけてきたと思います。社会福祉施設だといって、認定こども園じゃないとかと何かちょっともめ

たような覚えがあるんですけれども、交通アクセスが悪くて道路を拡幅するだけで膨大なお金をか
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けるという、そういう施設設置というのは私は本当に当初からやめなければいけない。同様な懸念

が起きますよ。地域住民の方の理解は得られないし、お金もかかりますよ。同じ失敗というか轍を

踏むんですか、計画の中で。想定の範囲内であっても、令和５年にはできるんですからね、今議論

しておかなきゃいけませんよ。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 園へのアクセス道路というところで、まず先ほども議員ご紹介いただきました現在の長明寺町集

落内の狭隘な道路によるこの送迎ルート、これを国道３０６号線から進入するルートへ変更すると

いうことを想定しております。これによりまして、集落内を経由しないことから、周辺住民の皆さ

んへの交通面は改善されるのではないかというふうに考えております。 

 また、もう少し広いエリアで３０６号線のことについても触れていただきましたが、これにつき

ましては、交通量の多い幹線道路、確かにそうでございますが、その交差点には信号も設置されて

おりますので、一定の交通安全対策は取られておるというふうに現時点では考えておるところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 もっと広々とした土地で、交通アクセスがいいし大きな駐車場も取れるようなところを考えると

いう、そういう着眼はないんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 ご提案の施設の郊外移転につきましては、有効な方策の一つであろうと考えておりますが、現時

点において、全ての施設を郊外へ移転させる方針を定めているものではございません。令和２年度

に策定いたします施設の再編や整備の計画において、それぞれの施設の整備手法を検討する段階で、

ご提案の視点も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 私は、何も全ての施設を郊外に移せと言ったつもりはないです。そういう意味から言えば、逆に

その視点から言えば、仮に井田川幼稚園、あるいはみずほ台幼稚園、それからこれから議論になっ

ていくであろう和田保育園、これらはあくまでも現状の場所にこだわることはないんです。これら

の土地は、活用の方法によっては一等地ですよ。それで、市が保有する例えば市営住宅の跡地、有

効な跡地がたくさんありますよ。あるいは能褒野だけではない、能褒野と農用地を何らかの形で活

用していくという、こういう需要もあるんですよ。 

 今、提案の視点も含め検討するということを答弁いただいたんですけど、これはどう検討したか、

結果報告してくださいよ、早急に。それやらないと、もう令和５年には完成なんですからね。ここ
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へ造るということを検討を早急に示してください。どう検討したか、私は早急に知らせていただき

たいと思います。 

 ここの最後に、既存施設の整備計画は一体いつになったら示されるかという質問をしたいんです。

今回の支援計画は、基本目標１の中の施策の方向性の中で、就学前教育・保育施設の再編と整備の

中で、計画的な認定こども園化を進めるとともに、子供たちが安全・安心に過ごすことができるよ

う既存施設の必要な改修等を行いますと書いてあるんですね。第６章については支援提供体制と確

保の内容、これあたりに、私、具体的にどういう整備内容か書いてあるかと思ったら、一切書いて

ないんです。一体いつになったら既存の施設の必要な整備計画が示されるんですか。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田参事。 

○健康福祉部参事（豊田達也君登壇） 

 少し既存の園の前提状況から触れさせていただきますと、現在の保育所につきましては、いずれ

の園も敷地面積に余裕はなく、園舎の増築を検討する余地というのは限定的であるというふうに考

えております。そのため、施設を増設する際は敷地を拡張する必要があると考えておりますが、現

在の敷地の状況からは、なかなか難しい施設が多いのではというふうに考えております。 

 また、いずれの施設も既に老朽化も進み、建て替えを検討すべき時期であるというふうなところ、

今議員のご指摘もありますことを踏まえて、令和２年度に策定する施設の再編計画の中で、この既

存施設の改修についても一定の方向性を示していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 今、参事、令和２年度の再編計画で示すというんですね。今まで私もいろんな議員、櫻井議員な

んかもパネルを使って施設の老朽化、あるいは保育環境、交通アクセスをやってきた。その度々に

あなたたちは次期支援計画の中で示すと言ってきた。会議録見てください、次期支援計画の中で。

それで、支援計画に出てきた、どこに書いてあるか見当たらないからいつだといったら、来年再編

計画つくるというんですか。令和２年に再編計画つくって、すぐ中間見直しですよ、令和４年度に。

それから、５年になれば次期計画策定が入るんです。民間がこんなことしていたらとっても成り立

っていきませんよ。第１期に３つ造るという認定こども園が全くできていない。令和５年で造るで

あろう川崎南の拡充、認定こども園化が全く見えていない、どこへ造るかも分からない。そして今

度は、既存の施設は次期の支援計画ができた、出ていない、何だというと令和２年でつくると。も

う本当にかっかしています。チコちゃんに叱られますに、これは本当に。 

 最後に貧困の関係で、３番目に、今回の支援事業計画に新たに子供の貧困に関する視点が取り入

れられたが、本腰を入れて取り組む覚悟があるかという質問を用意したんです。これもう僕、過去

にも２度ほど質問をしました。本気度が見えない。亀山は本当に子供の貧困の環境というのは、単

に進学とか、あるいは学習環境の低下とか、これを招くだけでなく、精神的苦痛とか、あるいは自

己肯定感の欠如とか、あるいはいじめ、不登校、子供の幸せにとって大きな障害、障壁になっての

しかかってくる。なおかつこの貧困というのは、統計的にも連鎖していくという性質があって、こ

れは大きな社会問題となっていると思うんです。 
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 私は、この連鎖を止める手だては、住民に一番近くていろんな息遣いが感じ取れる地方自治体、

いわゆる亀山市が、なおかつ５万人という小さなまちだからこそ手当てできる、これに果敢に挑戦

してほしいということで、貧困の連鎖をしない亀山、これの取組が責務であるということを思い、

質問をします。 

 今回、子ども・子育て支援事業計画の特徴の一つに子供の貧困に関する視点が加わりました。な

ぜ加えたか、お願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの子ども・子育て支援事業計画に貧困に関する視点がなぜ加わったのかということで

ございますが、今回、第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画（案）に掲げる基本理念の考え方

にもございます、本市の子供たちが生きる力を育みながら心豊かに成長し、未来に向かって笑顔を

輝かせながら羽ばたいていくためには、現代の社会的問題となってございます、親から子へと世代

を超えて連鎖する貧困問題を断ち切ることが非常に重要な要素であると考えてございます。 

 そういった認識から、第１期計画の考え方を継承しながら、経済的な貧困ではなく文化的貧困と

いう視点も含め、子供の貧困対策について当該計画の中に取り組むことといたしたものでございま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 大きな重要な政策課題、深刻な社会問題化していると思うんです。 

 厚労省によれば子供の貧困率は１４％、７人に１人は貧困状態と言われています。その中で独り

親の相対貧困率は５０％、半分以上です。これは経済協力開発機構、ＯＥＣＤの中では最悪の水準

だと、これは厚労省の発表ですからね。というような状態であります。 

 質問を用意しましたが、ちょっとまとめて質問します。いいですか。 

 それでは、この計画の中で貧困対応をどう取り組むか、計画で明示できたかということと、それ

が従来の対応とどう違うんだと。それからもう一つは、アンケートの実施の効果はどこで見られる

か。まとめてよろしいですか。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画における貧困対策の主な取組といたしましては、経済

的な貧困や文化的な貧困に関する課題を抱える世帯を早期発見する仕組みづくりや、地域や関係機

関と連携したアウトリーチによる早期支援の体制づくりを進めるとともに、各部局間はもとより関

係機関などと連携を密にした横断的な対策を掲げているところでございます。 

 また、議員ご質問の新たな取組といたしましては、貧困の要因となる課題は多様化、複合化して

いる傾向がある中で、従来の分野ごとに対応する体制を見直し、特に教育、福祉の連携強化による

貧困世帯の早期発見の仕組みづくりに努めるとともに、早期支援のアプローチが可能となる環境整
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備を行うことで、あらゆる関係機関が連携の上、包括的な支援体制の構築に取り組むこととしてご

ざいます。具体的にアンケート結果を実施したことで、貧困対策に取り組むべき方向性が明らかに

なってまいりましたので、それらの個々の分析を生かしつつ、先ほど申し上げました新たな取組等

に生かしていきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 連携とか、包括とか、目的とか。この計画、子ども・子育て支援事業の中では、５章の中で施策

の展開、基本目標の３の中で貧困対応は位置づけられました。これは分かるんです。それでは先ほ

ども言ったように、６章でその具体的体制確保の内容、これを記載する、こういう流れなんですけ

れども、６章にはないんですね。辛うじて今言われた５章の中に、アウトリーチによる相談支援を

検討するんですか、実施するんですか。今検討と答えなかったですか。実施すると書いてある。だ

から、答弁では検討する、ここには実施すると書いてあるんですけれども、非常に位置づけはされ

たけれど、本当にそれが確かな事業として成り立っていくかという面が見えてこない。そういうこ

とで次の質問、これもちょっと２つほどまとめますけれども、貧困に関する調査から得た対応が、

この計画で終わってしまうのかという心配、終えんしちゃうのか、あるいはその実施計画的なもの

をつくるのか、庁内のワーキンググループみたいなものが今あるのかつくるのか。いわゆる別建て

の事業計画が必要ではないんですかと、曖昧な形で体制の中には入れたけど、枠組みの中には入れ

たけれども、具体的な事業とか方策というのはあまり見えない中で、いわゆる貧困の対策はしたと、

それで終えんをされたらたまったもんじゃないということなんです。別建ての計画は必要ないです

か。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 子供の貧困対策につきましては、第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画（案）の策定が新た

なスタートラインと考えてございまして、計画全体を通して、各施策の進捗状況を亀山市子ども・

子育て会議に諮りながら検証を重ねるとともに、必要に応じ適宜計画の見直しを行い、計画的に進

めていくものでございます。 

 また、現段階におきまして、議員からもご質問があったわけですが、具体的な実施計画やワーキ

ンググループの設置は考えてはいないところではございますが、今後の施策の展開や検証の中でそ

の必要性が生じた場合は、検討を進めてまいりたいと存じます。 

 最後に、別建ての事業計画が必要ではないかというご指摘でございますけれども、こちらに関し

ましては、子供の貧困対策は経済的な貧困、文化的な貧困層に様々な視点からアプローチを行い、

子供の発達や成長段階に応じ、切れ目のないきめ細やかな支援を行うことが重要でありますことか

ら、先ほど来申し上げております第２期の計画案の中に明確に位置づけ、子ども・子育て施策と一

体的に展開していくこととしたところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 
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○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 この第２期の計画の中で明確に位置づけたと。位置づけはしてありますよ。具体的な対策にはま

だ至っていない、明確に位置づけてあることは認めましょう。それから、子ども・子育て会議の中

で議論していくというようなことなんですけれども、本当に子ども・子育て会議というのは多種多

様なことに関して議論する中で、本当に貧困のことに対して、特化してとは言わないけれども、し

てくれるんだろうかという僕は危惧がある。いわゆる別建ての事業計画は考えていないという認識

ですね。考えていないということですね。私は、やりなさいということなんですけどね。 

 最後に、これも貧困の大きな問題、養育費の問題です。 

 養育費の不払いが、子供の貧困と大きな相乗効果があると認識がされているかどうか、お願いし

ます。 

○議長（小坂直親君） 

 井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 養育費の不払いが子供の貧困の大きな要因となっている認識はという問いでございますけれども、

前年度に実施をいたしました各種支援利用者に対し行ったアンケートにおいて、現在必要としてい

ること、今後重要だと思う支援への回答の中で、離婚に伴う養育費のことなどについての専門的な

相談・支援といった項目へのニーズが２６.９％の回答となってございました。この問題は社会的

な問題ともなっておりまして、養育費の不払いが子供の貧困を生む一つの要因になっているものと

認識をしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 先ほども言いましたけれども、独り親の貧困率は５割を超えていると。これは世界でも最悪水準

だということ。その中で、養育費の支払いは４人に１人にとどまっている。つまり７０％から７

５％の独り親は養育費を受け取っていない、取決めはしたのに支払われず泣き寝入りをする例が多

いと、これも厚労省の文ですよ。亀山市の実態はさきの実態把握のアンケートで把握していないん

ですけど、実は内閣府のアンケートの実例の中では、養育費に関しての調査、対象であったのに、

亀山市やらなかったんです。そこで、教育委員会にも通告してありますので確認をしますが、就学

援助費の支給要件と直近の認定者数、そのうち独り親家庭の割合を示してほしいと思います。あわ

せて学習支援事業についてもお答えをお願いいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 就学援助費と学習支援事業についてご答弁申し上げます。 

 就学援助費の支給要件でございますが、主には生活保護受給者及びそれに準ずる困窮者、準要保

護者でございます。認定者数は１月末で小・中学校合わせて３０９人で、うち独り親世帯は２２０

人、独り親世帯の割合は７１.２％でございます。また、中学生に対する学習支援事業でございま

すが、対象者は主に生活保護、就学援助を受けている者となっておりまして、利用者は１月末で３
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３人で、うち独り親世帯は２４人、独り親世帯の割合は７２.７％といった状況でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 今のデータのとおり、やはり７割以上の方が独り親だという亀山市においての実態、子供の貧困、

貧困の連鎖、真剣に取り組むことにおいて、やはりこの養育費の不払いへのサポートというのは、

非常にデリケートな部分もあるとは思いますけど、私は避けて通れないと思います。 

 そこで、兵庫県明石市の例を簡単に紹介します。 

 これは今では明石市だけではなくて様々な自治体が追随しております。大阪府、神奈川県、滋賀

県の湖南市、東京の足立区とかほかの区もやっておるんですけれども、紹介です。 

 離婚に伴う家庭裁判所の調停費用への補助、あるいは市が立替払いをして本来の債務者、いわゆ

る支払い義務者に請求をするシステム、制度ですね。あるいは支払い能力がありながらも支払い義

務に応じない場合、勧告や命令の手続をし、それでも誠意が見られない、悪質と判断した場合はホ

ームページで名前を公表する、これはちょっと非常に強度な明石市の場合なんです。それで、国に

おいても養育費の不払いに対しては、裁判所が勤務先や預貯金の情報を自治体や金融機関に照会し、

財産の差押えがしやすく、これも改正民事執行法がもう制定されます。 

 そこで市長、聞きたいんです。 

 明石市等に見る貧困、あるいは貧困の連鎖に対する対応、あるいは追随する各地方自治体、国の

法制度、どう見るかということです。極めて私的なデリケートなことに関して、政治あるいは行政

がどう関わりを持つべきか、どんなスタンスが適切か、好むと好まざるに関わらず、これは対面、

対応すべき政策課題と私は認識をしております。まさに知新の課題だと思っています。市長はどう

考えるか。一人の政治家として、市長としてどう考えるか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 市長はどのように考えるかということでありますが、現在社会問題化しております、その貧困に

伴う困窮の問題をどのように捉えるかということでありますけれども、私どもとしてもこの問題を

しっかり受け止めて、そして施策展開へつなげていきたいと基本的に考えておるところであります。 

 その中で、今少しご紹介もされましたが、特に明石市における先駆的な取組等々についてどうだ

ということであります。いろいろ参考となることもあろうかというふうに感じるところでございま

すが、ただ、離婚に伴う養育費の問題につきましては極めてデリケートな問題でございまして、そ

の調停費用の補助でありますとか、その他サポートしていくということについては、明石市の取組

は一定の考え方あるいはまちの風土としても背景にあろうかと思っておりますけれども、まずは当

事者間で法的な解決を図ることが最善であるというふうにも考えておるところでございます。 

 しかし、本市におきまして現実は、実態は、昨年アンケートを取らせていただきましたけれども、

私どもは丁寧にこの問題を対応していかなくてはならんと思っておりますことと、養育費問題を含

む独り親家庭の諸問題につきまして、しっかりそのご相談に対して適切に受け止めて、それの解決

に向けた流れをつくっていくということは現在もさせていただいておるんですが、とりわけ亀山市
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の場合は、母子・父子自立支援員さん、本当にそれぞれのお立場に立った形で相談体制から解決に

向けた取組を進めていただいております。 

 いずれにいたしましても、私どもとしてできることが何なのか、様々な課題解決に向けた取組を

進めてまいりたいというふうに思っておりますし、適切な支援につきまして、亀山に合った形なの

はどういうことなのか、しっかり見詰めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 鈴木議員。 

○１１番（鈴木達夫君登壇） 

 その方向性が分からん。まずは当事者間同士で法的な解決を図ると。当事者間ではどうにもなら

んから、解決できないから泣き寝入りしている方がいるんです。この実態を、私は、この明石市長

の言葉を借りれば、この課題は地方公共団体が抱えなければいけない、背負い込まなければいけな

い、対応が遅きに失した近代的課題。私はこの項、非常にデリケートな問題、当初はそういう課題

を受け止めて施策展開をするとおっしゃってくれたんですけれども、貧困については、戻りますけ

れども、やはり別建てで支援実行計画をつくってください。そして養育費の不払いに関しては、市

は早急ではありませんが、その窓口になるぐらいの、住民に一番近い息遣いが分かる市役所になっ

ていただきたい、そんな思いを伝えまして終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（小坂直親君） 

 １１番 鈴木達夫議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 続いてお諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、明日にお願いしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 明日１０日は午前１０時から会議を開き、引き続き令和２年度市政及び予算編成方針に対する代

表質問と、午後からは上程各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ４時０４分 散会） 



令和２年３月１０日
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●議事日程（第３号）

令和２年３月１０日（火）午前１０時 開議 

第  １ 令和２年度施政及び予算編成方針に対する代表質問 

第  ２ 上程各案に対する質疑 

  議案第 １号 亀山市職員定数条例の一部改正について 

  議案第 ２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

  議案第 ３号 亀山市手数料条例の一部改正について 

  議案第 ４号 亀山市基金条例の一部改正について 

  議案第 ５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について 

  議案第 ６号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

  議案第 ７号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例について 

  議案第 ８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 

  議案第 ９号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

  議案第１０号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

  議案第１１号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

  議案第１２号 令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

  議案第１３号 令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について 

  議案第１４号 令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

  議案第１５号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）について 

  議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について 

  議案第１７号 令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について 

  議案第１８号 令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  議案第１９号 令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について 

  議案第２０号 令和２年度亀山市水道事業会計予算について 

  議案第２１号 令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算について 

  議案第２２号 令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について 

  議案第２３号 令和２年度亀山市病院事業会計予算について 

  議案第２４号 財産の無償譲渡について 

  議案第２５号 市道路線の認定について 

  報告第 １号 専決処分の報告について 

  報告第 ２号 専決処分の報告について 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件
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消 防 署 長  原   博 幸 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    健康福祉部参事  豊 田 達 也 君 

選挙管理委員会 
監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 松 村   大 君 

事 務 局 長 

監 査 委 員  渡 部   満 君 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員

事 務 局 長  草 川 博 昭  書 記  水 越 いづみ 

書 記  西 口 幸 伸 



－１１１－ 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第３号により取り進めます。 

これより日程第１、令和２年度施政及び予算編成方針に対する代表質問を行います。 

通告に従い、順次発言を許します。 

３番 森 英之議員。 

○３番（森 英之君登壇）

会派結の森 英之でございます。 

会派を代表しまして質問させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

昨日から４人の方が既に質問されておりますが、新型コロナウイルス感染症への対応についてと

いうことで、質問をまずさせていただきたいと思います。 

 その前に、すみません、質問の順番なんですけれども、文化スポーツ事業についてというところ

を一番最後に回させていただいて、最後の亀山市職員の育児休業制度についてというところを１つ

前に持ってこさせていただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

それでは質問させていただきたいと思います。 

 今日も朝から株価の下落ということで、非常にこの経済にまで大きく影響してきておりまして、

混乱が少し大きくなってくるような、そういう状況に陥ってきているのではないのかなあというふ

うに危惧をしているところではありますが、その中で、亀山市の対応について質問させていただき

たいと思います。 

まず、この新型コロナウイルス感染症への対応についてということで、まず亀山市においては、

２月２６日に市主催イベントの開催基準ということを公表しました。これは、２月２１日に県のほ

うで、県主催のイベントの開催基準ということで発表されて、それを基に作成されたと思います。

その亀山市の判断というのは、非常に迅速で的確な判断だったのではないかというふうに思います。

そちらに関しましては、私としても評価させていただきたいというふうに思います。 

 また、その後、卒業式の開催方法でありますとか、そちらも検討いただいて、感染症の予防とい

う観点から、そちらに関しましても迅速かつ的確な判断をしていただいたというふうに思っており

ます。しかしながら、ご承知のとおり、２月２７日に大きく転換点を迎えたというところでありま

す。 

 昨日からも議論があったとおり、１８時過ぎには安倍首相のほうが全国の小・中学校等、全て休

業にするという要請をするという発表があって、それで亀山市でどうするのかなあというふうに私

も思っておりましたが、それを受けて、昨日の答弁でもありましたが、北勢５市の教育長との意見

交換を行い、また教育委員会からの意見を聞いた上で、市長と協議の上、最終的には市長の判断で

３月２日からの休業ということを判断したということでございました。 

その中で、恐らく三重県教育委員会からは翌２８日にそういう指針が示されたというふうに私は
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認識をしておりますが、その三重県教育委員会からの通達内容はどのようなものであったのかとい

うことをお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

３番 森 英之議員の質問に対する答弁を求めます。 

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 文部科学省から県を通じて通達がございました。２８日の正午過ぎぐらいに市のほうに正式文書

として来たわけでございますが、その通達内容といたしましては、全国一斉の学校休業を行うとい

うようなことの要請を受けて、県立高校については要請どおり行うと、各市町の小・中学校につい

ても、この趣旨に準じて全国一斉の休業を行うようにというような内容でございました。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 その中で、例えば北勢５市の教育長との意見交換をされたということなんですが、四日市市は、

例えば３月５日から休業という判断をされました。その中で、３月２日から休業するという判断に

至った経緯は昨日聞いたところでありますが、そこの判断をしたその根拠といいますか、もう一度

改めて教育長お聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 判断に至った根拠ということでございますが、昨日の答弁でも申しましたように、北勢５市の教

育長と意見交換も行いましたし、同時に医療関係者との見解と申しましょうか、意見交換もさせて

いただきました。そういった中で、一日でも早いほうがいいという見解を頂いております。 

 また、亀山市教育委員会としまして、既に１月下旬に中国の武漢で感染が始まった頃に、既に上

海と香港の日本人学校に通う子供たちが、亀山に親戚があるということで、１月末に編入願を出さ

れて、２週間の様子を見ていただいて、２月中旬からその上海と香港の日本人学校が封鎖されたた

めに、編入手続によって、２週間の待機もお願いして、亀山市内の学校２校に受け入れているとい

う経緯もございました。 

 したがいまして、学校教育もこれはいち早く対応するというようなことのイメージは、私自身頭

の中に持っておりました。だから、首相の表明は突然のことで、驚いたのは事実でございますが、

何よりもクラスターの発生防止、これが第一であると。子供の命だけではなくて、学校が大変クラ

スターを起こしやすい場所であるという認識の下、その医療関係者、北勢５市の教育長、そういっ

た意見交換する中で、大変、これは歴史上初めてのことかと思う出来事でございますが、苦渋の判

断をさせていただいたと、そういったことが根拠になってこようかと思います。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

明確なご答弁、ありがとうございます。 
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 そのようなことを聞かせていただくと、３月２日からの一斉休業、これは致し方ない判断なのか

なあというふうに読ませていただきました。 

 ただ、２月２７日に安倍首相からの話があって、２８日しか学校での活動をする時間はなかった

わけです。当然、児童・生徒は混乱しましたし、また学校を預かる教職員の方、先生の方もこれは

混乱に陥ったと思います。その中で、卒業間近の児童・生徒もいましたし、在校生においても、例

えば６年生を送る会というようなものも、ほとんどの学校が残念ながらできなかったというふうに

聞いています。その突然シャットアウトされた児童・生徒の気持ちを思うと、ある意味私もいたた

まれないところがありました。 

 ただ、今の答弁を聞きますと、致し方ないのかなあというふうにも思わせていただくところであ

ります。こちらが正しかったか正しくなかったかというのは、これは後になってこないと分からな

いところもあるかと思います。そういうところを含めて、今後検証が必要なのではないかなあとい

うふうに思っているところです。 

続いて、休業対応において、学童保育あるいは保育の運営状況についてです。 

 こちらは、特に学童保育においては急な要請に応えてということで、小・中学校で介助員をして

みえる方にご協力を得ながら、急遽３月２日から開設をお願いするということに至ったというふう

に聞いています。 

その中で、ほとんどの学童保育が開設できたということを聞かせていただいて、そのことに関し

ましては、非常にこの場をお借りして感謝を申し上げたいと思いますし、やはりその場で立ち会っ

ていただいたといいますか、責任を感じてやっていただいたということは非常にありがたいなあと

いうふうに思っています。 

 その中で、１つ質問なんですが、昨日の答弁で、学童保育の保育ニーズは把握していると、家庭

と学校とで連絡を取って把握しているということでございました。昨日から、長期休暇子どもの居

場所づくりということで、春休みから受入れ予定だったところを前倒しして昨日から開設したとい

うことがありました。こちらの対応される人員はどうやって確保したのかということをお聞かせく

ださい。 

○議長（小坂直親君）

伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 学童保育の開所、特に長期休暇の子どもの居場所づくり、春休みの部分を前倒ししてというとこ

ろでしたので、それに特化してお答えさせていただきますと、そもそも３月２６日からの春休みの

長期休暇の利用は申込みも締め切っておりまして、３月の部分では２０人、４月の部分を合わせて

２９人ほどの利用依頼を頂いておりました。３月の部分を前倒しするということで、それぞれのご

家庭に直接連絡をさせていただきまして、利用の意向を聞かせていただいたところでございます。 

 開所の体制としましては、６日から開けられるかなあと思っていたんですけれども、各ご家庭を

確認させていただきましたら、９日から利用が、これは当初３名が結果２名になったと聞いている

んですけれども、そのような形で利用いただき、また１６日からもともとの場所で、青少年研修セ

ンターの２階で開所できるんですけれども、それについては十数名の利用があるというふうに把握

しております。 
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 もう一つ、職員の手当というところでございますが、放課後児童クラブを午前から開所するため

には、支援員の確保が重要かつ不可欠なものとなります。今回、運営時間を拡大するに当たり、

小・中学校の介助員、学習生活相談員、給食調理員と学校職員の協力要請を行い、開所が可能とな

るよう、必要な人員について応援派遣の調整をさせていただいたところでございます。 

 現在のところ、放課後児童クラブ６か所、１２名の学校職員に応援していただいているところで

ございます。 

春休みの長期休暇は、先ほどお話ししたとおり前倒しさせていただいております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 そのようなことで、答弁いただいたとおり、やはりオール亀山ということで、対応できるところ

をみんなバックアップしながら対応いただいたということで理解させていただきました。 

 その中で、学童保育のほうを聞かせていただきたいんですが、私はこの２日の対応、すごく気に

なりましたんで、一部の学童保育について、ご迷惑がかからないように気をつけながら少し様子を

見させていただきました。その中で、やはりグラウンドを使って活動するとか、そういう時間を利

用するとか、非常に工夫されておりました。利用者の方も十数人という形で、非常に少ない人数で、

一部の方は祖父母の方に預かっていただくとか、いろんな形で、極端に多くなるようなことを避け

るように、利用者の方もご自身で考えていただいて対応いただいたということで、密集を少しでも

防ぐといいますか、そこが皆さん自己防衛しながら対応いただいたということも聞かせてもらいま

した。 

 換気とか、非常になかなか神経質になるところがあるかと思いますが、例えば、提案なんですけ

れども、各学校には養護の先生がおられます。私どもでは保健の先生とよく言いましたけれども、

その養護の先生が、やはり学童保育からも近い場所におられますし、例えば感染症対策の環境をチ

ェックするとか、そういう意味で定期的に巡回していただいて声かけいただくとか、そういうこと

をすれば、生徒も安心しますし、指導員の方も非常に安心するかと思うんですね。そういうような

ことは、私、今からでも対応できるんじゃないかなあというふうに思うんですが、そのような考え

はどうお考えなのか、お聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 今ご提案いただいた養護の先生のことでございますが、現在も担任が家庭と連絡を取り合い、毎

週１回、家庭訪問をしている学校もあれば、規模によるんですが、子供たち、または家庭と接触を

持つような動きは継続的に行わせていただいております。そこで養護の先生も個別の相談に応じた

りというようなこともさせていただいている中で、学童保育に顔を出して気づいたことをアドバイ

スするとか、そういったことは可能だと思いますので、前向きに検討させていただきたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 
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○３番（森 英之君登壇）

ぜひ前向きに検討いただきたいというふうに思います。 

 今も学校の教職員の方、先生などの方が各児童・生徒と連絡を取り合っているということを聞き

ました。やはり家庭学習が中心になる中で、どうしているのということを声かけする意味で、担任

の先生じゃないけれども、電話するから様子を聞かせてねということを早い段階で連絡があったと

いうようなことも、これは中学校ですけれども、聞いております。 

私は、ある意味安心感も得られますし、家庭学習を先生がまたチェックされているんだなという

緊張感も保てるということで、私非常に大事なことかなあというふうに思いますので、そちらも定

期的に各学校の先生から各家庭に声かけいただくとかということも継続していただきたいなあとい

うふうに思います。 

続いて、医療センターの体制についてであります。 

 医療センターの看護師の方、多くが認可外保育のばんびのほうにお子さんを預けているというこ

とを聞いております。その中で、特に看護師の方、その辺の対応は今回問題はなかったのかという

ことをお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

古田地域医療部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇）

 ばんびの中で、医療センターの定員を５名頂いております。ただ、今現在は５名満員ではなくて、

ごめんなさい、詳しい数字を持ってきていませんので、３名から４名の、今は全て看護師が預かっ

ていただいております。 

 ただ、それは定期的に預けている方で、例えば土曜日だけとか、日曜日だけとか、急に勤務にな

ったりする場合には一時的に預かっていただいている看護師も見えます。そういう形で対応は十分

取れています。 

 今回のコロナウイルスにつきましては、ほとんどの看護師が、ご自分は子供さんを保育所に預け

てみえる方がほとんどでしたので、大きな障害もなく、皆さん勤務を頂いておるところでございま

す。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

看護師の方につきましては、特に問題はないということでございました。 

 医師のほう、先生のほうの対応も特に問題はないということでご理解させてもらってよかったで

しょうか。 

○議長（小坂直親君）

古田部長。 

○地域医療部長（古田秀樹君登壇）

 医療センターの医師の中で、１名、女性のお医者様がお見えになりますけれども、その方は子供

さんが実は４名お見えになって、ただ、ご自分の子供さんを学童保育所にも預けてみえないという

ことで、どうしてもお困りになって、３日ほど病院のほうにお連れいただいて、病院の医師等の宿
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直室のほうで朝からちょっと子供さんだけでおっていただいたりということはございました。 

今はそのお医者様のご両親の方に預かっていただいておるとお聞きしております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

ありがとうございます。 

 そのようなことで、医療センターのほうも今回の緊急の対処を受けて、対応可能なところで対応

していただいているということで、お聞かせいただきました。 

少し質問の視点を変えまして、放課後児童クラブ、ここの指導員の方、特に今回の時間延長を受

けて長時間労働になるというのが懸念されるところであります。それを受けて、扶養の控除の範囲

で勤めておられる方がその時間を超えてしまうということを避けるがために、例えば月を経るごと

に勤務時間を減らすというような意向が働いて、人員不足に陥るということが、今の段階からこれ

を懸念しておかなくちゃいけないところであります。その辺の対応についてはどう考えるのかとい

うことをお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 今後、放課後児童クラブを継続していくに当たってということで、本当に毎日ご苦労いただいて

いるのは重々承知で、人員不足に対しましては、随時また担当のほうにお申し出いただいたら、学

校が休業である間、先生たちに助けていただく、介助員さん等に助けていただくこともまだ可能で

すので、そのあたりで、人的なことについてはそんなことを考えているところです。扶養の部分に

ついては、そういうことも含めてご相談いただいて、協議をさせていただくことになろうかと思い

ます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 今の答弁でいいますと、その学童指導員の方が、扶養の範囲を超えてしまう可能性があるので勤

務を抑えたいですと言ったときには、柔軟に介助員の方も入れるという理解でよろしいですか。も

う一度、お答えください。 

○議長（小坂直親君）

伊藤次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 入るほうの人に扶養の関係が生じるという意味ではないです。介助員さん等で対応できると考え

ています。随時入っていただくことは可能です。 

○議長（小坂直親君）

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

議員お尋ねの扶養の範囲内でということでございますけれども、現状、１０５万ですか、といっ
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たルールがあることは承知しておるわけでございます。 

ただ、扶養の範囲も一定のルールがございますので、現在の状況では、この新型インフルエンザ

等の法律も今度変わってくるような動きの中で、新たな展開の中で情報収集を行いつつ、そういっ

たトータル的な意思判断も、国・県の情報を得つつ、考えてまいろうと思っておりますので、現在

のところ、その扶養のところで即座に答えられるようなものではございませんので、今後も情報収

集を行う中で、議会等にも説明をさせていただきたく考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 これは全国で同じようなことが起きることが想定されておりますので、今、部長に答弁を頂いた

とおり、これは何らかの国の動きがあるやもしれません。ですので、そこはご答弁いただいたとお

り、そのときには敏感にアンテナを張って、動いていただきたいというふうに思います。また、そ

れは明確になれば議会にも説明いただきたいというふうに思います。 

その中で、少し昨日も出たかもしれませんが、市の職員、あるいは教職員の方、公務員の方です

ね、そのお子さんがどうしても家庭におる中で、勤務できないという中の、そういった対応はどう

考えているのか、既に行われていることを含めてお答えください。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 教職員の家族の方で、自分のお子さんが見えるというような場合については、特別休暇であった

り、有給休暇の付与が認められるようになりました。あわせて、自分であったり家族の方に新型コ

ロナの疑いがある場合についても、休暇の付与が与えられるような制度の改正が行われておりま

す。それに従いまして、適正に運用してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

市職員の、正規職員と非正規職員の対応についてご説明を申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う職員の休暇の取扱いにつきましては、令和２年３月４

日付で通知を出させていただいております。その通知の内容といたしましては、次の理由により休

暇を取得する場合は、職員には特別休暇を付与するというふうになっております。この特別休暇

は、給与が支払われる有給休暇でございます。 

次の理由ということにつきましては２点ございまして、１点は、新型コロナウイルス感染症対策

に伴い、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を

行う職員が当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合が１点でございま

す。２点目といたしまして、職員またはその親族に発熱等の症状が見られ、国の新型コロナウイル

ス感染症対策の基本方針等を踏まえ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合。 

この２点が特別休暇に該当するものでございます。 



－１１８－ 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

そのような特別休暇という形で、どうしても勤務ができない方たちに関しましては、いわゆる有

給とは別で、休暇を取得が可能というふうにしているということでございました。ありがとうござ

います。 

もう一点、例えば給食調理員の方は、誠に残念ながら、これが学校休業と同時に働くことができ

ないということに陥ったわけでございます。その中で、その方々の対応ということは、これはもう

急務だと思っておりました。その中で、総務省のほうから３月５日付で例示を示しながら、何らか

の職務に就かせるよう指示が出たということは、私認識するところであります。 

そこでお尋ねします。亀山市としてはどう対応しているのか、するのかということをお聞かせく

ださい。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

特に市費の非常勤さん、給食調理員さん、介助員さんのことが該当してくるかと思いますが、基

本的には、学校長が業務上必要と認めた場合は、休業になっておっても学校業務のため出勤扱いと

しております。ちょっと前に答弁ございましたが、一部、十数名の者が給食調理員であったり、介

助員の者が放課後児童クラブの応援というような形で、兼務の体制も取っておるというようなこと

でございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

そのような形で、可能な限り手を尽くしていただいて対応しているということでお聞かせを頂き

ました。今回、初めてのことですので、皆さんも戸惑いながら、しかしながら市民の方も多くの方

が戸惑っている中で、少しでも明確な対応をしていただくと安心するということでございますの

で、引き続き対応をお願いしたいというふうに思います。 

こちらは、今回の休業を受けて、もう一つあったのが、家庭学習の一つとして、教科書の選定会

社のほうから無料のネット接続による学習ツールの配信ということがありました。こちらに関しま

しては非常にありがたい対応といいますか、よい対応じゃないかなというふうに思わせていただき

ました。 

ただし、なかなか家庭環境においてはインターネットの環境がないご家庭もあるかと思います。

そちらも含めて、各家庭、きちっと連携いただいて、適切な対応をしていただきたいというふうに

思います。 

また、その学習ツールの送付の作業として、例えば各家庭にプリントを送付するとか、そういう

ことも可能かと思いますが、ただ、このような事態の中で、その送付するにも、例えば学校での予

算の中で、切手代とかそういうものもあると思います。それが足りなくなるようなことも懸念され

ているのではないかなあというふうに思います。そのときに、例えば違う科目のものから充当する
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とか、そういう柔軟な対応ができるのか、あるいは私はするべきじゃないかと思うんですが、そう

いうような対応は可能なのか、考えているのか、お聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

今回の臨時休業に伴う自宅学習の部分でございますが、これまでの学習の復習を中心として、プ

リントやドリル、ワークブック等の取組を学年に応じた課題を出して、臨時休業の家庭学習として

課しております。 

また、特別な学習支援を要する場合など、学習面における個別相談にも応じるようにしておりま

して、また各学校では必要に応じて家庭訪問、ホームページ、配信メールを活用して追加の課題の

指示であったり、また最近、これは文部科学省が開設しました臨時休業期間における学習支援コン

テンツのポータルサイトというのが文部科学省のホームページに上がっております。これは学習の

支援方策の一つとして、児童・生徒、保護者が自宅で活用できる教材とか動画を紹介されていまし

て、小学校、中学校、高校、幼児教育、それぞれの学校別に、例えば小学校であれば、国語、社

会、算数、生活、それぞれの教科ごとに様々なサイトが紹介されておりますので、ホームページと

か学校配信メールを通じて、このサイトの紹介等も行っておって、自宅学習の支援に役立てておる

ところでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

一部、私の質問に答弁いただいたところもありますが、いろんなツールを使うということも聞か

せてもらいましたけれども、例えば、学校側の運営に対しては、今回、緊急事態でありますので、

いろんな形で、できないことがあるかと思いますが、柔軟に対応いただきたいというふうに要請を

させていただきたいと思います。 

最後に私からの要望なんですが、今回、歴史上初めてということで、教育長からの答弁がござい

ました。そのような事態でありますので、今回の対応については、しかるべき時期にやはり検証が

必要かと思います。総括・検証が必要かと思いますので、それはきちっといろんな分野のところか

ら、関連した分野からまとめていただいて、しかるべき時期にお示しいただきたいというふうに思

います。また、議会でその内容については議論を当然しなくちゃいけないと思いますので、そこを

要請させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

新型コロナウイルス対応については、時間を取らせていただきましたので、以上とさせていただ

きます。 

続いて、行政経営の重点方針についてということでございます。 

こちらは昨日の議員から質問のほうでもありました、知新の年とした理由についてということな

んですが、その理由ということは昨日に聞かせていただきました。 

その中で、３つの行政経営の重点方針ということも併せて示されていると思います。環境・文化

施策の推進と亀山版ＳＤＧｓの確立、第３次行財政改革大綱前期実施計画の着実な推進、それから

組織・機構の活性化と働き方改革の実現ということでございました。 
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こちらは、特に組織・機構の活性化と働き方改革の実現というところにつきましては、１２月の

定例会で一般質問させていただいたところでございます。また、ＳＤＧｓの確立というところにつ

きましては、昨日市長からの答弁がございました。第３次行財政改革大綱前期実施計画の着実な推

進のところにつきましては、後ほどの質問のところで質問させていただきたいというふうに思いま

すので、こちらにつきましては特に答弁は求めません。 

次の質問に移らせていただきます。 

次に、続いて第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画についてでございます。 

基本目標としまして、幼児教育・保育環境が満たされるまちということの項目の中に、幼児教育

・保育に関する受入れ機能の強化というところがございます。今、１０月の幼保無償化によって、

保育児童の増加、あるいは保育ニーズが高まっております。その中で、保育士の負担もやはり増大

をしている状況でございます。 

その中で、就学前教育、保育現場の人材不足というところの中では、教職員の負担も増加傾向に

あることから、施設運営の最重要資源である人材の安定的な確保が大きな課題となっていますとい

うふうに明記をされております。この施策の方向性というところの中では、保育士等の専門職の正

規化の推進による保育体制の確保ということが、こちらも明記をされております。 

こちらにつきまして、どのような段階を踏んで、いつ頃までにそういったものを達成していくの

か、そこをお答えいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

保育士等の正規化に関わりましてですが、現在パブリックコメントを実施しております第２期亀

山市子ども・子育て支援事業計画（案）においても、その考え方をお示ししておりまして、定員適

正化計画との整合を図りつつ、公立施設の保育士等の専門職について、計画的な正規化の水準を図

るものとしております。 

その時期等々の方向は示しているわけですけれども、担当課と考えておりますのは、望ましい配

置割合としまして、まずは保育士の中心となるべきクラス担任について、正規職員であることが望

ましいのではないかというようには考えているところではございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

望ましいということを書かれている、それだけではいけないと思うんですね。これは期限を決め

て、やはりそこを推進していくと、確実に達成していくというようなことをぜひお願いしたいとい

うふうに思っています。こちらは定員適正化計画とも絡んでいるということは重々承知しておりま

すが、そこをあえて踏み込んで対応していく必要があるというふうに思ってございますので、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

続いて、行政経営についてでございます。 

第４次亀山市定員適正化計画についてでございます。こちらが先日計画が示されたところでござ

います。第３次計画との違いについてということで、お答えいただけますでしょうか。 



－１２１－ 

○議長（小坂直親君）

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

定員適正化計画につきましては、医療職及び消防職を除いた職員数を定めるものでありまして、

第３次定員適正化計画におきましては、平成２７年４月１日の職員数４２４人を維持し、行財政改

革の推進や非常勤職員の活用などにより、適正な定員管理に努めているところでございます。 

本年２月に策定をいたしました第４次定員適正化計画では、働き方改革への対応やＩＣＴの利活

用など、定員管理に関わる様々な課題を整理した上で、現在の職員定数を検討いたしております。 

結果、基本的な考え方として、ＩＣＴの利活用などにより、業務の効率化に取り組みながらも、

真に正規職員が必要な場合にあっては、正規職員が配置できる体制を確立することといたしまし

た。このことから、職員定数は維持しながら、実際に業務に従事しない育児休業者を定数から除く

こととしたことが第３次計画と第４次計画の大きな違いということでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

答弁ありがとうございました。 

その中で、やはりこれから適正化を図っていく中で、もう一つ、今後の４月から大きく変わると

ころが、この会計年度任用職員の制度が始まるということでございます。改めて、この働き方改革

法案の一つで、同一労働同一賃金の考え方から、この正規職員の方と会計年度任用職員の方のすみ

分けが非常に必要になってくるところでございます。 

こちらにつきまして、これは過去も何度か質問されているところでございますが、改めて、そこ

の基本的な線引きはどこにあるのかということを明確にご答弁いただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

今回、第４次定員適正化計画の方針の中で、育児休業者を職員数から除くこととして、大きな方

針として、真に正規職員が必要な場合には正規職員を配置するという、こうした考え方を掲げてお

ります。したがいまして、会計年度任用職員と正規職員のすみ分けといたしましては、正規職員が

真に必要な場合については正規職員を充てるという、この大前提の下に職員配置を行ってまいりた

いと、このように考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

そのような考え方から、本当に真に必要なところに関しては正規職員を充てていただくというこ

とを基本に、きっちり対応いただきたいというふうに思います。 

その中で、こちらの定員適正化計画のほうにも記載がございましたが、やはり優秀な人材の確保

ということは必要です。これも前回訴えさせていただきましたが、今年も８月に就職説明会、ある

いはその試験というようなことがあると思います。やはり優秀な人材を確保していくということを



－１２２－ 

全面的に亀山市としても取り組んでいく必要があると思います。ホームページであったり、いろん

なツールを使うということで、私も改めて提案をさせていただいたところでありますが、８月もあ

っという間に来てしまいますので、もう今から手を打っていただきたいということで、改めて要望

させていただきたいというふうに思います。 

続いて、第３次亀山市行財政改革大綱前期実施計画についてでございます。 

行政システムの改革についてということなんですが、ＡＩ・ＲＰＡの導入の具体的業務とその効

果についてということでお聞かせいただきたいと思います。 

まだまだ予算額を見ますと少額でありますので、私は限定的なものじゃないかなと、来年度のこ

このＲＰＡの導入に関しては限定的なものになるのではないかなあというふうに思ってございます

が、どのようなものにまず手をつけるのかお教えください。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

第３次行財政改革におきましては、ＡＩ・ＲＰＡを導入するという方針を掲げさせていただいた

ところでございます。そのような中、令和２年度には、まずＲＰＡを導入してまいりたいというふ

うに考えております。 

導入対象となる業務でございますが、税、住民記録を取り扱います総合住民情報システムの定型

的な入力作業の中から、一部の課税業務など導入効果の高い業務を選定して、導入を進める予定で

ございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

恐らくまだ職員の方も少ししっくり来ていないというようなところもあるかと思いますので、ま

ず導入していくところに関しまして、その目的、そこの導入に至る方法も含めて、きっちり話をし

ていただいて、きちっと認識をしていただいた上でこれから進めていっていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

また、このＲＰＡというのは、私は非常に有効になってくると思いますが、そのＲＰＡを市民サ

ービスに利活用できるように、そこを視点に取り組んでいただきたいというふうに思っていますの

で、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

続いての質問に移らせていただきます。 

財政運営の強化のための企業立地推進についてでございます。 

この中で、亀山市財政強化については企業立地推進ということが書かれてございます。その中

で、現在の亀山・関テクノヒルズの誘致状況、それから今後さらなる企業立地推進策は何か考えは

あるのかということをお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

亀山・関テクノヒルズにおきましては、新たに分譲された１０区画につきましては、５社８区画
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の進出が決定しておりまして、現在、早期創業に向けた支援を行っております。あわせて残り２区

画の誘致活動を行っているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

亀山・関テクノヒルズの誘致というところで、今、残り２区画ということでございました。 

その中で、さらに今後、企業立地を進めていく必要があるのではないかというふうに思います。

その予定といいますか、亀山市としてのもくろみというのがあるのかどうか、今はまだないという

ことであればないということで結構ですが、それがあるのかないのかだけ、明確にお答えくださ

い。 

○議長（小坂直親君）

大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

亀山・関テクノヒルズの状況につきましては、先ほど総合政策部次長からご答弁をさせていただ

きましたけれども、まずはその目的を達成するということで、今回、行財政改革の前期実施計画に

も掲げておりますけれども、それに向かって努力してまいりたいと考えておるところでございま

す。 

現時点では、テクノヒルズを優先して誘致をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

今のところは、今後さらなる企業立地推進策はないということで理解をさせていただきました。 

今後の財政運営の強化というところでは、やはり次の展開が必要ではないかというふうに思って

いますので、まず亀山・関テクノヒルズ、そこを全て誘致することが当然必要でございます。その

後のことをこれからもう考える時期に来ているんじゃないかというふうに思っていますので、よろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

続いての質問に移らせていただきます。 

教育行政について。こちらは、情報教育推進事業ということで、こちらに関しましては、私とし

ましても国会のほうで補正予算を組んで、今後の情報教育の推進の中で、１人１台端末を導入して

いくというふうなことの中で補正を組まれたということで理解をしているところでございます。こ

ちらに関しましては、令和５年度までに１人１台端末導入ということが文科省でも言われておりま

す。その中の一連の動きということを認識しております。 

この情報教育推進事業についての考え方をお聞かせいただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

Society5.0という新たな時代を担う人材の育成と、一人一人に応じた個別最適化学習にふさわし

い環境を速やかに整備する必要があるとして、令和元年１２月に、国よりＧＩＧＡスクール構想の
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実現が発表されました。具体的には、全ての小・中学校において高速・大容量のネットワーク環

境、校内ＬＡＮを整備するとともに、令和５年度までに全国一律に全学年の児童・生徒一人一人が

それぞれの端末を持ち、十分に活用できる環境を実現させるというものでございます。 

なお、校内ネットワーク整備と端末整備については、国からの補助を活用することができるとい

ったものが、このＧＩＧＡスクール構想の概要でございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

ネットワークのまず構築ということでございました。各学校でネットワークを構築することによ

って、例えば、各学校は指定避難所になっております。もし災害があったときに、指定避難所とい

うことで避難をされた場合に、そのネットワークが私は活用できるというふうに思っています。そ

のような観点からも、学校教育だけに限らず、それが防災といいますか、そういうことが起きたと

きに使えるようなものを導入しないと、せっかくのものが使えなくなるといいますか、利活用でき

なくなりますので、そこを十分踏まえて今後進めていただきたいということを要望させていただき

たいと思います。 

続いて、給食費の公会計化についてでございます。 

学校で給食費の集金等、こちらを公会計化することによって学校の負担が減るというようなメリ

ットがあるかというふうに思っています。ただし、この公会計化によって、例えば滞納が増加しな

いのか、そういうような懸念点もございます。そのようなことに関してはどのように思っているの

か、お聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

公会計化導入に伴う課題でございますが、今議員が申されました給食費の滞納、学校独自メニュ

ーの実施などがございます。 

まず、給食費の滞納でございますが、徴収業務は今までの学校の徴収から市の業務となります

が、例えば納入通知書を学校を通じて送付するなど、学校との協力体制も構築しつつ、適切に収納

ができるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

また、次に学校独自のメニューの実施でございますが、これまで児童のリクエスト給食やバイキ

ング給食として、学校独自の献立による給食を実施しておりますが、食材の購入が学校発注から市

の発注となることで、学校や食材納入業者との調整も必要になろうかと考えております。 

 これらのことから、教育委員会事務局の事務量が増加はいたしますが、効率的に業務ができるよ

う公会計化の制度設計を行うとともに、学校との協力体制も構築しながら、公会計化の準備を進め

てまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

公会計化、例えば教育委員会の事務が膨大にならないようにということ、そこが負担にならない
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ようにということで答弁いただきました。私もそこを非常に懸念しているところでございます。 

例えば、これを令和３年からいきなり全学校で導入するではなくて、例えば白川小学校とか小規

模なところから、少し前段階から試行導入するとか、そういうような形で対応していけばスムーズ

にいくのではないかなあというふうに思います。そういうようなことも考えて対応していただけれ

ばなあというふうに思っています。 

あとの質問、残り時間がなくなりました。 

今日は特に新型コロナウイルスの対応について時間を割かせていただきましたので、以上とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

３番 森 英之議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１０時５５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時０７分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

勇政の櫻井でございます。 

代表質問をさせていただきたいと思います。 

まず初めに、明日、３月１１日は東日本大震災が発生し、政府による慰霊祭もこのコロナウイル

スの関係で中止になったと。被災された方、皆様方に哀悼の意を述べて、質問させていただきたい

と思います。 

 今回の３月の定例会、令和２年度の施策及び予算編成についてということで上げさせていただき

まして、その他に駅前再開発のことについて、それからコロナウイルス、合併特例債について、各

資料を各議員にお渡しさせていただきましたけれども、昨日の新型肺炎についての各議員の質問、

理事者側の答弁について非常に気になったことがありますので、併せて聞きたいと思います。 

 まず私が最初に残念に思ったのは、市長の予算編成方針、開会当日に差し替えが行われて、コロ

ナのことを２行ばかり述べられました。また、教育委員会の教育行政一般方針については、コロナ

のコの字もない。だから、私はこのことについて、本当に亀山市はこの世界中に蔓延しておるコロ

ナ関連のことについて、危機感がないのかという憤りを持っております。今日の時点で世界１００

か国以上、国内でも４２都道府県で感染者が発生しております。その中で、今から申し上げるいろ

んな各質問について市当局の的確な答弁をお願いしまして、質問に入りたいと思っております。 

 冒頭に、新年度一般会計予算、前年比８.１％増となっております。２１７億９,０００万円、過

去最大の大きな予算となっております。一般会計においては８.１％、特別会計においては５.１％、

企業会計については０.５％の増となっておると。全体で６.何％ですけれども、市長にお伺いした

い。この前年度の予算は、私の手元にある資料によりますと、２０１億５,７００万円となってお

ると。今回、２１７億９,０００万の予算を上げたと。かなりの増額になっておるですけれども、
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主な要因を各議員の質問に答えられました。その中で、確かに井田川小学校の増築、それから広域

消防によるはしご車の購入。これが、大体金額としまして４億弱というような形になっております

けれども、その他全て大きな目玉として、１０億何がしかの駅前再開発についての予算が組まれて

おります。 

 そのことについて、市長はこのことについていろいろ述べられましたけれども、この増額予算の

根拠は、駅前開発ありきの予算であると私は思っておりますけれども、そのような認識は市長が持

ってみえるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問に対する答弁を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 令和２年度の当初予算につきまして、駅前開発ありきの予算ではないかというご質問でございま

すが、令和２年度、昨日も申し上げてまいりましたけれども、亀山市総合計画、これの各施策を具

現化する積極的な展開をする予算、さらには新たな時代、将来を見据えて、しっかりそれに備えて

いくための予算、そういうことで予算編成をさせていただいたものでございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 亀山市の将来を見据えた予算編成を行ったという意味ですけれども、私どもは合併以後、この議

会に出させていただいております。議員各位はお手元にあると思うんですけれども、駅前周辺整備

事業に今まで幾らの合併特例債をトータルで投入されたか、それを教えてください。 

○議長（小坂直親君）

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

合併特例債の活用ということで、私のほうからご答弁させていただきます。 

 亀山駅周辺整備事業につきましては、令和元年度までの発行額につきましては３億６,４２０万

円でありまして、令和２年、３年は１億５,９２０万円でございまして、これを合計いたしまして

総額５億２,３４０万円を充当する予定でございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 ５億２,３４０万円のうちに、もう一つ、図書館整備にも合併特例債を活用していますな。それ

を合わせたら幾らになるのかな。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 図書館整備事業の合併特例債の充当額は、８億７,１００万円でございますので、合わせると１

３億９,０００万円となる見込みでございます。 
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○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 ということで、駅前関係の重点的な予算で、このたびの予算、駅前の周辺整備、図書館を合わせ

て、この令和２年度のトータルは幾らですかな。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 令和２年度、合併特例債の発行見込額でございますが、亀山駅周辺整備事業で１億４,９７０万、

図書館整備事業で２億６,６００万、合計４億１,５７０万の予定でございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 本年度の予算は４億と。過去から遡ったら、１３億以上のお金が特例債に活用されておるんです

よ。それで、まだこの繰越し等もあって、執行未済額、それは一体どれだけですか、トータルで、

平成３０年から。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 現在、通常事業分として発行可能額は９６億１,９７０万円でございまして、令和元年度までの

発行額が８５億８,９５０万円、これは亀山駅と図書館を含めての令和元年度の予算も含めており

ますが、これを差引きいたしますと、令和２年度以降の発行見込額といたしましては、１０億３,

０２０万円がございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 そうすると、前年度が２０５億、今年度が２１７億、それで本年度の駅前図書館関係で４億５,

０００万。そうすると、その２１７億から２０５億を引いたら１２億。その１２億の分析、増額の

分析、それをどういうふうに見てみえるのかな。増額分、どういうふうな理由ですか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 まず令和２年度は、ご指摘のとおり２１７億９,０００万でございまして、令和元年度の当初予

算につきましては２０１億５,７００万ということでございますので、差引きいたしますと、１６

億３,３００万の増で、８.１％の増減率ということでございます。 

 その中で、主な増加の要因といたしましては、やはり議員申されました亀山駅の周辺整備事業の

ところで４億９,６００万、あと扶助費等の障がい者の自立支援費で８,０００万でありますとか、

あと幼保の無償化等でも６,７００万、あと図書館の事業、はしご車の部分で９,５８０万、井田川
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小学校で２億、こういったものが大きな増の要因となっております。 

 また、あと総務費の中で、今年度は退職者も例年より多い状況でございまして、この退職手当の

増というのも一つ大きな要因になっているものと認識をしております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 いろいろお聞かせ願いましたけれども、そういうような予算組立ての中で、新型コロナウイルス

肺炎、昨年の１２月以降にこれが中国で発生をしました。ちょっと調べましたら、このコロナウイ

ルスは７種類あると。７種類のうちに、風邪に関するものが４種類。２００２年に発生した重症急

性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）が２００２年です。２０１２年に中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）が発

生したと。その中で、いろんな世界的にあった中で、この令和２年度の予算に、コロナ対策に対す

る当市の当初予算になぜそれを盛り込まれなかったのか。当然予算編成の段階で、このコロナウイ

ルスの危険性はそんなに重要視してみえなかったか分かりませんけれども、やはり何らかの処置を

するための予算、科目があってもしかるべきであったと私は思うんですけれども、そういうような

危機感はなかったのかどうか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

現在、本市における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、マスクや消毒液の確保など、

既決の予算で対応ができている状況にございます。しかしながら、議員ご指摘のように、急速な感

染拡大が起きた場合には、こういったものでは対応できない状況でございますので、そういった場

合には補正予算ということになりますが、補正予算でも対応できない場合には、予備費の充用等も

議会とご相談の上、適宜対応させていただきたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 予備費の充用額は、大体、ちょっと予算書を持ってこんもんで、４,０００万ぐらいですわ。や

はりこれだけいろんな形の中で、本来なら、この３月定例会の開会中に令和元年の第５号補正がや

られています。補正第６号として、緊急上程として、ある程度の予算確保をして、そして議会に提

案すると。この令和２年の本予算にはそれを上げていないもんで、緊急補正をかけたために、令和

元年度の緊急補正をするという考えはなかったのかどうか。 

 これは、確かに予備費、備蓄費を流用して何とかなるやろうというんですけれども、やはり政府

も昨日給食費の全額補填、それから正規・非正規の従業員の方の休んだときの休業補償、それから

検査費用の無償検査等々で５,０００億の予算を組んでみえる。そういう中で、この令和２年度の

当初予算にそれが組まなかった場合には、そういうような緊急対応用の補正を提案していかなあか

んと思っておるんですけれども、そういうようなお考えはあるのかないのか、ちょっとお聞かせ願

いたい。 

○議長（小坂直親君）
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山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 議員おっしゃられるように、まず予備費につきましては、当初予算で４,０００万円を計上させ

ていただいております。それと、これも議員からご指摘がございましたが、今政府におきましては

様々な支出でありますとか、市に対しては緊急の助成金、こういった歳入歳出において非常に流動

的な要素がございます。また先ほどもご答弁申し上げましたが、現在のところは既決の予算の中で

対応できておるという状況の中で、緊急的な補正予算という対応はさせていただいてはおりません

が、繰り返しにはなりますが、急速な感染拡大が起きるという可能性も十分考えられますので、そ

の際にはまず予備費等を充用させていただきながら、議会とご相談の上、適宜対応してまいりたい

と考えております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 予備費充当、その予備費というのは、この議案が成立した後の予備費充用と思うんですけれども、

その該当する科目、それについてはある程度想定してはもうしてみえると思うけれども、ちなみに

どういうような科目か。政府から交付金というんですか、そういう中で充当する予備費を、どうい

うような科目を考えてみえるのか、お聞かせ願いたい。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 まず予備費の充用の中で、歳出において中心となる科目としては、やはり民生費になろうかとい

うふうに思っております。これにつきましては、健康福祉部が中心となってコロナ対策を対応させ

ていただいておりますので、民生費の中で歳出は組んでいくものというふうに考えております。 

 それと、あと労働者の助成とか、そういったものの歳入の面では、例えば商工費でありますとか、

そういった受入れの部分ではそういったところも考えられますし、全体的な職員に対する助成とい

うことになれば、総務費といった選択もございますが、適宜科目につきましては鋭意検討させてい

ただいて、適正な科目を上げさせていただきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 その予算、だぶらせておるんですけれども、やはりこの対策で政府の方針が、私から見たらかな

り遅いのではないかという認識を持っています。本当にクルーズ船の対応、それから感染者、日本

人が９６３人だったか、その人らの陽性反応が出ておって、自宅待機、帰したと思うんですが、日

本政府の対応、私はもう少し慎重にやればよかったなと思うておるんですけれども、やっぱり予備

費が足らんだ場合にはまたやるというんですけれども、直近の今学童が開設してもろうておるんで

す。これは３月で年度末決算がやります、報告を。その対応を早急にどのように考えてみえるのか。

ちょっと私もいろいろお話を聞いて、自宅待機をした場合に入所費の費用を返すか返さんか、それ

に苦慮してみえると。運営は、朝の早うからやっておると。会議をやっておると。それで、子供た



－１３０－ 

ちが退去した後に消毒もやってみえると。やっぱり労働する時間も長くなるし、過剰労働になると

いうような苦慮をしてみえるというようなこともいろいろ話を聞かせてもらいました。 

 当然、何はともあれ、人が動く、物が動く、常にやっぱりお金なんですよ。そのお金の手当がで

きるのが行政しかないと思うんです。それも十分加味して、今言われた科目、福祉、総務、全てそ

れを網羅できるのかどうか、いかがですかな。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 議員ご指摘のとおり、政府といたしましては様々な緊急の支援策を打ち出しておりまして、今私

が申し上げた中でも、多分それ以外のところでも、たくさんの今回の補正の中で、また新年度予算

の中で、新たな方策も導き出されてくるものというふうに考えております。 

 本市といたしましては、今申し上げた科目以外でも適切な科目があれば、それに該当させながら、

少しでも国や県等の支援を漏れなく受け入れるような形で、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 いろいろ申し上げましたけれども、やはり今年度２１７億の予算をこうやって組んできた中で、

コロナ対策について、予備費充当とか、それは今後の動向を見ていくというんですけれども、直近

の課題の整理をきちっとして、速やかに現場の声を聞いて、それで速やかに対応するということを

申し上げておきたいと思います。 

 それで、ちょっと聞きますけれども、亀山市の緊急時におけるいろんな備蓄品というのがあると

思うんですけれども、そこら辺の配付状況、手当の状況、補充状況等々の、やっぱりそれは当然金

を伴いますので、それも当然予備費を使ってやっていくと思うんですけれども、それはいかがです

かな。 

○議長（小坂直親君）

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 今回の新型コロナウイルスに関します備蓄品の物の考え方として、一つには整理してございます

のは、消毒液であったり、またマスクの関係であったり等々がございます。先ほど山本部長も述べ

られましたように、今後の展開の中で必要な備品が出てくるやも分かりませんけれども、そういっ

たものを適切に判断しつつ、予算に反映し、また議会にお示しできればなと考えております。 

 一例を申し上げますと、アルコールの消毒液でございますけれども、一般用とか医療用がござい

まして、それぞれを管理し始めてございます。特に来庁者、議会の３階にもかなり置かせていただ

いておりますが、それぞれの感染防止も含めて配付をさせていただく中、市内においてもイベント

において持ち出し用のを作るなど、それぞれの対応で最大の効果を得られるような形で現在進めて

いるところでございます。 

○議長（小坂直親君）
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櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 もう一つ細かいことですけれども、やはり備蓄品があれば、速やかに各関係機関はもちろんのこ

と、学童の皆さん方にもそうですけれども、その配付を速やかにしていただきたい。 

 ちょっと聞きたいのがあるんですけれども、市内２１施設学童がございます。その中で、仮に１

か所で発症した場合、どのような手当をするか。もう既に２回会議を開いてみえるもんで、その議

題も上げて、その対応策を立てられておると思うんですけれども、それはいかがですかな。ありま

すのかな。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員ご指摘のように、市内でいかなるペースで発生するということも非常に危惧されるところで

ございます。健康福祉部といたしましては、いろんな情報を得つつ、現在事務を行わせていただい

ているわけでございますけれども、特にそういった発生が出ますことになりますれば、鈴鹿保健所

等との連絡体制を密にする中で、内部的にもそういったものの役割分担の中で考えていくこととし

てございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 そうすると、鈴鹿保健所と相談して、発症した施設については全て検査等々も行政できちっとや

っていくということでよろしいかな。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員おっしゃいますように、それぞれの役割分担がございます。国の責務、県の責務、私ども市

の責務、それぞれの責務を全うしていく所存でございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 それから、健康福祉部も教育委員会もちょっと聞きたいんですけれども、今回のコロナの新型肺

炎について私、通達文をちょっと見せてもろうたら、卒業式は延期しますよと。何か行事のことに

ついてですけれども、施設の管理者に対する、各家庭の対応についての通知文はきっちり出されて

おりますかな。このように対応してくださいと、このようになったらこうしてくださいと。こうな

ったら、こういうふうにしてくださいというような通知文はしっかり、学童もしかり、各学校の施

設、保護者に対して全てやってありますかな、これ。してあるのか、ないのか。もしあったら、そ

の文書を後から私ども教育民生委員会の委員ですから、その委員会に提出していただきたい。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 
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○教育部長（草川吉次君登壇）

 保護者の皆様に対する臨時休業のお知らせの文書については、各学校から通知をさせていただい

ております。その中には、感染拡大防止のための臨時休業である趣旨に基づいて、人の集まる場所

への外出を避け、基本的に自宅で過ごすこと、自宅においてもせきエチケットや手洗い、お子様の

体調管理に十分留意いただきますようというようなお願いと、それと卒業式、卒園式、修了式等、

式典の縮小のご案内をさせていただいています。それと併せて、一斉臨時休業期間中の過ごし方に

ついてということで、予防対策であったり、家での過ごし方というようなプリントを、児童を通じ

て配付のほうはさせていただいております。 

○議長（小坂直親君）

伊藤健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇）

 保育所におきましても、保護者の皆さんに対して文書を出しております。その内容といたしまし

ては、手洗い、せきエチケットの徹底、人混みの回避など、ご家庭での感染予防に努めていただく

ことと、発熱などの風邪の症状が現れたときは無理をして登園しないこと、ご自宅での保育が可能

な場合は登園を控えていただくことなどの中身で出させていただいております。 

 放課後児童クラブにつきましては、運営者の皆様に出させていただいているんですが、ご家庭で

見ていただける場合は協力を願うということと、それから感染予防に際しまして、一連のせきエチ

ケットとか、手洗い等に含め、広いところを使っていただくということで、学校施設を利用させて

いただく等のことを通知させていただいております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 とにかく市民の皆さん方が不安を抱かんようなことをやっていただきたいと思います。もっとや

りたいけど、またこれは教育民生委員会で議論したいと思いますので。 

２番目は、亀山駅周辺整備事業の現況について。 

 権利者について、繰越明許費について、情報開示についての中ですけれども、特に市長にお伺い

したい。情報開示、市民と議会のやっぱり情報共有というのが必要なんですけれども、私ども特別

委員会に入れていただいておるんですけれども、どうも委員会に対する情報が、組合と決まったこ

との事後報告と。議会に対する情報を開示せいというと、組合からの理事会の承認が得られないか

ら開示できないというような答弁が返ってくるんですけれども、なぜですのかな、市長さん。 

何で組合の理事会の意向を重視して、議会の委員会の、ましてや特別委員会の意向を軽く見ると

いうとおかしいけれども、無視すると。これは、あなたが俗に言うておる開かれた市政、市民一人

一人の幸せな市政に反しておるのと違うんですか。なぜ開示ができないんですか。 

 例えば、先般の何やらＴＳＵＣＨＩＹＡさんがあかんと、鴻池さんになったと。そのときの点数

配分というのも、服部議員もそのことを言われたけれども、なぜやと。一向に議会の委員会にも開

示されなかった。なぜですか。あなたの日頃言うてみえる、なぜできないのか。やっぱり組合が大

事やでですか、理事会が大事なんですか。いかがですかな、市長。 

○議長（小坂直親君）
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櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 多分、今議員ご質問の内容は、ちょうど昨年の１１月、１２月にかけて、いわゆる組合が施工予

定者の選定に当たって、この評価点について情報開示をしなかったというご指摘であろうと思いま

すし、ちょうどさきの１２月議会で、これも議員のほうからご質問いただいて、この場でもその考

え方をお伝えさせていただきましたが、再度申し上げたいと思います。 

 この組合の施工予定者の選定に当たっての評価点につきましては、議会からの要請に基づき、組

合に対し公開の依頼を亀山市として行いましたけれども、組合において非公開として取り扱う旨の

決定がされておりますことから、議会に対しましても、組合の意向を尊重し、公開できない旨を回

答させていただいたところであります。 

また、プロポーザルにおける選定は、市においても様々に実施をいたしてきておりますけれども、

この評価結果の内訳等につきましては、原則非公開として取り扱っているものでございまして、組

合の決定につきましても、今般の決定につきましても、市の対応とそごがあるものではありません。

ないと考えております。そのほかにも、組合における理事会等の協議内容や決定事項につきまして

は、権利者の個人情報が含まれることが多いことから、原則非公開として取り扱うこととしている

ところでございます。 

 一方で、市としては、この事業への補助金等の支出を行いますことから、当然予算、支出に関し

ます必要事項等については、適正に組合に対し情報の開示を求めていくこととなることから、開示

ができますものにつきましては、当然議会に対しましてもご提示を、開示が公の議論の過程を通じ

まして、しっかりと説明責任を果たすということであります。さらに、ここに至りますまでに、本

会議や委員会等々を通じまして、積極的に今の事業につきましての情報を公の場でお伝えをしてき

ておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 眠たい答弁はやめてくださいよ。何が、そうすると市長は議会と、それは個人情報等と、議会の

審議と理事会の決定事項との重さ。私が今聞かせてもらうと、組合の理事会の意向を尊重して、議

会の意見は尊重していないように受けたんですけれども、そのように理解させてもろうてよろしい

かな。どこにそのプロポーザルの個人情報が入ってくるんですか。そうでしょう。点数の配分も開

示せいというのに、どこにそんな個人情報が入ってくるんですか。 

 以前、関中と亀中の件でも、ちゃんとコンマゼロ、７桁の数字まで開示して、ちゃんと総合評価

の点数は出ましたよ。何で今回は、組合やから、組合の理事会の意向やからと。それを私らは知り

たいんですよ。議員としても、一市民としても知りたいんですよ。それが何で開示できんのですか、

議会に。また、市民の皆さんに。組合の理事会の意向を尊重してというたら、個人情報ですと。何

を言うんですか。あなたが求めておる開かれた市政、櫻井義之、開かれた市政を目指しています、

その意に反しておるじゃないですか。いかがですかな、もう一遍聞きますよ。簡潔に言うてくださ

い。 

○議長（小坂直親君）
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櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 １２月議会でも同様のやり取りをこの場でさせていただきましたので、繰り返しになりますけれ

ども、先ほど申し上げたような観点でございます。 

 あわせて、今回第２ブロックの再開発事業組合、これは亀山市という行政組織とは別の法人組織

であります。したがいまして、ここはそれぞれの意思決定、組合の理事会等々の意思決定の中でそ

の決定を尊重するという立場でございます。 

 あわせて、当然公の予算が動いておりますので、公の議論を通じて、ここは可能な限りの情報を

議会並びに市民の皆さんと共有してきたということでございますので、その点は文書でお渡しをさ

せていただいたと記憶しておりますけれども、改めてそこはご理解いただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 それは２月２２日、市民説明会があったらしいです。私はちょっと所用で、よう行かせてもらい

ませんでした。ほんなら、保留床の件が出たと。保留床の。商業施設はどなたになるんですかと。

どこか当てがあるんですかといったら、保留床の方が確保されるということを市民説明会で言うて

おるんです。議会にはそんなことはなかったんですよ、一切。保留床の処分の行き先、委員会に一

言もなかった。市民の説明会の皆さんの中では、保留床の処分で商業施設はどうなるかといったら、

保留床の権利者に配分するという、市民の皆さん方に答弁で答えておるんですよ。そういうような

市民の説明会のときに、保留床の処分の案件まで説明会でやって、なぜ議会にはその説明もない、

一切。これは同じ議論をしておるというわけじゃないですよ、私も。これをやっておるともう時間

もないですから。 

 だから、議会をあなたは何と思ってみえるのやな。委員会を何と思ってみえるの。あなたも県議

会議員１４年やった。亀山市議会議員も４年やった。都合１７年か、議員というのを経験された。

議会の尊厳というものをやっぱりあなたも理解してほしい。私も三十何年おりますけど、議会の尊

厳というものをあなたは無視しておるのやないかな。それが市政の執行者のやり方かな。そうじゃ

ないと私も思う。 

 それなら、もっとほかに言いますよ。繰越明許、元年は予算４億５,８３７万円。それで、明許

費は３億７,１５９万５,０００円繰り越していますよ。使うた金が８,６７７万５,０００円、平成

３０年度は１４億で、保留床の補償費、これは宙に浮いておる。まだ補償はできやん。そういうよ

うな事業を延々として、令和４年には完成したいと、こんなことを言うておると。お金の処分が平

成３０年、令和元年、繰り越して、この事業はもう一度見直さなならん事業なんですよ。にもかか

わらず、令和２年の予算には４億何がしの合併特例債、ちょこ１０億ぐらいの予算を計上してきて

おる。もってのほかや、こんなものは。もっと市民要望に応える事業というものは多々あると思う

んですよ。 

 過去にも提案が、鈴木議員も提案された。子供たちの施設をもうちょっと充実させたらどやと。

過去にも私、この合併特例債のことを言いましたよ。合併特例債の各科目を各議員に渡してありま

すよ。合併協議の新市まちづくり計画の中で、斎場建設、和賀白川線、野村布気線、関中の改修、
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これら４つの事業は入っています。だけど、庁舎建設２５億、これを想定したことによって、北東

分署、し尿処理、それから学校施設の空調。抜いていますよ、駅前は。関衛生センターの解体工事、

山車会館はどこまで行くか分からんけれども。このもろもろの金を合併特例債で使うてやってきて

おるんですよ、あなたは。そして、何やらこの間はひょこっと１０年後ぐらいに庁舎建てますと、

こんなことを言うてきたんです。あなたは、政治を何と思うておる、行政の執行者を何と思うてお

る、議会を何と理解しておる、そのことを聞きたい。議会とは何ぞや、執行者とは何ぞや。簡潔に

ね、まだもうちょっと詰めたいことがあるもんで。ちょっと教えてください。二言、三言で。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 公を担う行政と議会は、それは二元代表制でございますので、公の議論を通じて意思決定をし、

そして市民の負託に応えていくということであります。当然行政の執行権、それから議会の議決権、

それぞれ権能が違うわけでありますが、その中で双方がチェック・アンド・バランスの中で意思決

定がなされていくと、公の議論を通じて、本市の公の事業や予算や制度が決定をしていくというこ

とであります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 もちろんそうですよ。執行と議会は両輪のごとく動いて、前へ前へ進んでいくんですよ。だけど、

情報開示をされていない議会が、油が足らんと１つ回るうちに行政が３つも４つも回っておったら、

こっちへ曲がってくるんですよ、右か左に。両方ともがうまいように同じように回っていけば、行

政というのは真っすぐ、将来の子供たちのための行政も出てくるんですよ。 

最後にこれをお伺いしたい。 

市長の任期についてというのを題名にしています。あと１２分です。 

 市長は、平成２１年の市長選挙のマニフェストにおいて、市長の任期を最長３期１２年に制限す

ると言って当選されました。マニフェストに書いてある信念は、私は揺るぎないものと思っていま

すけれども、私も有権者の１人ですから、その自治体の首長の任期について、改めて３期１２年の

マニフェスト、正しいのか。今でもそのことを念頭に置いて、私も１２月議会に、市長３期目、最

終年度の予算であるから、最終年度の総決算としての予算を組むべきであるということを申し上げ

ました。このマニフェスト、それで間違いないですわな、いかがですかな。簡潔に頼みますわ、ま

だもうちょっと言いたいことがあるから。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 議員からは、自治体の首長の任期に対する認識をお尋ねいただいております。お答えしたいと思

います。 

 議員ご承知のとおり、地方公共団体の首長の多選を禁止すべきか否かの議論は随分昔からござい

ました。古くは、昭和２９年の知事の３選を禁止する法案、同じく昭和４２年の４選を禁じる法案、
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そして平成７年には知事と政令指定都市の市長の連続４選を制限する法案が国会に提出されました

が、いずれも廃案となりました。また、地方自治体においては、平成１９年に神奈川県が知事の多

選を制限する条例を制定いたしましたが、憲法をはじめ法律上の根拠がないことから、その執行に

は至っておりません。 

 そこで、以前にも申し上げましたけれども、首長は地方自治体の広範囲な事務を執行する大きな

権限を有することから、行政の硬直化やなれ合い、権力の腐敗につながりやすいという側面がござ

います。その一方で、地方分権の時代において、多選によって政治的実行力の向上や長期的な政策

推進のメリットが指摘をされておりますが、私自身は、基本的に期数が長くなることは望ましくな

いという考え方を持っておるものでございます。 

 いずれにせよ、どの自治体におきましても、政策課題や地域事情がありますので、一概に言えな

いものと存じますが、公選職である首長は与えられた４年間の任期の中で何をなすのか、その責務

を全うすることが最も大切ではないかと考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 ４年間の実績うんちくと違うんですよ。私はあなたのマニフェストについて聞いておるの。マニ

フェストって何ですかな、そうすると。市長、マニフェスト。マニフェストの意味を。 

 それから、あなたはアクトンというイギリスの哲学者をご存じやと思うんですけれども、どうい

うようなことを主張された方ですかな、お聞かせ願いたい。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 イギリスの歴史家・政治家であったと思いますが、ジョン・アクトンは、当時のヨーロッパの専

制政治の中で、「絶対的権力は絶対的に腐敗する」という名言を残しております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 そうですな。この言葉が出てきたのが平成２１年、市長が就任されて、第１回臨時議会があった

んです。そこで私が尋ねさせてもろうています。行政の特別職で３期１２年という区切り、その意

味合いを教えていただきたいと言うて、市長が答えております。「絶対的権力は絶対的に腐敗す

る」というイギリスのアクトンの有名な言葉がございますと、うんちくを言われて、それで全部読

みましょうか、７分あるで。 

櫻井義之君、答弁。 

 「絶対的権力は絶対的に腐敗する」というイギリスのアクトンの有名な言葉がございます。さら

には、「花に十日の紅なし、権は十年久しからずや」という中国の古典の言葉もあります。やはり

強大な権限を有します知事あるいは市町村長、この首長の権力をある一定の期限をもって制限する

考え方については、私はこれからの民主主義、特に地方の民主主義の確立のために大変重要な要素

の一つであるというふうな政治的な信念を持って今日まで活動させていただいたところでございま
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す。この点につきましては様々なご意見があろうと考えておりますが、私自身はその信念で臨ませ

ていただき、その心構えをマニフェストに明記させていただいたということをご理解いただきたい

と、こういうふうなことを言われておるんですよ。やっぱり３期１２年が一つの首長の節目である、

信念であるということをあなたは述べられておる。 

 これは、この発端は、田中亮太さんが市長さんのときに副市長をされておった小坂副市長さんの

再任問題について聞かせてもろうたら、この経緯になったんですよ。その信念は揺るぎないもので

すわな。いかがですかな。 

 ４年ごとの政策課題をこなしていくと。それは、亀山市はそれぞれの首長の人柄でも動くんです

けれども、行政というものは、首長の信念、考え方に基づいて、市職員、幹部職員から、市のそれ

ぞれの部局の職員の人らがそれぞれ責任に基づいて、市民の安心・安全のまちづくりのための職務

を果たしてくれておるんです。それに対して市民は、その職務を果たしているためにそれの税を納

めておるんです。税の有効利用をしてもろうて、政治というものをやっていただきたいと。その代

わり、市民としての義務を果たしていくということの相互関係でやっておると。その中に入ってや

らせてもろうておるのが、私らは市民を代表して、この壇上に立たせてもろうておる議員の責務な

んですよ。それをやっぱりただしていくのが議員の責務であって、口酸っぱいことを言いますけれ

ども、その信念は揺るぎないものと理解させてもらってよろしいかな、いかがですか。あと４分３

６秒。ちょっともうちょっと言いたいで、簡潔に願います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 先ほど申し上げたとおりでございますし、今、くしくも議員がおっしゃっていただいた、議員も

首長も公選職として、本当に与えられた任期にやっぱり何をなすのか、市民の負託に応えると、こ

の責務を持っておるというものだというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 私は１期４年後のことを言うていまへんやないか。あなたが平成２１年の市長選挙に出たときに

は、公人じゃないんですよ、私人なんですよ、一市民なんです。一市民が、志を持って市長選挙に

出るために、一つのマニフェストというのを書いて、そして市民の皆さん方に、私が市長になった

らこのような約束をしますよということで書いたのがマニフェストなんですよ。それが３期１２年

に制限するというのがマニフェストなんです。 

 私は４年ごとの改選のことを言うていませんで。あなたも県議会のときに４回選挙をやってみえ

るけれども、３回は無投票だったと思います。１回目は山木邦輔さんとの選挙をやりました。残り

は皆３期とも無投票やったと思うんですけれども、私の記憶によると。間違うておるかもしれませ

んよ。私らでも議員やっておりますけれども、もう次に辞めるわなと言うたことないです、私は。

体力の続く限りやらせてもらいたいと。その代わり、あかん、間に合わんだら言ってくれという形

で私は９回臨みました。関から。４年ごとの評価してくれといって私は来た。 

だけど、あなたは１２年を一つの制限として決められて、市民の審判を受けて市長になられた。
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その上は、ここに書いてあるように、私自身はその信念で臨ませていただきたいというのがマニフ

ェストですよ。４年ごとの功績と言っていませんよ。あなたが２期目当選して市長となられて、あ

ったですな、合併協議会で、新市まちづくり協議会でいろんな事業を懸案した中で、それを変更し

たいというようなことを、あなたのマニフェストと取って事業展開するなど、新市まちづくり計画

に変更をあなたはしてきましたやんか。その中に、今述べたことも含まれておるんです。 

 あなたは、借金を減らした減らしたと言いますけれども、確かに平成２５年をピークにして財政

調整基金は４４億７,０００万円もあります。だけど、令和２年には１５億円になっておるんです。

基金が。それでこの間、あなたが就任されてから、財調の不用額は、財調の出し入れはありますよ。

だけど、延々とためてきたその４５億のお金は、今１５億なんですよ。今回の１３億取崩しで。そ

れで、また片や、交付税で算入されておる額が大体ずうっとあります。確かに当初の借金が２００

億あったのが、１５０億まで減らしましたよと、小さいけれども。財調を潰し、交付税を算入され

て、当然こんなもの減って当たり前のことなんですよ、４０億ぐらい。そうでしょう。合併特例債

２５億、それから交付税算入の７０％を入れたら、合わせたら５０億以上になるんですよ。減って

当たり前なんですよ、この表からいくと。 

 そんな中で、あまりもう時間ないですから、この辺で終わりますけれども、このマニフェストも

しっかり守って、任期満了までしっかり市民のための市長としての職責を果たしていただきたいと

思います。 

終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

１８番 櫻井清蔵議員の質問は終わりました。 

以上で、日程第１に掲げた令和２年度施政及び予算編成方針に対する代表質問を終結いたします。 

会議の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 

（午後 ０時０２分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、日程第２、上程各案に対する質疑を行います。 

初めに申し上げておきます。 

質疑に当たっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求め

るものです。したがって、自己の意見を述べることなく、また議題の範囲を超えたり、一般質問に

ならないよう注意を頂くとともに、発言は簡素にお願いをいたします。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１番 草川卓也議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

会派結の草川でございます。 

それでは、通告に従いまして、議案第４号亀山市基金条例の一部改正について質疑を行います。 

こちらは、森林環境譲与税を積み立てる基金を新たに設置するための改正だと理解しております。
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令和２年度を知新の年として、また行政経営の重点方針にもあります環境・文化施策の推進と亀山

版ＳＤＧｓの確立に深く関わる森林整備関連施策でございます。亀山市民の大切な財産である豊か

な森林と、そこから得られる恩恵を後世に引き継ぐための重要な施策と思いまして、質疑させてい

ただきます。森林環境譲与税の内容を明らかにするとともに、その使い道と市民への影響、費用対

効果についても明らかにしたいと思います。 

 それでは、項目１つ目の森林環境譲与税が創設された背景についてということで、まず森林環境

譲与税の概要について伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１番 草川卓也議員の質疑に対する答弁を求めます。 

大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 森林環境譲与税の概要でございますが、国において、パリ協定の枠組みの下における我が国の温

室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確

保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税を創設されました。 

 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税する国税でございまして、税額は年額１,

０００円で、令和６年度から個人住民税と合わせて市町村が賦課徴収をするということになってご

ざいます。 

 一方、森林環境譲与税は、森林環境税の収入額の全額を市町村及び都道府県に譲与されるもので、

市町村は間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に

関する費用として、また都道府県については森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用とし

て使用するもので、本年度から譲与されておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 それでは、配分額についてでございますが、令和２年度における譲与税の配分額について、その

額の算出方法とともに伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず令和元年度、本年度でありますけれども、森林環境譲与税の譲与額は１,３４５万８,０００

円でございます。また、令和２年度というお尋ねでございましたけれども、国におきましては、先

ほども申し上げました令和６年度から森林環境税の徴収が始まるまでは、令和元年度から５年度ま

での森林環境譲与税については譲与税特別会計借入金を財源とする計画でございました。しかしな

がら、昨年９月の台風１５号の影響ということで、倒木による大規模な停電が発生しましたし、さ

らに近年の豪雨による氾濫や流木被害などが発生しているということに鑑みまして、国は森林整備

の促進に向け、さらなる財源確保が必要と判断されまして、地方公共団体金融機構の金利変動準備

金を活用して、令和２年度からは、本年度のおよそ倍増となります２,８５９万９,０００円が譲与

される見込みでございます。 
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 配分方法でございます。森林環境譲与税につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に関す

る法律に基づきまして、森林環境税の収入に相当する額として市町村及び都道府県に対して譲与す

るとされておるところでございます。市町村に対する森林環境譲与税の譲与の基準ということでご

ざいますが、同法律の第２８条に基づきまして、森林環境税の収入の１０分の９の額が市町村に譲

与されるということになってございます。市町村への譲与額につきましては、各市町村の人工林面

積、私有林の人工林面積、それに林業の就業者数、さらに人口で案分して譲与されるものでござい

ます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 こういった国の施策をうまく活用しながら、森林整備また森林経営、これが令和２年度、主要施

策の一つに位置づけられているものと捉えております。 

 そこで、市内の森林が現状どういった状態にあるのか、また譲与税を充てて改善すべき課題とは

何か、伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず、市内の森林の状況でございますけれども、市域の面積は１万９,１０４ヘクタールでござ

いまして、そのうち森林面積は１万２,０３４ヘクタールとなっておりまして、市域の約６３％が

森林でございます。その森林面積１万２,０３４ヘクタールのうち、間伐などの整備が必要な人工

林の面積は８,１３２ヘクタールでございまして、合併以降１５年間におきまして、国・県の造林

事業、また森林環境創造事業、さらに保安林改良事業等によりまして、これまで延べ３,６００ヘ

クタールの間伐を実施してきたところでございます。 

 次に、改善すべき課題ということでございますけれども、森林環境譲与税でございますが、市町

村は、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関

する費用に充てるということとされております。また、本年度から、国におきまして森林環境譲与

税と併せて林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を目的とします、やむを得ない事情で

適正に管理がされていない森林を市町村が主体となって森林を公的に管理する森林経営管理法が施

行されました。本市では、昨年３月に策定をいたしました亀山の森づくり事業計画に基づきまして、

森林環境譲与税を森林経営管理法に基づく施策に充てるということにしてございまして、未整備森

林の解消に向けて取組を進めているところでございます。 

 本年度から、坂下地区におきまして森林経営管理事業を実施しておりまして、本年度につきまし

ては意向調査を行っております。来年度以降については、令和２年度に森林の調査及び境界の確認、

令和３年度以降、間伐による森林整備を現在予定しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

未整備森林を坂下から調査していくということで、恐らく調査していくということは、全体どれ
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だけまだそれがあるのかというのは、まだこれから把握するというところなのかなと理解いたしま

した。 

 そういった管理されていない森林が恐らく一定数あるから、こういった譲与税というものができ

たのだろうと思うんですけれども、それでは管理されない森林ができたといいますか、こういった

ものが増えている主な原因というものはどこにあるという、その見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 森林が管理されていない理由ということでありますけれども、全国的に木材の輸入の自由化に伴

います木材価格の低下ということが上げられますし、人件費や燃料代の経費上昇ということに伴い

まして、事業としての採算性の悪化、さらに林業従事者の減少、高齢化、また森林において相続に

おける不在地主の増加ということもございますし、相続手続がされていないということによる所有

者の不明森林が増加してきておるということもございます。それに伴って、境界が不明というのも

増えてきておるというようなこと、加えまして、国・県の予算につきましても年々減少してきてい

るというようなことが理由として上げられるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 まず、先ほどの答弁を聞いても、本当に課題がたくさんあるなという印象でありますけれども、

森林整備を令和３年から行われていくということですけれども、そういった課題、根本的な問題に

関してもやはり解決していく、そのためにこういった譲与税が使われていくことが期待されている

のではないかなと思います。 

 それを踏まえた上で、次の項目ですが、森林環境譲与税をどのように使われるのかというところ

に移っていきたいと思います。 

 先ほどから使い道、使い方、いろいろとご説明いただいておりますけれども、所有者不明の森林

また境界未確定の森林、こういったものもたくさんあるという話、これに関しても調査を進めると

ころであるかと思いますけれども、先ほど森林経営管理事業に関してもお話がありましたけれども、

それの使い方、事業の進め方として、同じ森林といいましても、制限林といって、様々な間伐にし

ても制限がかかる地域、そういった森林があるというふうに確認しております。その制限林の中で、

例えば保安林に関しては、伐採に特別な許可が必要になるというふうに聞き及んでおりますけれど

も、そういったところに関してはどういった対応になるのかというところを確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 ちょっと保安林につきまして、今資料を持っておりませんので、後ほどご答弁させていただきま

す。申し訳ございません。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 
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○１番（草川卓也君登壇）

では、ちょっと飛ばしたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、森林整備を進めていくとして様々な課題がある中で、特に大

切だと思うのは後継者の育成というところ、先ほどからこの譲与税の使い道としても幾つか上げら

れている中で、人材育成、担い手の確保の取組、ここに関してやはり期待されている部分があるの

じゃないかなと思います。持続可能な森林整備を進めていく上では、人材育成、担い手、亀山市と

して譲与税を使ってどのような取組を進めていくのか、ここに関して確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 先ほどもご答弁をさせていただいておりますけれども、本市の森林環境譲与税の活用につきまし

ては、森林経営管理法に基づきます手入れの行き届いていない森林をより効果的に減少させる取組

を優先的に実施したいと考えております。そのような中で人材の育成、また担い手確保ということ

でございますけれども、この施策につきましては、三重県のほうが創設をしておりますみえ森林・

林業アカデミーを受講していただくということで、高度な経営や管理能力、現場技術等を身につけ

られるものと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 林業アカデミーを使ってもらいたいということですけれども、では、それで後継者の育成が十分

だというふうに認識されているのか。それでこの譲与税に関しては、そちらには充てないというこ

となのか。そこに関しては、後継者、現状の亀山市内の林業就業者の現状も併せて、ひとつ見解を

頂きたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず、林業従業者というお尋ねでありますけれども、森林環境譲与税の配分の基準という中で、

林業就業者数が一つの基準になっておるということでありますけれども、ここでいいます林業就業

者でありますと、５２人ということになってございます。農林業センサスでいいますと、林家とい

う定義がございまして、こちらは保有山林面積が１ヘクタール以上の世帯をいうということになっ

てございまして、この林家数につきましては、２０１５年の農林業センサスの統計でありますけれ

ども、５０２戸ということになってございます。 

 このことから、本市は１ヘクタール未満の森林所有者が多いということがうかがえるということ

でございまして、また、後継者はそれで大丈夫なのかというご質問があったと思いますけれども、

先ほどご答弁させていただきましたみえ森林・林業アカデミーでありますけれども、３つの基本コ

ースというのがまずございまして、プレイヤー育成コース、マネジャー育成コース、ディレクター

育成コースとだんだん上に向かっていくコースがそれぞれございますし、それ以外にも市町の森林

担当の職員講座、またさらにこれから林業に就業していくという関心がある方に向けての林業体験
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講座というのも設けられてございまして、そちらを受講していただくということで、後継者の方の

育成、研修ということにもつながっていくのかと思っておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 そこの成果に関してはこの場で伺いませんけれども、後継者、担い手不足というのが、管理され

ていない森林の増加に関わっているということでありますので、そこに関しても検討をしっかり進

めていただきたいなと思います。 

 そして、次の木材利用促進普及啓発でございますけれども、これに関しても具体的な施策、例え

ばそういった地域産材の公共施設への活用状況だとか、そういったところに関して伺いたいと思い

ます。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 木材の利用促進につきましては、三重県内でいち早く平成２３年３月に公共建築物等木材利用方

針の作成をいたしまして、公共建築物の木造化、また木質化に木材関係団体と連携して取組を進め

てきているところでございまして、この公共建築物の木造化・木質化のこれまでの取組事例でござ

いますけれども、川崎地区コミュニティセンター、神辺地区コミュニティセンター、関南部地区コ

ミュニティセンターなどの改築時に亀山市内の間伐材を活用しております。そのほか、川崎小学校

改築では県産材を活用しております。 

 次に、先ほどの保安林の対応ということでございまして、ここでご答弁させていただきたいと思

いますが、保安林におきましても、県への伐採届は必要でございますけれども、普通林と同様に森

林経営管理法に基づく調査、間伐は行っていくものでございます。 

（発言する者あり） 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

じゃあ、次に行きます。 

 使途の公表方法、使い道を公表するということが法律で義務化されておりますが、いつどのよう

な方法で市民に公表するのかについて伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 使途の公表ということで、議員からもご紹介ございましたとおり、森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律の第３４条第３項におきまして、市町村及び都道府県の長は、地方自治法第２３３

条第３項の規定により、決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく森林環境譲与税の使途に関す

る事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされて

おるところでございます。 
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 現在、その公表の内容につきましては国において検討されておるところでありますが、市といた

しましても、納税者への説明責任を果たす観点から、具体的な使途及び金額を分かりやすい形で公

表してまいりたいと考えておりまして、公表の時期につきましても、９月の決算議会におきまして

決算資料として提出をさせていただいて、さらにインターネットにより公表させていただくように

考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 もちろん説明責任もそうですし、またある市では、譲与税に限らず、森林整備に関わるこういっ

た補助金の情報と要綱に関する申請の書類とかも含めて、事前にインターネットで公表していると

いうところもあります。決算なので、報告は当然していただくとして、主要施策の重要な柱であり

ますので、担い手への情報開示という意味でも、使途の公表等、活用促進のためにもホームページ

上で様々な申請書類も含めて公表、こういったこともぜひ検討していただきたいなと思います。 

次の項目に行きます。 

他の森林整備関連補助金とのすみ分けでございます。 

まずこの森林環境創造事業、これまで行われてきた事業でございますが、これとの比較をしてど

ういった違いがあるのか、端的にご説明をお願いいたします。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず森林環境創造事業でございますけれども、これにつきましても、国・県の補助金というのが

ございまして、森林の持つ公益的機能の効果的な発揮を目的といたしまして、市町村森林整備計画

に位置づけた環境林の森林所有者、認定林業事業体、そして市の３者で環境林づくり協定を締結し

た森林の間伐に取り組むものでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 どういった違いがあるのかというところをちょっと伺いたかったんですけれども、その事業で賄

い切れない、さらにまたその奥地のような森林、そういったところも含めて整備していくものであ

るのだろうと認識しております。 

 ちょっと時間がないので、次へ行きますけれども、みえ森と緑の県民税市町交付金、こちらも同

じく森林整備関係の補助金で事業として組まれておりますけれども、これとの違いのほうをお願い

いたします。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず森林環境譲与税の使途でありますけれども、こちらは手入れの行き届いていない森林の間伐、

林業、木材産業に関わる人材育成、担い手の確保、公共建築物の木造化・木質化に要する費用に充
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てるというものでございます。一方、みえ森と緑の県民税市町交付金でございますけれども、主に

市民が森林や木材について学び触れ合う機会を提供する森林環境教育や、災害に強い森林づくりと

して危険木の伐採、さらに森林づくり活動を行うボランティア等の育成に要する費用に充てるもの

でございます。なお、公共建築物の木造化・木質化に充てることも可能ではありますけれども、森

林環境教育や木育の理解を深めるための施設整備であるという必要がございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 それでは、もう一つ森林整備関係との比較なんですけれども、鈴鹿川等源流の森林づくり協議会

の活動もまた森林整備関係の事業としてこれまで取り組まれてきたと思いますけれども、これとの

違いに関しても伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 鈴鹿川等源流の森林づくりの活動でございますけれども、これにつきましては、みえ森と緑の県

民税を財源として活動のほうをさせていただいてございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 端的なご回答ありがとうございました。これら森林整備関係の事業、様々なものと比較させてい

ただきましたけれども、こういった数ある事業、それぞれの特徴を生かしながら、亀山市の森林全

体の環境を整備していくことだと思います。 

 これからまた引き続きこの取組を進めていっていただきたいと思いますが、次の項目、最後の項

目です。森林保全事業に対する期待、市民の皆様にとって、そういった森林環境整備、これでどう

いった恩恵を得られるのか、市民の皆さんに分かりやすくご説明いただきたいと思います。 

 まず、この森林環境譲与税を財源とする森林経営管理事業によって、市民に対してどのような効

果が期待できるのか、その費用対効果について見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 森林を整備いたしますことで、森林の持つ水源涵養や土砂流出の防止、地球温暖化防止など公益

的機能の向上が図られるということは、市民生活に広く恩恵を与えるものでありまして、市民の命

を守ることにつながるものと考えてございます。この森林の持つ公益的機能が、本市の市民１人当

たりに恩恵を受けている価値でございますけれども、これは約８０万円と県が試算をしておるとこ

ろでございます。さらに持続可能な開発目標、いわゆるＳＤＧｓでございますが、これに掲げる１

７の目標のうち、１４の目標に対して寄与するものと言われておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 
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○１番（草川卓也君登壇）

 森林が持つ機能についてご説明いただきましたけれども、加えて市民の皆様、最も期待する効果

の一つとして、森林機能として獣害被害の軽減というものもあるのではないかなと思っております。

その獣害被害の軽減効果については、どのような見解を持っておられるでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 森林環境譲与税を活用いたしまして、森林経営管理事業によって、先ほど答弁もさせていただい

ております森林環境創造事業のように、間伐を行うことによって針葉樹と広葉樹が混在した森をつ

くるということができますので、いわゆる餌場ができるというようなことで、里のほうに獣が下り

てこなくなるというようなことにつながっていくということで、獣害被害の軽減ができると、つな

がっていくと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 ちょっと理想的な話でもありますけれども、有害鳥獣対策の一つとして頭数管理というのも必要

ですけれども、こういった森林管理事業によって、鹿や猿、イノシシが十分に生息できるような環

境をつくって、野生鳥獣と共生できるような環境づくりというものも、こういった視点も大切なも

のかなと思います。 

それでは、最後に林業の成長産業化についてでございます。 

 答弁でもありましたけれども、成長産業化もまた一つこれを目的としていかなければならない大

切なことかなと思います。そこで、森林環境譲与税で林業の成長産業化を推進していく方向性に期

待したいところなんですけれども、譲与税で、それを現状亀山市としてどこまで寄与できると考え

ているのか、そこの見通しについても伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 森林環境譲与税を活用しまして、森林経営管理法に基づいて森林施業の集約化、森林の団地化を

進めるとともに、意欲と能力のある事業体に委託をしまして森林の整備を進めていくということに

ついては、やはり安定した事業量を確保できて、林業の成長産業化に寄与するものと考えられると

ころでございます。 

 また、来年度でございますが、三重県森林資源情報管理システムにつなげるための森林クラウド

システムを導入する予定でございまして、三重県、そして市町が共通の森林情報を共有しまして、

それぞれが取得した情報をシステム上で相互に活用して、その情報を林業事業体に提供することで

効率的な森林整備、森林経営計画の立案と森林施策の集約化、また森林の団地化が促進されまして、

林業の成長産業化に寄与するものと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 
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○１番（草川卓也君登壇）

 県の計画書なんですけど、北伊勢地域森林計画書を読んでおりますと、亀山市の林業、森林経営

において目指す方向性ということで、交通の要衝というポテンシャルを生かして、木材の集散地と

して流通・加工分野の発展が期待されるといった表記がありました。これに沿って、譲与税に関し

ても、こういった使い道というものが考えられるのかどうか、これに関してもちょっと伺いたいと

思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 昨年３月に策定をしました亀山の森づくり事業計画におきましては、まずは森林経営管理法に基

づく事業を進めていくというふうに考えてございます。議員が先ほどご紹介いただきました木材の

集積地というようなことでございますけれども、今後事業でいけるのかどうか、また譲与税自体も

増えてまいりますので、今後検討してまいりたいと考えてございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 今後の検討ということで、持続可能な森林整備には、後継者の育成、林業の成長産業化も必要だ

と思いますので、そのために具体的な施策、これから譲与税を使われていくように、いろいろと検

討していただきたいなと思います。 

 ＳＤＧｓ、先ほど部長の口からもありましたけれども、ＳＤＧｓの目標の１５の２のところに書

いてあります２０３０年までにあらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を

阻止し、そして劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させると掲げ

られております。亀山版ＳＤＧｓをうたう亀山市が、森林環境譲与税の有効活用に対する検討を常

に怠ることのないように、また市民の皆様の理解を得ながら、地域活性化に役立つ森林環境譲与税

の使い道にこれから期待したいと思います。 

以上で質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

１番 草川卓也議員の質疑は終わりました。 

次に、１８番 櫻井清蔵議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

それでは、質疑に入りたいと思います。 

 最初に、議案第２号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

ですけれども、農業委員会の活動及び成果の実績に応じた報酬の支給について、今回新たに能率給

というのが創設されましたけれども、その能率給とは何ぞやということについて、ちょっとお聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１８番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。 

大澤産業建設部長。 
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○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず今回の能率給でございますけれども、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・

解消、新規参入の促進など農地利用最適化推進に係る活動が能率給の支給対象となってございます。

能率給につきましては、活動実績また成果実績に基づいて報酬を決定するものでございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 農業委員会の会長は月額２万１,４００円、会長代理が１万７,５００円、基本給。農業委員の皆

さん方は１万５,２００円。農地利用……、これは資料ですけれども、これはともかくとして、委

員長さんから委員の皆さん、それぞれ月額、基本給が確たる月に設けてあると。ところが、その能

率給については５５万７,３３４円で一律なんですけれども、仮に月額がこういうふうにかかって

おる中で、能率給についてもやっぱりそれなりの格差をつける、格差というか、現場へ行けば一緒

かということになるもんで、この５５万７,３３４円の根拠。そして、委員長さんも委員会を構成

しておる委員さんも同じ能率給の支給単価なのか。そこらもちゃんとすみ分けはしてあるんですか。

そこら辺ちょっとお聞かせ願いたい。簡潔にな。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 能率給につきましては、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の

促進と農地利用最適化に係る活動が支給の対象ということでございまして、その能率給の決定方法

でございますが、まず活動実績につきましては、支給対象となる活動を実施した日数が月に１回以

上あれば、活動実績報告書を提出いただいて、その実績に応じて半期ごとに額を決定するというも

のでございまして、上限額が月額６,０００円、年間７万２,０００円となっております。 

 次に成果実績でございますが、これにつきましては、本市の農地集積の増加面積についての単年

度目標面積１５.３２ヘクタール、また並びに遊休農地の解消面積についての目標面積９０.０９ヘ

クタールに対しまして、達成状況を評価点に換算して、成果実績の報酬計算式に当てはめまして年

間の報酬額を決定するというものでございまして、こちらが成果実績の上限額４８万５,３３４円、

年間でございます。 

 なお、能率給につきましては、各委員の活動実績に応じて決定をいたしますので、会長、職務代

理、また農業委員さん、推進委員さんの活動は同じということでございますので、能率給について

は同額でございます。先ほどの成果実績、また活動実績の上限額を合計したものが５５万７,３３

４円というところになってございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 その資料がここに何で添付されなかったというのが、私、分からんのさ。そこまで細かいやつを

ね。そして、その成果実績、指示者、現場へ行くんだったら、現場へ行くと指示を出すとどなたが

行くんやな。どなたの指示によって、任命権者の市長によるのか、農業委員会の会長さんがやるの
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か、それの命令権者は誰なんやな。それをチェックするのはどこや、農業委員会の担当職員やと思

うけれども、時間給なのか、８時間やっても１回、１時間やっても１回、そういうのは時間区分が

してあるのか。そういう時間区分等の、能率給と書いてあるんやったら、能率給というのは、こん

なことを言うて申し訳ないけれども、１時間何百何十円で掛ける５時間やったら、その５時間分と

いうのが一つの能率給でしょう。その辺の規定もちゃんとしてあるのかな。その２点、ちゃんとそ

れは規定してあるのかな。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず能率給でありますけれども、これについては、先ほどの活動実績というものにつきましては、

活動を実施した日数が月に１回以上あれば、定額の６,０００円ということになってまいります。 

 それと、現場へ行く指示というご質問がございましたけれども、これにつきましては農業委員会

ということになってまいります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

委員会というのは誰ぞやというのや。農業委員会って、答えになっておらへん。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 農地利用最適化推進委員さんにつきましては、農業委員会が委嘱をするということになってござ

いますので、農業委員会ということで理解をしております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 農業委員会の会長さんがやるのかやらんのか、それを点検するのは誰かというのを聞いておるの。

農業委員会全部で、そんなん合意の下に、がーっと行くわけ。 

 １日行ったら６,０００円と。３０分行っても１日、ちょっとごたついて、遠方、距離もあるわ

な。亀山市役所へ寄ってもろうて、例えば加太、野登、それからそこの海本町かな、天神やったら

距離は違うわな。そこら辺を聞いておる。そこら辺を整理したものはしてあるんですか。農業委員

会って、農業委員会のどなたが指示を出すのか。そこらをやっぱりはっきりしてくださいよ。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

農業委員会の会長が指示をするものでございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）
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最初からそうやって言うたらええやないか。そんなことで２分も損したわ。 

 しっかりそこら辺は、任命権者の市長も確認してやっていただきたい。議会にも、農業委員会さ

んは承認をする、議決をされた人ですから、任命権者の市長はしっかりそこら辺の動きを把握して

おいていただきたいというふうに申しておきます。 

次に、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について、駅前の整備の３億７,

１５９万５,０００円、繰越明許であります。これ、当初予算が４億５,８３７万円、執行額が８,

６７７万５,０００円。何でこんなにお金が余ってくるんですか、毎年毎年。ちなみに、３０年度

の繰越しは、当初が９億７,０００万、１２月補正で６億１,６３０万、１５億８,６３０万。ちな

みに、３０年度の繰越しは１３億やったと思う。毎年毎年、事業費の９割以上は繰越しになってく

ると。市長はそれでよろしいんかな。事業、原課が責任持ってやっておるけれども、原課の問題じ

ゃないと思う。予算を立てる市長としての責務として、３０年度は１３億、また３１年度（令和元

年度）は３億７,０００万、予算額の大体８割、９割強は繰越しになってくると。これが正規の予

算の繰越明許で済ましては、済むもんではないと私は思う。いかがかな、市長。簡潔にちょっと。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 都市再生法に基づきます市街地再開発事業、これには様々な権利関係の同意・合意あるいは複雑

な利害、そういうものを調整しながら進めていくという特殊性がございます。この市街地再開発事

業の実施に当たっては、組合設立への同意とか、まさに今進めてきました権利変換計画への同意と

か、こういうものを、必要な同意が得られるような積み上げが極めて重要であります。これらの状

況を見ながら予算執行を図ってまいりました。 

 そのような中で、ご指摘のまず平成３０年度の予算につきましては、組合の設立がご案内のよう

に当初の予定から半年ほど遅れて昨年の２月となりましたことから、本年度への繰越しを行ったも

のでありますが、ちょうど昨日、前田議員のご質問にもお答えさせていただいておりますが、この

権利変換計画が３月５日に組合総会で承認をされて、３月６日に、市に対して計画の申請書の提出

がございました。同日で県のほうへ進達をさせていただきましたので、これの計画が、県の認可が

受けられましたら、平成３０年度予算につきましては、補償費を権利者の方にお支払いさせていた

だくことになろうかと思いますので、繰り越しました１４億全額を今年度内執行予定ということで

あります。 

 なお、本年度の予算につきましては、権利者への補償費等一部の支払いや、既設建築物の除去等

の予算を計上いたしておるところでありますが、補償費の支払いに必要となります、先ほど申し上

げました権利変換計画の認可申請が本年の３月となりましたことから、本年度内での予算執行が困

難となりまして、予算について次年度へ繰越しを行うこととなったものでございます。 

 いずれにいたしましても、新年度予算の中で、当然再開発事業がしっかりと確実に展開をできま

すように努力をいたしてまいります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）
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 何をさなあ、あなたがもっと先頭に立って動いておったらええわけだ。駅前再開発事業は、かね

てから駅前の方がやっておると。平成１９年に駅前開発の準備会ができた。平成２５年に協議会に

なったと。２５年からこういうような形で、市もそれまでは何百万単位で補助をやっておって、こ

の研究会に。平成２５年から１億以上のお金を入れておるわけやな。それは過去にも言わせてもろ

うた。それで、この１３億、今回の３億７,０００万でも、県に進達してどうのこうのと。そして

３０年度の１３億もそこで処理したいと、許可が下りてきたと。実際、事業がやっぱり進捗がおか

しいという中で、繰越しを２回も繰り越しておる事業は、改めて原点に戻って、そして市民から預

かった貴重な税金を正当に使うために、繰越明許を起こすような事業であってはならんのですよ。

道路事業で、繰越明許で、道路用地、所有者との値段の折り合いがつかんもので繰越明許をしたと

か、天変地異によって、気候によって、やむを得ず繰越しをしたということは度々ありますけれど

も、駅前についても、あまりにも当初予算が４億５,８３７万、もう一遍言いますよ、それの繰越

しが３億７,０００万と、僅か８,６７７万５,０００円しか使えんからということは、おかしいじ

ゃないですか。 

 確かに３０年度の１３億のしわ寄せが来ておるで、こうなっておるんですけれども、それを３月

までに１３億をこなして、事業の推進を進めてきたというけれども、今、今日で３月１０日ですか

な。あと二十日余りですよ、土・日を抜いたら二十日ないんですよ。そういうような状況で、この

３月議会に３億７,０００万の繰越しをやったけれども、そうやで、どうも市長の答弁を聞いてお

ると、私じゃないんやと。組合の一部の人の理解が得られん、組合の中の調和が取れておらんとい

うふうに聞こえてならんのですよ。 

 私も開発事業、いろんな事業、お手伝いをさせてもろうてきたけれども、組織は、一つの地域が

よくなろうと思ったら、地域の人らが１００％合意、これが大前提で物事は進めないかんと。だけ

ど、この３億７,０００万の繰越しをせんならんということは、用地の取得ができやんもんで、こ

うなってきたんですよ。それを認めてくださいよ。用地取得ができなかったで、これが執行できな

かったと。そんな認識にないんですか、市長。用地取得しておったら、この３億７,０００万円は

明らかに繰越しせず、予算消化しておったと、予算執行しておったと思う。その１３億が執行でき

やんもんで、やむを得ず繰越しをせんならんという状況なんですよ。 

 それなら、亀渕君にちょっと聞きたい。執行済みの８,６７７万５,０００円、この分析を聞かせ

てください。何に使うたのか。ゆっくりでいいよ。書かんならんで、数字だけ。 

○議長（小坂直親君）

亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 ３１年度、令和元年でございますけれども、執行できた予算でございますけれども、亀山駅周辺

まちづくり協議会支援の関係で委託業務として約４００万程度。その他、道路整備事業の関係でご

ざいまして、補償関係の委託でございます。また、道路関係の中で詳細設計も進めております。 

 補償関係が５００万、予算額で言うと５００万程度でございます。用地設計が２８０万円でござ

います。その部分が、あと……。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

８,０００万にならへんやないか。分からんなら時間もったいない。答弁できやんのか。議長、



－１５２－ 

時間止めて。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 そういうふうなのが今の亀山市の現状なんや。なあ、市長さん。市長は分かっておるわね、これ。

ちゃんとチェックしておるで、執行しておるで。８,６７７万５,０００円の執行、支援が４００万、

道路補償費が５００万、用地うんちくが２８０万と。あと分からんと。これが今の現実やないかな、

亀山市の。駅前再開発の担当参事すらも答えられない、すぐに。そういうような事業を延々と続け

て、１３億をこの３月までに支払うということがあってはならんとわしは思うておる。それを、あ

なたのマニフェストでも駅前再開事業というのを書いてあった、２１年の選挙のときに。参事が答

えんなら、あなたの頭の中で、横におる副市長でもかまへんわ。その人らが、誰か助ける者はおら

んのか。それが今の亀山駅前周辺整備の事業の在り方や。 

 だから、この事業はもう少ししっかり腰を据えて、きちっとやっぱり地域住民、県の知事に許可

を得たで金を払うと。恐らく駅前に住んでみえる方は非常に不安に思ってみえる、今の在り方では。

内容も分からんけれども、金だけはどこやらの銀行に、どこやらの裁判所に供託されておると。そ

の代わり、もう壊すから出ていけと。そういうようなことを言うておるんですやんか、今現実に。

そうですわな、平成４年に、この今日に関しても。 

 そういうような状況の中で、もう一度この事業は、担当課の参事でもこのありさまや。だから、

もう一遍きちっと事業を精査して、物事というのはやっぱり一から積み上げて、１合目から物事を

積み上げて歩いて、そしててっぺん、１０合目まで上がってくる。こつこつとした一歩一歩の歩み

を進めんことには、行政というのは進んでいかんと私は思う。これはもうしゃあない。次へ行きま

す。時間がないから。 

○議長（小坂直親君）

答弁、数字だけ簡単に。 

亀渕参事。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

どうもすみませんでした。 

 用地設計の関係でございまして、市道１号、６号、７号線で約９００万、西駐輪場の用地取得で

２,２００万、協議会運営費関係で５００万、貸付金５,０００万、都合８,６００万でございます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 真っ先に出てくるのは、その５,０００万やないか。８,６７７万の一番大きな目玉は５,０００

万や。国から来る５,０００万と市から５,０００万、９,３００万のこの基本設計の金がこれやん

かな。これが５,０００万、何でこの５,０００万が出てこんのや。私は残念やと言うの。初めから

やりなはれ。もう一遍やり直しや、あなたは。 

 次、議案第１６号、井田川小学校の教室増築２億４,７８０万、工事費２億３,７００万、これ、

当初開会の日に、これが何で入っておらんのやと言った。予算の概要説明書、図面。設計は今年の
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予算でやったと。これが入っていないで、おかしいやないかなと言うて、もらいました。それで見

せてもろうたら、またぞろこの間、平成２３年に井田川小学校増築事業でやっています。基本的に、

小学校の１学年の学級編制の標準を４０人から３５人に引き下げたことによって増築が要るという

ことで、平成２３年６月２７日の委員会資料を今手元に持っていますのや。そのときに、私もいろ

いろと言わせてもろうた。そのときは上田君が教育次長やったと思うんやけれども、なぜのり面な

んやと言った。またこれ、のり面や。あのとき、三十四、五年の桜の木を７本切ったと思う、のり

面に。今回またこれ同じ隣ののり面に、一部桜の木を１本か２本切るらしいけれども、なぜこのの

り面なんやというの。 

 それから、この２３年６月２７日の資料には、少人数の井田川小学校の２３年から平成３０年度

までの数字が出ておるわけ。何でこのときに一気にやらんだんや。金がなかったとは言わさんぞ。

平成２３年は財調も四十四、五億ある。合併特例債も２５億丸々残っておる。金がなかったとは言

わさん。 

 私ども、そこらのときに、のり面やなしに裏側の公園に接道した道路を学校用地として変えて、

用途変更して、しかる場ができたら、その道路と既存の井田川小学校の校舎内の敷地を合わせた、

あの道路幅が７メーター、縦５００メーターで３,５００平米あるわけや。そして、その裏の公園

と連携した表の第１グラウンド、第２グラウンドという形で、前は高学年、上は低学年というよう

な活用を図ったらどうやというふうに提案したけど、物の見事に、この協議をやったときには、設

計も済んでおって、現場見たときは設計は済んでおったということで、やむなくこうなったんや。 

 今回も同じようなことをやっておるわけ。市長、何を思うておるの、あなた。植樹祭というて、

桜の木を植えて回っておるな、この頃。卒業生とともに。なぜこのまた２３年と同じことを繰り返

し市長は指示したんや。またそれを了解してんのや。まだまだこの井田川小学校は増築する可能性

がある。またせんならんかも分からん。そのとき、のり面２つこれで潰した。次はどこへするのや

な。わしやったら裏に用地を求める。私も２３年のときにしっかり言わせてもろうたけれども、そ

んなことまでせんと、今回も当初予算に２億４,７８０万の予算計上をされて、同じようなことを

やっておると。どうやな、市長。市長は３期、１２年で、これっきりか分からんけど、もう少し将

来の土地利用も考えた中で増築工事をやっていかんことには、やはり後の者が困るんやわ。後の、

市長もいつまでも市長やっておれへんし、後の者が困る。いかがかな。これを同じ、隣につけてよ

しと言うて予算をしたと思うけれども、要は教育委員会ちょっと待てと。ここは、今後の土地利用

を考えたら、もう少し考えよという指示を出されたのか出されなかったのか、それを聞きたい。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 ご案内のように、井田川地区につきましては、宅地開発の進行によって児童数が増加しておりま

して、ある一定の増加を見込んで、それぞれ改築の計画を議会にお示しをし、２３年もそうであり

ますが、そのように対応をしてきておるところであります。 

 今回の増築する校舎の場所についてでありますが、当然学校敷地内で増築できる場所は、現在建

設予定の場所しかないと教育委員会の中で検討の上、判断をしてきたものでございまして、議員が

ご指摘いただいております井田川小学校の北側の市道を潰して、その北側の公園と一体化をして整



－１５４－ 

備するような計画は、私どもとしては選択をしないという判断をさせていただいたものでございま

す。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 すると、市長は、教育委員会がこうやって言うてきたで、何にも言わんと、はい、そうやなと言

って終わりということやな。それだったら、誰でもできるわな、市長。やっぱりどこやらの国会で

もあったわな。あれを言うたら、ちょっとまた怒られるで、というたその国会でもんだことあった

んですわ。国会を聞いておったら、やっぱり長たる者の長たる考え方をやっぱり示して、そうやっ

てもう少し考えやんと、そうすると、今後もし井田川小学校が子供が増えて、もう今敷地が限界と。

増えたら、今後どうしますのや。どんな手当をしますか、あなたやったら。そのときおるかおらん

か知らんけどさ。今の段階で。今、目いっぱいの敷地でやったと、今回な。次、また子供が増えた。

さあ、どこかへ建てんならん。どこへやるの。分校を造るんですか。そんなことを思いませんだか

な。思うてないで、そうやろうな。あなたにしゃべっておっても、水かけになるで、やめておくわ。 

 そうやで、井田川小学校ができたら、教育行政に携わる人らにまた伝えておいてください。もう

こっちへ言うておってもあかへんで。今後、学校敷地内で物事をやろうと思ったら、それなりの余

裕スペース、きちっと探した中で、増築なり、やっていくという基本的な姿勢は教育委員会でつく

ってください。こっちへ言ってもあかへんで。 

次へ行きます。 

 次、最後の話すると、乗合タクシー徴収金及び、歳出の商工総務費、地域生活交通再編事業、乗

合タクシー運行委託料についてですけれども、予算書を見ますと、地域生活交通再編事業７路線で

１億１,５３２万８,０００円を今回支出されております。乗合タクシー運行委託料が４５０万の支

出をされております。計上されておりますけれども、聞くところによると、今年も乗合タクシーの

お試し券というのを発行されるんですけれども、できたらこの令和元年度のお試し券の公募をして

きましたわな。３,０２８人か３,０８２人かの登録者に対して、３,０００円のタクシー券の交付

した方に、乗合タクシーの交付金を交付したと思うんですけれども、その利用者の実績を大体、ゼ

ロの方から、一番多いランク的に何段階に分かれておるか分かりませんけれども、できる限りの数

字を分かったら教えていただけませんでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

令和２年１月末時点でございますけれども、乗合タクシーの利用者登録をしていただいたのが３,

０５６人でございます。本年度の延べの利用者数につきましては１,７２９人でございまして、こ

の実利用者数は２７６人でございます。このうち、約９９％の方が無料体験乗車券を使って乗車を

されております。その内訳でありますが、実利用者２７６人のうち、５回以上無料体験乗車券を使

って利用された方は、約４割に当たります１０９人でございます。５回未満の利用の方については

残り約６割、１６７人ということになっております。 

○議長（小坂直親君）
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櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 数字を聞かせてもろうて、びっくりしていますけれども、タクシー券の交付は３,０５６名の方

というふうに理解してよろしいかな。タクシー券の利用者は１,７２９名というふうに理解してよ

ろしいかな。お試し券が２７６名で、５回以上の方が１０９名と。 

 基本的に、この制度自体をこれも一から見直さんならんですね。さきに言いましたように、地域

生活交通再編事業に１億１,５３２万８,０００円のお金を７路線に使うておるんですよ。廃止代替

バス運行委託料１,４１４万２,０００円、さわやか号が１,７６８万４,０００円、加太福祉バスが

１,３２９万２,０００円。野登白川地区バス等運行委託料２,５７９万円、西部ルート、東部ルー

ト、南部ルート、合計でざっと見て５,２００万ということです。７路線で１億１,７００万近くあ

るということや。 

 これ、本当に今の利用者実績を聞かせてもろうたんですけれども、５回以上利用しておる方は、

登録者３,０５６名に配付した中で１０９名。市長、これ多いか少ないか、これはなかなかやと。

どっちや、聞かせて。 

○議長（小坂直親君）

市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 多いか少ないかなかなかかということですが、この制度の趣旨あるいは利便性を一回体験してい

ただく中で、当初の状況からやっぱり改善をされて、使ってみて初めてその実感を頂けるというこ

とでは、その数が当初の状況から伸びてきておるということであろうと思いますし、約９割ぐらい

の方が、大体５００円以下の運行ということもデータの中から分かってまいりました。ですから、

こういう今何とかこの制度をより多くの方に育んでいただきながら、そして日常の本当に必要な方

が活用いただくような制度として、しっかり機能させていきたいというふうに思っておりますし、

いろいろまだまだ改善せなあかんことがたくさんあろうかと思いますけれども、その今過程にあろ

うというふうに思っております。 

 したがいまして、令和２年度につきましても、この無料体験乗車券につきましては配付をさせて

いただいて、より多くの方にご利用いただけたらというふうに考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 やっぱりわしの推理は間違いないという考え方で理解していいのかな。わしは、これはまだまだ

成功の「せ」にも行っておらん、Ｓも行っておらん。頭のこのかぎだけやわ。 

 やっぱり今回の乗合タクシーの乗車の徴収金も６４万円か、それしか組んでいないわな。６４万

をざっと割ったら、５００円だったら１２８０か、六十何ぼやと、５００円で。だから、今言うた

数字の、何にもまだこれしていないわけや。だけど、明らかに５回以上利用しておるけれども、５

００円初乗りで、聞くところによると４００円券と１００円券の紙かな。それでやっておって、３,

０００円ということは、５００円として最低６回や。５００円のところを乗って。４００円のとこ

ろに乗って、７回とちょこっとやさ。だから、僕はまだまだこの制度は定着していないと思うけれ
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ども、市長は、立派な制度を思いついたという考え方、あなたと私は考え方が違うか分かりません

けれども、見方がね。もう一遍、これ初めから乗合タクシー制度を見直す気はありませんかな。あ

と４３秒しかないもんで、簡潔に教えてもらわんと、また議長に止められるもんで、簡潔に。時間

がないでな。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 乗合タクシー制度につきましても、先ほどの学校の改築にしても、駅前についても、様々な政策

の積み上げを経て、その中で今日を迎えておるところであります。一回ゼロまで戻して、もう一回

考えよという議員のご趣旨は、骨子としては理解させていただきますが、乗合タクシー制度をやっ

ぱり多くの方にご利用いただける制度として定着をさせていきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

一言。 

櫻井議員。 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 一言で済ませというけど、あなたは市長選のときに庁舎凍結をやった。リーマンショックという

ことや。英断を下した。そのような人ですよ。それがいつまでも自分の思いを引っ張っておったら

あかん。終わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

１８番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時１９分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 ２時２９分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、４番 今岡翔平議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

それでは、通告に従い、議案質疑をさせていただきます。 

私は２つ上げさせていただきました。議案第１号亀山市職員定数条例の一部改正についてと、議

案第２４号財産の無償譲渡について。 

まず、定数条例のほうからですが、議案概要説明書にこういうふうにありまして、市は、これま

で多様化する行政需要に柔軟に対応するため、市の職員数について適正な定員管理を行ってきたと

ころです。しかしながら、育児休業者が条例上の職員の定員数に含まれていることから、実際業務

に従事している職員数との間に乖離が生じていますと。職員の育児休業の取得については、今後も

男性の育児休業の取得促進が求められるなど、より増加が見込まれるというような概要が書かれて

いるんですけれども、この条例の趣旨として、育児休業されている職員さんを定数に含まないとい

うことはいい話なのかなと思っているんですけれども、そもそもこの条例が出てきた時期、今です
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か。今、男性の育児休業の取得促進が求められるとか、より増加が見込まれるという前提でこうい

うふうな条例改正がされる時期というのは適正だったんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君）

４番 今岡翔平議員の質疑に対する答弁を求めます。 

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 条例の提出時期についてのお尋ねでございますが、これまでから本市におきましては、育児休業

者を定数に含め、定員管理を行ってきたところでございます。 

現在、育児休業を取得する職員は、２０人から３０人の一定数が恒常的に存在している状況にあ

りまして、実際業務に従事している職員数と定数管理上の職員数に乖離が生じているといった状況

でございます。 

また、令和２年度から、国家公務員は男性の育児に伴う休暇の取得促進に取り組むこととなって

おりまして、地方公共団体においても同様に、男性の育児休業の取得促進に向け、積極的に取り組

む必要があると認識をしておるところでございます。このようなことから、本市におきましても、

本年２月策定の第４次特定事業主行動計画に育児休業のほか、育児短時間勤務及び部分休業を含

め、取得率を２０％、出産休暇と育児参加休暇の目標取得日数を１０日、こういったものを目標に

定めまして、積極的に取り組んできたところでございます。 

また、併せて今般策定をいたしました第４次定員適正化計画におきましても、計画上の職員数か

ら育児休業を除くところといたしたところでございます。 

このような背景から、今回、職員定員から育児休業者を除外する条例改正案を本議会に提案させ

ていただいたところでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

ご説明いただいたんですけれども、つまり、この条例を提出される時期って遅くないですかとい

うような趣旨なんですけれども、平成２７年の市がつくっている定員適正化計画の中にも、育児休

業を踏まえた採用計画というのを、もちろん国ですとか特定事業主の動きなんかもあったと思うん

ですけれども、やっぱりこの条例改正の時期、遅かったと思うんですけれども、そのあたりいかが

でしょうか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

今回、あわせまして第３次特定事業主行動計画、今議員からご指摘のあった部分でございます

が、これにつきましても、本年２月に第４次の特定事業主行動計画を改正いたしておりまして、こ

の第３次の特定事業主行動計画の目標の中にも男性職員の育児休業の取得というものが掲げられて

おりました。これも２０％という高い目標でございましたが、これにつきましては達成をできてい

なかったという状況も踏まえて、第４次にはそれを引き継いだような形で改正を行わせていただい

ております。 
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そうした背景を見ましても、積極的に今後も男性の育児休業の取得促進に取り組む必要があると

強く思ったところでございまして、今回そのような理由から提案をさせていただいたというところ

でございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

それでは、条例の中身に入っていきたいと思います。 

２つ目の項目に、育児休業の場合とその他の休業の場合で対応は変わってくるのかということな

んですけれども、つまりこの条例、今回一部改正なんで、育児休業のことが特出しされているとい

うことなんですけれども、その他の休業の場合というのは何か違うのか。つまり、育児休業の場合

って、何か取り立てて取り上げる必要というのがあったんでしょうか。まずお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 本来、育児休業の場合も職員定数から除くという考え方で整理がされておれば、今回育児休業者

を除外するような改正は必要なかったわけでございますが、市職員定数条例は、地方自治法などの

改正法令に基づいて、第２条第１項各号において、各部局ごとの職員定数が定められておりまし

て、同条第２項には職員定数に含まない職員というものが定められております。 

今回、職員定数に含まないという職員の中に育児休業者を含めるということでございますが、今

までから現行の規定では、この職員定数に含めないものとして、休職者及び他の地方公共団体へ派

遣されている者というものが規定されておりまして、それに加えて、今回育児休業者を含める改正

をさせていただくところでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

それでは３つ目の、定数に満たない場合の職員の補い方についてというところに行きたいと思い

ます。 

まず、お伺いいたします。定数に満たない場合というのは、実際どのように補うつもりなんでし

ょうか、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

今回、職員定数条例の中には、各部局ごとにそれぞれの定数の上限が示されておりまして、例え

ば議会事務局ですと７人でありますとか、市長部局であると何人とか、それぞれ農業委員会だった

ら何人、教育委員会だったら何人という、そういった定数がそれぞれ各部局において定められてお

りまして、合計でその職員定数が６１６人というふうに定められております。 

一方で、平成３１年４月１日現在の職員数は５８６人ということで、職員定数と実際に働いてい

る職員数との間に３０人の乖離が生じております。今回の定数条例の改正につきましては、この３
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０人の中に育児休業者も含まれておりますので、こういったところを是正するような形で改正案を

提案させていただいたというところでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

３０人乖離しているということなんですけれども、それをつまりどういうふうに補うのかという

ところの質疑になってくると思うんですけれども、では、実際問題乖離しているということで、乖

離したまま置いておいたのか、それともどんな手を打ったとか、現状の対策というのはどういうふ

うにされていたんですか、その乖離に対して。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 あくまでも、私が申し上げた６１６人というのは、職員定数の上限を示しておるものでございま

すので、その６１６人に全ての部局の中でその数字に近づけるというような考え方ではございませ

ん。それぞれの各部局の中で制限がございますので、その中で適正な人員管理ができておるかどう

かというのを、おのおので確認すべきものというふうに考えております。 

そういった中で、育児休業者というのが今回は定数の中に含まれておりましたので、どうしても

実際上の数字との乖離がございまして、そこらを埋めるための改正ということでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

実は条例の中で、定員適正化計画の書かれ方でもそうなんですけれども、全部の人数、各部署に

分けていくと、その実態というが違うというのが結構大きいポイントになってくるかなあと思うん

ですけれども、まずさっきの答弁についてなんですけれども、つまり簡単に言うと、その定員の上

限があった中で各部署ごとに割り振っていって、その部署ごとの定員ぎりぎりいっぱい人がいる部

署もあれば、定員に足りていない部署があるという認識でよかったですか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

議員ご所見のとおりでございまして、１つ大きく例を挙げさせていただきますと、例えば私、議

会事務局のお話をさせていただきましたが、議会事務局の職員定数というのは７名になっておりま

す。実際働いていただいている方も７人でございまして、上限いっぱい配置させていただいておる

わけでございますが、そこの中で、例えば育児休業者が出たときに、今回の条例であれば、定数に

含まれるということになっていますので、育児休業者がたとえ出たとしても、正規職員を代替とし

て配置することは、今の条例上はできません。 

そういったところで、今回その条例上の定数に含めないということになれば、７人の中に育児休

業者が出ても、それを補充する形で正規職員が配置できることが可能となりますので、そういった

ところを改正いたしたいというふうに考えております。 
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○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

何人かの議員で、私も指摘をさせてもらったときがあったりですとか、総務委員会の前回の所管

事務調査でも正規の職員さんで担えるところをしっかり担っていったほうがいいんじゃないのかと

いうような提案もしているんですけれども、つまり今回の条例の制定によって、さっきは議会事務

局の例でもあったように、足りないところに正規の職員さんを補える、つまり採用していくという

ような意思を感じられると思うんですけれども、そういった方針であるという認識でよかったです

か。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

今回、職員定数条例の改正と併せまして、第４次の定員適正化計画の改正もお示しをさせていた

だいておりまして、そこの中の基本理念の中で、正規職員が必要な部署には正規職員を配置してい

くという基本方針を立てさせていただきましたので、本当に正規が必要な部署については積極的に

対応していくと、そのような考え方でございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

それでは、さっき、実際に育児休暇を取られている方が大体年間２０名から３０名ということだ

ったんですけれども、これざっくりと、男性・女性とか、あるいは大体どれぐらいの期間が、何人

くらいかというのは２０名から３０名ということだったんですけれども、大体そういう数字は分か

りますか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

令和２年３月１日現在で、医療職を除きまして２７人の職員、現在育児休業を取得している状況

にございます。全て女性でございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

全部女性で２７名ということでした。 

もう一つ、長さのことも聞かせてもらったんですけれども、大体どれぐらい取られているのかと

いうことで、もう一点、この育児休業というものは、例えばこれぐらいの長さを取るつもりやった

けれども伸びたとか、あるいはもう少し長い期間を想定していたけれども、早く戻ってくるみたい

な傾向というのは、そういった予測できないといったことはあるんでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 
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○総合政策部長（山本伸治君登壇）

傾向で申し上げさせていただきますと、育児休業はまず最長で３年間、育児休業が取得できま

す。 

その中で、第１子を育児休業として取得された場合は、３年を取るケースが多い状況でございま

す。ただ、第２子、第３子目になってきますと、それが２年になったり１年半になったりというこ

とで、第２子、第３子目になりますと、少し育児休業の期間が少なくなってきているという傾向は

あると思います。 

それと、育児休業の変更でございますが、原則として１回限り、育児休業の承認を得た後に変更

することが可能となります。ですので、例えば２年間申請をされましたが、２年目を迎えて、あと

１年延長するということで、当初より期間が長くなるということで、育児休業の取得状況がこうい

ったところで少し不明確になるような要素というのはあるものというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

４項目めなんですけれども、育児休業者の復帰後の対応についてということなんですが、さっき

ぎりぎりいっぱいの部署もあれば、定数に足りていない部署もあるということではあったんですけ

れども、例えばぎりぎりいっぱいの部署に関しては、その育児休業者の方が戻ってきたら定数を超

えてしまうということになると思うんですけれども、そのあたりの考え方は、どういう対応になる

か、いかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

本条例の一部改正案をお認めいただきましても、育児休業者全ての人数を採用するというもので

はございませんので、基本的に条例で定める定数を超えていくということはないものと考えており

ます。仮にですが、育児休業者が復帰をしまして、議員おっしゃられるようなことで定数を超える

ようなことが生じた場合でも、復帰した職員については、改正条例において、１年を超えない期間

は定数に含まないこととするという例外規定を今回設けさせていただいておりますので、その間に

職員定数というものは調整できるということになっております。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

先ほど、実際問題、その休みの期間というのはどれぐらいになるんですかとか聞かせてもらった

り、男女比とかを聞かせてもらったんですけれども、さっき問題に上げたとおり、条例上は事務部

局の職員とか一くくりで表記がされているんですけれども、実際の部署に割っていくと、現実問

題、この条例ができても、軽減ぐらいかもしれないんですけれども、この条例ができるに当たっ

て、困っている部署というのは、実際問題女性の割合が多かったりという部署になってきていたの

かなというふうに感じました。 

これで最後なんですけれども、やっぱり条例の改正だけではなくて、実際の現場というのを見な
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がら、採用であったり人事配置というのをしていただく必要があるかなあと。つまり、条例の一部

改正だけではやっぱり不十分ではないかなあというところがあると思うんですけれども、そのあた

り、運用についての考え方はいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

議員ご指摘のとおり、女性の育児休業の取得率は１００％となっておりますので、種別で見ます

と、女性が多い保育士、幼稚園教諭、または保健師については、毎年約２０％が育児休業を取得し

ている状況にございます。 

それと、これもご指摘がございましたが、職員定数条例の中で、例えば教育委員会でありますと

か学校、教育機関、保育機関、こういったところは非常に上限の定数と実際に働いてみえる方の定

数というのが近い状態にありますので、ご指摘のところは当たっているのかなというふうに思って

おります。 

しかしながら、こういった職場が実際に勤務する職員数と定数との乖離が顕著であるということ

はご指摘のとおりでございますが、これも議員ございましたように、正規職員の配置等につきまし

ては、今後の採用状況を十分に勘案して、繰り返しにはなりますが、真に職員が必要な部署に適切

に配置してまいりたいと、そのように考えております。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、次の項目に移ります。 

議案第２４号財産の無償譲渡についてでございます。 

まず、こちらの無償譲渡に関する経緯についてお伺いをいたします。 

○議長（小坂直親君）

豊田消防部長。 

○消防部長（豊田邦敏君登壇）

無償譲渡いたします市瀬消防車庫は、市瀬地区に在住する消防団員がいなくなり、消防車両を運

用することが困難となりましたことから、消防団本部で協議した結果、消防車両の運用を取りやめ

たところでございます。 

このことに伴い、用途廃止となった当該車庫について、本来取り壊すところですが、市瀬自治会

から倉庫として活用したいとの申出がありましたので、自治会の活動を支援するため、無償譲渡す

るものでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

先ほど、２つ目の項目の建物の用途についてということで、自治会のほうから倉庫として使いた

いと、本来取り壊すはずだった車庫を倉庫として使いたいというような申出があったということな
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んですけれども、結論としては、すごくいいことだと思うんです。市としては壊すはずだったコス

トが抑えられて、自治会の方にも生かしていただくと。 

ただ、例えば用地交渉の話のときとかにも私言ったと思うんですけれども、一つ前例ができてし

まうと、ほかの自治会とか人というのにどういうふうに説明していくんだろうというのが気になっ

てくると思うんですけれども、３つ目の項目ですね。 

つまり、このケースとしては、ある自治会が市のものを欲しい、下さいと言ったら譲渡してもら

えたというケースだったと思うんですけれども、今後こういったケースって起こり得るんでしょう

か。その際に、例えば断るとかなったら、どういうふうに市は説明というのはしていくんでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

行政目的のない普通財産の処分につきましては、亀山市普通財産処分事務取扱規程がございまし

て、そこでまず、市として保有しておく必要がないと認められるときに処分することができるとい

うものでありまして、国やほかの地方公共団体、その他公共的団体に公用もしくは公共用、または

公益事業の用に供するときは、随意契約によることができるというものでございます。 

そして、自治会は公共的団体でありまして、公共用、または公益事業の用に供するときは随意契

約により譲渡することができますが、無償譲渡の場合に限っては議会の議決を要するというもので

ございます。 

今回の消防車庫のケースにつきましては、建物は市の財産でありますが、底地は民間の個人の方

の土地を無償借地しております。建物のみの処分については取壊ししか方法がないという状態であ

ったこと、また市瀬自治会は地方自治法に定める認可地縁団体でありまして、財産を持つことがで

きるということから、底地の所有者の承諾の下、地元自治会への譲渡をすることになったものでご

ざいます。 

今後につきましては、原則有償での処分を行いますが、消防団の消防車庫などにつきましては、

今回のように無償譲渡するようなケースが出てくる場合もあろうかと考えております。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

これから市の財産を処分していくとか、個々に自治会の活動を支援していくなど、いろいろ個別

判断というのが迫られることが、市役所であったり、我々市議会のほうにも出てくるのかなあと思

います。今の経緯だったり、あるいは委員会での議論というのを踏まえて、私たちが議決すること

で、一つのケースとして収まっていくのかなというふうに感じております。 

少し時間のほうを残しましたが、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（小坂直親君）

４番 今岡翔平議員の質疑は終わりました。 

次に、１２番 岡本公秀議員。 
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○１２番（岡本公秀君登壇）

それでは、３本の議案に対して質疑を行わせていただきます。新和会の岡本です。 

通告にのっとって、まず最初に議案第２号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例という長ったらしい条例ですが、先ほどもあったんですが、農業委員さ

ん、そういった方の費用弁償の件に関する条例の改正ということですが、この条例改正の、そもそ

もの事の起こりについてお伺いいたします。国とか県の動きについてお示しください。 

○議長（小坂直親君）

１２番 岡本公秀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

今回の改正の経緯でございますが、平成２８年の農業委員会等に関する法律の改正によりまし

て、農業委員会において、担い手への農地集積・集約化など農地利用最適化に向けた事務を行うこ

とが明確化をされるとともに、新たに農地利用最適化推進委員を委嘱しまして、積極的に推進する

こととなったところであります。 

本年度、国が人・農地プランの実質化を推進したことによりまして、地域での話合い、担い手へ

の集積・集約化や耕作放棄地の解消に向けて、農業委員並びに農地利用最適化推進委員に積極的に

活動いただく必要がございますことから、今回、この３月でありますけれども、農業委員会委員の

改選に合わせまして改正を行うというものでございます。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

そうしますと、国のほうが農地利用とか農業の荒廃をこれ以上進まないようにする、そういった

ことも含めて農業委員さんに活躍していただこうと、そういうふうな思惑があると思うんですが、

次に、その条例案を見ますと、農地利用最適化交付金という名目の交付金が記載されております。

この交付金を基にして、こういうふうな報酬を支払うということでございますが、この農地利用最

適化交付金とはどういう性格のお金か、それをお伺いしたい。 

というのは、このお金はどういった形で支払われるというか、例えば、一定額が国から黙ってお

っても下りてくるような形で、それをみんなで分けるとか、またそうじゃなくて、こちらからお金

を積算して請求して、それに応じてお金が来るとか、お金の来る方法にもいろんなパターンが考え

られますけども、これはどういうふうな感じでお金が下りてくるわけですか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 農地利用最適化交付金につきましては、先ほど少しご答弁させていただきましたとおり、農業委

員並びに農地利用最適化推進委員さんにさらに積極的に活躍・活動いただけるよう、担い手への農

地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地利用最適化推進に係る活

動及び成果の実績に応じて支払う報酬の財源といたしまして、県を通じて国から交付をされるもの

でございます。その支払い、請求の事務ということになりますけれども、まず能率給のうち、活動
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実績につきましては、農業委員並びに農地最適化推進委員から提出をされます活動実績報告書に基

づきまして、半期ごとに県を通じて国に申請をしまして、交付を受けるものであります。 

 次に、能率給のうち成果実績につきましては、本市の農地集積の増加面積についての単年度の目

標面積、これが１５.３２ヘクタール、並びに遊休農地の解消面積についての目標面積９０.０９ヘ

クタールを交付金の算定基準におきます目標面積の算定計算式に当てはめまして、まず定めまし

て、その目標値に対する達成状況を評価点に換算をいたしまして、成果実績の交付金算定計算式に

当てはめて求めた額を活動実績と同様に申請をいたしまして、交付を受けるということになってま

いります。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 先ほど、いろいろとこういうことをやるとか、こういった活動を期待されているとか、それに応

じて金額を算定するということを説明していただいたわけでございますけども、改めて伺います

が、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の方々の、まずその人数をお伺いいたしたいと

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 平成２８年４月施行の農業委員会等に関する法律の一部改正に伴いまして、本市では農業委員の

定数は１０人、各地域において農地等の利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員の定数は

２０人と条例で定めております。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 そうしますと、１０人と２０人で合計３０人の方々に、先ほど部長のおっしゃられた遊休農地を

解消しようとか、小さな農地をまとめて、集積して大きな農地にして効率的な農業をやっていただ

こうとか、そういったことを期待するわけですね。それの成果によって、こういった能率給という

か報償ですね、これを個々人に計算をすると、そういうふうな基本的な仕組みと思うんですけど

も、大体それでよろしいわけですか。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 能率給につきましては個人の活動実績によって異なってくると、そのように考えてございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 能率給というのは個人の活動実績に応じて決定すると、まあそうですね。 

 そして、以前からある報酬というのは、これは基本給で、これはもう皆一緒と、そういうふうな
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仕組みということですけども、以前の状況を思うと、ドラスティックに変わるわけですが、こうい

うふうな銘々個々人を、早う言えば査定するわけですね、活動によって。そうすると、そういうふ

うなこの３０人のメンバーの方々の活動とか、それによる成果、なかなか一筋縄ではいかんような

ことが多いですね、農地集積とか遊休農地をなくすとか。そういうことを、誰がどれだけ功績があ

ったとか、誰の働きでこれが実現したとか、こういう問題を、この成果を正確に計算をするとか、

誰が見ても納得するとか、また人によって頂く能率給とかそういったものが違うと、多い少ないで

またいろいろ揉めごとの種になったりとか、また農業委員さんの中でそれが元でぎくしゃくすると

か、これは正確に人が納得するように算定をできるものかお伺いしたい。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 算定を正確にできるかというご質問でありますけれども、能率給のうち、まず活動実績でありま

すけれども、これにつきましては、農業委員並びに農地最適化推進委員から支給対象となる活動を

実施した日数が月に１回以上あれば、活動実績報告書を提出いただきます。その報告書に基づきま

して活動実績を把握してまいります。 

 次に、成果実績における農地集積の増加面積につきましては、農業者が農地を借りて耕作をする

場合には、利用権設定の申請でありますけれども、これが農業委員会に提出をされますことから、

その申請に基づきまして正確な面積を把握してまいります。 

 次に、遊休農地の解消面積につきましては、農地利用最適化推進委員が現地に出向きまして、農

地の利用状況について調査いただいた結果に基づいて面積を把握していくということでございます

ので、成果算定は正確にできるものと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 先ほど部長は、成果の算定は正確にできるとおっしゃったわけですけども、なかなか人間という

ものは自分には甘いもんで、これが誰の実績やというと、そう簡単に白黒がつかんことも多々世の

中にはあるわけですけども、何らかの形で決めざるを得んから、きちっとやっていただけると思う

んですけれども、そういうふうなことを正確に算定するというのは難しいということを十分念頭に

置いて、あちこちから不満が出やんように、これがもとで農業委員会の組織の中がごちゃごちゃに

なってしますというような、あれはもらい過ぎやとか、私はこんなにやっておるのにもろうておら

んとかなってくると、これは非常に困ったことですから、そんなことのないように、やはり慎重に

事を運ぶということは大事やと思います。 

 そして、これは農業関係のことですけども、亀山市はその他の委員会が幾つかありますが、こう

いった成果報酬的なものを採用しようというような委員会もほかに考えられるのかということをお

伺いしたいし、またこういうふうに農業委員さんの活動を査定とかになってくると、私は嫌やで、

農業委員になるのは嫌とか、辞退する人が出るとか、成り手がおらんとか、そういうこともふと心

配したりするんですけども、そういったことは心配ありませんか。 

○議長（小坂直親君） 
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 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、成果報酬を支給している委員会ということでありますけれども、本市のほかの委員会にお

きましては、今回のような成果実績に基づいて支払う報酬はないものと認識をしておりますし、現

時点では今後、そのようなほかの委員会もないものと認識をしております。 

 次に、農業委員の成り手というご心配を頂きましたけれども、農業委員さん１０人ございますけ

れども、そのうち認定農業者の方が、これも法律で半分以上必要ということになっておりますが、

現在６人の方が農業委員さんになっていただいております。そのほか、利害関係を有しない方がお

一人、その他の方が３人ということで、合計１０人で組織をしてございますけれども、今回の仕組

みとしまして、推薦、また自分から立候補されるといいますか、自推といいますか、そういう仕組

みになってございまして、今後もその農業委員さんの成り手といいますか、任命については心配は

ないものかと思っておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 こういうふうな制度の変更によって、農業委員さんとか最適化推進委員さんの成り手がないとい

うような心配はないということですので、亀山市の農業のため、この制度は有効に機能することを

私も願っております。 

 次に、議案第４号の亀山市基金条例の一部を改正する条例に移ります。 

 本年度から、森林の整備に関する施策や森林の整備を担うべき人材の育成などの費用の財源とし

て、森林環境譲与税が亀山市にも譲与されております。 

 今は、全国的に言えますけども、森林が手入れ不足、なかなか手が入っていないというふうな状

況で、民間の持ち主の山でも、税金を使ってでも手入れをせざるを得ないというふうな状況がある

わけでございますが、そこでお伺いするのは、この森林環境譲与税は、既にもらった金額もある

し、これからもらう予想もあるわけですが、金額で言うと幾らが亀山市に与えられるのか、もう一

度お答えください。 

 それから、今後何年間にわたっての見込みも、大体見込みがつくんやったら教えていただきたい

と思います。 

 それから、これはあくまで基金条例ということですから、当該のお金を入れる基金には当然名前

がつくと思うんですけども、その名前も決まっておったら教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、森林環境譲与税の本年度の譲与額でございますが、１,３４５万８,０００円でございまし

て、人工林面積、林業就業者数、人口に応じて案分されて譲与をされるものでございます。 

 次に、令和２年度でありますけれども、昨年９月の台風１５号の影響で、倒木による大規模な停

電発生もありましたし、さらに近年の豪雨による氾濫、流木被害などが発生していることに鑑みま

して、国がさらなる財源確保が必要と判断をされまして、令和２年度からは本年度のおよそ倍増と
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なります２,８５９万９,０００円が譲与されるという見込みでございます。この２,８５９万９,０

００円は、令和２年度、３年度を予定しておりまして、令和４年度、５年度につきましてはおよそ

３,７００万円で、令和６年度以降はおよそ４,５００万円が譲与されるというふうに現時点で試算

をしておるところでございます。 

 それと、最後に基金の名称でありますが、今回設置をさせていただくと考えておる基金の名称は

森林環境整備基金でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 本条例の整備基金、これは差し当たってこの譲与税を基金に積むと。具体的なことを伺いたいん

ですけども、差し当たっては基金に積んで、お金を一定額でもためて、その間に整備計画を十分練

って、おもむろに仕事にかかろうかというような腹づもりでいるのか、それとももう既に手がけて

おるような要素があるのか、例えば事前調査とか、そういったことを説明してください。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 まず、基金の積立というご質問でございますけれども、森林環境譲与税につきましては、法令で

定められた使途どおりの全額を執行できなかった場合には、その未執行額については他の一般財源

に充当するということができないとされております。 

 また、納税者への説明責任を果たすという観点から、法令に基づきまして、市民をはじめ国民に

対し、森林環境譲与税の使途及び執行額を公表されるということになっておりまして、この未執行

があった場合には、基金を設けるなど、未執行額を分かりやすく明確に管理することが県で定めら

れておるところでございます。 

 令和元年度でございますけれども、現在、事業を進めている森林経営管理法に基づく森林の整備

を進めてきておりまして、それの未執行残額を今回基金に積み立てるというものでございまして、

また令和２年度の当初予算におきましては、森林環境譲与税が倍増と先ほど申し上げましたけれど

も、およそ倍増となってまいりましたけれども、それが国のほうから決まってきたのが１２月の末

ということでございまして、この譲与税額に見合った事業を構築することができませんでしたの

で、令和２年度の当初予算では譲与税の一部を基金に積み立てる予算を計上しておるところでござ

います。 

 しかしながら、早期に事業を進める必要がございますので、事業の進捗状況を見ながら、改めて

事業内容を検討してまいりたいと考えております。 

 また、今回新たに基金を設置するわけでございますけれども、鈴鹿川等の源流域の森林の整備で

ありますが、これを推進していくために、ふるさと納税の寄附金の受皿としても活用してまいりた

いと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 
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 先ほど伺ったところによると、かなりの金額が国から来るみたいですから、そのお金を基にして

きちっとやっていただきたいんですけども、亀山市もたくさんいろんな名目の基金がありますが、

人間の心理として、基金とかつくってお金をため込むと、何かためるほうばっか注意が行くという

ような傾向が、お金があっても使うのが惜しいでためるほうに注意が行ってしまうとか、そういう

ふうな傾向が人間の心理にはあるんですけども、そのようなことはまさかないでしょうね。どんど

ん有効に使っていただけるんでしょうね。 

○議長（小坂直親君） 

 大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇） 

 森林環境譲与税の目的に合った事業に充当してまいります。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 お金を使うというのもいろんな使い方があって、毎年毎年来るお金を毎年毎年使うのも一つや

し、ある程度ためておいてまとめて大きな事業に使うのも一つですから、それはどういう方法でも

ええわけですけれども、亀山市は鈴鹿川源流の森を維持するという条例がありますから、大きな金

の要るような事業やったら、ちょっとたまってからやったらええし、毎年毎年のお金はそれなりに

要ると思いますので、有効にお金を使っていただきたいと思います。 

 次に、最後、議案第５号の亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正でございま

す。 

 本条例は、自転車通行帯の設置要件というのを新たに規定する条例でございますが、本議会に当

条例が提案された理由をお示しください。 

 それと同時に、その条例文を読んだら出てきますが、「自転車通行帯」というのと「自転車道」

というのと２つの言葉が書かれておるんですが、この自転車通行帯と自転車道の差、どう違うのか

もお示しください。 

○議長（小坂直親君） 

 久野産業建設部参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇） 

 昨今の自転車の交通量の増加に伴いまして、本来、自転車の通行については自転車専用の通行区

間を確保する必要があるにもかかわらず、必要な幅員を確保できないなどの理由により整備ができ

ていない状況でございます。このため、自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の

車道の部分として自転車通行帯を新たに規定し、自転車道の設置要件を設計速度が１時間につき６

０キロメートル以上であるものを追加した道路構造令の一部が改正されました。これに伴いまし

て、道路構造令で定める基準を参酌して定めております亀山市道路の構造の技術的基準等を定める

条例の一部の改正を本議会に提案するものでございます。 

 次に、自転車通行帯と自転車道との違いでございますが、自転車通行帯とは、車道の部分に区画

線やカラーの着色など、視覚的な区切りを行って設置する道路でございます。一方、自転車道と

は、専ら自転車の通行のために縁石または柵などの工作物によりまして分離する道路でございま
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す。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 そうすると、自転車が走る用途の道であっても、自転車通行帯というのは今ある道路に一定の幅

で色を塗ったりして区別すると、都会に行けばありますね。自転車道というのは物理的に柵とか縁

石なんかで区画するという、そういうふうな差異があるわけですね。 

 先ほど答弁の中にありましたが、自転車道の設置要件としての設計速度という言葉が出てきまし

たが、この設計速度というのは、道路交通法で言う最高時速が何キロとかいうふうなものとは全く

違った意味合いの言葉と思うんですけども、この設計速度というのはどういうものか、ご説明願え

ますか。 

○議長（小坂直親君） 

 久野産業建設部参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇） 

 設計速度でございますが、道路を新設・改良する場合の設計の基礎とする自動車の速度を言いま

して、設計上安全に、しかも快適に走行することができる速度でございます。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 

 そうすると、設計速度というのは、道路を造るときに必要な速度で、最高速度が大きいほどカー

ブの半径も大きくせなあかんし、バンクも大きくせんことには車が遠心力で飛んでいってしまうと

いうようなこともあるから、そういう意味も考えての設計速度と思います。 

 ところで、亀山市におきましては、現在この条例に出てくる自転車通行帯とか自転車道というの

はあるかないかを教えてください。 

 また、今はなかっても、将来こういった自転車通行帯とか自転車道を設置したいなあというよう

なもくろみというか、考えはございますか。 

○議長（小坂直親君） 

 久野産業建設部参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇） 

 現在、自転車道及び自転車通行帯につきましては市内には存在しておりませんし、設計速度が６

０キロメートル以上を超える市道もございません。 

 また、将来的な見通しでございますが、市道での設計速度が６０キロメートル以上となる新設道

路の計画は現在なく、そのことからも自転車道を整備する可能性は低いと考えております。 

 また、自転車通行帯につきましても、自転車や歩行者が多い路線での新設・改良の道路計画が現

時点ではないことから、直ちに設置する予定はございません。 

○議長（小坂直親君） 

 岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇） 
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 議会でも道路のことに関してはいろいろ話があるんですが、圧倒的に多いのが歩道ですね。歩道

を整備してください、その要望が一番多いんですよね。だけど、自転車は健康にええと、健康都市

というのを看板に上げておりますので、そういうふうな要素もありますので、歩道の整備をするの

と同時に、できれば自転車道も、その道路次第ですけどね、道路にスペースがあったら整備しても

いいんじゃなかろうかと私は考えて、以上質疑を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １２番 岡本公秀議員の質疑は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質疑は終了しました。 

 続いて、お諮りします。 

 質疑はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、明日にお願いしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定いたしました。 

 明日１１日は午前１０時から会議を開き、引き続き行政各案に対する質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。ご苦労さまでございました。 

（午後 ３時２５分 散会） 
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●議事日程（第４号）

令和２年３月１１日（水）午前１０時 開議 

第  １ 諸報告 

第  ２ 上程各案に対する質疑 

  議案第 １号 亀山市職員定数条例の一部改正について 

  議案第 ２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

  議案第 ３号 亀山市手数料条例の一部改正について 

  議案第 ４号 亀山市基金条例の一部改正について 

  議案第 ５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について 

  議案第 ６号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

  議案第 ７号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例について 

  議案第 ８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 

  議案第 ９号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

  議案第１０号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

  議案第１１号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

  議案第１２号 令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

  議案第１３号 令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について 

  議案第１４号 令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

  議案第１５号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）について 

  議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について 

  議案第１７号 令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について 

  議案第１８号 令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  議案第１９号 令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について 

  議案第２０号 令和２年度亀山市水道事業会計予算について 

  議案第２１号 令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算について 

  議案第２２号 令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について 

  議案第２３号 令和２年度亀山市病院事業会計予算について 

  議案第２４号 財産の無償譲渡について 

  議案第２５号 市道路線の認定について 

  報告第 １号 専決処分の報告について 

  報告第 ２号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件
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議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名）

   １番 草 川 卓 也 君  ２番 中 島 雅 代 君 

   ３番 森   英 之 君  ４番 今 岡 翔 平 君 

   ５番 新   秀 隆 君  ６番 尾 崎 邦 洋 君 

   ７番 中 﨑 孝 彦 君   ８番 豊 田 恵 理 君 

  ９番 福 沢 美由紀 君 １０番 森   美和子 君 

１１番 鈴 木 達 夫 君 １２番 岡 本 公 秀 君 

  １３番 伊 藤 彦太郎 君 １４番 前 田 耕 一 君 

  １５番 前 田   稔 君 １６番 服 部 孝 規 君 

  １７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名

市      長  櫻 井 義 之 君 副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

生活文化部次長兼 
総合政策部次長 落 合   浩 君   青 木 正 彦 君 

関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長 平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    健康福祉部参事  豊 田 達 也 君 

選挙管理委員会 
監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 松 村   大 君 

事 務 局 長 

監 査 委 員  渡 部   満 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員
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●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

会議に先立ち申し上げます。 

皆様ご承知のように、本日３月１１日で東日本大震災の発生から９年を迎えます。この大震災に

より犠牲になられた方々に対し、謹んで哀悼の意を表すため、会議終了後、黙祷をささげたいと思

いますのでご承知おきください。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第４号により取り進めます。 

日程第１、諸報告をします。 

監査委員から、令和元年度工事監査結果報告書が提出されておりますのでご覧おきください。 

次に、日程第２、上程各案に対する質疑を行います。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

おはようございます。 

 議長から話がありましたように、今日は東日本大震災から９年目を迎えます。改めて、犠牲にな

られた方々に哀悼の意を表するとともに、被災者の皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。

被災地の一日も早い復興を願い、私たちもできる限りの支援をしたいと思います。 

それでは、通告に従い質疑をいたします。 

まず、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）についてであります。 

補正予算のうち、第２表 繰越明許費補正、土木費の亀山駅周辺整備事業３億７,１５９万５,０

００円についてであります。 

 この事業の当初予算額は４億５,８３７万円ですから、その８１％を繰り越すという異常に高い

繰越額であります。 

 繰越明許というのは、財政法第１４条の３で歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立

後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、あらかじめ国会

の議決を経て、これは市議会の議決ということですけれども、翌年度に繰り越して使用することが

できるとされております。 

 そこで、まず今回の繰越しというのは、この財政法で言う事業の性質上のものなのか、予算成立

後の事由によるものなのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１６番 服部孝規議員の質疑に対する答弁を求めます。 

亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

おはようございます。 
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 歳出予算の繰越明許費につきましては、先ほど議員が申されたとおり、地方自治法第２１３条第

１項において、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらない見込みのあ

るものについては、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用することができるとされて

おります。 

 このうち、亀山駅周辺整備事業に係る予算の繰越しにつきましては、予算成立後の事由に基づき、

年度内にその支出を終わらない見込みであることから、今議会において、繰越しに係る議案を提出

させていただいたものであります。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

予算成立後の事由ということであります。 

では、具体的にどんな事由だったのかお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 亀山駅周辺整備事業に係る予算の繰越し理由につきましては、大きく２点の理由で繰越しをさせ

ていただいております。 

 １点目は、亀山駅周辺２ブロック地区市街地再開発事業について、権利者との協議や調書等への

署名・押印に時間を要したことから、当初、今年度秋を予定しておりました権利変換計画認可の申

請が本年３月となったことから、予算に計上しておりました補償費や除却費、整地費等に係る市街

地再開発補助金や公共施設管理者負担金が年度内に執行できないため、関係予算の繰越しを行うも

のであります。 

 ２点目は、バスバースや駐輪場の整備に当たり、用地取得予定の地権者との交渉において時間を

要したことから、年度内の用地取得が困難となったため、関係予算の繰越しを行うものであります。 

 いずれにつきましても、予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みである

ことによるものでございます。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

２点言われました。 

私は、権利変換の協議、この問題が大きかったんだろうというふうに思います。 

それで、これについて、私、１年間ちょっと振り返ってみました。市は、この権利変換について、

ずうっと一貫して全員合意が必要だと言ってきました。 

 ところが、どうも全員合意が難しいと、こういう事態に至って、今度は都市再開発法を持ち出し

てきた。そして、全員合意がなくてもやれるというふうなことを秋頃から言い出しました。結局、

今年に入って、不同意の方の権利者に代わって市職員が署名・押印をするということで、権利変換

の申請に来ているというのが経過であります。私は、これはずうっと言っていますけれども、本当

に亀山市にとって大きな汚点を作ったと言わざるを得ないと思います。自分の意思に反して署名・
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押印された権利者の無念さというのは、私は本当に心が痛みます。こういうことを亀山市はやった

わけですよ。私たち、この予算を審議するときに、この予算にも反対をいたしました。そのとき、

こういうふうに指摘しています。 

 市が重点施策とする亀山駅周辺整備事業は、いまだに権利者の全員合意が得られず、年度内に全

ての予算が執行できる見通しが立っていません。今年度の予算の執行率が昨年１２月時点で僅か

３％にとどまったように、見通しのないままの予算では来年度も多額の繰越しになるおそれがあり

ますということを言いました。そのとおりですよ、８１％の繰越しになったんですよ。 

 この当時、私らだけではありません。少なからずの議員さんが、これはできるのかという思いを

持たれたんですよ。つまり、本当に最初の時点で、これだけの予算が執行できる見通しが立ってい

ないのに予算を組んだということが私は最大の問題だというふうに思います。これについて、市の

見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

市街地再開発事業につきましては、権利者の皆様のご尽力により事業が進められております。 

 そのような中、昨年２月に組合が設立され、早期に権利変換計画認可に向け取組を進められる状

況であることから、今年度の予算として、事業の推進に必要となる補償費や除却・整地費を計上さ

せていただいたものでありまして、地方自治法に示される繰越明許に該当するものというふうに考

えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

 答弁になっていませんよね。要するに、全員合意と言いながら、全員合意の見通しがなかったん

ですよ、あなた方は。だからこそ土地再開発法を持ち出して、無理やりに署名・押印させたわけで

しょう、市の職員が。こういうことをやってきたんですよ、強引に。それで、ようよう８,２００

万円は使えたわけですよ。こういう実態があるんですよ。だから、当初に盛ること自体が問題があ

ったということですよ。できないのに盛ったということですよ。そこを反省してもらわんと困るん

ですね。 

 こういう駅前整備事業で繰越ししたのは初めてじゃないんですね。ちょっと表を出してください、

お願いします。 

 亀山駅の整備事業の本格的な予算が組まれたのは２０１７年、元号が平成から令和に変わってい

ますのでややこしくなるので西暦でいきたいと思います。 

 ２０１７年度以降の予算額、予算現額。予算現額というのは、当初予算プラス補正ということで

予算現額。それで、支出済額、それから執行率、それから翌年度への繰越しということで表にさせ

てもらいました。 

 ２０１７年を見ると、１億８,０００万円ほどの予算現額に対して７,２００万ほどの支出で３８.

６％の執行率。２０１８年は１５億８,０００万ほどの予算で、支出が１億６,０００万で１０.

２％ですよ。それで、２０１９年、今問題になっていますけれども、４億５,８００万で８,６００
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万程度の支出済額で１８.９％の執行率だと。３年間通して２２億ですよ、全部でね。２２億２,５

８９万の予算をつけているんですよ。 

 ところが、実際に使えた金はというと３億円なんですよ、たった。執行率にすると１４.４％、

１９億円も繰越しですよ。２２億の予算を組んで１９億を繰越しですよ。あり得ませんよ、こんな

ことね。異常です、これは。こういうことについて、市長にお伺いしたい。 

 これは本当に私は異常な予算執行だというふうに思いますけれども、市長はそういうふうに思い

ませんか、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

おはようございます。 

 昨日も櫻井議員にもお答えさせていただきましたが、この亀山駅周辺整備事業については、亀山

駅周辺２ブロック地区の第１種市街地再開発事業、中心事業の執行を図っているところであります

が、市街地再開発事業の実施には権利者の一定の同意を得て進める必要があり、これら権利者の同

意に時間を要し、事業の推進スケジュールに遅れが生じておりますことから、予算の執行が遅れて

いるということであります。従来から丁寧に、そしてこれを積み上げていこうということで、私ど

ももお答えをさせてまいりました。決して強引にとおっしゃられましたが、そういうことではなく

て、やはりそれぞれ権利者の皆さんのお立場やご事情を十分配慮した上で、この事業を進めてきた

ということであります。それに時間がかかってきたということでもあります。 

この予算の執行につきましては、予算年度内での執行を基本に進める必要があると。これは基本

的に認識をいたしておるところでありますけれども、市街地再開発事業の特殊性や亀山駅周辺の再

生に向けた取組は段階的にやっぱりこれをしっかり踏んで丁寧に進めていくということが重要であ

ろうという認識から、繰越しを含めた予算執行となってきておるところであります。 

 また、この事業につきましては、国・県の本当に財政的なご理解やご支援の基に再開発事業法に

基づいて展開をしておりますので、かなり事業費は国費も膨大な額が入っております。したがいま

して、今回、少し３０年度分の１４億につきましては、昨日も申し上げましたように権利変換計画

の県への申請が進達いたしましたので、年度内に１４億の繰越し分については執行の予定でござい

ますけれども、いずれにいたしましても、再開発事業の特殊性の中で、やはり丁寧に積み上げてい

くということは大前提であろうと思いますので、そういう中で少しスケジュールが後ろへずれてき

たということであります。そういう中での予算執行で繰越しを含む予算の執行となっておるという

ことでございます。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

 もうあきれますよ。今の市長の答弁を権利者が聞いて何て思うだろうね。私は怒っていると思い

ますよ。強引でないと言われたけれども、法的にやること自体が強引じゃないですか。同意してい

ないんですよ。同意していないのに、市の職員が署名・押印をするんですよ。これは強引じゃなか

ったら何て言うんですか。こういうことをやってきた。何が丁寧ですか、何も丁寧じゃないです。 
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 それから、もう一つ重大だと思うのは、あなたはすぐに遅れた原因を権利者の同意が遅れたから

と言うんですよ。違いますよ、これ。この間ずうっと見てきて、何が事業を遅らせてきたか。 

１つは業者ですよ。 

 基本設計を３月までに作ると言うたやつを１１月まで、８か月遅らせたんですよ。業者が基本設

計を作るのに。だから、その後が遅れたんですよ、これは。 

次に、プロポーザルですよ。６月にはもう決定していなきゃいかんのを、これも９月まで３か月

遅らせたんですよ、業者が。あなた方がやってきた組合なり、あなた方がやってきたことは、業者

の言いなりですよ。それで、遅らせて、結局詰まってきて権利者をせかす。はよやってくれ、事業

が遅れてきたと。もとを作っているのは業者じゃないですか。それを黙認してきたのはあなた方、

組合でしょう。そのことを棚に上げて、いかにも権利者との合意に時間がかかったんだと。これは

怒りますよ、そんなことを言ったら。遅れた主要な原因は業者ですよ、組合ですよ、市ですよ。そ

のことの反省が全くない。そのことをしっかりと言っておきたいと思います。 

反論があったら言ってくださいよ。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 まず、昨年２月に組合が設立されるに当たりまして、これ自体がそれぞれ組合の同意形成に向け

て、その前年の夏までに設立の予定でございましたが、そういう段階がありました。これも当然、

設計云々というよりも、やはり権利者の皆さんの権利関係や複雑な様々なご事情がある中で、全体

を尊重しながら、それぞれが考える時間を持っていただきながら積み上がってきたということであ

ります。その点については、多分多くの方は、議会での議論もそうでありますけれども、本当に慎

重にそれを配慮して進めるようにという中で組合も私どもも、その努力を重ねてきたということで

ありますので、そこは十分ご理解を頂く必要があろうかというふうに思います。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

もう、ただただあきれます。 

 基本設計ができないから組合の設立ができなかったんですよ。基本設計ができて、事業のあれが

固まらないことには設立できなかったんですよ。だから、言っているんですよ。組合の設立が遅れ

たのは基本設計が遅れたからだと。そのことすら理解していないと、もってのほかですよ。 

次に移ります。 

議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算、これは来年度の予算ですね、９億５,５３０万。 

予算の内訳として、国が５１％、市が４９％の財源負担というふうになっています。予算の約８

割が２ブロック、図書館とマンションの工事に対する国の補助金と駅前広場、それから市道亀山駅

前線の工事に対する公共施設管理者負担金ということになっています。つまり、８割がもうこの２

ブロックですよね。 

 そこで、この２ブロックの工事ですね。解体工事がいつから始まるのか、それから施設建築や道

路、駅前広場の工事がいつから始まるのか、年度内にどこまでこの予算で持っていくのか。この見
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通しを聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 再開発事業の工事の進み方についてということでございますけれども、今現在、権利者との権利

変換認可を受けた後の補償費の支払い等の準備が今進んでいるところでございます。 

 その中で、解体につきましては、今現在５月から６月にかけて入居者の方の建物の明渡し等がご

ざいまして、それに伴って６月から７月にかけて解体工事については着工するものかなというふう

に考えております。 

 解体工事につきましては夏頃といいますか、２か月から３か月程度かかってまいりますので、そ

れ以降に本体の工事に着手していくのかなというふうに考えております。 

 本年度、どれぐらいのところまでの見込みが工事としてできるのかというところでございますけ

れども、これにつきましては、今現在まだ設計が完了の最終段階にあるところでございまして、施

工者とのＥＣＩでの協議も進んでおります。その中で、契約自体が解体については先行契約が当然

必要でございますけれども、建築土木といいますか、駅前広場、道路関係につきましては６月以降

ぐらいの契約になるかなというところでございまして、その辺のところから見まして、最終的に今

年度、ちょっとパーセント等についてはまだ不明でございますけれども、いずれにしても夏頃から

着工して、仮設工事も当然入ってまいりますし、そういう中で年度内に今年度の予算の執行を図れ

るぐらいまでは工事が進むかなというふうには考えております。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

また、これも問題なんですよね。 

 言われたように、契約ができていないんですよ、正式な。これも問題なんですよ。先ほど言った

業者の言いなりやという部分ですよ。これは９月に優先交渉権者、鴻池、決まっているんですよ、

これね。 

ところが、いまだに正式な契約ができない。工事費が定まらないんですよ。いつまで引っ張るん

ですか、これは。 

 今の答弁だと、６月以降でないと契約ができないと。優先交渉権者に決まったのは９月ですよ、

そこから協議が始まっていくんですよ。１０、１１、１２、１、２、３、４、５、６、９か月です

よ。なぜこんなにかかるんですか。あなた方が業者のいろんな言い分をそのままのんでやっている

からこういうことになる。それで、詰まってきたら全部権利者にせかすわけですよ。これだけ事業

が遅れてきた、急いでくださいと。これは同じやり方じゃないですか、こんなもの。みんな、元は

業者が作っているわけですよ。それをあなた方が黙認しているんですよ、遅れることを。いかに利

益を上げようかと企業だから考えますよ。 

 しかし、事業は事業で進めなきゃならんのですよ。そうしたら、おのずからここで切らないかん

というのは出てくるんですよ。それをしていないんですよ、あなた方は。

だから、当初、特別委員会で４月には解体にかかると言われました。できないんですよ、これは
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もう。６月以降ですよ、これは。契約ができないことには解体業者が決まりませんもん。業者が決

まらないと解体できませんわ。そうすると、６月以降に解体が始まる。多分この解体は大変だと思

いますよ。古い建物ですからアスベストも出てきますよ。アスベストが出てきたら、別の方法でや

らないかんですよ。特別な方法でやらないかんですよ、川崎小学校はそうでした。特別にやらない

かん。その分だけ工期が遅れるんですよ、またこれは解体だけでもね。そんなことが十分想定され

るわけですよ。だから、夏頃にかかれませんよ、これは。６月から解体にかかっておったのでは。

 それで、あそこは狭いですよ。狭い上に、駅前の機能はそのまま残すんですよ、ストップできな

いんですよ。だから、道路も使うし、駅前広場も使うんですよ。そんな状態の中で解体をする、工

事をするんですから大変な工事ですよ。だから、そういうことを考えたら、とてもじゃないが順調

にいきませんよ。そうしたら、また繰越しですよ。

２点ほどちょっと聞いておきたいんです。

 １つは、駅前のまちづくり協議会にコンサルタントで４６０万出しています。要るんですか、こ

れは。もう既に事業がここまで進んできて、何を一体コンサルタントに頼むんですか。これは無駄

じゃないですか、４６０万。何が要るんですか、これが１点。

それから、もう一点。費用便益分析、こういうのが入っています。これは初めて聞きました。こ

れは一体何なのか、何のためにやるのか。９００万ですよ、予算は。

この２点を聞きたいと思います。

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

まず、亀山駅周辺まちづくり協議会の支援業務につきましてお答え申し上げます。 

 亀山駅周辺まちづくり協議会は、亀山駅周辺の４ブロック全体の計画について検討するため活動

しているものでございます。これらの活動の結果といたしまして、亀山駅周辺２ブロック地区第１

種市街地再開発事業が整理されてきたものというふうに考えております。 

しかし、他のブロックにつきましては、さらなる土地利用の検討や市街地再開発事業と連携した

にぎわいづくりなど、ソフト、ハードともに検討が必要であると考えておりますので、来年度も継

続して支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 もう一点、費用便益分析の関係でございますけれども、費用便益分析につきましては、社会資本

整備総合交付金交付要綱に基づきまして、平成２９年４月１日以降に事業着手する場合は、費用便

益費、Ｂ／Ｃと申しますけれども、それを社会資本総合整備計画に記載する必要があったことから、

来年度により新規採択を予定しております図書館の床取得や駐輪場整備等に係る交付金について、

費用便益費算出のための委託を行うものであります。 

 また、市街地再開発事業につきましては、既に採択を受け事業を実施しているところでございま

すけれども、採択時に費用便益費を国に対し提出しているところであります。 

 しかし、採択時から施設建築物の計画が変更になり、新たな計画が整理できたことから、改めて

費用便益費を算出し、国へ提出するものであります。 

 なお、費用便益費につきましては、１.０を超えると事業に対する費用以上の便益が発生するこ

ととなります。 
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○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

この４６０万は要りませんよ、これはね。 

 市と組合がちゃんと支えたらいいじゃないですか、こんなもの。基本設計ができて、事業に取り

組んでいくだけじゃないですか。何が要るんですか、コンサル。こんなところに４６０万も使うな

ら、タクシー券２,０００万は切る必要ないですよ。やることがもうむちゃくちゃですよ。 

それから、費用便益分析、これも時間が来ましたので言いませんけど、結局もう費用対効果です

よ、国が言うのは。これだけの費用をかけて、どれだけの効果があるのかということをあらかじめ

分析するというんですよ。やっぱりただ単に国のお金を消化してもうたらいいというんじゃなくし

て、それが本当に効果があるのかどうかというのを見極めようという姿勢に変わってきているんで

すよ。だから、こういう費用便益分析をやるというんですよね、必要なことですよ。これによって、

聞いたところによると、もう補助金、来年度以降の申請をする補助金にも影響が出ると。つまり、

あまり効果がないのであれば補助金を減らしますということも出てくるんですよ。こういうことに

も影響してくるということなんですよ。いろいろまだまだ問題がありますので、この点については

時間があれば、また予算決算委員会でやりたいと思います。 

最後に、高齢者タクシー料金助成事業、タクシー券４８３万、これについて聞きたいと思います。 

 これは今まで７５歳以上全員を対象にしておったんですけれども、来年度は乗合タクシーに乗車

できない高齢者に聞き取りをやって、そして乗合タクシーに乗れない人にだけ交付するということ

で、予算が決算見込みで２,０００万だったのが来年度は４８３万と減額をしているわけです。 

まず、このタクシー券制度の趣旨というのを確認したいと思います。 

これは市の答弁、昨年９月の答弁でこのように言うています。 

満７５歳以上の高齢者のタクシー料金助成事業でございますけれども、本来、タクシー券を交付

して運賃の一部を助成することにより、一般的に閉じ籠もりがちだと言われます高齢者や障がい者

の方に少しでも外出の機会を増やしていただき、社会参加につながるようにすることを目的とした

事業でスタートしたところでございます。 

そこで、聞きたい。 

この答弁は今でも変わっていないのか、確認だけしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員おっしゃいましたように、７５歳以上の高齢者タクシーに関しまして、現在その考え方は変

わってございませんが、今回、乗合タクシーのご利用に関しまして、新年度におきまして、その乗

合タクシーに乗車することができない方のみタクシー券を交付するということで現在提案させてい

ただいているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）
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 要するに、乗合タクシーに乗車できない方にのみ交付するから少なくて済むという話ですよね、

これはね。 

これはやっぱりおかしいですよね。乗合タクシーは公共交通だと、それから先ほど言ったように、

タクシー券というのは福祉の制度だと。だから、タクシー券を高齢者の移動手段の確保というより

は、少しであってもそれを使うことによって出歩いたりということで、閉じ籠もりを防止するとい

う福祉の制度なんですよ。だから、公共交通ではないんですよ、タクシー券はね。だから、それを

併せてやるような。 

 それで、今提案されておるのは、乗合タクシー制度に不備があるから、それを利用できない人を

補完すると言うんですよ。あり得ないですよ、こんなことは。福祉の制度が、なぜ公共交通を補完

するんですか。全然趣旨が違うでしょう、これは。 

 これはやっぱり変質だと思うんですよ、これは明らかに。福祉の制度から乗合タクシーを補完す

るものに変質だと思うんですけれども、その点について見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員お尋ねのように福祉への変質であるというようなお考えでございますけれども、もともとは

公共交通の概念と、それから乗合タクシー、また私どもが進めております福祉タクシー、それぞれ

の考え方を事務的なものの中で整理させていただく中で進めてきております。よって、乗合タクシ

ーをご利用いただけない方の特定の中で、福祉として今回４６０名の方々の予算措置を講じている

ところでございます。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

それじゃあ、乗合タクシーを利用できない人は全てタクシー券をもらえるのかという話ですよ。 

具体的に聞きますよ。 

例えば乗合タクシーが利用できない人、具体的に言うと、地域停留所から地域停留所は利用でき

ませんよね、乗合タクシーは。そうすると、地域停留所から地域停留所へ利用したい人は乗れませ

んよ、これは。タクシー券でいいんですね、そういうことですよね。 

 それからもう一点、医療機関にかかる場合、市外の病院へは乗合タクシーは利用できません。市

内しか利用できない。こういう場合も当然タクシー券が要るということですよね。乗合タクシーを

利用できないんですから。 

 それからもう一つは、よく言われるのは、行きは時間が決められますけれども、診察の時間によ

って帰りの時間がはっきりしないので乗合タクシーでは利用できないと。これもタクシー券という

ことになるんですけれども、そうしないと乗り合い交通の補完にはなりませんよ、あなた方が言う。 

 これは認めるんですか、この２点。地域停留所から地域停留所への利用、それから医療機関にか

かる場合、タクシー券の対象にしなきゃならんと思うんですけど、どうですか。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 
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○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 先ほど議員ご紹介いただいたような考え方の中では、私どもといたしましては含まれていないと

いうことを考えてございます。私どもが考えておりますのは、地域停留所まで行けないなど、高齢

者のお体の状態は要介護度、先ほど来出ております４６０万円の積算基礎といたしました要介護１

から要介護５の方々でございますけれども、こういった要介護度だけでははかれないというような

想定もしてございます。 

 例えば、高齢者お一人暮らしで介護タクシーができない外出等々がございますので、我々といた

しましては申請に来られた方々お一人お一人に丁寧に聞き取りを行いながら、第三者でありますケ

アマネジャーや在宅介護支援センターの職員等の作成する、以前お示ししましたチェックシート等

を利用させていただきまして判断させていただきたく考えております。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

 そうすると、乗合タクシーに移行できない人、今までタクシー券を使っていた人、こういう人は

もう家におってくださいと、こういう扱いでいいんですね、市長。結局、切り捨てですよ、これは。

今、タクシー券を使って外出できる人は、乗合タクシーに移行できる人はよろしいよ。移行できな

い人が出てくるわけですよ、現実に。そういう人はもう家におってくださいという考え方でよろし

いんですね、市長。最後に聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 そういう境界というか、そういう固定的な話というよりも、本当に今回の意味合いというのは、

１万円のタクシーチケット助成で、今、福祉の視点からとおっしゃられましたが、本当に必要な方

が週に１回、２回買物に、通院に行く、これは本当にそれでは限界があるということから、あるい

はカバーできないということから……。 

○１６番（服部孝規君登壇）

乗れない人はどうするのと聞いておるの。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 乗れない人は、今回ぜひ乗合タクシーを活用いただいて、あるいは福祉タクシーとか様々な手法

がありますので、賢い使い方を本当にいろいろ提案させていただいて、ご利用いただくケースがた

くさん生まれてきておりますので、そういう中で私どもは環境を整えていくという考え方でありま

す。 

○議長（小坂直親君）

服部議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

もう話にならんですよ、市長。２,０００万ですよ、タクシー券。 

 あなたが公用車でロイヤルサルーンに乗りたいと数百万使いましたよ。それから、市制施行１５

周年、一千数百万使いましたよ。こんなところにこんな金を使うなら、２,０００万ちゃんとつけ
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なさいよ。そのことを申し上げて終わりたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

次に、１０番 森 美和子議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

森 美和子です。 

議案質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

今回、私は議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算について、４点お伺いをしたいと思いま

す。 

 まず、初めに第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目予防費の予防接種費用助成事業について

お伺いをしたいと思います。 

 亀山市の、特に子供に対する予防接種助成は、医療機関との連携の中で先進的に行われておりま

す。 

 現在、定期接種化されておりますヒブワクチンも、任意のときから助成をしていただいておりま

す。 

 また、ロタウイルスワクチンの助成も、今年の１０月から定期接種化されると伺っておりますが、

現在、任意でも助成をしていただいております。 

 そこで、現在行われている予防接種について、どんな種類の予防接種があるのかについてお伺い

をしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

１０番 森 美和子議員の質疑に対する答弁を求めます。 

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 議員お尋ねの予防接種の関係でございますが、まずお子様が接種する予防接種には、国が定めま

した定期予防接種と、保護者が希望されて接種されます任意接種がございます。 

まず定期予防接種につきましては、乳児期から学童期に接種するものが１０種類でございます。 

 その内容を接種開始ごとに見ますと、生後二、三か月でＢ型肝炎、ヒブ、小児の肺炎球菌、ジフ

テリア・百日せき・破傷風・ポリオの４種混合、ＢＣＧ、また１歳からはＭＲ（麻疹風疹混合）、

水痘（水ぼうそう）、３歳からは日本脳炎が接種開始されます。 

また、学童期以降に開始するものといたしましては、ジフテリア・破傷風２種混合、子宮頸がん

予防がございます。 

 また、任意予防接種のうち、市が費用助成制度を設けております予防接種におきましては、おた

ふく風邪、インフルエンザ、ロタウイルス、定期予防接種の対象期間に接種できなかった方への対

応といたしまして、ＭＲ（麻疹風疹混合）、水痘（水ぼうそう）の２回目の５種類でございます。 

 令和２年度から県内で初めて、新たに百日せきを含む３種混合についての助成を開始する予定と

してございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 
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○１０番（森 美和子君登壇）

 今つらつら言っていただいたんですけど、なかなか一覧表に出してほしいと申しましたが、１回

受けたり、２回受けたりというので具体的なことが書いてある小さいものはあったんですけど、な

かなかないので、ちょっとこちらのほうでまとめさせていただきました。映していただけますか。 

 こういった形で、定期予防接種は国のほうが定めたものでありますので無料で受けることができ

ますが、任意予防接種に関しては、保護者がやりたいというような形で行っているということです。

そこで、亀山市は、このおたふく風邪、インフルエンザ、ロタウイルスに関して助成をしていると

いうところであります。 

 今、任意で助成をしているものの県内の状況や全国的な比較なんかの効果についてお伺いをした

いと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 こちらの効果検証の部分でございますけれども、全国的には少し資料が、比べるものがございま

せんでしたので、県下の状況についてご答弁をさせていただきたく考えております。 

 任意接種の費用助成の主なものといたしましては、当市ではインフルエンザワクチンは平成１７

年１月の合併当初から、おたふく風邪と水痘に関しましては平成２０年度から、ロタウイルスワク

チンに関しましては平成２６年度から開始しておるところでございます。 

 県内の他市の状況といたしましては、おたふく風邪、水ぼうそうワクチンにおきましては、亀山

市が開始をいたしました平成２０年度当初は助成を開始している市といたしましては当市のみでご

ざいましたが、その後、助成を開始する市が増加いたしまして、現在では７市が助成を行っており

ます。 

 その他のワクチンといたしましては、現在インフルエンザワクチンが４市、ロタウイルスワクチ

ンが７市、助成を行っており、年を追うごとに助成を行う市が増加している状況でございます。 

 これらを踏まえまして効果検証といたしまして、任意予防接種費用助成の効果でございますけれ

ども、主なものといたしまして、おたふく風邪ワクチン、ロタウイルスワクチンについてご答弁を

させていただきます。 

 まず、おたふく風邪ワクチンでございますけれども、おたふく風邪は全国的に４年から６年の周

期で流行してございまして、直近では平成２８年に大きな流行がございました。 

 しかし、当市では、おたふく風邪ワクチンの費用助成をすることによりまして高い接種率を維持

することができましたことから、その際も市内では流行はございませんでした。その後につきまし

ても、高い接種率を維持しており、平成３０年度におきましては接種率は８８.４％でございまし

た。 

 次に、ロタウイルスワクチンでございますけれども、ロタウイルスによって引き起こされる感染

症胃腸炎の主な症状は頻回な下痢や嘔吐でございまして、重症化する脱水や合併症での入院の危険

性がございます。これらを予防するためにロタウイルスワクチンを接種するわけでございますが、

当市の平成２６年度の助成開始後の状況を市内の小児科医の方に確認をさせていただきましたとこ

ろ、助成開始後は症状が悪化して入院する方が減少し、平成３０年度は入院した方がお一人も見え



－１８７－ 

なかったということでございまして、ワクチン接種による重症化の予防に大きな効果があるという

ことでございます。 

 なお、先ほどありました令和２年１０月からロタウイルスワクチンは定期予防接種として開始さ

れることとなってございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 亀山で助成をしていただいている予防接種に関しては非常に大きな効果があるということで、今

お聞きをさせていただきました。 

次に、新たなワクチンの効果についてお伺いをしたいと思います。 

 新年度予算に盛られた３種混合のワクチンですけど、その効果と、それから対象者、助成額、併

せて周知についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 新たに予防接種費用助成を開始いたします百日せきを含む３種混合ワクチンでございますが、百

日せきにつきましては、定期予防接種で乳幼児に４種混合ワクチンで接種しております。 

 しかし、就学前にはワクチンの免疫の効果が低下し、兄弟間での感染が多いという報告もござい

まして、特に予防接種を受ける前の新生児がかかると重症化しやすく、命に関わる危険があるとも

言われております。そのため、学童期以降の百日せきの免疫を維持させるために接種するものでご

ざいまして、その接種対象者は小学校就学前１年間、いわゆる年長児の子供たちでございまして、

助成額はお１人当たり２,０００円としてございます。 

 また、この周知ということもお尋ねでございますが、はしか・風疹のＭＲワクチンの通知をこの

３月末に送付する予定でございまして、その折にＤＰＴワクチンの助成についてもご案内を差し上

げる予定でございます。 

 また、ホームページや広報でも周知いたしますのでご確認の上、受診していただければと考えて

ございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 任意接種でありますので、受ける受けないは保護者の方がお決めになると思いますが、しっかり

とした周知をお願いしたいと思います。 

次に移ります。 

 第１０款教育費、小学校費、中学校費、教育振興費の情報教育推進事業についてお伺いをしたい

と思います。 

昨日も少し森議員のほうから聞かれましたが、改めて国のＧＩＧＡスクール構想とはどういった

ものなのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）



－１８８－ 

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 Society5.0という新たな時代を担う人材の育成と、一人一人に応じた個別最適化学習にふさわし

い環境を速やかに整備する必要があるとして、昨年１２月に国よりＧＩＧＡスクール構想の実現が

発表されました。 

 具体的には、全ての小・中学校におきまして、高速大容量のネットワーク環境、校内ＬＡＮを整

備するとともに、令和５年度までに全国一律に全学年の児童・生徒一人一人がそれぞれの端末を持

って、十分に活用できる環境を実現させるというものでございます。 

 なお、校内ネットワーク整備と端末整備については、国からの補助を活用することができるもの

でございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 昨日も少しありましたけど、Society5.0とかというのがなかなかなじみが私たちにはないので少

し調べましたら、超スマート社会として必要なもの、サービスを必要な人に必要なときに必要なだ

け提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応ができ、あらゆる人々が質の高いサービスを受け

られ、年齢、性別、地域、言語といった様々な違いを乗り越え、生き生きと快適に暮らすことので

きる社会がSociety5.0の社会だそうです。これは行革大綱の用語解説にありましたので読ませてい

ただきました。 

 こういった時代を子供たちがこれから生きていくということ。それに伴い、こういったＧＩＧＡ

スクール構想ということで、１人１台のコンピューターを子供たちに与えるということ。これは令

和５年度までと聞いております。 

 これは新年度予算の事業費としては、小学校費として４,１７０万、中学校費では１,５６０万と

なっておりますが、この内訳と、それからこれはどんな計画で、一気に全部の１４小・中でやるわ

けではないと思いますので、その整備計画について少しお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 このＧＩＧＡスクール構想に対する対応でございますが、子供たちのよりよい学びを早期に実現

するために、令和２年度にまずは校内ネットワークを整備できるように、本議会に補正予算を計上

させていただいておるところでございます。 

 さらに、次の段階といたしまして１人１台端末の整備についても、引き続き早期の導入に向けて

の検討を進めていきたいと考えております。 

 まずネットワークの整備でございますが、小学校費でネットワーク部分につきましては１億７４

０万円、中学校費で４,１００万円を計上しております。 

 次の段階の１人１台端末につきましては、国のほうで段階的に何年生から何年生を何年度にとい

うようなロードマップも示されておりますので、そちらについては導入に向けて順次検討はさせて

いただいておりますが、まず今回予算計上させていただいておるのはネットワークの整備、環境整
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備ということで上げさせていただいております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 そうしますと、機器賃借料として、小学校費で２,８２５万２,０００円、中学校費で８０１万７,

０００円計上されておりますが、これは何のことですか。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 現在上がっております機器賃借料については、既にもう導入してある学校のパソコンのリース代

であったり、既に導入してありますタブレット端末もありますので、既存の賃借料というような意

味合いでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 そうしますと、国のほうの流れを見ておりますと、令和２年度には小学校５・６年、中学１年生

には用意をするというようなことがありますが、亀山市はまだということの理解でいいんでしょう

か。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 先ほどもご答弁申し上げましたが、まず今回、補正予算ではネットワークの整備をまずは上げさ

せていただきました。そして、次の段階として、６月議会以降にはなろうかと思いますが、そちら

のほうで１人１台端末のほうについては順次検討していきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 こういったＩＣＴの環境整備とかといいますと、１０年前に電子黒板を入れてきたときのことが

思い起こされます。これは平成２０年度で１億２,０００万使って、文科省のスクール・ニューデ

ィール構想というのがありまして、このときに非常に議会の中で議論になったのが、地域の中小企

業の受注機会に最大限配慮することという一文がついていたことによって、地元でなかったという

ことが物すごく大きな議論になったことを思い出したんですけど、今回もそういったような通達が

あるのか確認をしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 通達でございますが、昨年１２月に国に出された構想でございまして、具体的な通達については

まだ届いてはございません。 
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○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 では、この子供たちの学習環境は、この１人１台端末の導入によってどのように変わっていくか

についてお伺いをしたいと思います。 

 また、新年度からプログラミング教育も始まると聞いておりますが、今のご答弁ですと６月にま

たちょっと検討するというようなことをおっしゃっていましたけど、間に合うのかについてお伺い

をしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 子供たちの学習環境の変化についてでございますが、現在の状況としましては、各校１クラス分

の端末、整備済みが４７０台ございますが、これを校内で共同して活用している状況でございます。 

 １人１台端末になった場合は、全ての子供が自分専用の端末を常時持つことができ、日々の授業

における活用は飛躍的に高まるものと考えております。 

また、デジタル教材の活用にも広がりが出てこようかと考えております。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 プログラミング教育についてのお尋ねでございますが、現在の保有分の端末機で可能という状況

でございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 １人１台端末が子供たちに貸与されるということになれば、今回のような休業状態、この新型ウ

イルスによって休業状態に置かれた場合での活用も、何か早い時期にこれがあったらもっと活用で

きたのかなと思うんですけど、学習環境の中で、私は新たにやっぱり不登校の子に対する対応とか

もできるんじゃないかと思いますし、また障がい児の、以前も質問させてもらったことがあるんで

すけど、読み書きの不自由な、苦手なディスレクシアの子供たちにも、こういったことは非常に学

習環境の改善にはなってくるのかなというふうに非常に期待をしております。 

 ちょっと１点気になることがあるんですけど、校内ＬＡＮの整備ができたことによって、今、子

供たちってほとんどが、中学校なんかは携帯を持っている子も結構おるんですけど、今、学校でど

んな状態なのかというのが私はちょっと分からないんですけど、ＬＡＮが整備されたことによって

通信が可能になってくるようなことというのが、フリーでできるということの懸念はないのかどう

かについてちょっとお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）
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 今回の校内ＬＡＮ、通信ネットワークの整備でございますが、１人１台端末の活用に向けて高速

大容量に対応できるようなネットワークの整備を計画しておりまして、当然子供たちはスマホを持

っておるんですが、現在のところ学校への持込みについては規制はしておりますので、そういう面

からいっても一定のセキュリティーとか、そういうような確保はしていく必要があるとは考えてお

ります。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

あと、教員のサポート体制についてお伺いをしたいと思います。 

 ハード面の環境整備はこれからどんどん進んでいくんだと思いますが、ソフト面の支援について

はどうなのか。操作に不慣れな教員への対応とか、そういった点についてのご見解をお伺いしたい

と思います。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 教員へのサポートでございますが、子供の学習の形態が大きく変わることで、教員のＩＣＴ活用

に関する知識やスキルアップが課題となってきます。それにつきましては、教育委員会事務局の情

報担当者と専門的知識を有するＩＣＴ支援員が連携して授業支援の活用のサポートを行います。 

 また、ＩＣＴを活用した効果的な指導についての研究を進めながら、教員を対象とした研修会を

開催することで教員支援を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

しっかりお願いをしたいと思います。 

次に移ります。 

第２款総務費、第１項総務管理費の第７目企画費、移住交流促進事業４１３万円についてお伺い

をしたいと思います。 

 この事業は、亀山市を選んでいただき、転入者の増加を目的としております。社会増を目指すに

当たって、総合計画にもしっかりと位置づけられた非常に大事な事業と認識をしております。 

 当初は企画総務部で取り組んできた事業でありますが、現在は産業建設部で取り組んでおります。

平成２９年度に議会の産業建設委員会で移住・定住についての調査研究を行ったときに、住まいと

か仕事とか各種支援については窓口の一元化を提言しておりますので、そういった意味でも、そう

いった方向で今動いてきているということは認識をさせていただいております。 

 この中で、定住支援員さんが今しっかりとやっていただいているんだと思うんですけど、この定

住支援員さんの役割について、どんな仕事をされているのかについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）



－１９２－ 

現在１名の定住支援員を配置しております。 

 その定住支援員の役割につきましては、移住フェアにおきまして、市の魅力の発信や市の支援メ

ニューなどのＰＲ、またメールマガジンによります就職イベントや合同説明会などの就職に関する

情報、また市内の各種イベント情報などの配信を行っております。 

そのほか、移住体験ツアーということで、移住体験の申請者の方が何を求められているかという

ことの意向確認をいたしまして、それに基づいた移住体験ツアーのマネジメント、また当日の対応

などを行っております。 

 具体的に、地元とか地域との連携をいたしまして、そのツアーの際に参加者からの希望にもより

ますけれども、移住をされた方との意見交換の場とか、地域とのコミュニケーションのための触れ

合いの場なども設けるなど、地域との連携も行っておるところでございます。 

 具体的に少し申し上げますと、養豚農場でのシューマイ作りとか、関宿でのキャンドル作りやお

はやし体験、また加太地区での稲作の見学などを企画しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 私たちも視察に行かせていただいた中では、定住支援員さんの役割は非常に重要だというふうに

感じて帰ってまいりました。 

 また、不慣れな地域に引っ越してこられた場合の自治会とのマッチングとか、そういうことが物

すごく安心につながるということも聞いておりますので、様々な面でフォローをお願いしたいと思

います。 

 この中で、新年度予算では事業の変更がなされておりますが、その内容についてお伺いをしたい

と思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

新年度から新たに移住・就業マッチング支援事業というのを取り入れております。 

 この事業でありますけれども、三重県まち・ひと・しごと創生総合戦略、また亀山市のまち・ひ

と・しごと創生総合戦略に基づきまして、本市におけます移住・定住の促進及び中小企業等におけ

る労働力不足の解消に資することを目的としまして、東京圏から本市に移住をし、三重県の求人情

報サイトに掲載をされております企業へ就職された方に対しまして、国及び三重県と共同いたしま

して移住支援金の交付を行うという移住・就業マッチング支援事業でございます。 

その内容でございますけれども、移住支援金でございますが、世帯の場合は１００万円、単身の

場合は６０万円でございまして、その財源として国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１とい

う負担割合でございます。 

 対象条件につきまして申し上げますと、移住前と移住後それぞれ条件を満たす必要がございまし

て、移住前の条件といたしましては、本市へ住民票を移す直前の１０年間のうち通算５年以上かつ

直前連続１年以上、東京２３区に在住していた方、または東京都内の２３区以外、神奈川県、埼玉

県、千葉県の東京圏に在住をしながら東京２３区に通勤をしている方が対象になってまいります。 
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 次に、移住後の条件でございますが、三重県が開設・運営をしております求人情報サイト、みえ

の仕事マッチングサイトでありますけれども、こちらに掲載している資本金１０億円未満の法人な

どに就業いたしまして、本市に住民票を移していただくということが条件になります。 

 なお、県が開設・運営をしております求人情報サイトでありますけれども、県内全体で３月４日

現在で２１０件が掲載されておりまして、亀山市は４件ということになってございます。 

 この事業でありますけれども、県内の２５の市町が参加、もしくは令和２年度からの参加予定と

いうことになってございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 国と県でお金が下りるということで、それは理解させていただいておりますが、東京圏だけじゃ

なくて全国どこでも亀山に来ていただくような取組もまたお願いをしたいと思います。 

 最後に、第７款商工費、第１項商工費、第１目商工総務費の地域生活交通再編事業のうち、乗合

タクシー運行委託料についてお伺いをしたいと思います。 

 今年度で乗合タクシーに登録された方がタクシー券を頂けるということで、登録者数がかなり増

えたということはお聞きをしました。昨日もそういう話が出ておりましたので、登録者が３,０５

６人で、登録率が４５.９％ということの資料も頂いておりますので、時間がありませんのでここ

は割愛をさせていただきます。 

 ７５歳以上の方の半数近くの方が登録をされたということで理解をしたいと思います。１００％

は多分ないと思います、寝たきりの方だっていらっしゃるので。登録可能な方には、やっぱり丁寧

な説明と登録を促していただきたいと思います。 

 次に、登録はされたけど、利用していない方の声について、どんな理由からなのか把握をされて

いたら教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 乗合タクシーに登録していただいた方のうち、まだ利用されていない方への聞き取りにおきまし

ては、今は家族運転の車で間に合っているとか、自分でまだ運転ができている。さらに、一般タク

シーを利用しているということ、乗合タクシーは事前予約なので使いにくいという声も聞かせてい

ただいておるところでございます。 

 その一方で、利用していただいた方の聞き取りでありますけれども、いずれの方からも、バスで

は直接行けない医療機関にも行けて便利であるということ。また、一般のタクシーより安く利用で

きて助かっているなどの回答を頂いております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

すみません、時間がないので。 

次に、地域停留所までの移動が困難な方の対応について、私の下にはタクシー券を継続してほし



－１９４－ 

いという声もそうですが、乗合タクシー制度を理解しながらも、自分の地域の停留所まで行くのに

困難だという声を多く聞いております。当初よりも停留所の数は増えているようには思いますが、

この声に対してはどのように対処されるのか簡単にお願いします。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 地域停留所でありますけれども、地域によって集落が分散されておるとか、地形的に高低差があ

るとか、大きな道路とか交通量の多い道路があって危険だという場合もございますので、地域それ

ぞれの事情によりまして個別に対応させていただいておるところでございまして、これまで十何か

所の地域停留所を増設させていただいておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

 そうすると、地域、自治会ですよね。その方から申請をしていただければ地域内にも、また増や

すことが可能だということでいいんでしょうか。その点１点と、それからもう次、特定目的地の拡

大の考え方を少し聞きたいんですけど、特定目的地は公共施設以外には医療機関とか金融機関とか

商業施設なんかがありますが、それは負担金も発生しております。 

 一方で、高齢者の動向を見ていますと、市内のカラオケ喫茶とかによう行ってはるんです、いっ

ぱい行ってはるんです。そこはやっぱり高齢者の閉じ籠もりの防止とか、それから健康づくりね。

声を出すという健康づくりの一つとして私は非常に有効的だと思うんですけど、なかなかその特定

目的地になっていないことで歩いて、その特定目的地から歩かないかんとかいうことで非常に困難

さを感じていらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、そういうところも特定目的地として登録す

ることが可能なのか、２点についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 地域停留所の増設でございますけれども、こちらにつきましては地域まちづくり協議会からの要

望という形で随時受付をさせていただいておりまして、その要望に基づきまして亀山市地域公共交

通会議で合意を得て増設をすることになってまいります。 

 次に、特定目的地停留所でございますけれども、これの拡大は非常に利用者のためには有効だと

考えてございまして、商業施設でございますが、個人の商店、または法人を問わず一律で現在設置

の負担金を設定しておりまして、登録を頂けることになってございます。 

 今後につきましては、その事業規模に応じた負担金の設定等につきましても検討していく材料の

一つではないかと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

本当にそうしてください。 



－１９５－ 

 大きな商業施設とかでは負担金というのはそんなに大きなものではありませんけど、個人事業主

というのには非常に大きな負担金になりますので、そこもまた考えていただきたいと思います。 

最後に、お得感のある広報の仕方についてお伺いをしたいと思います。 

タクシー券は１万円の券を頂くので非常にお得感があって満足感もあります。 

でも、大事に大事に取って結局使い切れないで返したという声も聞いております。また、タクシ

ー券の場合は地域格差もあります。 

 一方で、乗合タクシーに関しては１回ごとにお金を払わないかんということで、非常に何かやっ

ぱり逆に負担感というのが出ているんじゃないかなと思います。現行のタクシー券では買物や医療

機関に行くのに上限の２,０００円を超える地域があって、結局そこに負担をして使ってはるとい

う方の状況も聞いております。 

 そうした中で、先日、予算決算委員会協議会で自己負担額の比較表を頂きました。初めてこうい

ったものを頂いたんですけど、その説明をここでしていただきたいと思います。映してください。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 今回、予算決算委員会協議会のほうに資料を、２つのケースで作らせていただきましたけれども、

先ほど、特に森議員からは２,０００円を超えるというお話がありましたので、グラフの２つ目の

ほう、２,５００円で試算をしたケースをお話しさせていただきたいと思います。 

 これにつきましては、市北部の能褒野町地内から医療センターまで約６.５キロを利用して、タ

クシーでのメーター料金が２,５００円としたケースでございますけれども、この場合、乗合タク

シーではＡゾーン、基本ゾーンでの単独乗車ということになってまいりますので１回５００円の料

金になってまいります。無料体験乗車券を配付させていただいておりますけれども、これを使って

いただきますと６回までは自己負担なしでご利用いただけるということになりまして、それ以降は

１回５００円の負担で、２,５００円のところが５００円のご負担でご利用できるということであ

ります。 

 タクシー券でありますけれども、上限が１回２,０００円ということでございますので、メータ

ー料金２,５００円の場合ですと毎回５００円の負担が発生するということで、１万円ですと５回

までの利用が可能になるということで、それ以降については毎回２,５００円のご負担ということ

になってまいります。 

 こういうことから、定期的に通院をされる方とか、買物に行かれる方など利用頻度が多い、真に

必要とされている方ほど乗合タクシーの優位性は高まってくるというように考えておりまして、市

内で同じく６キロを超えるような同様のケースを想定いたしますと、例えば昼生地区の中庄の集会

所前から医療センターまでが約６.３キロ、また野登地区の原尾の自治センター、原尾の公民館か

ら医療センターまでが約６.１キロで同様の区域になっておるということでございます。 

 仮に、このケースで毎月２回往復利用をするといたしますと、年間４８回の利用となりますけれ

ども、乗合タクシーを利用した場合の自己負担は年間２万１,０００円になるという試算でござい

まして、それに対してタクシー券を利用しての自己負担は年間１１万円になってくるということで

ございますので、乗合タクシーをご利用いただくと大幅に有利なものと、そのような試算でござい
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ます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

ぜひお得感のある広報の仕方もお願いをしたいと思います。 

ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

１０番 森 美和子議員の質疑は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 

（午前１１時１５分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時２４分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、３番 森 英之議員。 

○３番（森 英之君登壇）

森 英之でございます。 

通告に従い、議案質疑させていただきたいと思います。 

まず議案第１号でございます。亀山市職員定数条例の一部改正についてということでございます。

昨日、今岡議員からも質問をしていただいておりました。今ですかという話がございました。

私も昨年から総務委員会、あるいは一般質問を通じて、こちら育児休業の方は定員に含まないよ

うにするべきだということを何度か訴えさせていただきました。その中で、今回改正に至るという

ことで、遅いという話がありましたが、このタイミングしか、逆に今まではそれがなかったわけで

すから、そこを決断いただいたことは評価に値するものということで申し上げたいというふうに思

います。

ただ、必要なのはこれからでございます。

その中で、１つ質問をさせていただきたいと思っています。

 今、育児休業の対象者の方は、昨日の質問でも答弁いただいたとおり、女性のみで２７人という

ことでございました。その中で、育児休業者の方の休業期間、１回に限り変更が可能となるという

ことの答弁がございました。こちら、例えば第１子、第２子、第３子と生まれた方の場合、その１

回だけというのは、そのご本人が１回しか使えないのか、あるいは１人に対して１回は可能という

ことなのか、そこをもう一度ご答弁お願いできますでしょうか。

○議長（小坂直親君）

３番 森 英之議員の質疑に対する答弁を求めます。 

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 昨日、今岡議員にも、育児休業につきましては、原則１回限り延長が可能というご答弁でござい

ますが、これはあくまでも育児休業を申請した案件についてということですので、例えば第１子、
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第２子、第３子でそれぞれ育児休業を取得された場合につきましては、それぞれに１回限り延長が

可能と、そのような解釈でございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

その答弁を聞かせていただきまして安心させていただきました。 

 やはり休業に入った方は、当然申請する前からお子さんを抱えることによって状況が変わってき

ますので、そこは変更が可能ということで柔軟な対応を頂いていると思います。 

ただし、その上で、逆に言いますと、その変更が可能となる点から、職場から見ますとなかなか

人の手配といいますか、そこは難しいのではないかなと予測がつくところであります。今回、定数

に含まないということの中で、昨日の山本部長からの答弁がありましたとおり、真に必要なところ

は正規職員を充当するということでございました。非常に運営上、難しい面もあろうかと思います。 

 その中で、真に必要な正規職員を充てる中で、当然育児休業の方が期間を変更するということが

あった場合、当然正規職員をあてがうところの期間も変わってくるということの中で非常に難しい

面があると思います。その辺、どのように対応していくのかということをお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 確かに１年で復帰されるという見込みを立てていた育児休業者の方が、例えば半年なり１年なり

延長されるということになれば、採用計画そのものから変わってくるわけでございまして、当初、

採用しなくてもよいと考えていた職員を、例えば１名ないし２名採用しなくてはいけないといった

事案も出てくるわけでございます。 

 それと、ご指摘がございましたように、育児休業の延長というのは、やはり育児休業を取った中

で、その実情に合わせた中で申請をされることでございますので、それが長くなったりするという

ことは、なかなかご指摘のように予測がつきづらい状況でもございますので、今後、採用とか人事

異動の中で、まさにそういう状況が出てきた場合には、先ほどもございましたが、真に必要な正規

職員数というのはしっかりと確保してまいりたいと思いますし、そのために今回このような条例改

正案を出させていただいたところでもございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 その真に必要なところには正規職員ということでございましたので、採用計画を柔軟に対応して

いく必要があるという答弁でございました。 

 その中で、庁内の今いる職員の方の人事異動の話が今ございました。当然、どうしても不足をす

る職場に対しては人事異動していただいて対応するということも出てくるかと思います。短期間の

間に、その方が例えばここが不足しているから行っていただく、同じような方、同一の方がまた違

うところへ行くような、変にたらい回しという言い方が合っているかどうか分かりませんが、その

ような形で、使いやすいからという観点からそのようなことが起こらないのかどうか、そこをお聞
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かせください。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 これは育児休業者の復帰のみならず、いろんなケースの人事異動の中で、スキルアップをしてい

ただく中で、基本的には業務の人事異動の期間というのは一定、４年ないし５年というのを一つ確

保しておりますので、まずそういったところが一つ基準になってくるというふうに思います。 

 それと、例えば育児休業者が年度途中に復職をするような場合等もございますので、そういった

ところで短期的な復職というのもあるかもしれませんが、基本的には今申し上げましたように、１

つの部署につきましては基本四、五年というのを一定基本としながら人事異動については対応して

まいりたいと、そのように考えております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 そのようなお言葉を聞くと、非常に安心して育児休業に入れるのではないかなというふうに思い

ます。 

 ただし、今現在、女性のみということであります。これは男性も育児休業が取得しやすい状況を

やっぱり作っていく必要があるということ、これは当然のことであります。 

 その中で、今、なぜ男性が取りにくい状況であるのかということの、やはり分析が必要なのかな

というふうに思います。その中で、男性にも取りやすい環境、風土づくりが必要かなというふうに

思っています。 

 それには１つ、男性が育児休業を取っても、復職したときにまたさらに働きやすくなるといいま

すか、戻ってきやすい、そういうような雰囲気、そういうようなキャリア形成も含めて、そういう

ものがあれば、短期間であったり長期間であったり、いろんな期間で育児休業が取得可能になるか

と思うんですね。そのようなことを今後も引き続きご検討いただきながら、男性も取りやすい環境

ということにも推進の取組をお願いしたいというふうに思います。 

こちらの質問としましては以上とさせていただきます。 

 それから、先ほどの定数除外の職員の確保についてということも、先ほど質問の継続の中で答弁

いただきましたので、そこも特に答弁は改めては求めないということにさせていただきます。 

続いて、議案第５号亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正についてでござい

ます。こちらは昨日、岡本議員からの質問もございました。 

 こちらは道路構造令の改正に伴い、市道に関しても、それを参酌して改正が必要ということでご

ざいました。その基準となるのが設計速度が６０キロということでございました。ということで、

その設計速度６０キロというものが現存もないですし、これから新設の予定もないということの答

弁でございました。そちらの中で、その６０キロの設計速度のあるものがない。亀山市においては、

そういう自転車道というものの設置はないということでございました。そのような内容で間違いな

かったか、もう一度改めて確認だけさせていただきます。 

○議長（小坂直親君）
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久野産業建設部参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇）

 今回改正されました自転車道及び自転車通行帯の設置につきましては、今後道路の新設、改良す

る場合に適用されるものであること、また自動車、歩行者、自転車の交通量の多い路線となること

から、現時点で該当となる路線はございません。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

改めて確認をさせていただきました。 

こちらの項目については以上とさせていただきたいと思います。 

続きまして、令和元年度一般会計補正予算（第５号）についてでございます。

まず、第２款総務費、第２項徴税費、こちらの滞納整理推進費の減額補正でございます。２２８

万円ということでございます。この滞納整理推進費というものはどういったものなのか、減額の理

由を含めてご答弁お願いいたします。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 まず滞納整理推進費とはということですが、これにつきましては、滞納となった税を徴収するた

めの事務手続を進めるために必要な経費を指すものでございまして、今回、具体的には県地方税管

理回収機構への負担金、臨時雇賃金、消耗品、土地鑑定手数料などを計上しているところでござい

ます。 

 それと、今回の滞納整理推進費２２８万６,０００円の減額についてでございますが、これは県

地方税管理回収機構負担金の支出額の確定に伴い１８２万円を、また臨時雇賃金の支出見込みによ

り４６万円をそれぞれ減額するものでございます。そのうち、県地方税回収機構への負担金につき

ましては、回収機構の規約に基づき算出した金額を、まず当初予算として計上します。負担金の内

訳といたしましては、均等割が１市当たり１０万円、処理件数割として１件当たり１４万円で、当

市への配分が本年度４０件で５６０万円、さらに徴収実績割としまして、平成２９年度において、

回収機構において徴収しました７,０４２万円のうち１０％の７０４万２,０００円、これらの合計

額１,２７４万２,０００円をまず当初予算に計上したものでございます。 

 今回、減額となった要因でございますが、この中で当初処理件数割として４０件分を計上してい

たところでございますが、移管内容を精査した結果、継続案件も含め移管件数を２７件にとどめ、

差引き１３件分の１８２万円を減額したことによるものでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 滞納のそういったものを徴収するために県に委託をして、その予算計上としましては前年の回収

実績から一定率を計算した上で予算計上すると。 

また、今回の減額については、その実績に鑑みて、その分減額補正をしたといったことの答弁で
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ございました。実績に応じて県に負担をすると、その分、実績が少なければ戻されるということで、

考え方としますと費用対効果はあるということでありますので、引き続き滞納は少ないにこしたこ

とはないんですけれども、それに関しましては県とも連携を取っていただいて、徴収に努めていた

だきたいというふうに思います。 

 続きまして、第１０款教育費、小学校費の個の学び支援事業の減額補正についてでございます。

それからもう一つ、中学校費の、こちらも個の学び支援事業の減額補正についてでございます。 

 こちらは同じ事業かと認識しておりますが、その減額に至った経緯をご説明いただけますでしょ

うか。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 個の学び支援事業でございますが、こちらは小・中学校の特別支援学級在籍の児童・生徒及び支

援を必要とする児童に対して、障がいの程度に応じて介助員の配置であるとか、普通学級に在籍す

る児童・生徒に対し、学習面や生活面の指導・支援を行う学習生活相談員、生活支援員を市費で配

置しておるものでございます。 

 その中で、介助員も配置しておりまして、介助員の配置につきましては、小・中学校の特別支援

学級在籍の児童・生徒及び支援を必要とする幼稚園児が安全で充実した学校・園生活が送れるよう

生活面、学習面において、個に応じて支援を行うものでございます。 

本議会におきまして、個の学び支援事業の賃金を減額いたしております。 

 その理由でございますが、小学校におきましては、当初計画は介助員３３名、看護師３名が教育

支援委員会の判定の結果、介助員は５名減の２８名、看護師は１名減の２名となったためでござい

ます。 

中学校におきましても、当初計画は介助員９名が教育支援委員会の判定の結果、３名減の６名と

なったためでございます。当初の予算計上時から配置人数の減少は、児童・生徒の成長に伴う介助

の度合いの低下であるとか、特別支援学校への入学、進学等による減少が上げられております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 亀山市の取組として、特色ある取組ということは理解しております。やはり平等な教育を受ける

権利というところの中で、そういった形で支援をするというのは非常に大事なことかと思います。 

 その中で、介助員の方も今回、昨日も議論させていただきましたが、学童保育の支援に当たって

いただくとか、そのような急な対応にも応じていただいてご協力いただいているということは理解

させていただいているところであります。引き続き介助員の方のご支援を頂いて、みんなが学びや

すい環境ということでご尽力いただくように教育委員会のほうからもバックアップをよろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、最後の第１２款諸支出金、第１項基金費、第５目の庁舎建設基金費、庁舎建設基金

積立事業についてでございます。 

こちらの積立基金についてなんですけれども、現在の積立ての目的、それから経緯ですね。積立
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金額を含めて、そちらを教えていただけますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 庁舎建設基金につきましては、平成１９年度から市庁舎の整備に伴う財源確保のために積立てを

行っているもので、基金活用指針では目標額を１５億円として積立てを行っております。 

 積立額の経緯につきましては、平成１９、２０年度はそれぞれ３億円、平成２１年度は１億円、

そして平成２２年度以降は毎年５,０００万円ずつを積み立てておりまして、今回の補正予算によ

りまして５,０００万円を積み立てますと、令和元年度末残高が１２億円となるものでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 今回の補正５,０００万ということになれば、１２億円の積立てになるということでございまし

た。 

この積立額の目標額、こちらをもう一度お教えいただけますか。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

基金活用指針では、目標額は１５億円となっております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

１５億円ということでございました。 

 ただ、庁舎の建設、１５億で足りるものではないというのは誰もが理解するところであります。

あとの残りの部分、どう補っていくといいますか、どういうふうな考えで庁舎建設を考えているの

かお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 今後の積立てにつきまして、長期財政見通しによりますと、令和３年度から毎年２億円ずつ積み

立てて、令和６年度末には残高２０億円を確保するというふうな試算をしているところでございま

す。 

 なお、現在策定中の新庁舎整備基本計画で新庁舎の機能や規模、また令和３年度には建設予定地

の決定を行う中で全体事業費を算定してまいりますので、その中で積立額の目標額も変更する必要

が生じてこようかと認識しております。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）
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 その事業費の算定というところでは、候補地によって大きく変わってくると、これは誰もが理解

するところであります。したがって、早い段階で候補地を選定して、事業費をきちっと見積もった

上で、どう確保していくかというのがこれから本当に大きな課題かなというふうに思っています。 

もう一つ聞かせていただきたいのが、こちら補正予算であります。 

 当初は２００万ぐらい、それで４,８００万の補正であります。これは当初予算で積立てという

のができない、しない、その考え方はどういうことなのかということをお聞かせいただけますか。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 たしか平成１９、２０年度につきましては、当初予算で３億円ずつ計上しております。２１年度

の１億円は補正予算、２２年度は当初予算で５,０００万積んでおりまして、２３年度以降は当初

予算では利子分だけを計上しておりまして、最終３月補正で５,０００万になるように補正を今ま

でしていたという経緯がございますので、元年度につきましてはそれに倣って、当初予算では利子

分を計上して、そして補正予算で５,０００万になるようにするということでございます。 

 なぜ当初から盛らないかということですけれども、まだ基本計画ができていないと。まだ２年目、

令和２年度に策定するということで、当初予算から盛るということは控えたということでございま

す。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 ちょっと理解に苦しむところでございます。利子を先に当初予算つけて、その分５,０００万に

合わすようにということでございましたが、当初予算につけない理由としては、ちょっと私はなか

なか理解できないところでございます。もう少し分かりやすく説明いただけますか。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 当初予算の編成のときにはいろいろな財政状況も、編成するに当たって財政状況がありますので、

一旦は利子分を積むということで、当初予算の編成の中で利子のみを積むということを決定したわ

けでございます。 

○議長（小坂直親君）

森議員。 

○３番（森 英之君登壇）

 ちょっとなかなか分かりにくいところでございますので、こちらに関しまして、またその考え方

を含めて議論させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

３番 森 英之議員の質疑は終わりました。 

会議の途中ですが、午後１時まで休憩いたします。 
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（午前１１時５０分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、９番 福沢美由紀議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

日本共産党の福沢美由紀でございます。 

議案質疑、お願いをいたします。 

まず１点目、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算について、教育費のうち情報教育推

進事業についてお伺いします。 

 午前中からも質疑がありましたＧＩＧＡスクール構想の内容でございますが、内容については理

解していますので、ただ、亀山市は１人１台パソコンとか１人１台タブレットというのを３人に１

台というのを目指して毎年毎年整備されてこられて、今ではクラスで授業をするには１人１台はち

ゃんと持てる環境もあるし、普通教室を含めて各学校の中でＬＡＮの環境も整っていると伺ってい

たところです。

そんな中、改めて今回の新たな事業に手を挙げて取り組む目的を伺いたいと思います。

○議長（小坂直親君）

９番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 現在、亀山市ではタブレットの台数は既に４７０台配備をしております。それに加えて、今回の

ＧＩＧＡスクール構想では、令和５年度までに全ての小学校で、全ての児童に１人１台の端末を配

備するというような計画になっております。 

 その目的でございますけれども、今回ネットワークの整備と１人１台の端末に向けて計画的に進

めることがＧＩＧＡスクール構想の狙いとして出されましたので、当市におきましても、この３月

の補正で上げさせていただいております。 

○議長（小坂直親君）

福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）

 私、改めて目的を伺いましたのは、午前中のご答弁で人材育成という言葉を使われたと思うんで

す。人材というのは役に立つ人間という意味で、企業側の方がよく使われる言葉だと思うんです。

私はそう解釈しています。 

 公教育の目的は人格の形成ということがまず言われるのであって、人材育成という言葉には少し

違和感がありましたので、改めてちょっと目的を伺わせていただいたんですけれども、そこに対す

るご見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 
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○教育長（服部 裕君登壇） 

 午前中に部長が答弁いたしました新たな時代を担う人材の育成と一人一人に応じた個別最適化学

習にふさわしい環境を速やかに整備するとしているのは、国のＧＩＧＡスクール構想の考え方でご

ざいます。その人材の育成という言葉を使っているのは国のほうだと思うんですが、亀山市としま

しては、次世代、次の時代を生き抜く力、そういった力をつけるためにも、子供たちのよりよい学

びの実現のために、このＧＩＧＡスクール構想を亀山市としても必要という理解の下、今議会にも

補正を上げさせていただきました。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 私、時間がなかったので、さっと文科省のページも見させてもらったんですけれども、人材とい

う言葉をよう見つけなかったので、すごく自分の中で違和感があったんです。役に立つ人間じゃな

いといけないのかなという、教育の中にそういう言葉、そういう目的を入れているのかなというこ

とを疑問に思いました。一応、文科省としては一人一人の個別に応じた教育ができるということを

前面に出しておられたと思います。 

 それでは、改めてお伺いしますが、この予算の内訳と財源についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 今回の予算でございますが、令和２年度に校内ネットワークを整備できるように計上させていた

だいています。現在、全ての小・中学校において整備されている校内ネットワークの規格を見直し

まして、１人１台端末使用時に安定した利用ができるよう整備し直すもので、財源といたしまして

は国からの２分の１の補助と、残りの２分の１を市債によって賄います。 

 校内ネットワーク整備の具体的な内容でございますが、ネットワークのケーブルの工事、無線機

器やタブレット充電保管庫の取付け等でございます。 

 事業費でございますが、まずは小学校費については１億７４０万円、中学校費では４,１００万

円を計上させていただいております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 １人１台タブレットを使えるようにするためのネットワークの整備など、今までのものよりもも

っと高速で大容量のものをということ、あと充電の準備などということでお聞きしました。 

 そうしますと、今まで３人に１台タブレットをということで整備してこられた４７０台があると

思うんですけど、それを進めることとの整合はどうなんでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 現在４７０台タブレットを導入しております。これは国はこれまで３人に対して１人の水準を整
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備目標として、平成３０年度から令和４年度までの計画期間で教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５

か年計画というのがございまして、これによって進めてまいりました。 

 今回のＧＩＧＡスクール構想は、この整備計画と並行しましての取組となりまして、この２つの

計画によって児童・生徒１人１台の端末の整備の実現を加速させるといったものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 今ある４７０台も１人１台の枠の中に入っているという解釈でいいですね。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 ４７０台も１人１台の枠の中に入ってございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 何年か後に順番にタブレットを買っていくということですけれども、タブレットそのものの財源

内訳と、あと何年か後に更新というものがかかってくると思うんですけど、そういうときの財源、

費用についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 まずタブレットでございますが、国におきましては年次計画的に整備していくというようなロー

ドマップが示されております。 

 具体的には、令和２年度には小学校５年生と６年生、中学校１年生、令和３年度には中学校２年

生と３年生、令和４年度には小学校３年生と４年生、令和５年度には小学校１年生、２年生といっ

た順番でロードマップが示されておりまして、これの財源につきましては端末１台当たり４万５,

０００円が国の補助で賄われるというような計画になっております。 

 当市の計画としましては、今のところここの１人１台パソコンというのは次の段階でというよう

なことで考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 こうやって全校的に環境に取り組むからには進めていくということで、先の見通しも立てていか

ないと駄目だと思うんですけれども、このタブレットを１人１台は国が１０分の１０、４万５,０

００円、１人当たり出してくれると。その中に収まるタブレットだったら市はお金を出さなくてい

いんだと思うんですけれども、更新が必ずかかってくると思うんですけれども、次のときも国が出

してくれるのかどうなのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 
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 草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇） 

 国におきましては、１回目というか、当初の４万５,０００円というのは示されておりますが、

その次の更新時におきまして国の補助があるか、補填があるかというようなことは現在のところ示

されておりません。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 更新になったときには全額市単かもしれない可能性があるということですね。 

 私は、この予算については本当に基本的な、全国で当たり前にされている学校給食もできないで、

優先順位としてどうなのかなという思いが自分としてはあります。少人数学級をきちんとすること、

教員を増やすこと、教員の働き方についてとか、教育については本当に優先課題がたくさんあるん

だと思います。そこをあえて、この事業に取り組むということについてはどのように使っていくか

ということ。それから、朝も議論がありましたけれども、電子黒板というのを取り入れて、今どん

なふうに活用されているのかということの検証もあるかと思いますけれども、見させていただきた

い。この予算については聞かせていただいたということで、次の議案に移らせていただきたいと思

います。 

 令和２年度の国民健康保険事業特別会計予算についてです。 

 この国保については今年度の予算で保険税の値上がりをして、２年間はこのままだということは

説明の中でありましたので、令和２年度も保険税が上がることもなく、このままなんだと思います

けれども、この内容についてまず伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間生活文化部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 国民健康保険事業の予算の概要について申し上げます。 

 国民健康保険につきましては、平成３０年度から県が財政運営の責任主体となりましたことから、

毎年、県が決定いたします国民健康保険事業費納付金を基に、国や県からの交付金や繰入金等に加

えて、保健事業の費用を勘案した上で、市町は保険税を算定していくことになっております。 

 本市におきましても、令和２年度の納付金額を１１億４８３万円が県から示されましたので、そ

れを基に令和２年度予算を編成したところでございます。 

 国民健康保険税につきましては、全体の被保険者数が減少しておりますことから、被保険者数を

前年度比４０９人減の８,７７１人を見込んでおり、収納率は昨年度と同様に現年分を９４.３％、

滞納繰越分を２４.５％で算定しております。 

 保険税の予算額といたしましては、現年課税分につきましては被保険者数の減少を見込んだこと

により、また滞納繰越分につきましては調定額の減等により保険税全体で８億６,０５９万円、前

年度比４,３９０万円の減、率にして４.８５％の減となったものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 
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○９番（福沢美由紀君登壇） 

 毎年確認させていただいているんですけれども、この国民健康保険が他の医療保険と比べて被保

険者の所得階層がやはり低いということ、また所得に占める保険税の支払う割合が高いということ、

これは毎年変わらないというご答弁でした。この令和２年度についても変わらないということを見

通してのことかどうかを確認だけさせていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 令和２年度の傾向につきましても、議員おっしゃったとおり変わらないと見込んでおります。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 高い国保料という実態は変わらないということを確認いたしました。 

 保健事業についてお伺いします。 

 市民が健康でいられるように亀山市も保健事業をされています。特定健診や人間ドック、脳ドッ

ク、そして歯科の検診ですか。あと、糖尿病の重症化予防ということで取り組んでおられます。こ

れら順調にやっておられたらいいんですけれども、例えば特定健診については検診の受診率に課題

がありました。人間ドック、脳ドックについては、抽せんが生じているものもありました。現状に

ついてお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 まず人間ドックのほうでございますが、平成３０年度に定員をそれまでの１００人から２００人

に増員いたしましたが、昨年度、定員を超える２９６人のご応募がございました。 

 また、今年度は同じ定員に対しまして２５３人のご応募がございましたので、去年、今年とも抽

せんにより受診者を決定させていただいたものでございます。残念ながら抽せんに漏れられた方に

対しましては、特定健診とがん検診の受診についてお勧めしているところでございます。 

 なお、今年度の人間ドックの抽せんに当たりましては、昨年度の抽せんに漏れた方を優先的に受

診決定させていただきまして、できるだけ多くの方に受診いただけるよう配慮をさせていただいた

ところでございます。 

 次に、脳ドックのほうでございますが、こちらのほうは平成３０年度は定員２８０名に対しまし

て申込みが２９５人でございましたが、今年度は同じ定員に対しまして申込みが２７５人でござい

ました。 

 そして、在宅介護訪問歯科健診のほうでございますが、こちらのほうは昨年度はご利用がござい

ませんでしたが、今年度は現在のところお一人のご利用となってございます。この事業は対象とな

る方が４０歳以上の寝たきりの方で、在宅で介護を受けておられて、介護者の介護だけでは通院で

きないという方を対象にしておりますので、どうしてもちょっと例年実績が少ないという状況でご

ざいます。 
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 あと、糖尿病性腎症重症化予防のほうでございますが、こちらのほうにつきましては平成３０年

度から医師会さんと連携して実施しておるところでございます。 

 対象者といたしましては、国保加入の４０歳から７４歳までの方で、前年度の特定健康診査にお

いて、空腹時血糖値またはヘモグロビンＡ１ｃとｅＧＦＲの数値により糖尿病が疑われるハイリス

クの方、あるいは前年度の特定健康診査で糖尿病が疑われて要治療の判定をされた方で治療がなさ

れていないとか中断された方を対象といたしまして、市から受診勧奨を行ってかかりつけ医さんの

ほうで治療を受けていただくわけでございます。そして、かかりつけ医さんの判断で保健指導が必

要とされる方に対しましては、医療センターのほうで実施しております保健指導を受けていただく

という流れでございます。 

 その実績でございますが、昨年度は受診勧奨者が１７人させていただきまして、そのうち７人の

方が医療機関を受診されております。そのうちの医師から保健指導が必要と判断された方が３人い

らっしゃいまして、医療センターの糖尿病教室に参加されて保健指導を受けていただきました。 

 今年度は保健指導を受けられたのがお二人で、そのうちのお一人は昨年度からの継続でございま

して、ヘモグロビンＡ１ｃの数値も平常値に戻られたと伺っております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 糖尿病につきましては本当に重要な視点でありまして、もう糖尿病から透析に行くこともあるん

ですけれども、よく三重短期大学の長友先生もおっしゃるんですけれども、病気は自己責任ではな

いと、環境やいろんな問題があってのことなんだから、市が一生懸命こういうことで応援をして、

指導にもつなげて、受診にもつなげてやっていくということは大事な視点だと思いますので、でき

るだけ、そのお医者さんからピックアップしてもらうのも大事だし、自分で心配な人が行けるよう

に周知を丁寧にしていただきたい。 

 あふれている人間ドック、脳ドックですね。人間ドックが主にあふれているわけですけれども、

あふれた方で、よそで受けてもちょっとどれだけか補助するというのもあったような気がしますけ

れども、やはりこれは受けたいとおっしゃっている方の分をきちんと担保する、そういう考え方が

必要だと思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 人間ドックにつきましては、医師会さんに委託しておりまして、現状でも実施可能な枠いっぱい

で実施いただいておるということで、これ以上増やすのは困難な状況でございます。 

 先ほど少しご説明申し上げましたが、人間ドックの内容より若干は少ないんですけど、特定健診

とがん検診の受診でほとんどの項目は網羅されますので、そちらのほうのご案内をさせていただい

ておるところでございます。 

 あと、１つ先ほどのご質問でちょっとお答え忘れたところがございまして、特定健診のほうでご

ざいますが、特定健診の受診の状況につきましては、昨年度が３７.５％でございましたが、今年

度は若干下がりまして３６.５％という状況でございます。 
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○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 亀山市の特定健診は非常に上乗せもされていていい検診だと思いますので、これも周知と、本当

に受けようと思えるようなアピールをぜひお願いしたいと思います。 

 議案第１８号の令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算についてお伺いします。 

 今回、この後期高齢者の保険料値上げの改定の年ですね、２年に１度。値上げをされるというこ

とを伺っております。この保険料を含めた概要について伺いたいと思います。 

 特に保険料については、どれぐらい上がるのかというのを分かりやすい形でご説明いただけます

か。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 後期高齢者の保険料につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律におきまして、２年を財

政期間としておりますので、２年ごとに見直しが行われております。 

 このたび広域連合から示されました令和２年度、令和３年度の保険料の賦課額につきましては、

今後の医療給付費の伸びとか、診療報酬の改定などを見込んで、事業費が平成３０年度、３１年度

と比較して約５％の増加を見込んで、所得割率を１００分の８.９９に、被保険者均等割額を４万

４,５８９円に、それぞれ前回と比較いたしまして０.１３％、１,６２４円の引上げとなっており

ます。 

 分かりやすくということで、一つの例として申し上げさせていただきますと、夫婦お２人の世帯

で共に７５歳以上の被保険者で、収入が夫が公的年金収入が１７５万円、妻が公的年金収入が１０

０万円の場合の保険料につきましてですが、夫の保険料につきましては年額で、新しい保険料とし

て４万２,０７２円。これは現状と比較しまして１,０９８円の増となっております。妻の保険料と

いたしましては、年間で２万２,２９４円。こちらのほうは８１２円の増となっております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 全員協議会でも指摘させていただいたところですけれども、基金がたくさん余りながらこの値上

げをするというところの意味が分からないんですけれども、その点について伺いたいのと、保険料

の激変緩和措置というか、軽減特例があったと思うんですけど、その状況についてお伺いしたいと

思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 広域連合で基金を活用しなかった理由でございますが、事業運営基金と申しますけど、事業運営

基金につきましては療養給付費等に要する費用の不足額に充てるために一定額を積み立てておく必

要がございますし、２年後の令和４年度から、いわゆる団塊の世代が後期高齢者になり始め、医療
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費の急激な増加が見込まれておりますので、次回の保険料改定時の保険料抑制財源としてこの基金

を活用することを見込んで、今回の改定では基金は活用しなかったと伺っておるところでございま

す。 

 あと、激変緩和措置のほうでございます。 

 こちらのほうは後期高齢者医療の被保険者均等割７割軽減の対象の方につきまして、平成２０年

度の後期高齢者医療制度発足時から当面の暫定措置といたしまして、特例的に８.５割、そして９

割と上乗せした軽減が実施されてまいりましたが、全ての方が安心して医療を受けられる社会を維

持するために、高齢者と若者の間で、また高齢者間でも公平が図られるよう、この軽減特例につき

まして段階的に見直しが行われているところでございます。 

 見直しの内容でございますが、９割軽減に該当していた方につきましては、令和元年度に８割、

令和２年度以降は７割軽減となります。 

 また、８.５割軽減に該当していた方につきましては、年金生活者支援給付金の支給対象となら

ないこと等を踏まえまして、激変緩和の観点から令和元年度は８.５割軽減が据置きとなりまして、

令和２年度は７.７５割軽減、そして令和３年度以降が７割軽減と段階的に見直されることとなっ

ております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 後期高齢者は２年の改定で、広域でやっている介護保険は３年でやりますけれども、やはりその

年度内できちっとお金をある程度使っていくという立場に立たないと、そんな先々の高齢者のため

に今のお金を残しておかねばならないという会計は私は問題なのではないかなと思います。 

 保健事業についても後期高齢者でもされていますので、伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 佐久間部長。 

○生活文化部長（佐久間利夫君登壇） 

 後期高齢者医療で行っておる保健事業といたしまして、人間ドック、脳ドックがございます。そ

して、歯科健診もございますが、その辺につきましてご説明いたします。 

 人間ドックにつきましては、昨年度、定員３０人のところ、お申込みが３５人ございました。今

年度は、また同じ定員に対しまして３７人のお申込みがあったものでございます。今年度の抽せん

におきましては、先ほど国保のほうでも申し上げましたとおり、昨年度の抽せんに漏れた方を優先

的に決定いたしまして、できるだけ多くの方に受診いただけるように努めたところでございます。 

 また、脳ドックにつきましては、昨年度は定員１００人のところにお申込みが９６人でございま

した。今年度は同じ定員に対しまして８１人のお申込みがあったものでございます。 

 そして、歯科健診のほうでございますが、在宅訪問歯科健診事業につきましては、歯科健診を受

診することができない在宅の要介護状態の方を対象に実施しておるところでございますが、昨年度

の実施状況につきましては、定員２０人に対しまして１１人のお申込みがございましたが、今年度

は定員２０人に対しまして９人のお申込みがあったところでございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 保健事業について伺いましたが、国保でもそうなんですけれども、受けていただかなかったら勧

奨をしないといけない、受けてくださいと言わないといけない。ちょっとでも超えたら、もうそれ

は断らないといけないというのが非常に不自然じゃないかなと思うんですね。 

 以前、たしかこういった方でも何十人かによそで検診を受けてこられたことに対する補助をとい

う考え方もあったと思うんですけど、こちらで受けるのが手いっぱいだと、これ以上枠は広げられ

ないんだと医師会の方がおっしゃるのであれば、他市、いろんなところで受けてもらってきた分に

ついても補助をするとか、そういう形でやはり健康づくりのために努力をしようとされた方にきち

んと手だてをするという考え方が必要なのではないでしょうか。 

 歯科健診についても、今、本当に少ないんですけど、国保でもこの後期高齢者でも。いろんな意

味でやっぱり口腔のことがこれからすごく注目されていて、最後まで、死ぬまで御飯が食べられる

ということが注目されていますよね。ですから、本当に少ないところについてはしっかりと受けて

いただくように勧奨する。あふれた方についても、しっかり手だてするということがやっぱり亀山

市らしい施策ではないかなと。市長にちょっとお伺いしたいんですけれども、そういう見通しとし

て、そこら辺は手厚くされるべきではないでしょうかね、伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 議員もくしくも申されましたが、健康が自らの責任のみならず、都市であったり、まちの環境、

あるいは風土、全てでもってやっぱり健康を維持、促進させようというのが健康都市のそもそもの

概念でありまして、私どもはその健康都市を目指していきたいというふうに考えております。その

意味で、今触れられました今の制度の中での現状と、そこからあふれる皆さんに対する勧奨、ある

いはインセンティブの持たせ方というのはいろいろ工夫をしながら拡充をしていく必要があろうと、

このように考えておるところでありますし、その全体がまさに亀山市の健康を形成していく、その

ための制度、仕組みの充実は当然今後の課題というふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 インセンティブや広報については言っていただいたんですけど、あふれた分の手だてについても

ぜひとも考えていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 以上で、日程第２に掲げた上程各案に対する質疑を終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第１号から議案第２５号までの２５件については、

お手元に配付してあります付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管する常任委員会にその審査を付

託します。 
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 なお、報告第１号及び第２号の２件については、関係法令の規定に基づく報告でありますのでご

了承願います。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   総務委員会 

 

議案第 １号 亀山市職員定数条例の一部改正について 

議案第 ７号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて 

議案第２４号 財産の無償譲渡について 

 

   産業建設委員会 

 

議案第 ２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

議案第 ３号 亀山市手数料条例の一部改正について 

議案第 ４号 亀山市基金条例の一部改正について 

議案第 ５号 亀山市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について 

議案第 ６号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

議案第２５号 市道路線の認定について 

 

   予算決算委員会 

 

議案第 ８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 

議案第 ９号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について 

議案第１０号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について 

議案第１１号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 

議案第１２号 令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第１３号 令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第１４号 令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第１５号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）について 

議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について 

議案第１７号 令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について 

議案第１８号 令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

議案第１９号 令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について 

議案第２０号 令和２年度亀山市水道事業会計予算について 

議案第２１号 令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算について 

議案第２２号 令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について 
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議案第２３号 令和２年度亀山市病院事業会計予算について 

 

○議長（小坂直親君） 

 次にお諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。そのように決定しました。 

 明日１２日は午前１０時から会議を開き、市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 １時３６分 散会） 
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亀 山 市 議 会 定 例 会 会 議 録 （ 第 ５ 号 ） 
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●議事日程（第５号）

令和２年３月１２日（木）午前１０時 開議 

第  １ 市政に関する一般質問 

───────────────────────────────────── 

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり 

───────────────────────────────────── 

●出席議員（１８名）

   １番 草 川 卓 也 君  ２番 中 島 雅 代 君 

   ３番 森   英 之 君  ４番 今 岡 翔 平 君 

   ５番 新   秀 隆 君  ６番 尾 崎 邦 洋 君 

   ７番 中 﨑 孝 彦 君  ８番 豊 田 恵 理 君 

   ９番 福 沢 美由紀 君 １０番 森   美和子 君 

  １１番 鈴 木 達 夫 君 １２番 岡 本 公 秀 君 

  １３番 伊 藤 彦太郎 君 １４番 前 田 耕 一 君 

  １５番 前 田   稔 君 １６番 服 部 孝 規 君 

  １７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君 

───────────────────────────────────── 

●欠席議員（なし）

───────────────────────────────────── 

●会議に出席した説明員職氏名

市 長  櫻 井 義 之 君 副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長   山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長   佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長   井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長   大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長   宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監   服 部 政 徳 君 

生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君   青 木 正 彦 君 

関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者   渡 邉 知 子 君 

消 防 長 平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長   古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    健康福祉部参事  豊 田 達 也 君 

選挙管理委員会 
監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 松 村   大 君 

事 務 局 長 
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監 査 委 員  渡 部   満 君 

───────────────────────────────────── 

●事務局職員

事 務 局 長  草 川 博 昭  書 記  水 越 いづみ 

書 記  大 川 真梨子 

───────────────────────────────────── 

●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第５号により取り進めます。 

これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

初めに申し上げておきます。 

質問は、通告の範囲を超えないようにご注意いただくとともに、質問、答弁は分かりやすく、簡

潔にお願いいたします。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１番 草川卓也議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

会派結の草川卓也です。 

 あらかじめお伝えします。通告から一部順番変更いたしまして、２件目の次代を見据えた地域ポ

テンシャルの向上の中の１．持続可能な環境の創造と継承について、２．自然との共生とまちづく

り観光の推進について、この２つの順番を入れ替えますので、よろしくお願いいたします。 

それではまず、乗合タクシーの利便性向上についてでございます。 

乗合タクシーは、延べ利用者数が年度末推計で目標に対して約３５％と低調だと聞き及んでおり

ます。先日の市長答弁でも、乗合タクシーは改善の過程にあると言われておりましたが、私としま

しても、引き続き乗合タクシーの利便性向上は必要不可欠であると認識しております。 

 昨年９月議会で提出された資料には、乗合タクシーの利便性向上のため予約システム等について

先進地視察等を行い、調査研究するとありましたが、では乗合タクシー利便性向上のために今日ま

でどのような調査研究が行われてきたのか、まず伺います。 

○議長（小坂直親君）

１番 草川卓也議員の質問に対する答弁を求めます。 

大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 平成３０年１０月から運行を開始いたしました乗合タクシーでございますが、新たな交通手段で

ありますので、利便性の向上を図りながら制度の定着を進めておるところでございます。 

 そのような中で、本年度は利用者の方などからのご意見も伺いながら土曜日の運行拡大や運行時

間の朝夕それぞれ３０分の拡大など一部見直しを行いまして、利便性の向上を図ってまいったとこ
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ろであります。 

 これまでの検討事項ということでありますが、今現在まで運行時間のさらなる拡大や、現行の電

話予約に加えまして、スマートフォンでも予約ができる乗合タクシー予約システム等の導入に向け

た支援体制等につきまして、運行事業者の事情等も聞きながら協議検討を進めておるところでござ

います。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

システム改善のために体制をいろいろ検討されているということでございます。 

 しかし、様々な意見がございますけれども、運行時間の短さ、改善は少しずつされておりますけ

れども、その短さと前日予約の不便さ、この２つ、先ほど例にも挙げていただきましたけれども、

利便性における最大の問題点だと思っております。 

統計的に、他の市町の類似のデマンド交通の実証結果を見ましても、運行時間に対する要望とい

うのが特に大きいということが分かっております。病院の受付前に到着できる運行時間の改善、こ

れは共通の課題でありまして、改善できないデマンド交通の利用率、これは悪化の一途をたどって

いるというのが実情でございます。 

では、伺います。 

 利便性向上を検討していただいているにもかかわらず、そしてまた来年度はタクシー料金助成事

業から乗合タクシーに移行するという方針であるにもかかわらず、なぜそれに併せて利便性向上、

制度改善ができなかったのか、それはつまり改善が必要ないと、なかなか本腰が入っていないんじ

ゃないかと思われても仕方ないのではないかと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 令和２年度につきましては、乗合タクシーにつきましては現行制度を継続するということになり

ますけれども、その利用実態も把握をしながら、例えば特定目的地停留所のない地域への対応など、

乗合タクシー制度のさらなる利便性の向上、充実について引き続き検討してまいります。 

 また、先ほど申し上げました乗合タクシーの予約システム等の導入につきましては、三重県の次

世代モビリティを活用した事業費補助金というのがございまして、その活用も含めて令和３年度の

導入を目標といたしまして、取組をさせていただきたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 １つ令和３年度の目標という言葉も出てまいりました。ぜひそれに向けては積極的に進めていた

だきたいと思います。 

 ただ、やはり今年に関して何も変更がない、それはもう令和２年度の状況を見ながらということ

だと思うんですけれども、なかなかまずそこに市民の皆様、そこに懸念を示している、やはり利便

性というところだと思うんです。 
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 少し具体的な数字を聞きたいと思うんですけど、先日議会でも示されました乗合タクシーの対象

者数３,０５６名、実利用者数が２７６名、そのうち無料体験５回以上利用したのが１０９名、５

回以下が１６７名ということですが、無料乗車券を使い切った方の人数、そしてまた使い切ってか

らもさらに自費で料金を支払って利用している、いわゆるリピーターの人数、これを教えてくださ

い。 

○議長（小坂直親君）

答弁を求めます。 

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 無料体験乗車券でございますが、既に３,０００円を使い切った方につきましては７９人、２８.

６％でございます。 

リピーターにつきましては、後ほど答弁させていただきたいと思います。申し訳ございません。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 たしか事前に打合せの中でも話させていただいたと思いますけれども、実利用者数の中でもやは

り人数がどうしても少ないなということを、これの検証はまたこれからだと思いますけれども、来

年度これもどう変化していくか分かりませんが、この利用率、定着度を見れば、なかなか今のまま

来年度移行していくというのはなかなか理解が得にくいところではないかと思います。 

 ただ、勘違いしていただきたくないんですけど、私はこの乗合タクシーを育てていきたいと思っ

ております。賛否両論あると思いますけれども、利便性向上さえすれば、乗合タクシーというのは

タクシー券以上のいわゆるタクシー料金助成事業になるんじゃないかと、私はそう考えています。

なので、そういった制度設計をしていただきたいなと思っております。 

 大きな変化は望めないということであれば、例えば令和２年度中にタクシー会社の繁忙期、忙し

い時間帯を避けて、例えば当日予約、一部の時間帯だけでも、通院後の利用のためお昼前後とか、

そういった市民ニーズの高い時間帯だけでも当日予約可能にするだとか、タクシー会社の方に協力

していただくとか、そういった僅かな改善でもいいので、令和２年度中に何とか見通せないか、こ

れに関してお答えください。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 先ほどもご答弁させていただきましたけれども、運行時間のさらなる拡大につきまして、運行事

業者等の事情等も聞きながら協議を進めておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

進めていく中で、ぜひ実現してもらいたいなと思います。 

では、最後にちょっと、これに関しては市民の皆さんに向けてという意味も込めて、市長に最後
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一言頂きたいなと思います。 

 乗合タクシーの今年中というのが、まだ見通しは答えていただけませんでしたけれども、中期的

な改善の見通し、令和３年度という話も先ほどございましたけれども、中期的な改善の見通し、何

を優先的に取り組んでいくのかと、いつまでに目標を達成するだとか、またそういったタクシー券

から乗合タクシーに移行するということに対して、市民の皆様のお気持ち、またそういった不安、

懸念、これに対して市長の見通しを一つ言葉で伝えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

おはようございます。 

 先般からのりかめのタクシー事業につきましてのご質問を頂いております。今、議員からもこの

事業を本当に育んでいくというようなお言葉も頂いておりますが、現在の地域公共交通を取り巻く

亀山の環境、そしてその中で従来の仕組みでは限界がある中で、新たな制度を構築していこうとい

うことで、この新しい乗合タクシー制度を導入いたしました。 

随分、当初説明不足ということもあったかと思いますし、当然民間の運行事業体であるタクシー

会社の通常営業とは別にこれをしていくという事業でございましたんで、限られた台数の中でその

コンセンサスを得ながら今日積み上げてきておるところであります。 

 今、少し今やり取りもありましたけれども、利便性の向上に向けて、今ある制度が全てではなく

て、本当によりよい制度としてより多くの皆さんがこれを利用し、本当に必要な皆さんに必要な形

でこのサービスが提供できるような仕組みを構築してまいりたいと思います。現在進行形というふ

うに捉えておりますが、幾つかの視点でのご懸念とか、あるいは改善の項目につきましては、しっ

かりとこれを解消できるように努力を重ねていきたいと思っております。 

 例えば、今のタクシー会社の理解も得て、例えば病院へ行った、終わってからの時間の予約が難

しいと、３０分遅れますというときなんかにつきましては、随分事業者の協力を得て、そこらの融

通を利かすような運用も現在行っていただくように改善をしてまいりました。 

 ぜひ、今申し上げました来年の令和３年度に向けまして、新しい乗合タクシー予約システム等の

導入でありますとか、あるいは停留所のさらなるご要望に合わせたような構築でありますとか、そ

ういうものにつきまして、さらに努力を重ねていきたいと思っております。 

 くしくもおっしゃっていただきました従来のタクシーチケット助成制度よりもさらに大きなタク

シー料金助成制度がまさにこの仕組みであると、今議員お話がありましたけれども、本当に持続可

能で、必要な方に必要なサービスが提供できるような制度としてさらに充実をさせていきたいとい

うふうに考えておりますので、今後ともご理解を賜りますようお願いをいたしたいと思います。 

 また、市民の皆さんには一遍乗っていただくと本当に低額で、それが何回も使われる方にとりま

しては非常に効果的であるということもありますので、無料体験乗車券等々を通じてぜひ一度ご利

用いただいて、またその中で課題につきましては、率直なご意見をお聞かせいただけたらというふ

うに願っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 
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簡潔に。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

先ほどのリピーターの数ということでございますが、５１人でございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 これに関しては、市民からもやっぱりいろんな意見が依然としてありますけれども、こういった

市長の言葉、思いのある言葉で市長の顔の見える政策としてこれは進めていってもらいたいなと、

改善していってもらいたいなと思います。 

次、タクシー料金助成事業の規模縮小についてでございます。 

交付対象と想定された４６０名、これの積算根拠を確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 令和２年度におきます満７５歳以上の高齢者につきましては、原則乗合タクシーをご利用してい

ただくこととなってございます。私どもの継続させていただきます、先ほど４６０名の根拠という

ことでございますが、心身等のご事情によりまして乗合タクシーに乗車することが困難な方のみタ

クシー券をと考えてございます。 

 その内訳といたしまして、４６０名中でございますが、令和元年度本年度のタクシー券交付の際

に聞き取った結果、心身等のご事情で乗合タクシーが困難な方ということで、タクシー券のみを発

行した方が２１１名ございました。それプラス、タクシー券及び乗合タクシー券を同時に申請され

た方の中で要介護１から５までの方が２４６名ございます。これらを足し合わせまして最大の人数

といたしまして、４６０としたわけでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 これに関しても、要介護度でははかれない様々な市民のそういった事情、そこにしっかりと現在

の地域公共交通では対応できない、そういった交通弱者の声にしっかりと耳を傾けて、真に必要と

する方々にはまたこの手を差し伸べるという仕組みにしていただきたい、そういった一つの新しい

福祉政策としてタクシー料金助成事業の継続、そういったものを期待するところであります。 

 ここで、もうちょっと時間がないので、次に移りたいと思います。バスの利便性向上にテーマを

移したいと思います。 

 乗合タクシーだけでなく、その他の地域交通が一体となって切れ目なく連携して交通利便性を向

上させる必要があると考えております。 

ここでまず一つ、ＩＣカード対応についてでございます。 

 昨年２０１９年３月から関西線の亀山駅から四日市駅間でＩＣカード対応となりまして、こちら

利便性が大きく向上したと思います。さらに来年２０２１年春から今度は関西線の亀山駅から加茂

駅にＩＣカード対応がなるというそういった発表がありました。ますますＩＣカード利用者という
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ものが亀山市内でも浸透していくのではないかなと思っております。 

 一方で、依然として市内のその他の地域交通、公共交通はＩＣカードに対応しておりません。な

ので、市内を運行するせめてバスのＩＣカード対応に関して検討すべきだと思いますが、見解を伺

いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 さわやか号などのコミュニティバスの交通系ＩＣカード化につきましては、バス利用者の利便性

を高め、利用者を増加させるというためにも必要であると認識をしておるところでございます。 

 現在、市内を運行しております三重交通の営業路線２路線、亀山国府線、亀山関工業団地線、ま

た廃止代替バスの２路線、亀山みずほ台線、亀山椋本線でございますが、これにつきましては、三

重交通の距離制の運賃であるということから既にＩＣカード対応の車両となっておるところでござ

います。 

 しかしながら、先ほども申し上げましたさわやか号などのコミュニティバス６路線につきまして

は、まだＩＣカード対応化まで至っていないという状況でございますので、導入に向けまして運行

事業者との協議を重ねてまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 支払いがＩＣカード対応できましたら地域公共交通の乗継ぎもスムーズに行うことができるよう

になると思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。 

引き続いて、オープンデータ化ＩＣＴ対応についてでございます。 

まず、１枚目の資料をご覧ください。 

近年、バス会社などが作成している時刻情報などを国土交通省が定めた標準的なバス情報フォー

マットというのを作成して、オープンデータ化することによって地域交通の見える化が進んでおり

ます。これによって、経路検索サイトなどの検索が可能となります。 

 現状、亀山市内を走るバスのほとんどが経路検索サイトでは検索することができません。特に、

若者にとっては検索できない公共交通というのは存在しないのとほぼ同じなんですね。なので、今

はネットで経路検索が当たり前の時代になっておりますので、沿線住民のバス利用促進にも大きく

貢献するんじゃないかなと思います。 

 コミュニティバスも含めて、この市内のバス全てをオープンデータ化、見える化を進めていって

もらいたいなと、検討していただきたいと思います。これに関しては、三重県が相談窓口となって

支援してくれるという話も聞いていますので、市の今後の取組、方針を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 市内コミュニティバスの時刻等のオープンデータ化でございますが、令和２年度から三重県生活

交通確保対策協議会と連携をいたしまして、インターネットでの時刻表の路線検索を可能とする見
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える化、これの拡充に取り組む予定をしております。 

 また、バスの現在地がスマートフォンやパソコンで見えるバスロケーションシステムにつきまし

ても、三重交通では営業路線バス及び廃止代替バス路線では既に運用されておりますことから、今

後はさわやか号などのコミュニティバスにおきましても、バス利用者の利便性を高めるためにも先

ほどのＩＣカード化と並行いたしまして検討してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

じゃあ次に乗継拠点の環境整備についてです。 

 バスロケーションシステムの話も先ほど出ましたけれども、地域公共交通の乗継拠点、亀山市内

でも様々あると思います。市役所であったりだとか、駅もそうだと思います。そういったところに

デジタルサイネージの設置というものを検討できないかと思っています。 

２枚目の資料をご覧ください。 

デジタルサイネージとは、こういったモニターのことですけれども、バスロケーションシステム

だとか、先ほどのオープンデータ化によってバスの運行情報やバスがどれだけ遅れているか、遅延

しているかだとか、到着予想、また車両位置とかそういったものをこのモニター、デジタルサイネ

ージを通してリアルタイムで一括で知ることができるようになります。 

 例えば、市役所内とか医療センター内だったりとか駅舎内、そういったところに設置すれば、外

でバスを待たなくても、雨が降っているだとかそういったときでも中で待っていてバスの位置が把

握できる、到着したということが分かるということで、乗継拠点がとても使いやすくなって利便性

が向上するんじゃないかなと思います。これについても、ぜひ検討をお願いしたいんですけれども、

見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 バスの乗継拠点におけますデジタルサイネージ、電子看板でありますけれども、これにつきまし

ては、亀山駅また亀山市総合福祉センターなどのコミュニティバスの結節点となる主要な停留場に

おきまして、時刻表とか乗継ぎの情報を表示するということで、バス利用者の利便性を高められる

有効な手段であると認識をしておるところでございます。 

 先ほど申し上げましたとおり、コミュニティバス時刻の見える化、またバスロケーションシステ

ムの進捗状況も踏まえながら、こちらについても検討してまいりたいと考えておるところでござい

ます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 それでは、これまでＩＣＴ化、主にデジタルな話をしてきましたけれども、次、やはりアナログ

な紙ベースのデータというものがどうしても必要になってくるかと思います。そういった紙ベース

の乗継案内の情報提供を推進してもらいたいなと思っています。 
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３枚目の資料をご覧ください。 

 これは、例えば３つの異なる交通機関の乗継ぎがスムーズに行えるように発着時間、これを横並

びにして効率よく乗継ぎができるように、一目で分かるようになっているものでございます。こう

いったものを参考にして、亀山市内でも例えば乗合タクシーで市外の病院に行けないだとか、そう

いった問題もありますので、そういったところに行くためには電車やバスを乗り継いで、目的地ま

でこういった発着時間で乗継ぎができますといったことが一目で見えるように、紙データ、紙ベー

スでそういったものを用意していただきたいなと。それによって、また利便性向上につながるので

はないかと思います。こういったことも検討していただきたいと思いますが、方針を伺いたいと思

います。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 議員ご指摘の行き先別といいますか、乗継ぎも含めた紙ベースの資料でありますけれども、これ

につきましては、庁内で作成は可能でありますので、本年度速やかに作成をさせていただきたいと

思っております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 こういった今できるところで細かい改善を重ねて、少しずつそういった高齢者の方々にとっても

使いやすい、また若者にとっても使いやすい地域公共交通を確立してもらいたいなと思います。 

 次に、市民参加型ライドシェアの確立について。ライドシェア、またちょっと横文字と言われそ

うですけれども、自家用有償運送といいます。この確立についてに移りたいと思います。 

 この市民参加型ライドシェアには、現状のコミュニティバスや乗合タクシー、またタクシー料金

助成事業などでは補い切れないニーズというものを地域住民同士の助け合いでカバーできる可能性

がある、自治体財政にとっても優しい、持続可能な新しい公共交通になれると、そのように考えて

おります。 

４枚目の資料をご覧ください。 

 市民参加型ライドシェアとは、いわゆる元気な前期高齢者もしくは現役世代が、免許を返納した

後期高齢者の方の移動交通手段を支援するサービスであります。いわゆる公共交通が一切存在しな

い交通空白地帯でのみ許されていると思われがちですけれども、道路運送法の解釈が変わってきて

おりまして、規制緩和がされている状態であります。一定の条件を満たせば亀山市でも可能でござ

います。 

５枚目の資料をご覧ください。 

今回紹介しているのは、現金ではなくポイントをサービス利用の原資、通貨とする仕組みであり

ます。ドライバーは送迎することによってポイントを稼ぐことができて、将来、自分自身が運転免

許証を返納したときのためにポイントを貯めておくことができるというものです。また、家族にも

プレゼントすることもできる。乗客のほうは、送迎してもらったら一定のポイントを支払うことに

なります。ポイントは年金のように支給されることもあれば、市民活動、そういった地域活動によ
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って獲得することもできるというものであります。 

６枚目の資料をご覧ください。 

 左に書いてあるのは、ドライバーを乗客の元へ案内するためのＩＣＴツールです。これを利用す

れば乗合タクシーの予約システムを改善することも可能であると思っています。 

右はドライバーの危険運転を感知するシステムで、運転の適性や運転免許証の返納時期の検討の

目安にもなると言われています。 

７枚目の資料を表示してください。 

 これは飲酒運転を防止する機能等、あと右は健康チェックして常に、ウエアラブルと今よく言い

ますけれども、運転する方の健康をデジタルでチェックをして、突発的な事故を防ぐためのシステ

ムでございます。 

ドライバーにとっては、運転して人助けをして社会参加をしながら常に健康診断を受けられると

いうような、それをもって危険運転を察知されたら運転免許証をそろそろ返納しようかとそういっ

たきっかけにもなるという、そういったシステムであります。 

 なお、この市民参加型ライドシェアの特徴ですけれども、民業を圧迫しない、つまり地元のタク

シー会社とのハレーションを起こさない共存共栄のシステムを構築することができるというのも一

つの特徴です。例えば乗合タクシーの運行時間帯は、タクシーのほうを優先的に予約が入るように

することができる。いろいろと調整が必要だと思いますけれども、むしろこれによって、市民参加

型のライドシェアというものの利用率が上がることによって、タクシーへの依頼も同時に増えると

いうことになります。 

 以上、この上なく簡単に説明しましたけれども、この提案した内容、市民参加型ライドシェアだ

けじゃなく、乗合タクシーの利便性向上にも生かせる要素が多々あるものであります。今挙げたの

はあくまで例でございますけれども、これに限らず市民参加型ライドシェアというのは、ぜひこれ

から前向きに研究をまず進めていただきたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 平成３０年３月に、国土交通省から自家用自動車による運送についての考え方が示されるなど、

今後も道路交通法また道路運送車両法等の法改正も見込まれるというところでございます。こうし

た中で、コミュニティバスまたは乗合タクシーでは補えない時間帯、こちらについて市民個人が小

型の自家用車で運行するような市民参加型ライドシェアにつきましては、さらに新しい交通手段と

しても注目されておるということも認識されております。 

 今後、先進地の実証事例等を参考にいたしまして、国や県の動向等の情報収集も行いながら研究

をしてまいりますが、まずはコミュニティバスへの交通系ＩＣカードの導入やスマートフォンを活

用した乗合タクシーの予約など、市内の地域公共交通全体の利便性向上に向けて段階的に取り組ん

でまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）
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ぜひ前向きに研究を進めていただきたいなと思います。 

 イニシャルコスト、導入にコストがかかると思われがちですけれども、それもまたいろいろと研

究されておりますので、それも含めて検討していただきたいなと思います。 

新しい提案なので、最後に市長にも一言頂きたいなと思います。 

今後、例えばまちづくり協議会だとかそういった地域主体で、簡易的なライドシェアを可能にで

きる、こういったシステムを使わなくてもできるようなライドシェア、住民同士の移送支援、そう

いったものの機運が高まってくるんじゃないかなと思っています。重要な担い手は、やはりまちづ

くり協議会に一つあるのではないかなと思っています。そのような動きに対しては、ぜひ亀山市と

しても支援をしていただきたいと思っております。 

 そして、その先、行く行くは先ほど提案したようなものも研究を進めて、ライドシェア技術を乗

合タクシーにも生かして、そしてまた市民パワーの地域の循環にも生かして、地元タクシー会社と

ともに共存共栄、共に発展していくという方向性を模索していただきたいと思いますけれども、市

長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

私ども、ぜひそのような方向で検討し、具現化をしていきたいというふうに考えております。 

 以前にも、例えば坂下地区で、早くからコミュニティにおいてこういった検討をなされたことが

ありました。実現には至りませんでしたけれども、一定の今ご指摘のような考え方に基づくもので

ございましたし、現在も関南部地区におきまして、まち協において様々な議論を頂いておりますの

で、しっかりとその取組等々について、また研究を私どもも一緒にさせていただきたいというふう

に思っております。 

また、新たに昼生地区をはじめ地域が主体となるような運行形態についても、この動きについて

は非常に期待をいたしておりますので、市としてもどんな支援の仕方ができるのか、地域公共交通

会議等を通じて検討して対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

ぜひ、お願いいたします。 

では、次に移ります。 

次代を見据えた地域ポテンシャルの向上に移りたいと思います。 

２番目のほうに行きます。 

自然との共生とまちづくり観光の推進についてでございます。 

亀山版ＳＤＧｓの具体的な取組の一つのモデルではないかと私が考えている、エコツーリズムと

いうものを中心に質問いたします。 

 エコツーリズムとは、地域の自然環境や歴史・文化など地域固有の魅力を観光資源として活用す

ることでその価値や大切さが認識され、保全にまでつながっていく仕組みのことで、環境基本計画

などにも記載されております。 
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１つ目、鈴鹿川源流域等の自然資源の活用についてということで、８番目の資料をご覧ください。 

 まず、ここに書いてある環境の項目のところに触れたいと思います。鈴鹿川源流域等の観光資源

の活用について、エコツーリズムの視点からどのような活用がされてきたのか実績を伺いたいと思

います。 

○議長（小坂直親君）

青木生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 鈴鹿川等源流域の自然資源の活用につきまして、エコツーリズムの観点からの活用といたしまし

ては、市域の代表的な７つの山々の登山道と東海自然歩道等を整備し、新たな観光資源として鈴鹿

川等源流域の自然環境等の活用を行う亀山７座トレイル整備・活用推進事業がございます。 

 この活動の主体は、石水渓観光協会を中心に関係団体で構成されます亀山７座トレイル登山道活

用ネットワークで行われております。その実績でございますが、合計１２回の意見交換会を行い、

同ネットワークによります亀山７座トレイル登山道活用プランが作成され、現在市のホームページ

でも閲覧できるようになっております。 

 また、登山道の安全対策としましては、現地調査を常に行い、わだちの多い登山道、アクセス道

路修繕や老朽化した橋の付替え、危険箇所の迂回路の整備を実施したほか、道迷いや遭難防止のた

め、ルート案内板の設置を継続して行っております。また、安全な登山の啓発のため、亀山市地図

情報システムの充実、フィックスマイストリートの導入等最新の登山道の状況が容易に確認できる

よう情報提供を行っております。 

 このような取組によりまして、一定の環境整備が整いましたことから亀山７座の魅力を体験して

いただくため、昨年１２月には臼杵ヶ岳で、今月１５日には、筆捨山、羽黒山周辺で登山イベント

を開催いたします。 

 また、本年６月には第６７回東海高等学校総合体育大会の登山競技会場に亀山７座の一つでござ

います高畑山が決定され、本市初の登山競技が開催されます。登山競技には、東海道４県、選抜１

６チーム６４名の高校生に参加いただきます。今後も登山やトレッキングのイベントを開催し、鈴

鹿川等源流域の自然環境等と触れ合える機会を継続的に提供してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。 

 次、ちょっと時間がないので、次、まちづくり観光の好循環の形成について、再度、資料８をご

覧ください。 

ここでは、経済の項目のほうに触れたいと思います。 

まちづくり観光とは、観光に携わる団体をつなぎ合わせて、交流、集客を促進して、経済効果ま

た自然保全などを地域のまちづくりにつなげるものでありまして、亀山市の観光に欠かせない関宿

から市内にちりばめられている数々の観光資源へと展開されていくものと認識しております。 

 そこでまず伺いたいのですが、総合計画には、本市を目的地として来訪されるよう交通利便性と

いうポテンシャルを生かして、着地型観光の推進、そしてまた地域経済の活性化を見据えた取組が
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必要であるとありますけれども、そのような着地型観光、地域経済の活性化、その取組の成果につ

いて伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 着地型観光とは、到着地が有する地域の観光資源を活用して旅行者に体験を提供する観光形態を

いいます。 

 本市では、着地型観光のため、まちづくり観光を進め、地域資源の磨き上げのほか、特に関宿に

ぎわいづくり基金を活用した関宿周辺地域にぎわいづくり推進事業により訪問客と地域の交流の促

進に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、観光については、経済社会情勢の変化による影響も大きく、地域団体や民間事業

者、市観光協会におきましてもご尽力いただいておるところですが、地域経済の活性化につながる

経済効果が不透明であると認識しており、今後につきましても、市観光協会をはじめ関係団体の活

動を支援してまいりますとともに、まちづくり観光を着実に進めてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 ちょっとどうなのかなという感じがしたんですけれども、観光ビジョンに示されている成果指標

とかもいろいろあったと思うんですけど、具体的にどれだけ達成できているか、パーセンテージと

か示すことはできますか。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 まちづくり観光の数値的成果につきましては、亀山市観光振興ビジョンで掲げた数値目標に対す

る直近の令和元年度の成果をご説明申し上げます。 

 数値成果の目標であります全体観光入り込み客数３８万人に対して、令和元年度の実績では２１

万５,０００人、達成率５６％でございます。うち、立寄り型施設につきましては、２５万３,００

０人に対して、令和元年度は１６万３,０００人で達成率６４％、滞留型施設につきましては、目

標値１２万７,０００人に対しまして、令和元年度は５万１,０００人で達成率４０％でございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

ちょっとなかなか届かないなという印象でございます。 

 先ほど地域団体や民間事業者、市の観光協会、あと商工会議所も頑張っていると思いますけど、

ご尽力いただいているにもかかわらず、なかなか成果につながっていかないというのは、これはや

はり市のほうも本腰を入れていかなければいけないのではないかなと思います。 

市の観光ビジョンを見ても驚きましたけれども、平成２８年までの計画ということで、それ以降

作成されていないという、成果が上がっていないにもかかわらずというのはちょっと問題があるの
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ではないかと思います。その関係団体のご尽力をなかなか生かし切れていないこの市の現状、これ

についてどう思いますか。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 亀山市の観光におきましては、民間団体また市観光協会を中心としまして多々ご尽力を頂いてお

ります。その関係団体等と連携をいたしまして、今後につきましても、まちづくり観光を着実に推

進してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

本腰を入れていただきたいなと思います。 

 ８番目の資料のところの下のほうにも書きましたけれども、私、このリニアによる亀山のまちづ

くり、リニア亀山創生、これに一つ欠かせないのは観光ではないかなと思っております。交流のま

ち亀山をつくるのには、欠かせないのは地域の生活文化に支えられた、ハイセンスな価値の高いブ

ランドづくりだったり、ゆとりある生活文化を体験させるような観光であると思っております。亀

山を通過点にするんじゃなくて、亀山を目的地にして滞在してもらう、そして地域経済を活性化し

て、まちも豊かになっていく、そういった観光地づくりが必要ではないかなと思っております。 

そこで、大切なのが資料にある亀山版ＳＤＧｓだと考えるわけです。 

例えば地域固有の自然環境を生かしたアウトドアや歴史・文化を観光資源とする関宿観光をセッ

トで、スポーツ、エコツーリズム、こういったものを切り口にブランド化をするだとか、市民の皆

さんへまず地域のよさ、まず市民の皆様によさを、価値を再発見していただいて、豊かな自然環境、

これをアクティブな場所にして健康増進にもつなげていただく、まさに健都、健康都市にふさわし

いまちにしていく、そしてまた観光客にとってはまた行きたくなる場所として休日、週末、この亀

山市でアクティブに過ごしていただくためのファンを増やす。言わば、週末亀山人と言えるような

関係人口ですよね、関係人口をつくると。将来的にはそういう週末亀山人というのは、リニアがで

きることによって大都市へ通勤可能になるわけです。それによって定住を促進することができると。

こういうのがまちづくり観光じゃないかなと思うんです。 

 ７座トレイルと関宿の連携、リニアを見据えたまちづくり観光、こういったことにどういった構

想を持っていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 亀山駅の観光客の多くは、これまで愛知県を中心とした中部圏、大阪府などの関西圏からの訪問

が中心でございました。 

 リニア駅が亀山に誘致された場合には、品川駅から１時間程度でリニア亀山駅と結ばれ、東京を

中心とする関東圏からの広域的な交流が生まれることが期待されます。 

観光面におきましては、新たな観光資源であります亀山７座トレイル整備活用推進事業を着実に
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進め、鈴鹿川等源流域でのエコツーリズムの振興により、さらなる本市の観光ブランド力向上を図

り、関宿が全国から訪れたい観光地となりますよう様々な情報発信を効果的に行い、受入れ体制の

環境整備なども進めながら誘客を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

まだまだこれからだと思いますので、新しい観光ビジョンに期待したいと思います。 

それでは、次、亀山版ＤＭＯについてに移りたいと思います。 

このＤＭＯというのは、観光地域づくり法人でございます。全国で立ち上げが進んでおりますけ

れども、総合計画でも、亀山版ＤＭＯを検討するとちゃんと明記されております。これに関して、

ＤＭＯ、先ほど申し上げてきたようなまちづくり観光をつくっていく主体となるべきだと思うんで

すけれども、これに関して検討はどこまで進んでいるのか伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 初めにＤＭＯとは、大型観光企画を営業等により誘致し、地場商品の開発・販売、訪問客の宿泊

や飲食の手配等のサービスを総合的に提供し、地域の収益性を求める組織でございます。 

 本市は、この組織の受け皿となるサービス提供事業者の規模が小さいことから、収益性を求める

組織をすぐさま形成していくのではなく、緩やかに時間をかけて形成していくべきものと考えてお

ります。 

 平成３０年に亀山市観光協会におきまして、亀山フィルムコミッションが結成されました。映画

等の撮影場所、ロケ地の誘致を目的とする組織であり、ロケ誘致の際には、宿泊施設、飲食店、交

通事業者など一元的に手配を行い、ロケ地によって様々な事業者との連携が必要となってまいりま

す。本市では、この亀山フィルムコミッションが今後の亀山版ＤＭＯの礎になるものと考えており

ます。 

 エコツーリズムによるＤＭＯの形成につきましては、亀山７座トレイル登山道活用ネットワーク

を軸にキャンプ場の事業者との連携、鈴鹿川等源流域におけるエコツーリズムを一元的に提供でき

る組織体の形成に向けた仕組みづくりについて支援してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

この項目、最後の日本遺産登録について伺います。 

 これに関して、今までも亀山市は挑戦しておりますけれども、今回も申請を行われたと聞いてお

ります。市は、日本遺産としてどのようなストーリーを描いて申請されたのか伺いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

日本遺産の認定申請につきましては、地元の心プロジェクトで申請する内容の検討を重ねた上、
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令和２年１月に三重県を経由で文化庁に提出したところでございます。 

 申請したストーリーにつきましては、本市、特に関地域を伊勢の国の玄関口、また東西文化の分

岐点と位置づけ、鈴鹿峠から関宿伝統的建造物群保存地区を中心に亀山宿までの有形無形の文化財

等を通じてできる様々な体験をストーリー化し、当市の魅力を市内外に広くアピールすることを意

識した内容としたところでございます。 

○議長（小坂直親君）

草川議員。 

○１番（草川卓也君登壇）

 伊勢の国の玄関口、東西文化の分岐点、また鈴鹿峠から伝建地区、まさにこれまでの議論にマッ

チしたすばらしい提案ではないかなと思います。 

 特にまたこの鈴鹿川というのは八十瀬川とも呼ばれて、過去も飛鳥、奈良、京都と各時代の都人

にとって特別な存在でありまして、古くは万葉集、そしてまた源氏物語では光源氏と六条御息所の

別れの和歌としても詠まれている、また斎王群行にとっても深く関わっている、そういった鈴鹿川

源流域というこの地域でございます。 

 こういった歴史をもって、今後の展開として地域間連携、こういったことも可能ではないかなと

考えています。日本遺産登録を期待するとともに、登録された暁には、分からないですけどまだ、

登録された暁にはその付加価値を最大限活用して、自然環境を生かしたエコツーリズムを起点とし

た亀山版ＳＤＧｓの観光施策をぜひとも推進してもらいたいなと思います。 

最後に、次の項目です。 

 最後にこのような未来志向の提案ができますのも、環境と経済が共に歩み、市民のクオリティ

ー・オブ・ライフを向上させるまちづくりを推進してきたこの亀山市の功績ではないかなと思いま

す。そこには、亀山市総合環境研究センター１５年の歩み、これが深く関わっていると私は考えて

おります。 

最後に、市長にまとめて伺いたいと思います。 

亀山市総合環境研究センターの実績と成果、そしてそれをどのように受け継いでいくのかという

ところでございます。特に、このＳＤＧｓ未来都市について、亀山市総合環境研究センター１５年

の軌跡を振り返る冊子を私も読みました。そこには、持続可能な亀山創生ＳＤＧｓ未来都市に生か

されることを期待とセンター長の言葉が載っておりました。 

最後に、９枚目の資料をご覧ください。 

 このＳＤＧｓ未来都市に、亀山市として認定を受けるために提案、申請していく意思があるのか

どうか。亀山市総合環境研究センターの環境に対する優れた取組が蓄積されているのであれば、三

重県、日本、そして世界へと発信していくＳＤＧｓ未来都市としてトップランナーであり続けてい

ただきたいと思います。少なくとも、これから策定する後期基本計画には反映すべき重要項目だと

考えますが、市長の見解を伺います。 

○議長（小坂直親君）

簡単に。時間が来ていますので。的確に、簡単に。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）
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 的確に、簡単に。総合環境研究センターの１５年の歩みを次の新しい亀山のまちづくりに生かし

ていくと、この視点を持って取り組んでいきたいと思いますし、今ご指摘のようにＳＤＧｓの視点

を入れた計画、それからＳＤＧｓ未来都市、この選定に向けた取組、このことも当然視野に入れな

がら、今後対応していきたいというふうに考えております。 

○１番（草川卓也君登壇）

ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君）

１番 草川卓也議員の質疑は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５３分 休憩） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（午前１１時０３分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、６番 尾崎邦洋議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

勇政の尾崎でございます。 

 令和２年度予算編成方針と行財政改革大綱についてと適正な職員の定員管理と人員配置について

質問させていただきたいと思います。 

それでは、令和２年度予算編成方針と行財政改革大綱について質問させていただきます。 

昨年１０月の全員協議会で説明がありました令和２年度予算編成方針及び２月に策定されました

第３次行財政改革大綱及び前期実施計画を基に質問させていただきます。 

 まず最初に、令和初の種まき予算とはということで、市長は２月の定例記者会見において、新年

度予算について、総合計画を補完する令和初の種まき予算と述べたとの新聞報道がありました。 

令和初の種まき予算とはどのような予算なのかお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

６番 尾崎邦洋議員の質問に対する答弁を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 先般、中﨑議員にお答えをさせていただいたんですが、令和を迎え最初となりますこの新年度当

初予算につきましては、総合計画グリーンプラン２０２５の積極的な展開を目指す一方で、社会の

成熟化に伴うＩｏＴ、ＡＩ等によるスマート社会の適用など温故知新、古きを温め、新しきを知る、

特に知新の精神を持って、次代を見据えた計画づくりや新たな種まきとなる行政運営に臨もうとす

るものでございます。 

 先ほどもありましたご案内の２０４０年代を視野に入れますSociety5.0でありますとか、２０３

０年をターゲットといたしますＳＤＧｓなど、私たちは好むと好まざるとに関わらず、この時代の

大きな潮流に直面し、その環境変化に適応していかなくてはなりません。そういう意味から、この

新時代への転換点にありまして、その備えに力を注ぐことが大切だと考えておるものでございまし
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て、予算案のプレス発表の折に、一言で表現するならと、こう問われて令和最初の予算編成でござ

いますので、種まき予算と命名をさせていただいたものでございます。 

その中身、主なものですが、政策的には、文化・スポーツ関連では、かめやま文化年２０２０や、

三重とこわか国体を見据えたリハーサル大会を実施いたしますとともに、環境関連では、ＳＤＧｓ

の視点を取り入れた環境計画の一体的改定や森林環境創造事業などによりまして、環境の保全活用

を継続的に進めてまいります。また、教育関係におきましては、ＧＩＧＡスクール構想の具現化で

ありますとか、あるいは防災関連では、総合的な防災マップの作成配付を行ってまいります。 

 さらに、次なる段階へと進みますＪＲ亀山駅再開発事業や地域生活交通の充実など、さらに地域

まちづくりにおきましては、ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の充実による地域福祉力

の向上やＪＲ加太駅舎の改修による地域活性化の拠点づくりなどを着実に展開してまいりたいと考

えております。令和２年度総合計画の具現化、しっかり行財政改革と併せてその両立を図ってまい

りたいと考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 いろんな事業のことを聞かせていただきましたが、将来的に市民サービスの向上となる大きな花

を咲かせるため、新年度において新たに種をまいた予算ということでいろんな事業を上げていただ

きました。 

 その中で、既存事業はかめやま文化年とか森林環境創造事業など、また継続事業としてはＪＲ亀

山駅周辺のにぎわいづくりなど、また国体のリハーサルなどの単発事業でありました。 

 それでは次に行きますけれども、歳入に見合った歳出となっているかということで、予算編成の

方針には第３次行財政改革大綱の方針に基づき、持続可能な行財政運営の確立を図るため、事業の

選択と集中により限られた財源の有効かつ適切な活用を図るとともに、歳入に見合った歳出の実現

に向け、歳入の確保及び歳出の削減に取り組むことと明記されております。 

 そのような中で、財政状況は非常に厳しい一般会計予算は過去２番目に大きな規模の予算額とな

っており、前年度比８.１％増となる２１７億９,０００万円となっているが、歳入に見合った歳出

となっているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 歳入に見合った歳出と申しますのは、歳入である市税、地方交付税、国・県支出金などその年度

に見込まれる歳入に対しまして、歳出の予算規模を歳入と同等とする収支均衡型とした予算編成の

基本となるものでございます。 

 今回の予算編成では、前年度と比較しまして事業費が大きく増加している主なものとしまして、

図書館整備事業、亀山駅周辺整備事業、井田川小学校増築事業、はしご自動車連携負担金などが上

げられますが、これらの事業につきましては、国庫補助金や市債を活用することで歳入に見合った

歳出の予算編成をおおむね編成できたものと認識しております。 

○議長（小坂直親君）
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尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

次の質問に入ります。 

 市税等、地方交付税、国・県支出金など見込まれる歳入は組めないわけですから、当たり前のこ

とだと思います。過去にも亀山市の適正な予算規模ということで、１８０億程度が一般会計予算規

模ではないのかとの執行部からの答弁もありました。 

今回は市債、これは借金ですけど、去年より約９億５,０００万円の増、財政調整基金も去年よ

り２億円多く取り崩しております。これで歳入に見合っていると言えるのかお聞かせ願いたいと思

います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 まず借金、起債につきましては、昨年度よりも増えておりますが、市債につきましては、交付税

措置があるものを借りるということを基本にしております。 

 例えば合併特例債の場合ですと、後年度の元利償還金の７０％が普通交付税に算入されるという

ことで、後年度負担の軽減を図っております。そして、また財政調整基金につきましては、昨年度

は１１億円でしたが、令和２年度は１３億円と２億円増えております。 

 しかし、年度によりまして事業費の多寡がございます。令和２年度は駅前、図書館、井田川小な

ど投資的経費が増大しておりますので、事業費が大きくなれば繰入れも大きくなると、逆に事業費

が少ない場合には、繰入れが小さくなるということでございますので、年度間調整ということで財

政調整基金は運用しておりますので、今回の予算につきましても、歳入に見合ったものと考えてお

ります。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

それでは、どのような事業の選択と集中が行われたのかお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 当初予算の編成におきましては、事業の優先度、緊急度を勘案するとともに、既存事業を見直す

など事業の選択と集中により歳出の重点化を図りました。 

 まず、事業を選択して集中した主なものとしましては、繰り返しになりますが、ＪＲ亀山駅周辺

整備事業、図書館整備事業、三重とこわか国体を見据えたリハーサル大会に係る費用、井田川小学

校の校舎増築と給食室の改修事業、国のＧＩＧＡスクール構想に伴う情報教育推進事業、かめやま

文化年事業などであります。 

 そして一方、既存事業の見直しのうち、廃止した大きな事業といたしましては、総合環境研究セ

ンターが上げられます。総合環境研究センターは新市施行時に設立されまして、以後１５年の長き

にわたり本市の環境施策を推進してきましたが、所期の目的を果たしたということにより幕を下ろ



－２３４－ 

したものでございます。 

 また、既存事業のうちスクラップ＆ビルド、事業を廃止し、新たに構築するというスクラップ＆

ビルドした事業といたしましては、地域の特産品について従来の発掘支援に加えて、販路の拡大や

地域イメージの向上を目的としました世界の亀山市地域ブランド認定事業を構築して、その事業に

移行するものでございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 選択と集中を行ったのは、こんなに多くの事業を選択と集中した結果、多くなったということな

んですね。 

次に移ります。 

次、第３次行財政改革大綱における新たな取組についてお聞かせ願いたいと思います。 

先月、策定されました第３次行財政改革大綱及び前期実施計画を基に質問させていただきます。

第３次行財政改革大綱における新たな取組についてお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 第３次大綱におきましては、市民サービスの向上と次代を見据えたスマート自治体への転換を目

的としております。そして、３次大綱から新たに実施する主な取組といたしましては、全庁的なＡ

Ｉ、ＲＰＡ等の導入推進、亀山版ＳＤＧｓの確立、学校における総合型校務支援システムの導入、

公文書の管理の在り方の検討、学校給食費の公会計化と円滑な事務の執行、次期一般廃棄物処理施

設の在り方の検討などでございまして、第３次大綱に掲げた目的の達成に向けて市長を本部長とす

る行財政改革推進本部を中心に各部署が一丸となって取り組んでまいります。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 それでは、第３次行財政改革大綱及び前期実施計画がどのように新年度の予算に反映されている

のかをお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 行財政改革の取組のうち、金額で示すことができるものといたしまして、令和２年度当初予算に

反映された主な取組としましては、ＲＰＡ等の導入３６１万６,０００円、マイナンバーカードを

活用した利便性の向上として、証明書等コンビニ交付事業１,０１０万円、個人番号カード交付事

業２,７６４万３,０００円、はしご自動車の共同整備９,５８９万円などが行改大綱の実施計画に

上がった主なものでございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 
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○６番（尾崎邦洋君登壇）

 先ほどお聞かせ願いましたＲＰＡ等の導入、またこの中で一番大きい金額がはしご自動車の整備、

これについてはどのような、はしご自動車の整備というのは９,５００万でありますので、どうい

う内容かちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 はしご自動車、鈴鹿市と亀山市、おのおの所有しておりまして、今度、使用期間が終了する時期

に合わせまして共同で購入すると、それの負担金でございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

これは消防の関係のあれですよね。違いますか。その辺ちょっと確認させてください。 

○議長（小坂直親君）

豊田消防部長。 

○消防部長（豊田邦敏君登壇）

 議員おっしゃるとおり、鈴鹿市消防本部との共同整備をするものでございます。消防が担当をし

ております。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

次の質問に移りたいと思います。 

 適正な職員の定員管理と人員配置についてなんですけれども、第４次亀山市定員適正化計画につ

いてですが、適正な職員の管理を行うべき職員定数に対する考え方を整理し、より実態に即した職

員数を管理していくため、先月、第４次亀山市定員適正化計画が策定されました。前計画から見直

しが行われた内容についてお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 今回の第４次定員適正化計画の策定に当たりまして、前計画から見直しを行いました大きな点に

つきましては、職員数はこれまでと同じ４２４人を基本といたしておりますが、その中には育児休

業者を含めないこととしたことが上げられるものでございます。 

 これは職員定数の検討の結果から、今後の行政需要に対応でき、職員のワーク・ライフ・バラン

スを確保した上で、持続可能な組織とするためＲＰＡ等の新たなＩＣＴ技術も活用し、業務の効率

化に取り組みながら、真に正規職員が必要な場合にあっては、正規職員が配置できる体制を確立す

るものでございます。 

 また、計画の取組方策といたしまして、まず育児休業者等に係る職員数の考え方について、職員

定数条例を改正いたしたいと考えており、今議会に職員定数条例の改正案をご提案申し上げている
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ところでございます。そのほか、ＩＣＴの有効活用、定年の引上げへの対応、働き方改革の推進、

職員採用の工夫と計画的採用、そういったことの取組を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 それでは、次の質問ですけれども、正規職員と非正規職員の割合の是正につながるかということ

で、これまでから定員適正化計画の見直しを行い、正規職員と非正規職員の割合を是正するよう予

算決算委員会の附帯意見にもありましたが、正規職員と非正規職員の割合の是正につながるのかお

聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 令和元年の総務委員会提言書の中で、働き方改革に関連して適正な職員数を確保するため、定員

適正化計画の見直しを進めるとともに、正規職員と非正規職員の比率を是正し、重要な業務に正規

職員が対応できるよう人員の増加や職員配置の見直しに取り組むことを提言いただいたところでご

ざいます。 

 今回の計画の方針といたしましては、真に正規職員が必要な場合には、正規職員を配置すること

を掲げております。この真に正規職員が必要な場合とは、現在非正規職員を配置しているが、正規

職員に転換が必要となる職、または新たな事業のため正規職員の増員が必要となった場合などが想

定されるところでございます。 

 いずれにいたしましても、今後段階的ではございますが、非正規職員を正規職員に転換してまい

りますので、正規職員の比率は高まるものと認識をしております。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 第３次亀山市定員適正化計画から業務量調査を実施するとともに、毎年度副市長による部長ヒア

リングや人事担当課長による課長ヒアリングなどにより各部署の業務の現状把握に努めているとこ

ろです。 

 今後もこれにより業務量に応じた適正な人員配置に努める必要がありますとあるが、各部署の事

務量に見合った最適な人員配置についてどこまで進捗しているのかお聞かせください。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 ただいま議員からございましたように、適正な人員配置の取組につきましては、議員おっしゃっ

ていただいたような内容で取組を進めているところでございます。 

 また、人事異動につきましては、毎年４月１日付で定期的に行っておりますが、例えば本年度に

つきましては、亀山駅周辺整備事業を円滑に進めるため、市街地再開発組合調整担当副参事を設置

するとともに、地域まちづくり協議会の支援体制の強化や就学前児童の子育て支援の強化を図るた
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め、今申し上げたそれぞれの部署に人員を増員してまいりました。 

 このように、各年度において各部署の事務量に合った人員配置に努めておりますので、一定進捗

が図られているものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 適材適所の配置についてをお聞きしたいんですけれども、辞典のほうで適材適所の意味を調べま

したら、そのことに適した才能の人を適した地位・任務につけるとありましたが、人事異動で若い

人たちの異動をどのような形で行っているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 まず本市におきましては、第２次総合計画の達成に向け、人材を育成するための方向性として人

材育成基本方針というものを定めております。 

 この方針の中で、職員のキャリア意識の醸成のため計画的なジョブローテーションを行い、幅広

い知識や経験が得られる人事異動を行うことを掲げているところでございます。その中で、ご質問

の職員としての経験年数が若い職員の人事異動につきましては、できるだけ多くの部署で経験を積

ませるために、一定三、四年程度で異動ができるようなジョブローテーションに努めているところ

でございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 それでは、課長級と部長級、こういった方の異動はどのように行っているのかお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 部長級、課長級などの管理職につきましては、これまでの人事異動で得た経験を生かすことがで

きるよう以前配置された部署へ戻る場合もございますが、部長等につきましては、所掌事務が多く

なっており、所掌事務の全てにおいて経験のある職員を充てることは難しい状況となっております。 

 こういった場合には、次長や担当参事を配置いたしまして、円滑な行政運営ができるように努め

ているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 課長、部長級の異動のことはお聞きしたんですけれども、専門知識をつけて、課長とか部長とか

というのは一般の会社とかそういうところはそういうふうになっているんですけど、この場にいる

部長の方、現在の部署におられる方数人に聞きましたら、経験がほとんどないとか部長になるとき
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までゼロ年でその部署の部長になった方とか、過去を聞くと３年ぐらいはやったということで、そ

うすると、こういうことを適材適所に行っているのか、また部長クラスとかそういうことになれば

マネジメントができればいいとかそういうことで替えているのではないかなという気がするんです

けれども、その辺のところについてちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 議員ご指摘のとおり、部長には過去の職場の経験を生かして、それを職務に生かすということは

大変重要な視点であるというふうに考えております。 

 ただ一方で、私がご答弁させていただきましたように、現実的には、全ての部において経験を生

かし切れている部署の配置という状況にはなっていない状況でございます。 

 これにつきましては、議員からもございましたように、部長などの管理職に求められる最も重要

な能力の一つといたしまして、全体を管理するマネジメント能力というものがあるというふうに考

えております。部長におきましては、このマネジメント能力を十分発揮していただき、部の事務事

業の推進や職員管理に鋭意努めていただきたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 民間で私も仕事をしておりましたけれども、ここは議場で議員対部長の方々について質問したり

はやっておるんですけど、私も株主総会に関わりましたけれども、１つの部門で、大体想定質問で、

ここは聞き取りがあるもんで、議員が質問することの答えということはできるんですけれども、大

体６月でやろうと思うと、４月の初めから株主総会に向けて、その部門部門で今回問題のあるよう

なこういうような質問がという想定質問を大体１部署で２００枚から３００枚ぐらい書くんですね。

それが全部集まるとかなりの厚いものになるんですけれども、聞き取りがないもんでそういうふう

にやるもんで、かなり上の方とかその下の部門の者でも、総会にかけてはかなり時間をかけてやっ

ているんですけど、この公務員、私も公務員は今回初めてなったんですけれども、こうやってもし

聞き取りがなかったら、もう全く答えられないような状況になるんではないかなというふうに思い

ます。 

 我々が働いていた会社でも上に行くほどよく仕事をするというのがあるんですけど、ここでもあ

いあいのほうのそういうようなところとか病院とかいろいろあると思うんですけれども、大体履歴

を見ると山本さんは多分総合政策部の中に多くおられたと思うんで、質問してもすぐに答えが返る

んですけれども、全然過去に経験のない人でしたら、答えられないということがあるんですけれど

も、やっぱり過去の経歴というか異動についても、人事とかそういう人を扱うところに、その辺を

考えて、将来どういうふうになってというようなことをやらないと、部長、課長級に話を聞くより

下のほうが早いというようなことになるんですけれども、その辺のところ、今後どのようにやって

いくかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 
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○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 確かに大企業でありますとか、国や県や政令市などにおきましては、例えば議員おっしゃるよう

に、採用当時からその職員の一定税務畑とか土木畑とか一定のラインが決まって、個人のスキルの

専門性を高めていく、そういったやり方もございます。 

 また、私どものように５万市でありましたり、また町村のように職員が少ないところによります

と、やはりいろんなところを経験させていただくというようなこともございます。 

 そういった中で、今議員からは部長、課長、管理職になったときに、一定経験を持ったところで

それを生かすような人事異動も必要であろうというご提言であったと思いますが、これにつきまし

ても、当然私どもも、そのような視点は大事だというふうに考えておりますので、極力そういった

ところも生かしながら、また管理職につきましては、先ほども申し上げましたマネジメント能力を

しっかり磨けるようなそういった研修等も含めて総合的に対応してまいりたいと、そのように考え

ております。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 人事に関わることなんですけど、先ほど質問もさせてもらいましたが、非正規と正規職員の比率

ですね、これ聞きましたか分からないんですけど、重要な業務に正規職員が対応できるよう人員の

増加や職員配置の見直しに取り組むこと等の提言を頂きましたが、こういうことが今までできてい

なかったのかなというふうに考えております。 

 過去は、重要な業務に非正規職員を充てていたのか、重要な業務に正規職員が当たるのが当たり

前だと思っておるんですけれども、過去は重要な業務に非正規職員を充てていたのか、その辺のと

ころをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 先ほどご答弁させていただきました令和元年の総務委員会のご提言でも、正規、非正規の割合に

つきましてはご提言を頂き、是正に取り組む旨のご提言を頂いたところでございまして、今回、計

画の見直しの中で真に正規職員が必要な場合には、正規職員を配置するという大きなテーマを掲げ

て取り組んでまいるところでございます。 

 過去にということでございますが、亀山市の場合、正規率と非正規率、非正規率が高いという状

況もございましたので、そういったところを鋭意是正できるように今後取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

 また、最後の質問にさせてもらいたいんですけど、職員の育児休業のことが出ていましたね。女

性の方は３年でしたか。男性についての育児休業というのは、今回新しく何週間かどれぐらいか知

りませんけど、お聞かせ願いたいと思うんです。休業期間ですね、男性の。 
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○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

育児休業の期間でございますが、男性も女性も最長３年間というふうに定められております。 

 ただ、過去に男性の育児休業を取得した人が丸々３年を取られたというような実績は現在ないと

ころでございます。 

○議長（小坂直親君）

尾崎議員。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

男性も３年間、休みが取れるわけですか。 

ああ、そうなんですか。分かりました。 

 そうすると、女性の場合というか、先ほど育児休業者のあれがありますけれども、この育児休業

は男性の育児休業の取得促進が求められているということと、あと職員の定数、これに絡めてです

けど、実際業務に従事している職員との乖離がさらに拡大するかと思うんですけれども、男性も３

年間休みを取っておれば、それはもう女性と同じように扱って、定数が実際は減るわけですよね、

男性も。３年間丸々休んでといっても、取られる方というのは女性の場合の３年は分かるんですけ

ど、どの辺に想定しているのか一遍お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 確かに、第３次特定事業主行動計画の中で、男性の育児休業の取得促進を図ってきたところです

が、現実的には平成２８年度において１名の男性職員が１か月の育児休業を取ったという過去５年

の中ではそういった実績しかない状態でございます。 

 ですので、議員おっしゃられるように、女性は１００％取得しますが、男性の取得率はそのよう

な状況で１％台というような状況でございますので、現時点で、男性職員がたくさん育児休業を取

得するというような想定というのは考えづらいところではございますが、今回、令和２年度におい

て、国は男性育児に伴う休暇の取得促進に積極的に取り組むという方針を出しておりまして、これ

につきましては、地方公共団体においても同様な取組を勧奨しておるという、そういった状況もご

ざいますし、またもう一方で、私ども本年２月に策定をいたしました第４次特定事業主行動計画の

中でも男性の育児休業の取得率を高めるという取組を掲げておりますので、こうした取組を積極的

に取り組むことによって少しでも男性の育児休業の取得率を高めてまいりたいと、そのように考え

ているところでございます。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

以上で質問を終わります。 

○議長（小坂直親君）

６番 尾崎邦洋議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時４２分 休憩） 
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───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、２番 中島雅代議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

スクラムの中島雅代でございます。 

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

まずは、次世代の地域参画支援についてでございます。 

この質問を通じまして、全ての世代がまちづくりに参加をする必要性と、それを市が支援をして

いく必要性について、提起をしていきたいと思います。 

早速ですが、資料の１枚目をご覧ください。 

今年は国勢調査１００年ということで、こちらは、統計局のホームページ「国勢調査１００年の

あゆみ」から、１００年前の第１回目の調査から前回の２０１５年までの、そして２０５０年の将

来推計人口を男女別に年齢ごとの人口を表したグラフです。１００年前は、子供が多く生まれ、年

齢を重ねるごとに人口が少なくなるピラミッド型をしておりましたが、だんだんと医療の発達と少

子化の影響により、人口のボリュームゾーンが高い年齢層に偏ってきています。将来的には、緩や

かに人口が減少していく予想が見込まれております。 

次の資料をご覧ください。 

こちらは、亀山市の平成２９年２月に改訂された「亀山市人口ビジョン」の中の亀山市、三重県、

全国の５年ごとの人口及び将来推計人口の推移です。亀山市の人口のピークは、今年２０２０年と

されていますが、２０２０年３月１日現在、亀山市の人口は４万９,６６０人で、既に２,０００人

ほど少ない状況です。既に予想を上回るペースで減少しておりますが、平成２９年２月の時点では、

将来的な減少幅は大きくないのではないかという予想です。人口と減少幅だけを見ると、亀山市は

大丈夫なんじゃないかと見えますけれども、しかしながら、３枚目の資料をご覧ください。 

 上段は、亀山市の１９８０年及び２０１０年の人口ピラミッドの比較、下段は、２０１０年と２

０４０年の将来推計の人口のピラミッドの比較です。２枚目の資料で、人口は大きく減らない予想

でしたが、人口の構成は大きく変わることが予想されます。 

そして、４枚目の資料をご覧ください。 

 こちらは、一般世帯の家族類型別比率の推移です。内側が１９８０年、外側が２０３５年です。

青色の部分、こちら単独世帯が８.４％から３３.５％と大きく増える予想がされています。３人に

１人は独り暮らしになるという予想です。３枚目の資料と合わせますと、将来的には高齢者の独居

が、独り暮らしが増えていくのではと考えられています。 

少子高齢化単独世帯の増加で、今までのように家族の中で高齢者を支えていくということは難し

くなると考えられます。そうなると、地域で支えていく仕組みが必要になってまいります。そうい

った背景を踏まえながら、まずはまちづくりの中心を担うまちづくり協議会についてお伺いいたし

ます。 

最初に、まちづくり協議会の役割についてお伺いします。 
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○議長（小坂直親君）

２番 中島雅代議員の質問に対する答弁を求めます。 

深水生活文化部参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）

 市内全ての地区で設立されております地域まちづくり協議会でございますが、地域に住むあらゆ

る人または活動する個人、団体、事業者等が自由に参加でき、自分たちの住む地域を自分たちでつ

くり上げるという意識の下に、地域課題の解決に向けて、話し合う場づくりや、意思決定できる仕

組みを持った組織でございます。 

 現在、それぞれの地域まちづくり協議会におきましては、地域まちづくり計画に基づき、地域住

民の方々や地域の活動団体が相互に連携、協力し、文化・福祉・防災・環境・交通など幅広い範囲

の活動を展開されているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 地域課題を地域みんなで解決をしていくという役割があるということなんですけれども、各まち

づくり協議会、それぞれ特徴があるかと思いますけれども、全体的に役員の構成の傾向であったり、

人数ですとか、年代、それから男女比といった部分をお伺いできますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

深水参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）

まず、各地域まちづくり協議会の役員の数でございますが、各地区では組織構成が異なりまして、

規約上、役員の位置づけも様々でございます。その上で人数を申し上げますと、４人から３５人ま

での幅がございます。また、年代層、男女比につきましては、現在各地域まちづくり協議会へまち

づくり協働課の職員が地域担当職員として会議等に参加させていただいており、その中で感じてい

るのは、年代層としてはおおよそ６０代後半から７０代前半が多く、その多くは男性で占められて

いるという認識でございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 役員の人数は少ないところから３５人、多いところまで、まちまちのようですけれども、全体的

に年代層としては６０代後半から７０代前半の男性が多いということです。 

では、活動内容はどのような傾向なのかお伺いします。 

イベントが多かったり、福祉的な活動が多かったり、そのあたりをお伺いします。 

○議長（小坂直親君）

深水参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）

 地域まちづくり協議会では、地域まちづくり計画に基づき、各種事業が展開されているところで

ございます。 
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 具体的には、敬老会、文化祭、夏祭り、運動会、三世代交流などのイベントに加えまして、有償

ボランティア、獣害対策、防災マップ事業、子育てサロン、健康づくり、環境保全、里山づくりな

どが行われているところでございます。このように、これまでのイベント型から地域の課題解決に

取り組む事業型への転換が図られつつあると認識しているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 それでは、その活動に関しての交付金のつけ方なんですけれども、金額の算出方法をお伺いしま

す。そして、その交付金の使われ方の傾向はどのようなものがありますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

深水参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）

 地域まちづくり協議会の活動の財政的な支援として地域予算制度がありまして、その中の地域ま

ちづくり交付金につきましては、地域で使途を決定できる交付金として、これまで地域まちづくり

協議会に対しまして交付してまいりました地区コミュニティ活動費補助金と健康づくり事業補助金

を廃止し、その合計額に上乗せ支援分を加えまして、総額２,２００万円を均等割５０％、人口割

５０％の割合に基づきまして、地域まちづくり協議会ごとに配分しているところでございます。 

 交付金の使途につきましては、現在行われている自治防災、自治防犯活動、子育てなど、地域ま

ちづくり協議会条例第５条に掲げる事業のためにご活用いただいております。その中で、交際費や

寄附金、食料費等には使えないという交付金としての最低限度の制限はございますが、人件費、報

償費、旅費、需用費、委託料等に幅広く活用できるものとなっております。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 まちづくり協議会の活動、かなり多岐にわたっておりますけれども、その予算配分について、多

過ぎて不用額があったりですとか、逆に足りなくて活動が思うようにできなかったり活動が制限さ

れたりすることはありますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

深水参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）

 地域まちづくり交付金は、これまでの補助金の金額よりも増加しておりますので、事務局体制の

強化、地域まちづくり計画の推進、新たな地域課題解消の取組につながっているものと認識してお

ります。なお、地域まちづくり協議会の活動の財源は、主に地域まちづくり交付金と会費等の自己

資金で賄われておりますが、より積極的に事業を行う地域に対して支援する地域活性化支援事業補

助金もありまして、本年度は１０地区の地域まちづくり協議会でご活用いただいているところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 
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○２番（中島雅代君登壇）

 それでは、その地域活性化支援事業補助金について、その概要のほうをお伺いしてもよろしいで

すか。 

○議長（小坂直親君）

深水参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）

 地域予算制度の中のもう一つの地域活性化支援事業補助金につきましては、地域まちづくり協議

会が行う自主的かつ主体的な活動に対し交付するもので、上限３０万円、３分の２の補助率の公募

型の補助金でございます。この補助金は、年度当初に一般公開の場でプレゼンテーションを行って

いただき、選定委員会の審査を受け、採択するものでございます。現在、この補助金を活用し、地

域内での助け合い事業、河川環境の整備、獣害対策、鉄道遺産群の説明板整備、防災マップ作成な

ど、多様な事業が行われているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 それでは、まちづくり協議会はいろんなことを各地域で特色を持ってされていると思うんですけ

れども、まちづくり協議会でできること、できないこと、どんなことがありますでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

深水参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）

 地域まちづくり協議会が行うことができない活動としましては、地域まちづくり協議会条例にお

きまして、宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動が明記されているところでございます。 

 一方で、地域まちづくり協議会の活動資金を得るための収益事業につきましては、活動の制限は

ございません。これまで、活動資金を得るために、インターネットを通して自分の活動や夢を発信

することで、思いに共感した人や活動を応援したいと思ってくれる人から資金を募る仕組みであり

ますクラウドファンディングを活用した地域まちづくり協議会もございます。また、地域課題を地

域住民が主体的にボランティアではなくビジネスの手法を用いて解決するコミュニティビジネスが

あり、地域で採れた野菜の販売や高齢者への配食サービス、コミュニティカフェの運営などが考え

られるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 アイデア次第で、かなり自由に活動できる団体、組織というものだと思うんですけれども、その

活動に参加されている役員さんなどに、まちづくり協議会に関わる方に報酬など支払うことは可能

でしょうか。 

○議長（小坂直親君）

深水参事。 

○生活文化部参事（深水隆司君登壇）
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 地域まちづくり交付金は人件費にも活用できますことから、地域で合意の上、活動の担い手に対

しても活動費を支払うことは可能でございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

それでは次に、まちづくり基本条例についてお伺いをいたします。 

どういった条例であるのか、背景も含めてお伺いします。 

○議長（小坂直親君）

山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 亀山市まちづくり基本条例の制定の背景でございますが、平成１７年１月の市町合併に向けた合

併協議が契機となっており、当時人口減少やライフスタイルの変化、住民ニーズが多様化、複雑化

する中で、行政主導のまちづくりから市民との協働による地域特性を生かしたまちづくりを進める

分権型社会の構築が求められていたところでございます。そのようなことから新市まちづくり計画、

さらには第１次総合計画、前期基本計画に市民参画の機会を制度的に担保するための条例制定に向

けた関連施策を位置づけ、平成１９年度に設置した亀山市まちづくりの基本を定める条例を考える

会等において、条例制定に向けた検討を重ね、平成２２年４月に本条例を施行するに至ったところ

でございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 それでは、来年度でこの条例ができて丸１０年になると思うんですけれども、この条例の当初の

目標ですとか狙いですとかをお伺いします。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 本条例制定によりまして、市民、議会、執行機関の三者がそれぞれの役割に基づき、互いが尊重

し協働してまちづくりに取り組むためのそれぞれの権利や義務を明文化いたしております。さらに

は、まちづくりを行う際に共通する協働や参画、持続可能性など９つの基本原則を定め、分権時代

にふさわしい新たな自治の確立を図り、亀山らしいまち、すなわち一人一人が生き生きと輝き幸せ

に暮らせるまちの実現を目指すことが当初の狙いでございました。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 それでは、その当初の目標、狙いに対して、その条例制定から１０年前から進捗状況はいかがで

しょうか。 

○議長（小坂直親君）

山本部長。 
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○総合政策部長（山本伸治君登壇）

 本条例は、平成２２年４月の条例施行から、はや１０年を迎えようとしております。この間、本

条例に基づく本市らしい取組といたしましては、市内全地区で地域まちづくり協議会が設立され、

多様な主体が連携協働し、様々な地域づくり活動が展開されるとともに、地域予算制度の導入も進

められてまいりました。これらは、市民、議会、執行機関の相互理解と協働の中で生み出された成

果であるものと考えております。 

 また、協働事業提案制度や市民活動応援制度などの協働のまちづくりに向けた事業につきまして

も、まちづくりの基本原則であります協働の原則や参加の原則等の具体的な手法と考えられます。 

 さらに、本条例の推進に当たり、亀山市まちづくり基本条例推進委員会において、進捗の調査、

検討を行うほか市民啓発にも取り組んでいるところでございます。 

 その一例といたしまして、先月、地域まちづくり協議会連絡会議が主催されました地域まちづく

り交流会におきまして、まちづくり基本条例推進委員会の会長でもあります四日市大学の岩崎学長

から地域活動におけるまちづくり基本条例の必要性等についてＰＲを頂いたところでもございます。

こうした取組により、条例の理念等が徐々にではありますが市民へ浸透し、様々な分野でまちづく

りの取組が着実に進められ、本市のまちづくりの基本方針であります市民力、地域力で輝くまちづ

くりにつながっているものと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 私もまちづくり交流会、参加させていただきました。少しずつですけれども、協働、市民がみん

なでまちづくりをしていこうという機運が少しずつですが高まってきているような気がしますけれ

ども、これで１０年たちました。今後の展望について、市長にお伺いいたします。この亀山市まち

づくり基本条例ですとか、まちづくり協議会を通じてつくる今後の亀山市についての目指す姿とい

うものをお伺いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

私、就任をさせていただいて最初の政策条例が、まさにまちづくり基本条例でございましたので、

あれから１０年、本当に感慨深いものがございます。また今後につきましても、亀山市まちづくり

の特徴というのは、やはりこの市民力による高い地域力、これが亀山市の本当に財産であり大きな

特徴であろうと思いますので、こういう時代の中で価値観が多様化しておりますが、市民の皆さん、

お一人お一人が自分たちのまちに愛着や誇りを感じていただいて、地域課題の解決のために、人ご

とでも評論家でもなくて自分のこととして積極的に関わり行動することにつなげていかなくてはな

らないというふうに考えております。 

 ご案内の今日、人口減少社会や少子高齢化社会が進展をし、２０２５年問題を視野に入れた地域

包括ケアなどの備え、安心・安全、防災・防犯の取組など、まちの総合力が問われている時代であ

ります。また、人のつながり、あるいは世代間の交流が希薄となりつつありますし、今、議員が少

しご紹介いただきました家族構成とか世代間の構造が変質をしてきておりますので、そういう中で
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しっかりと５万市民がそれぞれの多彩な市民活動とか地域活動によって、また協働の力によって、

これを未来につなげていく、そういう努力を重ねていかなくてはならないと思っております。 

 その舞台の一つが、市内全域で立ち上げていただきました地域まちづくり協議会ではなかろうか

というふうに考えておりまして、様々な考え方があろうかと思いますけれども、相互理解と協働に

よりまして、地域課題の解決やコミュニティ再生の実践を積み重ねていくということは、大変難し

いことではありますし、でも尊いことだと思っておりまして、その結果、持続可能な本当に地域社

会が形成されていくものというふうに考えておるところであります。 

 市内２２地区で展開されております特色ある地域力の総和が、本市が目指すまさに持続可能な、

魅力的な緑の健都につながるものと考えておりますので、今を生きる私たちが世代を超えて協働す

るようなまちづくりを、あるいは人づくりをしっかり積み上げていくことが肝要だというふうに思

っておりまして、試行錯誤はあろうかと思いますが、しっかりその精神と行動を次の世代へ、次の

時代へつなげていく必要があろうというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 冒頭申し上げたとおり、今後１５年から２０年で人口構成が大きく変わります。亀山市も、地域

全体でこの私たちの地域をつくっていかなければならないんです。でも、既に現状、担い手世代の

偏りもあります。担い手の不足は避けられませんし、今後はさらに加速をしてまいります。 

 もちろん一番いいのは、市長おっしゃるとおりに、地域住民が地域の課題を自分のこととして捉

えて、積極的に自分からまちづくりに参画をしていくということなんですけれども、やっぱり時間

がない、余裕がない、あと情報がない、そうすると興味もない、ないないないなんですね。そうす

ると、やっぱりまちづくり、担い手を育てるにはすごいハードルが高いんです。なので、この偏っ

た年齢層であったりとか、偏った男女比、そして人数が少ないところもたくさんいるところもあり

ましたけれども、人数合わせで半ば強制的に参加をして、任期が終わったらそこで終わりだとか、

結果として、一部やる気のある方がずうっと何年もされているというところもあると思います。 

 今後は、今まちづくりを担っていただいている６０代、７０代の方も定年の延長などで世代交代

も難しくなってくると思います。こうした事態を避けるためには、組織として年代ですとか男女比

のバランスを取って、新陳代謝を促していきながら継続させていくことが必要ではないでしょうか。

それが発展につながると思いますし、まちづくりだけでなくて、市民自身の生活の充実というのも

期待ができると思います。若い方ですとか、まちづくりの関心のない、それから参加がしたくても

情報のない方でも参画できるような仕組みをつくるためには、市がもっと目指す姿を明確にして、

具体的にして、そのステップをつくっていくという市からの介入の必要があると思います。 

 これからは市民の英知を集めて、行事中心から福祉ですとか防災ですとか、さっきビジネスです

とかクラウドファンディング、お金を集めるだとか稼ぐといったお話もありましたけれども、経済

という観点からもまちづくりの拠点をつくっていく、そして年齢、それから男女比の偏りを解消す

るために、交付金の在り方というのもまた考え直していただいたりですとか、参加をする人に直接

メリットのある方法を提案したりとかする必要があると思います。そうしたことで、多様な年代、

バランスの取れた男女比を意図的につくり上げて、多様な人材でまちづくりを継続してつくってい
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って、まちづくりを継続していけると私は考えます。今後の人口減少、そしてリニアを見据えて、

働く場所、そして暮らし続ける場所としての亀山市の仕組みというものを考えなくてはならないと

思います。 

５枚目の資料をご覧いただけますでしょうか。 

 今、ワーク・ライフバランス、仕事と生活の調和が推し進められておりますけれども、これから

はワーク、仕事と、ライフ、生活、それからコミュニティ、地域の担い手というバランスをつくっ

ていく必要があると思います。本来でしたら、ライフ、生活の部分に地域の活動というのも入るん

ですけれども、あえて強調をして個人の生活の中に入れていかなければならないと思います。 

亀山には、もう既にまちづくり協議会、全ての地区にできております。土台がありますので、そ

れを生かして亀山モデルをつくっていけるのではないかと私は考えております。機能する仕組みに

していくには、時間がかかります。ただ、人口構成が変わりつつありますので、これは急務だと思

っております。今から段階的につくっていく必要があると思いますが、市長の見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 おっしゃるように急務であろうというふうに思っておるところでありますし、この１０年間のま

ちづくりにおきましても、本当に当時、非常に情熱を持って頑張っていただいた皆さん、今でも頑

張っていただいておられる方もしっかりおられますけれども、やっぱり次世代というか次のまた担

い手が必要になってきておるのもまた現実であります。その意味では、まさにＳＤＧｓというか持

続可能性というのは、まちづくり基本条例の原則の一つでありますが、亀山に合った形のこの持続

可能性をつくっていくという意味では、今、議員少し幾つか触れられました、今の仕組みをさらに

効果的な仕組みへと改善していく、あるいは組み込んでいく、このことが大切であろうというふう

に考えておるところであります。 

 そのためにも、これ亀山市の全体の政策の若者の定住の促進でありますとか、今回ＳＤＧｓの確

立という大きな目標を掲げておりますけれども、その中にはその担い手である次世代の育成である

とか、女性の社会参画である、そういうエンパワーメントをしっかり引き出して、活躍できるよう

な体制をつくっていこうということを目指したいというふうに考えておるところであります。 

 したがいまして、今、幾つかご指摘を頂きました新たな仕組みとか、その取組につきまして、ま

た若い皆さんが、あるいは女性の方々がより参画しやすいような風土、仕組みをしっかり亀山に合

った形でつくり上げていくことが肝要だと思っております。 

 あわせて、以前にも申し上げたことがあったか分かりませんが、三重県の統計によりますと、人

口減少の過程はその流れにありますが、平成２６年から亀山市は人口全体に対するいわゆる年少人

口比率、１５歳未満の子供の割合が平成３０年度で１３.８、県内１４市で１位ということで、こ

れは６年間、その第１位を続けておるところであります。今を生きる私たちもそうですし、将来世

代、次の時代を担う子供たちの教育とか、あるいはまちづくりに対する関心とか、こういうことを

高めていくこともまた大きなテーマであろうというふうに認識をさせていただいております。 

○議長（小坂直親君）
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中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

亀山らしいまちを、亀山に暮らすみんなでつくっていけるように、よろしくお願いいたします。 

続きまして、亀山中学校及び中部中学校の給食についてでございます。 

こちらの項目は、本当に多くの同世代のお母さん方から、どうなっているのと聞かれる、関心の

高い項目でございます。私を含めお母さんたち、大事な子供たちにおいしくて温かい栄養のある給

食をクラスみんなで一緒に食べてもらいたいと思っております。何でこの２校の生徒は、小学校の

ような給食を食べられないのか。何でこの２校の生徒の保護者は、子供たちに小学校のような給食

を食べさせてあげられないのか。疑問や心配はもっともで、ごく当然のように私は思います。 

 農林水産省２０１８年度食育白書には、学校給食は栄養バランスの取れた食事を提供することに

より、子供の健康の保持、増進を図るために実施をされています。また食に関する指導を効果的に

進めるために、給食の時間はもとより、各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における教材と

しても活用することができるものであり、大きな教育的意義を有していますとあります。内閣府発

行の令和元年度版少子化社会対策白書にも、全国の公立小・中学校における食育の推進を推し進め

ているとあります。 

 さて、その食育に関わる栄養教諭についてでございます。９日には福沢議員が代表質問の中で、

学校給食法について取り上げられていらっしゃいましたが、第１０条には、栄養教諭についての記

載があります。栄養教諭は、児童または生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度

を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、ちょっ

と長くなるので中略しますけれども、その他学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うも

のとするとあります。 

亀山市においての栄養教諭の役割についてお伺いします。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 栄養教諭の役割でございますが、食生活を取り巻く社会環境が大きく変化し、食生活の多様化が

進む中で、子供が将来にわたって健康に生活していけるよう、栄養や食事の取り方などについて、

正しい知識に基づいた食の自己管理能力や望ましい食習慣を子供たちに身につけさせるために、平

成１７年４月より栄養教諭制度が施行されております。本市におきましても、平成１９年度から栄

養教諭を段階的に配置しておりまして、役割でございますが、児童・生徒が健全な食生活を営むこ

とができる知識を身につけさせることが、栄養教諭の役割でございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

それでは、その市内の栄養教諭の配置についてお伺いいたします。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）
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 本市は５名の栄養教諭を有し、在籍校を拠点としながら、市内の小・中学校に兼務を発令してい

るところでございます。したがいまして、市内３中学校におきましても、兼務発令を受けた栄養教

諭が、学級担任等と連携しながら食育に関わる授業を計画的に行っております。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 それでは、各中学校において、栄養教諭が行う食育の授業内容はどのようなものでしょうか。簡

単にお願いします。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

中学校におきましては、食に関する指導の年間計画を立てまして、家庭科や総合的な学習の時間、

特別活動等の時間の中で、食育の指導を行っております。栄養教諭は兼務の中学校へ赴き、学級担

任や家庭科の教科担任、養護教諭等と連携し、チーム・ティーチングで食生活と健康、バランスの

よい食事、生活習慣病とその予防、減塩教育等、生徒の発達段階や課題に応じた食育の授業を行っ

ております。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 先ほど上げました学校教育法ですとか、栄養教諭の役割から考えると、栄養教諭の役割、力を発

揮するためには、学校給食は教材としても必要なのではないでしょうか。そして教育に当たって、

その教材がある子供とない子供がいるというのは、不平等ではないのでしょうか。 

これを踏まえまして、亀山中学校と中部中学校の学校給食の現状について確認をいたします。 

現在、お弁当とデリバリーの選択式ですけれども、デリバリーの喫食率はどれくらいでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

デリバリー給食の喫食率でございますが、令和元年度は３０.５７％でございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

約３割ということですね。 

この状態でも、亀山市では完全給食を実施しているという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 完全給食についてでございますが、学校給食法施行規則第１条第２項では、完全給食とは、給食

内容がパンまたは米飯、ミルク及びおかずである給食をいうと定められております。したがいまし
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て、本市のデリバリー給食はミルク給食と併せて実施していることから、完全給食と認められてい

るものでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 これですけれども、他市町から引っ越しを予定されている方から問合せが来て、学校給食はどう

いう状況ですかと聞かれたら、完全給食ですという答えをするんでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

草川部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 完全給食に関しまして、文部科学省が実施します学校給食実施状況等調査というのがございまし

て、全国的にデリバリー方式を主とした学校給食を行う自治体が増えたことから、デリバリー方式

もこの完全給食として認められるようになっております。 

 議員お尋ねの市外から転校されてきた方へのご説明ということでございますが、本市の亀山中学

校、中部中学校の給食内容は、弁当の持参とデリバリー給食の選択制であるということを説明して、

デリバリー給食につきましては、注文方法であるとか使用の際の支払いの方法など、丁寧な説明を

心がけているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

ということは、問合せに対しては、完全給食だと答えることはできないんですよね。 

 現在デリバリー給食で、喫食率は３割だけど、見た目上は完全給食、だけど説明をするときには、

補足が要る。これは、表面だけ繕っていても中身が伴わないのであれば、これはちょっと違うんじ

ゃないのかなと私は思います。 

また、今年度の内容について確認をいたします。 

平成３０年１２月１７日の教育民生委員会で一般質問をした際に、市長から２つの中学校の給食

の実施を最初の公約とした。総合計画において、いわゆる完全実施に向けた検討をすると明記をし

ている。そして、その総合計画の前期基本計画の中で平成３３年まで完全実施の多面的な検討をす

るとおっしゃっています。そして教育長は、教育委員会として、亀山中学校と中部中学校に小学校

のような給食体制をしくことが望ましいと見解を出しているとおっしゃっています。市長はまた、

教育委員会の検討を尊重していると発言されています。 

市長と教育長にお伺いをいたします。 

方向性としては、小学校のような給食を実施するということで間違いないでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 子供たちが成長していく過程において、学校給食は極めて重要というふうに認識をまずいたして

おります。 
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 小学校は、亀山方式というのが一つあろうかと思います。中学校の方式につきましては、その在

り方について、現在教育委員会の中で様々な多面的な検討を重ねてくれておるところでありまして、

まさに子供中心のその在り方はどうあるべきか、そういう検討をしっかり積み上げた上で、総合計

画の今の前期基本計画の期間において、一定の検討を進めるというような立場で、この検討をしっ

かり多面的に積み上げて判断をしていくことが必要であろうと思っております。 

 その中で、小学校のような給食がいいのか、あるいは選択制を伴います今のような形態がよりい

いのか、あるいは別の方式がいいのか、様々な方式もあろうかと思いますが、ぜひその検討をして

いくことが必要であろうというふうに思っておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 議員おっしゃるように、平成３０年１２月の教育民生委員会において、亀山市教育委員会としま

しては、亀山中学校と中部中学校に小学校のような給食体制をしくことが望ましいという見解は出

しておりますということは申し上げました。ただし、その見解はその後の続きがあったと思うんで

すが、私、就任前の平成２７年度末の教育委員会で見解が出されているということでございます。 

 いずれにしましても、前期基本計画、令和３年度までが検討期間となっておりますので、検討を

継続していこうと考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

ちょっと驚きました。 

 この平成３０年１２月の委員会、これ私、議事録を見て、今発言させていただいたんですけれど

も、今のお二人の話ですと、これは平成２７年度末の見解で、今後、平成３３年まで検討する間に

変わる可能性があるということですよね。確認させてもらってよろしいですか。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

当時の教育民生委員会でも申し上げましたが、私、この見解に異論を申すつもりはございません。 

 ただし、この検討というのは、この見解はそのような、議員おっしゃられるような給食が亀山中

学校、中部中学校で実施するまでの間は、デリバリー給食を工夫しながらより充実させるようなと

いうことまで見解としてついています。したがいまして、その時期は、財政的なこと、そういった

ことを含めまして、緊急度、優先度等も加味されていることかと理解できます。 

したがいまして、前期基本計画は検討期間であり、後期基本計画にどのように記述をしていくか、

教育委員会としてのしっかり考え方をまとめていかなければならないと、そう思っております。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

平成３０年の１２月の議会で、議員からのご質問にもお答えをさせていただいておりますが、当
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時も申し上げて、しっかりとニーズの把握をして、教育委員会のほうで今検討を重ねておりますの

で、今後に生かして、その検討を生かしていくというふうにお答えをさせていただいております。 

 あわせて、今回の総合計画前期基本計画の中で、明示をさせていただいておりますように、学び

の環境の充実の中において、中学校給食の完全実施に向けた多面的な検討を行いますと、このよう

に掲げさせていただいているところであります。 

○議長（小坂直親君）

中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇）

 教育委員会は、平成２７年度末までかもしれませんけれども、小学校のような給食体制をしくこ

とが望ましいという見解を出されているんですよね。 

 その見解を出したら、その後、市長の判断が出るまで、検討し続けていればいいんですか。一番

近くで、教育委員会、一番近くで子供たちのことを見て、私たちと同じように毎日子供たちのこと

を考えて、中学生になっても小学校のような給食をみんなで食べることが子供たちにとって一番い

いことだと思って見解を出されたのではないのでしょうか。そうしたら、市長に対して、子供たち

にとっては、小学校のような給食が絶対いいんですと、そういう有無を言わせないような理由です

とか裏づけですとか、そういうことをそろえていくことができるんじゃないでしょうか。 

 学校給食法の法令遵守、コンプライアンスの面、そして給食の教育としての必要性、アンケート

も取ってみえますけれども、中学生だけじゃなくて、保護者、保育園、幼稚園、小学校の保護者に

だって取れると思うんです。今、今年１月にまとめられたアンケート、しかもアンケートは取って

みえますけれども、調査目的は現在のデリバリー給食の実施の検証及び今後の運営の参考とするた

めとされています。小学校のような給食のためのアンケートではないです。 

 ちょっと時間がなくて質問できませんでしたけれども、ハード面ですとか、そういった試算、そ

れも子供たちのためにできると思うんです。ごめんなさい。ちょっと質問ができなかったので、申

し訳ないですけど。子供たちのためにこんなに必要なんだと、そういう検討の仕方をするというこ

ともできるんではないでしょうか。前期基本計画中、つまり令和３年度中までですけれども、まさ

か後期基本計画中も検討しますということにならないように、しっかり検討し尽くして判断材料を

しっかりそろえて、具体的に進めていく判断をしていただきたい。 

 最初にお話ししましたように、国においても食育、学校給食の重要性、今の子供たちだけじゃな

くて、少子化対策としての位置づけもあります。亀山市まちづくり基本条例の前文に、このまちで

暮らす私たちのために、未来を託す子供たちのためにできることから始めようではありませんかと

あります。亀山中学校、中部中学校において、みんなで食べる温かくておいしい給食を、今亀山市

に暮らして、今目の前にいる子供たち、保護者に必要なものであるということ、次世代の亀山を担

う子供たちの育成、これから子育てしようという世代から選ばれる亀山にするために必要だという

ことを忘れないでいただきたいと思います。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（小坂直親君）

２番 中島議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩いたします。 
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（午後 １時５１分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時０１分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１２番 岡本公秀議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

新和会の岡本です。 

それでは、一般質問として、プログラミング教育について質問を行います。 

私どものように、該当する子供がいない家庭は、小学校でどういう勉強をしておるのかというこ

とが、なかなか分からんわけですね。それで、プログラミング教育というのも今年の４月から導入

をされるということなんですが、小学校の子供さんがいない家庭の人でも分かるように、どういう

ものか説明をお願いいたします。 

○議長（小坂直親君）

１２番 岡本公秀議員の質問に対する答弁を求めます。 

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 ４月から始まるプログラミング教育でございますが、身近な生活の中にコンピューターが活用さ

れていることを学ぶとともに、手順を追って論理的に考えるプログラミング的思考を育成する教育

がプログラミング教育ということでございまして、新学習指導要領の中にこれが盛り込まれたもの

でございます。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 プログラミング的な数学的な思考という難しい話が出てきましたけれども、ちょっと簡単なこと

を伺いますが、目的はそういう頭の中の話なんですけれども、これは既に存在するいろんな教科の

中に組み込まれて、その教科の一部として教えていただくのか、それともまるっきり新しい教科と

して独立した教科として、こういうプログラミング教育というのが設定されるということですか。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 教科のご質問でございますが、プログラミング教育は新しく教科として実施されるものではござ

いませんでして、既にある教科であるとか単元の中で実施するものとなっております。したがいま

して、プログラミング教育のための授業時間数の増加はございません。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

それでは初歩的なことから伺いますが、私も若い頃、そういうふうなプログラミング的なことを
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ちょっと勉強をせざるを得んだからさせてもらったわけですが、当時は、何せ昔のことですから、

今と違いますから、それでもＩＢＭの３６０というでかいコンピューターがあって、それを扱うわ

けですけれども、全然分からなかったというのが本当で、それで僕、今回プログラミング教育を小

学生からやるというで、難しいことするのかなと一瞬思ったんですよね。これは、小学生というて

も１年から６年までありますけれども、何年生からやって、授業時間数というのは週に何時間ぐら

いあるのかと、そういうことを初歩的なことですけど、伺いたいと。 

 また、先生方の指導力というのは、十分あると認識しておられるのかと。このプログラミング教

育が始まることによって、何か割を食って教科の時間数が減らされるような教科があるとか、そう

いうことはありますか。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

先ほどもご答弁申し上げましたが、教科の時間数の増減はございません。 

 それと、プログラミング教育は年間の各教科を指導していく中で、プログラミング教育を行うこ

とが有効であるとした教科や単元に取り入れたり、プログラミングする体験をクラブ活動の中で行

ったりすることが考えられます。 

文部科学省から紹介されている学習の場面といたしましては、例えば５年生の算数の教科の多角

形の作図であるとか、６年生の理科の電気の利用などで活用するというような紹介がされておりま

す。 

 それと、あともう一点、教員の指導力のところでございます。小学校段階でのプログラミング教

育につきましては、実施学年には決まりはございませんでして、１年生から６年生までを対象とし

て行います。また、新しい教科として学ぶわけではなく、既存の教科の中で学習してまいりますの

で、授業時間数についての定めもなく、他の教科の授業時間数に影響が出ることもございません。 

 教員の指導力でございますが、プログラミング教育に関する研究を昨年度より継続して実施して

まいっていまして、指導実践を蓄積しております。また、教職員の研修会を開催することで効果的

な教材や指導事例等について学んでおり、教員の指導力の向上を図っております。さらに県の教育

委員会主催の研修会にも教員が参加しておりまして、本市からは３年間で１２名がこの研修を受講

しています。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 今の先生方が先生になる前には、こういう教育はなかったわけで、後から出てきたから先生方も

なかなかマスターするのが大変だと思うんですよね。それで、一応先ほど、思考能力とかそういう

ふうなことをおっしゃっていましたけれども、教材というのが、特に理科とかああいうのは、教材

というのがついて回るわけですけれども、プログラミングの教材というものについてちょっと伺い

たいんですが、そういうふうな今例えば学校で、これはいいなと思うような教材もあるやろうし、

いろんなメーカーから出ておると思うんですが、どういった教材があって、それは当然、値段は高

いの安いのあると思う、値段は幾らぐらいで、またそれ以上に先生方がその使いやすさというのは



－２５６－ 

大きいですわね。そういうふうなことは当然考えておると思うんですけれども、そういった生徒の

興味とか教育効果、そういうことを総合的に考えて、そのプログラミング教材についてどういうふ

うな、何かどういったことを考えておられるのか。例えば新聞とかそういった方面の記事を読むと、

プログラミング教材の中では、子供さんたちの興味ある教材をできるだけ使わないかんと。例えば

実際に動くロボットカーとかそういったものも、子供たちには興味があるんじゃなかろうかという

ようなことが新聞記事とかその手の記事には載っておりますが、いかがでしょうか。教材に関して

伺います。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

使用する教材としては、大きく３つに分類することができます。 

 まず１つ目は、アンプラグド教材と呼ばれるコンピューターを用いないものでございます。本や

カードなどを使ってプログラムの仕組みやプログラム的な思考の手順について学習するもので、こ

の教材は比較的安価で、大体２,０００円程度で購入できるというようなことで、中には無料のも

のもございます。 

２つ目は、ソフトウエア教材と呼ばれるものでございます。実際にコンピューターの画面上でプ

ログラミングしてキャラクターなどを動かします。小学校の算数の単元に特化したソフトであると

か、コンピューターの画面上で絵を思いどおりに動かすソフトなどもございます。これは無料で使

うことができるものが多く、対象年齢についても様々なものでございます。 

 最後に３つ目ですが、ロボット教材と呼ばれるものでございまして、実際にロボット等の具体物

を操作することになりますので、比較的値段は高価となってまいります。センサーを搭載してＬＥ

Ｄライトを点灯させる教材であるとか、値段は１万５,０００円程度と聞いております。これなど

は、小学校の理科の授業で有効な教材になろうかと思います。いずれにせよ、自分のプログラムし

たものが、実際に目の前で反応しますので、児童の興味、関心は高く、学習意欲の向上につながり

ます。ロボットカーについては、大体３万円程度でございますが、これについても実際に子供たち

自身がプログラムしたとおりに目の前で動きますので、興味を持って学べる教材ではないかと考え

ております。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 教育効果も考えなあかんし、お金との兼ね合いもあるし、そういったこともいろいろ考えてもら

わなあかんわけですけれども、当然、各学校でどういった教材をどのぐらいそろえようかというこ

とは、大体４月から始まるんですから、もう既に終わっておる話かもしれません。 

 そして、教材の数があまりにも予算の関係で数が少ないと、例えば５人に１つとかなってくると、

どうしても得意な子供がそういったことをやって、ほかの子供は横から見ておるだけとなってくる

と、あまり教育効果としてはよろしくないと、そういうことを考えますんですが、必要とする子供

全体に教材が行き渡るような、そういうふうな段取りはしてありますか。 

○議長（小坂直親君）
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草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

教材に関してでございます。 

 小学校段階の学習としましては、コンピューターに指示を出して実際に画面を動かしてみる、あ

るいはロボット等をプログラムどおり動かしてみるといった体験が大切になってきます。 

パソコン室のパソコンを使用しての一斉学習は可能ではございますが、ロボット教材等に関して

は、議員ご指摘のように教材が児童全員に行き渡らない場面も出てまいります。この点に関しまし

ては、十分な時間の確保とグループ学習としての学び方の工夫などで対応してまいりたいと考えて

おります。 

 また、令和元年度、今年度の予算で各学校の６年生を対象にマイクロビットというロボット教材

を１６０セット購入しておりますのと、これも低学年用のルビーの冒険というアンプラグド教材を

１１セットを今年度予算で購入して、学校のほうには準備はしております。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 それなりに教材の数を準備していただいておるみたいですけれども、中には各学校にそれぞれ予

算というのがあるわけですから、各学校でなかなか買えないものは市としてちょっと奮発して買い

込んで、それを必要に応じて各学校に一定の何月何日から何月何日までとか、そういう形で貸し出

すようにして、できるだけ効率的にかつ値段が高いから手が出やんというようなことではなくて、

そういうふうにやってもらうことはできますか。 

○議長（小坂直親君）

草川教育部長。 

○教育部長（草川吉次君登壇）

 教材の貸出しでございますが、市内学校間での貸出しや、あるいは三重県教育委員会からの貸出

しが既に可能となっております。県教委では亀山市では、今購入していないロボットカーであると

か、イモムシロボットというような教材もございます。これなどが貸出しも可能となっております。 

 今後、市で購入するものにつきましては、指導の狙いであるとか、児童らの興味、関心に合わせ

て購入について検討してまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 いろいろなこういうふうな新聞記事とかいろんな雑誌を読むと、いま世間一般ででもロボットプ

ログラミングというのが、子供さんだけじゃなくて大人の間でも結構人気というんですよね。そし

て、自分でプログラムを組んでロボットを思うように動かすと。そういうふうなことなんですけれ

ども、これは大人とか高校生でなければできないというもんではないと思うんですよね。テレビで

はロボコンというて、あれは高専レベルとか大学レベルの話なんですけれども、そこまで行かなく

ても、才能のある、そういうことが本当に好きな子供やったら、小学生でも結構プログラミングと

いうのが上達すると思うんですよね。 
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 人間には当然、向き不向きがあるから、みんながみんなというわけにいかんと思うんですけれど

も、こういうふうなせっかくプログラミングの教育をやる以上は、みんなを一定のレベルまで持っ

ていくのは大事なことですが、やはりずば抜けた子がおったら、そういった子をどんどん伸ばすと

いうのも僕は大事やと思うんですよ。 

 これからの日本の国にとって、こういう分野というのは、もう欠かすことができないと。人口減

少の日本で、労働力が足らないとかなってくると、外国から人に来てもらうか、それとも人間の代

わりを機械がするかという話になりますわね。そうすると、今は外国から来てもらうということを

やっていますけど、やはり老人福祉施設なんかでも力仕事なんかやると生身の人間ではやはりよく

ないから、そのロボットの力を借りてやるとか、そういうふうなことに社会全体がこれからもっと

一層動くと。そうするとどういうふうなロボットを作って、それを社会の広い場面で活用するかで

すよね。ロボットは何も自動車を組み立てるばかりやないんやから。 

 そういうふうなことをやるためにも、やはり小学校でせっかくプログラミング教育という教科と

いいますか、こういうのをやる以上は、やはりみんなのレベルを上げるということも当然ですが、

やはりずば抜けた子供がおったら、たとえ１００人に１人でも、将来日本のこういう分野で名前を

知らん人なしというような子供にまで、そういった人になるように育てていただくというのを、僕

は日本の将来のために非常に大事なことであって、そういった第二の亀山出身のロボット分野での

文化勲章受章者が将来出るかもしれんし、そういったことを目指して、そういった意気込みでこう

いう教育をやっていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 議員ご指摘の思いは私どもも同じようには思っておるところでございますが、小学校段階でのプ

ログラミング教育は、あくまでも初歩的な体験的な内容でございまして、それが中学校・高校へと

進んでいく中で、ロボットプログラミングにつながっていくと。そういう学習の流れにはなってお

ります。ところが、より発展的な内容を学びたいとか、そういう思いを持っている子供に対しては、

小学校のクラブ活動等でパソコンクラブとかプログラミングクラブとか、そういった時間を保障す

ることは可能かと考えられます。 

 現在も、プロのＩＣＴ支援員が１名ですけど、いますし、プログラミングとか情報教育にたけた

教諭も市内に何名もいます。そういった先生は専門的な知識・技能を、たとえ小学生であっても教

えたり教示していくこともできますし、可能な限り子供たちの関心・意欲に沿えるように環境を整

えていきたいと考えております。 

 加えまして、昨今子供たちの理科離れが指摘されております。そういった中で、科学的な思考、

論理的な思考といった育成の一助として、学校外でも、例えば今「科学の祭典」とかの体験の場が

大変重宝されておるわけですが、高校や大学からの出張とか企業、ＮＰＯ等も参画する中でのそう

いった学習コーナーとか教室とか、そういった学習の場が、機会がどんどんこれから広がっていく

ものと期待しておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 
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○１２番（岡本公秀君登壇）

 それでは、一つ確認をしたいのですが、この前から何か話に出てくるＧＩＧＡスクール、それと

プログラミング教育とはかなり重なる部分があるか、密接な関係があるのか、あれはあれで、これ

はこれで、プログラミング教育とＧＩＧＡスクール構想とは別だとか、そこら辺のすみ分けという

か関連はどうなっていますか。 

○議長（小坂直親君）

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 ＧＩＧＡスクールは、とにかく児童・生徒、小学生１年生から中学３年生まで、１人１台端末で

ございますので、かなりの活用の幅が広がってまいります。 

 全教科または、これまだ決めておりませんが、自宅への持ち帰りということになれば、そこへの

ＧＰＳ機能をつけ加えれば、保護者が、今うちの子供は校門を出たなとか、そういったことさえも

分かる。ただいま長期休業中でございますが、休み中に課題もすっとネットを通して与えられて、

どの子がどのような学習ができているかも把握できたり、かなりＧＩＧＡスクール構想の行きつく

ところは限りないものがあるんですが、このプログラミング教育はその中の一部分として活用は十

分可能と、重なる部分はあるということでございます。 

○議長（小坂直親君）

岡本議員。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

 こういうふうな新しい分野で、未来の日本を背負って立つ子供たちをどんどん才能を伸ばせるよ

うに、先生方は大変と思うけれども、頑張っていただかんことには日本の将来というのも危ういん

じゃないかと僕は思ったりするんですよね。そういう意味で新しい教科、プログラミング教育なん

かでぬきんでた子供を一人でもいいからつくるということは、こういう分野では、特に並の人間が

１００人よりも、ぬきんでた人間一人のほうがはるかに貴重やという話ですんで、そういったこと

を頑張っていただけるようにお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。どうもありが

とうございます。 

○議長（小坂直親君）

１２番 岡本公秀議員の質疑は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午後 ２時２５分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 ２時３３分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

それでは、通告に従い質問します。 

まず、亀山駅周辺駅整備事業についてであります。 
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 ２月１９日の亀山駅周辺整備事業特別委員会で、事業計画における資金計画が示されました。こ

れによると総事業費は７１億円で、この費用を賄う収入として補助金が約２１億円、公共施設管理

者負担金が約１８億円、そして保留床処分金が３２億円となっております。このうち保留床処分金

というのは、建設された建物の床を新図書館は市が、マンションは不動産業者がそれぞれ再開発組

合から購入することで得られる収入であります。内訳は、新図書館が２２億円、マンションが１０

億円となっております。 

表を出してください。 

これは、新図書館とマンションの保留床の床単価とそれから処分金の表であります。 

まず図書館ですけれども、１平米当たりの単価は５４.５万円、そしてこれに専有面積を掛ける

と、保留床処分金が１６億５,７００万円となります。これだけではなく図書館の場合は、地下の

駐車場がありますので、これの平米当たりの単価が２４.３万円、これに専有面積を掛けて得られ

る処分金が５億４,３００万円となります。この２つを合わせて２２億円ということになります。

一方、マンションのほうは、１平米当たりの単価は３１.２万円、これに専有面積を掛けると保留

床処分金は１０億２００万円となります。それからもう一つ、駐車場もあるんですが、これはなぜ

か床単価がなく保留床の処分金には入らないと、こういうことになっております。 

 そこで、まず聞きたいのは、この新図書館が５４万５,０００円、マンションが３１万２,０００

円という非常に差があるんですけれども、なぜこんなに差があるのか、その点についてお聞きした

いと思います。 

○議長（小坂直親君）

１６番 服部孝規議員の質問に対する答弁を求めます。 

亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 保留床の価格についてということでございますけれども、図書館を導入する公共施設の保留床の

取得につきましては、既存の既設の類似施設の単価が大体５０万から６０万ぐらいというところも

ございまして、それも実績として一つございます。また、今回、基本設計の中から積み上げ、また

実施設計の中でも積み上げて２２億円という単価となったところでございます。そして、その面積

で割ったものが５４万５,０００円というところでございます。 

 また、床単価の共同住宅のほうでございますけれども、これにつきましては、当初プロポーザル

方式の中で、株式会社マリモのほうと参加組合員協定を組合のほうが結んでおります。そのときの

単価が坪当たり１０３万円という単価で協定を結んでおるというところで、３１万何がしの金額に

なっておるというところでございまして、これについて、差についてはどうかというところでござ

いますけれども、当然公共施設等、そういう図書館というものは特殊でございますから、そういう

部分につきましては、全館空調もつけておりますし、いろいろな設備の部分でも通常の住宅とは非

常に違うものでございます。 

 また、共同住宅、マンション等につきましては、一般的には住設については汎用品を使っており

まして、そういう部分の中では汎用品というのは大量生産、大量に物があるというものでございま

すので、非常に単価的な差も大きくございます。そういう部分からして、こういう単価構成になっ

たかなというふうに考えております。 
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○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 よく納得できない。例えば空調といってマンションもありますよね。これ必要ですよね。だから、

それを理由に上げられても、図書館は空調があってマンションは空調がないような説明になります

けれども、そんなことはないはずであります。 

 この問題は、１つは、新図書館はなぜ１３億から２２億に引き上げられたのかということを、特

別委員会の中では、組合の資金計画の整理だと。つまり、見直ししたんだと。資金計画を。そうし

たら、総事業費が膨らんだんだと。そのことによって単価が引き上げられて、１３億の予定が２２

億になったというようなことが大きな理由で上げられていました。一方、マンションの床単価とい

うのは、これは組合が準備会の段階ですけれども、いわゆる定款を定めたと。この定款の中に先ほ

ど言われたように、１平米当たり３１.２万円というふうに定款で決められておるので、これでい

ったということですよね。そういうことですわね。 

 そこで、私が聞きたいのは、本当に見直すたびに総事業費が膨らんでくるんですけれども、この

図書館に関しては、１３億は２２億に９億円も膨らんだということなんですね。ところが、これの

見直しをしたのに、マンションは全然見直しがないんですよ、定款に守られて。なぜこういうこと

になるのか。つまり、総事業費を見直せば、図書館もマンションも共に金額が変わらなきゃならん

ですけれども、マンションはそのまま、図書館にだけ増加されたと、この辺の理由を説明してくだ

さい。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 まず、図書館の導入する公益施設の保留床でございますけれども、当初の１３億円についてご説

明申し上げます。 

 概算の施設建築計画時点におきまして、亀山市公共施設白書に示されました社会教育施設の更新

単価でございます、１平米当たり４０万円を使用いたしまして、１３億円と見込んでおりました。

これについては、まだ概算の段階でございます。その後、施設建築物の計画が整理されまして、改

めて空調等機械設備等も含めた事業費等の積み上げを行いまして、現在の２２億円とさせていただ

いておるところでございます。 

 また、床の単価で、現在の組合定款において、先ほど申し上げましたけれども、住宅保留床につ

いては専有面積当たり、坪当たり１０３万円ということで示されておりますが、取得金額も含め住

宅保留床及び公益保留床共に、今後組合で締結することとなります参加組合員契約において、最終

的には決定するものでございます。 

 なお、市街地再開発事業全体の事業費が増額した場合の保留床の取得費の変更につきましては、

参加組合員契約の締結時に協議を行い決定していくことになりますが、事業費の増額分が今おっし

ゃられるように全て保留床取得価格、公益のほうに増加がつながるものではありませんし、市とい

たしましても保留床の取得価格について不動産鑑定等も行いながら、取得価格の妥当性を当然検証

してまいりますので、その後決定してまいりたいというふうに考えています。 
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○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 私が聞いたのは、１３から２２億円に総事業費が膨らいだから、図書館は上がったんだと。なぜ

同じように総事業費が膨らいでいるのに、マリモの床単価は変わらなかったのかということを聞い

ておるんですよ。１３が２２になったとか、そんなの聞いていない。なぜこの総事業費が膨らいで、

図書館のほうだけ金額が増えたのか。マンションのほうは増えなかったのか。この点ですよ。 

 これからまた見直すというようなことを言うてますけれども、この時点で何でそれがされないの

か。つまり、それは定款に守られているということですよ。これ、要は。違いますか。それだけ幾

らか言ってください。定款があるから見直しをせずにこの金額で行った、こういうことですね。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 当然、今おっしゃいますように、定款の中で１０３万円と決められて、この金額は基本的には決

められております。しかしながら、仕様等が変更になったり、いろいろな部分の中で増加になった

場合については、別途その価格については検討されるものというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 この差はおかしいやろうと言うとね、これからまた変わる可能性はあると、こう言うんですよ。

私は言っているのは、これを決めたときに、なぜマンションは見直しされなかったのか。結局は定

款に守られているんですよ、これ。だから、定款を変えない限り変えられないということですよ。

こうやってして定款で守られているんですよ。結局持っていくところがないから、市に負担をさせ

るわけですよね、保留床の処分金を増やさなきゃ事業が成り立たんもんでそうするわけですよ。 

 もう一つ問題があるんですよ。駐車場ですね。新図書館は専有使用するんで、地下駐車場を５億

４,０００万、保留床処分金を払うわけですよね。ところが、同じ専有使用でありながらマンショ

ンの駐車場については一円も払わんですよ。なぜですか。同じように専有使用ですよ、これ。なぜ

マンションは一円も負担しないのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 保留床の取得につきましては、各用途に係る専用床面積に応じました床価格に専用床面積に伴う

土地持分価格を取得価格としていますことから、各用途別の専用床面積に算定される部分でござい

ます。 

 今回の市街地再開発事業では、公益施設、商業施設及び住宅施設について、保留床取得予定者と

の協議を行いまして、施設の利便性等を勘案した中で、駐車場の規模や配置を計画したものでござ

います。 

 公益施設については、地下駐車場として非常に利便性を高めたものでございまして、また商業施
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設や住宅につきましては、屋根等を有しない平面の駐車場として整備しております。そのことから、

公益施設用の地下駐車場は、建築物として専用床面積に算定されるため、保留床取得価格に含まれ

る一方、商業施設や住宅に係る駐車場については、青空駐車場でありますことから建築物の床面積

に含まれないため、保留床の取得価格に含まれないものであります。 

 なお、地下駐車場の管理につきましては、公益施設の管理者である亀山市が行う専用駐車場でご

ざいますので、亀山市が行うことになりますが、住宅用の駐車場につきましては、住宅の管理組織

等による管理になるかなというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 それはおかしいですよね。 

 あくまでもマンションの住民しか使えないんですよ、この駐車場は。だったら当然そこは負担す

べきでしょう、これは。 

 地下か地上かの違いと言われましたけれども、整備するのは同じなんですよ。それだけの土地を

使うんですよ、専有するんですよ。それなのに一円も払わなくていい。おかしいでしょう、これは。

だったら、市民が止めてもいいということですか、そこへ。マンションの駐車場に止めてもいいと。

だから、専用だから図書館はお金も払ってするわけでしょ。だから、専用でほかの者は入れないよ

うにするわけでしょう。ところが、一円も払わないんだったら、専用っていっても市民が止めても

文句言えないじゃないですか、これ。違いますか。だから、そんなおかしな理屈を言わないことで

すよね。やっぱりこの問題、私はどうもマリモは定款に守られて、総事業費に上がったら市が持つ

という、非常に私は業者に都合のいい決め方だというふうに思います。 

 次に移ります。 

 ２ブロックの工事を施工する業者の選定の問題です。 

 当初の予定から遅れて、プロポーザルで去年の９月に鴻池組が優先交渉権者に決まったというこ

とです。この決定についてはいろいろ問題がありました。今回はそれは取り上げません。その９月

の決定からもう半年になるんですけれども、昨日も言いましたけどね、いまだに工事費を含めて正

式な契約がされていないということですね。このままいきますと、昨日の答弁では契約締結が６月

以降になると。それから、解体工事は７月からだと。その解体工事が終わってようやく着工になる

と。場合によったら本当に解体が長引けば秋頃に着工になるかも分からん。だから、この時点でも

う来年度予算が本当に執行できるかどうかというようなことにもなってくるかと思うんですよ。 

 まず聞きたいのは、施工予定者、優先交渉権者との協議はなぜこれほど時間がかかっているのか。

これが疑問で仕方がないんですけれども、その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 施工予定者につきましては、昨年９月に、議員おっしゃられるように、選定公募型プロポーザル

におきまして、株式会社鴻池組が優先交渉権者として選定されまして、株式会社鴻池組を代表とい

たします共同企業体として１０月に設計業務への技術提案を行う基本協定書を提携しております。
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設計への技術協力を進め、施設建築物や公共施設の設計がおおむね整理が３月になってできておる

状況でございます。また、設計がおおむね整理できたというところで、工事費に関する協議も詳細

に進めていくというものでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 遅れているのは、いろんなところで私もいろんな話を聞きますけれども、端的に言うと、鴻池組

のほうはできるだけ安くしたくない。企業のもうけから言えばそうですわね。一方、マリモのほう

は、マンションを販売しなきゃならんので、できるだけ安くしたいんですよ、工事費用を。だから、

一方は安くしたくない、片方はできるだけ安くしたい。引っ張り合いしておる業者が。だから、話

はつかないんですよ。お互い企業の利益というのがあるんで、下げたくないほうと下げたいほうと

引っ張り合うんですから。なかなかこれ話がつかん。こういうことですよ。 

 この間、いろんな昨日の質疑でもそうでしたけれども、何か事業の遅れを全部権利者との協議で

時間が長引いたと市長も言われましたけどね、うそですよ、そんなことは。昨日も言いましたけど、

本当に業者の責任なんですよ。業者の都合で遅らせているんですよ。そうでしょう。基本設計も８

か月遅らせました。それから、プロポーザルも３か月以上遅れました。また、契約締結が半年以上

遅れるんですよ。皆遅れている要因をつくっているのは業者ですよ。結局遅れてつじつまが合わん

ようになってきて、事業がね、権利者をせかすんですよ。早くしてください、事業が遅れています。

こういうことの繰り返しなんですよね。 

 私やっぱり、こういうことをいつまででも業者の言い分を聞いてやっておったら、本当に進んで

いかんと思うんですけれども、例えば業者に対して期限を切って、これまでには結論を出してくれ

というようなことはできないのかどうか、その点聞きたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇） 

 昨日も申し上げましたけれども、工事に関する契約締結につきましては、先ほど申し上げました

とおり、選定公募型プロポーザルにおきまして、実施設計完了後に優先交渉権者より見積りを徴取

いたしまして、見積額が目標工事金額内であれば工事請負契約を締結するというふうにされており

ます。 

 現在のところ、実施設計が最終段階になっており、おおむね設計が整理されてきたところでござ

いますから、今後工事契約に向けた見積書の提出を求め、来年度、新年早々ですけれども、解体工

事については、まず先行いたしたいという部分もございますので、なるべく早く解体工事について

は契約をいたしたいと。その後、昨日も申し上げましたとおり、６月以降に建築土木工事の契約を

進めていくというふうなところで、今現在、組合において検討も進めておるところでございます。

ですから、着工につきましては、解体については早ければ５月、６月ぐらいから入っていくと。先

ほども申し上げましたとおり、本工事については夏頃をめどにかかっていくかなというところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君） 
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 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 この事業、私何度も言いますけれども、やっぱり業者サイドの意向を強く受けてやっているんで

すよ、これね。やっぱり床単価の問題もどう考えても差がありますわね。半分までとは言いません

けれども、６割ぐらいですよ。そんな図書館の６割がマンションになっているような床単価になっ

ています。最終的にどんなふうな金額になるのか分かりませんけれども、今の話だと、まだまだ動

く可能性があるわけですよね、単価も。単価というのか、市の２２億もね。そういう場合に、いわ

ゆる本当に市が全部かぶるようなことがないようにしていただかないと。今でも１３億から２２億

に上がって亀山市の負担が増えておるのに、さらにまたこれが増えるというようなことになったら

困るんで、その点しっかりとやっていただく必要があるかと思います。 

 次に移ります。 

 第３次亀山市行財政改革大綱についてであります。 

 市は、２０２０年度から２５年度までの６年間、第３次行財政改革大綱を策定しました。この中

で、特にいろいろ出てくるのがSociety5.0ということとか、ＡＩ、いわゆる人工知能、それからＲ

ＰＡ、これもよく出ます。ロボットによる業務の自動化と言われます。そういうようなＩＣＴ技術、

これもインターネットなどによる情報通信技術と言われます。こういうものの導入で、ＳＤＧｓ持

続可能な開発目標と。この視点を入れてやるというようなことを言っているわけです。 

 改革の目的で、ＩＣＴ技術の活用として新たにＡＩ・ＲＰＡ等を積極的に導入し、効果的・効率

的に行政サービスを提供するスマート自治体を展開するということが大きく掲げられています。こ

ういう非常に今までになかった新しい方向性、将来像というのを打ち出しているわけですね、この

行革大綱は。ところが、総合計画には全くSociety5.0とかスマート自治体なんてことは一切書かれ

ていません。大綱は、総合計画を実現する上で実効性を確保するために行革大綱があるんだという、

だから上位の計画として総合計画があるんだということね。ところが、総合計画に規定もないもの

を、位置づけていないものを行革大綱でやると言っているんですよ。これはやっぱりおかしいと、

私は思うんですよ。だから、まず総合計画に位置づけがないSociety5.0、スマート自治体への転換、

どうして大綱にこれを盛り込むことができるのかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 ご質問の件につきましては、第３次亀山市行財政改革大綱の最終案に対する議会からのご意見を

頂いておりまして、既に回答はさせていただいてはおりますが、第２次総合計画の策定当時、平成

２７、２８年度にはスマート自治体やSociety5.0などの概念が提唱されていなかったことから位置

づけがされておりませんでした。しかし、総合計画には、持続性を保つ健全な財政運営を基本施策

に掲げております。この持続性を保つ健全な財政運営の一環として行財政改革を推進していく中で、

スマート自治体へ転換していく必要があるということでございます。 

 なお、スマート自治体やSociety5.0につきましては、第２次総合計画の後期基本計画において位

置づけをしてまいりたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 
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 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 答弁でも言われましたけど、本当に総合計画をつくるときにはこういうのはなかったんですよね。

Society5.0とかスマート自治体なんていうのはなかった。だから、そういう総合計画になったと。

だから、それは総合計画としてはやむを得ませんよね。それを今度は、行革大綱に入れるんなら、

なぜ私は総合計画を見直さなかったのかということなんですよ。総合計画が上位の計画にあって、

その下にある行革大綱にうたう将来像が、上位の総合計画にうたっていないというのはおかしいで

しょう、これは。そういうことを言っているわけですよ。 

 それから、今、理由に言われた持続可能な行政経営ということがうたってあるんです、総合計画

に。それはうたってあります。それは、従来もうたっていますし、そういうことは常に持っている

方向ですよ。そういう問題やないんですよ、今回は。Society5.0とかスマート自治体というのは大

きく変えてしまう方向性なんで、それをもう既に総合計画にありますとか、いよいよになったら後

期基本計画の中で入れますとかね、そういう問題やないんです。総合計画にきちっと位置づけをし

ないと、本当の意味でこれは位置づけしたことにならんということを言っておるんです。総合計画

を見直すということは考えないのか、お聞きしたいです。 

○議長（小坂直親君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 あくまでも後期基本計画の中で位置づけていきたいということで、現行の総合計画を改定という

よりも、後期基本計画のほうに位置づけていきたいと考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そんなおかしな話ないでしょう。 

 本体にないものを何でその半分の後期基本計画に位置づけができるんですか。本にないんですよ。

そんなむちゃくちゃな話ないでしょう。本に位置づけがあって、後期基本計画にちゃんとうたうの

は分かりますよ。本にないんですよ。どうするんですか。本にないものを後期で書けるんですか、

これ。誰か答弁してください。 

○議長（小坂直親君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 先ほど次長が答弁させていただきました、持続性を保つ健全な財政運営、当然これが、すなわち

スマート自治体やSociety5.0イコールというふうには考えておりませんが、スマート自治体につき

ましては、新しいＩＣＴ技術でありましたり、Society5.0は新時代の情報という、そういう意味合

いであれば、しっかりとした位置づけはありませんが、今の総合計画の中でもそういった精神は位

置づけられておりますので、行財政改革に位置づけたことについては特に問題はないというふうに

考えておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 
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 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 そんなね、精神さえあれば何でもできるんだったらね、総合計画あんな厚み要りませんよ。ぺん

ぺらの紙でいいやないですか、精神だけ書いておいたら。それで通っていくじゃないですか。みん

などれかに当てはまりますよ、抽象的な言葉で。そういう問題やないでしょこれは。どだいもう答

弁になっていません。 

 それから、もう一つの問題。人口ビジョンの問題です。 

 亀山市は人口ビジョンをつくりました。こういうふうに書いていますよね。自然減、いわゆる出

生と死亡の差を減少させる社会減、転入と転出の差を減少させる、こういう対策を効果的に進める

ことで、２０６０年におおむね５万人の人口を維持できると言うんですよ。５万人が維持できると

言うんですよ。２０６０年ですよ、それもね。これがいわゆる亀山市の人口ビジョンなんですよ。

つまり、自然減対策で結婚、出産、子育てなどのそういう施策をきちっとやる。それから、社会減

対策として亀山市が住みやすいまちであるという魅力を磨いていくという施策をやっていくので、

減らないというんですよ。そういうものを亀山市の人口ビジョンで掲げているんですよ。私たちは

こういう施策をやります。だから、人口は減りません。こううたっているんですよ。人口ビジョン

というのはね。単に人口の予測だけやないんですよ。そういう施策をやるから減らないと言うんで

すよ。ところが、今度の行革大綱は一転して、人口が減ります、大変なことになります。だから、

ＡＩやＲＰＡでどんどん職員も減らしていかんともちませんと、こういう話なんです。違うでしょ

う、これ話が。 

 だから、聞きたいのは、一方で、人口ビジョンで２０６０年まで大丈夫だと、人口は減らないん

だと言いながら、もう一方では、もう人口が減っていくんで大変ですと。ＡＩやＲＰＡを入れてど

んどん効率的にやりましょうということを言っているわけですよ。こうなってくると一体、亀山市

は将来的に人口が減るというふうに予想しているのか、人口は減らないと予想しているのか、どっ

ちの立場に立って考えているんですか、お聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 亀山市人口ビジョンにおきましては、本市が人口減少の局面へ推移することは避け難い状況であ

ると。しかしながら、自然減や社会減の対策を効果的に進めることによって、人口減少の抑制効果

を発揮させ、２０６０年におおむね５万人の総人口の確保を目指す展望を定めるというふうに、５

万人を確保するということを人口ビジョンでは定めております。 

 一方、第３次行革大綱におきましては、人口減少社会に対応した方策を講じて、行財政運営の強

化を進めることにより、人的・財政的負担の軽減を図ることに主眼を置いております。このように、

人口ビジョンにおいてはおおむね５万人の確保を目指すことを基本としております。しかし、行革

大綱では、全国的な人口減少社会の到来を踏まえたセーフティーネット的な対策を講じていくこと

も必要であるというふうで、あくまで基本は５万人を維持すると。セーフティーネット的な対策の

ために人口減少社会に対応した対策も取っていくということでございまして、ダブルスタンダード

というふうな認識ではございません。 
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○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 あなた方がつくったんでしょう、人口ビジョンは。 

 こういう施策を打つことによって、２０６０年まではおおむね５万人が維持できるんだというこ

とを胸張ったわけでしょう。市長、違いますか、そういうことと、人口ビジョンというのは。だか

ら、我々の打つ施策が効果を発揮して５万人を維持できるんだと言うて、胸張ったのが人口ビジョ

ンなんですよ。だから、ここに自信を持つんなら、何もこんな極端な人口が減って何とかならん、

何ともならんよという話の行革大綱をつくる必要はないんですよ。だから、私はダブルスタンダー

ドだと言うんですよ。 

 一方で、自分たちの施策を持ち上げるときには、これだけの施策をやりました、だから人口は減

りませんよと言いながら、片方では、もう人口が減って大変になるんです。だから、もうＡＩやＲ

ＰＡでいろいろやらないかんと、職員も半数に減らさなあかんと、こんなことになってくるわけで

す。これはなぜかと言ったら、結局、国が打ち出した自治体戦略２０４０構想研究会の報告をその

まんま持ち込むからですよ、これ、でしょう。亀山市は亀山市独自で人口ビジョンをつくって、そ

の中でどうするかということを考えればいいのに、この行革大綱になったら、自治体戦略２０４０

構想研究会の報告をそのまんま書き込むからこういう矛盾が起こるんですよ。なぜ自分の頭で考え

ないのかということですよ。矛盾しませんか、これ市長、どうですか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 服部議員のご所見、国の考え方をそのまま考えもせず踏襲をしていかがかということが前提にな

っておられますけれども、私どもはこの時代の転換点、将来の社会経済の展望、そうしますときに

現在の少子高齢社会、あるいは人口減少社会の潮流、さらには情報化がどんどん進展をしていく高

度情報社会が進んでいくと。そういう中でもしっかり地域社会が機能するためにどうあるべきかと

いうことで、私どもとしての考え方を整理させていただいて、それは現在進める政策展開や今後進

めようという行革大綱の中に組み込んで、それに備えていくという思いで進めておるところであり

ます。 

 決して国の自治体戦略２０４０構想とか、お話がありましたSociety5.0とかＳＤＧｓとか、これ

は好むと好まざるとに関わらず、今を生きる私たちや地方自治体、国もそうであろうかと思います

けれども、そういう流れの中で本当にあるべき姿をしっかり積み上げていくということが大事だろ

うと思っておりますので、私どもとしては今後におきましても、しっかり時代と現状をしっかり見

据えてその計画、あるいは政策を展開していく必要があろうというふうに考えております。決して

ダブルスタンダードということではございません。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 いろいろ答弁されましたけどね、ダブルスタンダードですよ、これは。減らないと一方で出して
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おいて、一方では減っていくから大変になるんでと、これそうでしょう、２０４０年までを見て、

逆算して何をやるかというのは２０４０構想やないですか。それに全く乗っかった行革大綱をつく

っているじゃないですか。そういうことを言っているわけですよ。 

 具体的にそれじゃあ聞きます。この２０４０構想、これにはどういうことを書いてあるかという

と、まずＡＩ、人工知能を活用した職員の半減化、２つ目は自治体が全てのサービスを担うフルセ

ット主義からの脱却、これも書いていますね、行革大綱に。つまり、何から何まで全部のことを自

治体がやらないということですね。それから３番目、基礎自治体から広い圏域単位での行政への転

換。これは例えば消防を広域でやるとか、ごみの処理を広域でやるとかというようなことですね。

だから、基礎自治体から脱却するんやということですね。こういうようなことが打ち出されていま

す。そういうことが本当に皆ちりばめられています、行革大綱には。 

 そのうちで、時間がないんで１つだけ取り上げますけれども、国は職員の半減を目指していくん

ですよ、スマート自治体は。国が出しているんですよ。そういうことを言っています。私は自治体

の仕事というのは長くやってきましたけれども、人と人との対面の仕事なんです、ほとんどね。大

きいのはやっぱりそういう仕事なんで、ＡＩやＲＰＡの活用が難しいのが多いんですよ、そういう

仕事がね。そんな中で、これで職員を半減しますなんてことをやったら、市民サービスの低下にし

かつながらないですよね。 

 １つだけ端的に聞きますけれども、災害ですよ。本当に今、多発しています。この間からも報道

を聞いていますと、本当に今の職員数が足りないんで、災害対応ができなかったという自治体がた

くさんありますよね。こういう状況の中で、本当にこうやってしてＡＩだＲＰＡだといってね、職

員数をどんどん減らしていくという方向を取ったら、それはスマート自治体ですよ、そういう方向

性を取ったら、本当に災害のときに対応できるんですかということですよ。 

 例えば今、亀山市は正規５割、非正規５割ですよ、体制。それで日常の業務は回っているんです

よ。ところが、災害時になったら正規職員だけで対応するんですね。それでも大変ですよ、正規職

員だけで今の人数で対応するのは。それをまだ減らそうというのがスマート自治体なんですよ。こ

んなことをやって本当に災害のときに対応できますかということ。 

 私はやっぱりスマート自治体の転換というのは、職員数を減らそうという国の施策ということな

んで、その辺で考えたら災害対応ができなくなると思うんですけれども、その点いかがですか、お

聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 確かに国の長期戦略の中には、そのようにＩＣＴ化の導入によって、職員のスリム化であったり、

今、半数という話を言われましたけれども、そういうものを目指す意向が入っておるんだろうと思

っております。しかしながら、亀山市におきましては、やっぱり市民と直接対話をする第一線の基

礎自治体は、防災もそう、防犯もそう、あるいは地域福祉もそうでありますが、本当にそのニーズ

は高まってきておりますし、フェース・ツー・フェースの本来地方自治体の公務員が担わなくては

ならない仕事にやっぱりしっかり手当てができるような体制を組んでいく必要があろうというふう

に考えておりまして、決してＲＰＡやＡＩの導入は限られた、もっと効率性が高まるような業務領
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域をより高めていこうと。そこで余ってきた力、これを直接市民と接する行政サービスの質に転換

させようと、こういう思いで私どもはスマート自治体への転換ということを申し上げておりまして、

国の自治体戦略の流れを私どもはしっかりそのまま受け止めておるわけではありません。したがい

まして、少し誤解もあろうかと思いますし、前提が少し違いますが、今回の行革大綱で私どもが目

指そうというものは、その改革目的を進めることによりまして、市民サービスの向上、そしてより

これからの時代に適応できるような仕組み、これをつくり上げていこうというのが狙いでございま

すので、その点は誤解なきようにお願いをいたしたいというふうに思います。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 あのね、市長、誤解はしていません。 

 つまり、スマート自治体ということを使われたらそういうことになるということですよ。だから、

市長が今言われたような内容ならね、スマート自治体なんて言葉を使わないことですよ。スマート

自治体というのは、国が打ち出した職員の半減を目指す、そのためにＡＩやＲＰＡを活用するとい

うのがスマート自治体なんですから。だから、あなたがそれを打ち出したらそれに行くということ

ですよ。だから、今の答弁ならスマート自治体という表現はやめたほうがいいと思うんです。 

 今、コロナの問題、非常に深刻になっていますよね。その中で問題が出てきたのが、ＰＣＲ検査

が進まない問題に国立感染症研究所とか、それから自治体の地方衛生研究所や保健所の人員と予算

が自治体リストラということで、ずうっと政府が進めてきた自治体リストラで大幅に減らされてき

た。ここに来てこういう問題が出てくると、もう対応できなくなる。職員数もいない、予算もない

というような、こういうことが起こっているわけですよ、現実的にね。だから、ふだんはそんなに

問題はないかも分かりませんけれども、一旦こういうことが起こると、本当にそういうことをやっ

ていくと直ちに困る事態になってくる。だから、災害は、僕はそうやと思うんですよ。だから、ふ

だんは本当に非正規の人も含めて仕事をやっていますけれども、災害時にはそれができなくなる。

だから、正規職員はやっぱりきちっと確保していくということが絶対にこれは必要なんですよ。 

 もう一つ、この問題で言いたいのは、何かＡＩやＲＰＡが万能のような、それを使ったらそれこ

そ職員が半分に減らせるみたいなことを国が言っていますけれども、活用するのはいいですけれど

も、そのことによって職員が半分に減るとか減らすとか、そんなものではないということだけね、

このことだけはっきりしておきたい。市長がそんなふうに考えていないんで、その辺は安心しまし

たけど、やっぱりその辺はきちっと見た上でやらなきゃならん。だから、あまりにも今回の行革は

２０４０構想の言葉をそのまんま入れていますので、私はこれは危険やということで今回上げさせ

てもらいました。 

 最後にもう一問させてもらいます。 

 気候非常事態宣言についてであります。 

 市長は、行政経営の重点方針の一つとして、環境文化施策の推進と亀山版ＳＤＧｓの確立を掲げ

てみえます。 

 ＳＤＧｓというのは、もうこの間、何度も出ていますけれども、２０１５年の国連サミットで全

会一致で採択をされました誰一人取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のた
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めに２０３０年を年限とする１７の国際目標やと。１７の目標の中の一つに、気候変動の対策とい

うのがあるんですね。 

 今、地球はかつてないほどの危機に瀕しています。世界各地で猛暑、干ばつ、集中豪雨や超大型

台風等の異常気象による甚大な被害が発生し、私たち人類の生命を脅かしています。これは、今読

んだのは今年２月に鎌倉市が出した気候非常事態宣言なんですね。これに続けて、本市はＳＤＧｓ

未来都市として地球温暖化による気候変動の対策に注力して持続可能な社会を実現するため、ここ

に気候非常事態であることを宣言しますというふうに、鎌倉市は宣言をされました。そして、具体

的に何をするんかというと、１つは気候危機の現状について市民や事業者と情報を共有し、協働し

て全力で気候変動対策に取り組みます。２つ目、２０５０年までに温室効果ガス排出を実質ゼロに

することを目指します。３つ目、市民の命を守るため気候変動の適応策として風水害対策等を強化

しますという、この３つを掲げられているわけですね。具体的にそれを実践しようということね。 

 まだまだ、この宣言というのは全国的に見ると少ないんですね。国会でも動きがあります。２月

２０日に衆参両院で、気候非常事態宣言の決議を目指す超党派の議員連盟が発足いたしました。こ

の議員連盟は宣言を起草し、今国会中の決議をするというふうな動きが出ております。こうした動

きというのは、グレタ・トゥーンベリさんなんかが世界で７００万人の若者、こういう人たちが私

たちの将来を燃やさないでと立ち上がったこと、こういうことが背景にはあります。 

 そこで市長にお聞きします。 

 亀山版ＳＤＧｓの確立というのを行政経営の重点方針に掲げてみえるんですが、この気候非常事

態宣言をぜひともやるべきだと思いますが、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 近年の気候変動が原因の様々な自然災害、それ以外も含めまして、多くの温室効果ガスによりま

す、その削減という、これもう国際的な認識と地方自治体、さらには産業界、一個人、それぞれの

立場でこれに総力を結集していくという共通ベースの問題意識があろうかというふうに思います。 

 今日は中島議員が１０年前のまちづくり基本条例、このお話を頂きましたが、この中にもまさに

持続可能性の原則と、その中には環境重視であったり、こういう原則を盛り込んで、様々な施策を

展開してまいりました。県内で、それ以前にはフロンの回収を三重県の自治体では本当に早い時期

に、あるいはレジ袋の回収、持っていかないということも平成１８年に既にこのまちは民間のご理

解を頂いてやり始めた。そういう積み重ねがありますし、地球温暖化防止対策地域推進計画を平成

２０年に立ち上げて、ＣＯ２の排出削減の施策展開を図ってまいりました。 

 ＳＤＧｓ、今後の大きなキーワードになろうかと思っておりますけれども、私どもも今、議員が

ご指摘を頂く気候非常事態宣言、これはＮＰＯの環境経営学会が提唱をされておられるというふう

に承知をしておるところでございますが、宣言は簡単だというふうに思っておりますけれども、何

をやるのか、あるいはどのようにこれを組み込んでいくのか、亀山市の中にというところが大事だ

ろうと思いますので、亀山版ＳＤＧｓの確立を進めていく中で、そして現在進めております環境基

本計画をはじめ気候変動の適応計画やこういう改定を今、一体的に進めようとしておりますので、

この中でそのことも踏まえて検討をしてまいりたいというふうに考えておるところであります。 
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○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 検討されるということは、大体いつ頃ぐらいまでに結論を出されるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 本年度と新年度で、この環境政策の根幹をなします環境基本計画改定作業、それから亀山版のＳ

ＤＧｓの政策推進の仕組み、こういうものを確立していきたいというふうに考えておりますので、

その中で具体的に何を進めていくのかという中に、今の気候非常事態宣言がいいのか、ほかにもい

ろんな都市宣言があろうかと思いますが、そういうことも含めて実効性のあるタイミングでこの計

画策定の過程で検討を積み重ねていきたいというふうに思っております。 

○議長（小坂直親君） 

 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇） 

 他市に先駆けて、ぜひとも亀山市で来年度中にでも宣言を出していただくように求めて質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 １６番 服部孝規議員の質問は終わりました。 

 以上で、本日予定しておりました通告による議員の質問は終了しました。 

 次に、お諮りします。 

 質問はまだ終了しておりませんが、本日の会議はこの程度にとどめ、明日にお願いしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 そのように決定しました。 

 明日１３日は午前１０時から会議を開き、引き続き市政に関する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ３時２１分 散会） 
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●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第６号により取り進めます。 

これより日程第１、市政に関する一般質問を行います。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１４番 前田耕一議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

おはようございます。 

大樹の前田でございます。 

通告に従い、早速質問に入らせていただきたいんですが、その前に、今コロナウイルスの関係で

市内だけでなしに国内、海外も含めて、いろんなイベント、大会等の自粛とか中止とか延期とかい

うことが話題になっておるというより、現実にそういう事態が起こっておるんですけれども、その

中で、今回はオリンピックとか国民体育大会のスポーツ関連の事業について質問させてもらいたい

と思いますが、これもコロナの影響がどうやって出てくるかというのが心配の中での質問になって

しまうんで、タイミングがよかったのか悪かったのか分かりませんけれども、取りあえず質問に入

らせていただきたいと思います。 

 それで、コロナの問題は非常に心配されておりますけれども、心配だからというて、いろんなイ

ベント、大会等の準備なんかを怠っておるとか、あるいはやめておくというわけにいかないと思う

んですね。やっぱり準備は十分に対応しておいて、そして、いざその中身が実行できないとなった

ときは致し方ないというように解釈しておりますので、今回の質問につきましては、十分な質問に

対する回答をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず最初に、東京オリンピック聖火リレーについて確認したいと思います。 

 たまたま昨日、テレビをつけたら、ギリシャオリンピアで採火式が行われておりました。三重県

の野口みずきさんが第２走者ということで聖火リレーをやっているのをテレビの画面で見受けまし

たけれども、いよいよ始まるんやなということを感じております。 

そして、間もなく、多分飛行機で日本に来て、聖火リレーが始まると思うんですけれども、この

聖火リレーの具体的な国内における概要とスケジュールについて確認したいと思いますので、ご答

弁をよろしくお願いします。 

○議長（小坂直親君）
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１４番 前田耕一議員の質問に対する答弁を求めます。 

青木生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

おはようございます。 

東京２０２０オリンピックの聖火リレーについてのご質問でございます。 

東京２０２０オリンピックの聖火リレーにつきましては、令和２年３月２６日、福島県のナショ

ナルトレーニングセンター、Ｊヴィレッジをスタートした後、日本全国４７都道府県、８５９市区

町村で実施され、約１万人のランナーが１２１日間をかけて日本全国を巡ることとなっているとこ

ろでございます。 

 三重県におきましては、令和２年４月８日に四日市市から伊勢市までの６市、翌９日に伊賀市か

ら熊野市の６市町、合わせて２日間、合計１２市町で実施され、１８４人のランナーで聖火リレー

が実施される予定となっているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 今回の聖火リレーも全国津々浦々一応リレーして回るということでございますけれども、前回の

東京オリンピックのとき、約５０年前は、各県あるいは自治体を線で結んでリレーがあったと思う

んですけれども、今回は県内といいましても９市２町を回るということで、ほかの自治体は聖火は

通過しないということらしいんですけれども、当然、聖火ランナーの数も大幅に減少すると思うん

ですけれども、この内容について、聖火ランナーは何人ぐらいが三重県の場合走られるのか、どう

いうような基準の方がどうやって走るのかについて確認したいと思いますので、ご答弁よろしくお

願いします。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 三重県で行われます２日間の聖火リレーの間に１８４名の聖火ランナーが走られることになりま

す。そのうち公募及び推薦で選ばれました聖火ランナーが５３名お見えになります。そして、スポ

ンサー枠といたしまして、１３１名のランナーが選ばれるということでお聞きしているところでご

ざいます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 県内１８４名のランナーが走られるということでございますけれども、今回、いろいろとニュー

ス等で見ておりますと、そのランナーの選考基準というのがあるようなないような、どうなってお

るのかなという感じもしないわけでもなかったんですけれども、公募で選ばれたランナーの方が各

市町で１名ずつ、そして県の実行委員会の推薦枠が二十数名見えて、その後、アスリート枠とか著

名人枠とか、それから功労者枠とかグループ枠とかいろいろ複雑に入り乱れた中で１８４名が選ば

れたということは新聞とか後の報道なんかで、私もある程度確認しているんですけれども、その中
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に三重県じゃなしに亀山の方も当然入ってみえると思うんですけれども、今確認しておる部分では

１名の方は公募枠で入られたというのは新聞の報道で見ましたけれども、あとどのような方が亀山

市の方でランナーとして走られるのか。そして、この市内のコースはどんなコースで、どのような

システムで走るのかということについて確認したいと思いますので、答弁よろしくお願いします。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 亀山市内での聖火リレーにつきましては、令和２年４月８日、関宿で実施され、１４時２０分に

東の追分をスタートし、１４時４３分に西の追分にゴールする２３分間に８名のランナーが聖火を

つないで走行する予定となっているところでございます。 

 なお、関宿を走行するランナーにつきましては、現在２名の方が公表されております。全てのラ

ンナーが公表されるのは、今月下旬頃であると県から伺っているところでございます。現在、２名

の方につきましては、亀山市の山中柚乃さんと東員町の太田智恵さんの２名が公募枠ランナーとし

て関宿を走っていただくというふうに発表されているところでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 亀山市８区間を走られる方２名は決まっていると、１名は市内の方で推薦枠で、もう一人は東員

町の方ということですけれども、亀山市の方は決まっているのは１名ということでございますよね、

当然。残りは多分スポンサー枠で、発表は遅いということだと思うんですけれども、このスポンサ

ー枠というのは非常にくせ者で、長野オリンピックのときに最後のランナーが決まらなかったんで

すね。決まっていても発表しなかったんですね。県の実行委員会かどこか分かりませんけれども。

それで、あるイベントで私も苦い思いをしたんですけれども、今回も多分スポンサー４社あるとい

うふうには聞いておりますけれども、枠だと思いますけれども、それについてもうちょっと具体的

に早くに発表できないかということについて、亀山市を走ってもらうわけですから、行政として市

のほうへもうちょっと詳細に情報を出してくれというような形にできないものかどうか。その辺の

ご所見をお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 聖火ランナーを含みますオリンピックの準備は、ＪＯＣが所管をしておられまして、その全体の

コーディネートや先ほどご指摘の４社のスポンサーとの関係、こういうことがかなり緻密にＪＯＣ

レベルで決定をされておられます。 

 私は昨年からの三重県市長会の会長として、県に対してもいろいろ申し上げてまいっております

が、今同じような思いも伝えてきてはおりますが、なかなか今の現状におきましては、ＪＯＣと三

重県との関係、その中でかなり制約があるということは事実であろうかと思っておりますので、今

県としては少し遅くなりますが、月内の発表、公表までは制約に基づいてそういう対応になるとい

うことであろうかと認識をいたしておるところであります。 
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○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 ＪＯＣとか三重県の実行委員会のご都合もあろうかと思いますけれども、亀山の地元で走っても

らうわけですから、どういう方がどういうコースをどうやって走るかということは当然事前から知

っておくべきでないかと思うんですわ。だから、多分スポンサーの意向なんかもあろうかと思いま

すけれども、何も遠慮する必要はないんですね。言いたいことはどんどん言って、どんどん発信し

ていただけなかったら、せっかく地元の方が期待していても、その期待にそぐわないとか、知らん

間に終わったよというようなことになってしまいかねないので、ぜひその辺のところは１回言うて

駄目やったから、次は言うても駄目やなというようなことをおっしゃらずに、ぜひどんどん押して

いってほしいなと思いますのでお願いします。 

 ３点目として、亀山で関宿を約１.８キロ走ってもらうわけですから、このランナーが多分鈴鹿

市から亀山へ来て、それからずうっと県内を回って和歌山のほうへ走っていくと思うんですけれど

も、亀山市としてこの聖火リレーの対応をどのように準備されているか、どのようにお考えなのか

確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 亀山市といたしましては、当日、聖火リレーが円滑に行われますよう三重県に協力いたしますと

ともに、関宿の防犯や混雑緩和への対応に努めたいと考えているところでございます。 

 なお、市といたしましては、聖火リレーを盛り上げるため、おもてなしの心を持って、市のＰＲ

を兼ねた応援イベントを計画しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、国から

のイベント自粛の要請や東京五輪・パラリンピック組織委員会において、沿道観戦の自粛を呼びか

ける可能性が示唆されましたことから、市といたしましては、その在り方について鋭意検討してい

るところでございます。結果が決定次第、速やかにお知らせさせていただきたいと存じます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 何も今の答弁には具体性がなかったので、再度確認したいと思いますけれども、協力要請が県の

ほうからあったと、具体的にどんな内容やったんですか、それを確認したいと思います。 

 それから応援イベント、今のところは自粛の可能性もあるので計画をされていないということで

すけれども、当初の計画なんかも当然あったかと思うんですけれども、応援関連のイベントとかそ

んなのは具体的にどのようなものをお考えであったのか。実施するかどうかは別として、計画は多

分されていたと思うんですけれども、それについてご答弁願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

計画をしておりました聖火リレーの応援イベントにつきましては、関の山車会館におきまして、
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小学生の皆さんに山車のおはやしをしていただく等々の応援イベントを考えて計画しておったとこ

ろでございます。しかしながら、コロナウイルスの関係で小学校も休業ということになっておりま

すので、感染拡大防止のため、この計画を今鋭意検討し直しているところでございます。 

 また、オリンピック組織委員会におきましては、組織委員会の事務総長から沿道における観戦の

ほうも自粛を呼びかける可能性があるというようなことが発表されたところでございます。 

 県からイベントの要請、どういうことをするかというような問合せはございました。ただ、その

イベントを行うに際しましても、例えば聖火リレーが始まるのが２時３０分でございますけれども、

出発点のところでも聖火リレーが到着したらすぐに出発するとか、そういう時間的な制約等々もご

ざいまして、なかなか最初とか最後のところでイベントを開催するのは困難であると考えましたと

ころから、関の山車会館でのイベント開催を計画はしておったところでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 不安定要素が強い部分もあるし、未確定要素もあろうかと思いますけれども、聖火が亀山へ来て

走ってもらうというのは、日は今お話しいただきましたので分かりましたけれども、４月８日です

ね、２時頃ということですけれども、沿道での声援等々も多分多々あろうかと思うんですけれども、

この時間、何時から何時まで聖火が走ってくれますよという周知、広報はどこでどうやってやるん

だということ、全然分かりません。 

 それから、鈴鹿から東の追分へ聖火が届いたと。そこでセレモニーがあるのかどうか。もう勝手

に車でトーチが届いたら、前のランナーはもう終わっていますから、新たなランナーが関宿の前で

待っていて、勝手にトーチから火をもらって、勝手に走っていくのかということはないでしょうね。

やっぱり何らかの簡単なセレモニーとかイベントはあろうかと思いますし。 

 それから、８人がこうしてトーチリレーをするわけですから、そこで誰がリレーで受け取って、

次のランナーに渡すときのお手伝いをするのかとか、そんなのもさっぱり分からないですね。 

 それから、西の追分まで行って、そこから次の目的地、亀山から津のほうへ行くのにも、勝手に

ゴールしたら、それを車に積んで、ぱっと持っていって、それで終わりかといったら、そんなこと

はないと思うんですよ。何らかのセレモニーとかアクションを起こしていかないかんと思うんです

けれども、何もなしで、さっと来て、さっと行ってしもうたというんではなしに、歓迎もあれば、

例えば亀山から津への出発の何らかのイベントもあろうかと思いますけれども、その辺のところ、

具体的な話は何もないんですか。やっぱり何らかの計画は亀山市でする必要がないのか、県がする

必要があるのか、あるいはスポンサーがするのか、それも含めてどんなことが分かっているのかと

いうことを、年度が替わってからのことですけれども、確認したいと思うんですよ。 

 今度の新年度の予算を見ていても、聖火リレーに関する予算は一切組んでいないですから、亀山

市は全く関係ないんやということなのかどうか。行政も自治会も地元のコミュニティか自治会も含

めて、何らかのアクションを起こされると思うんですけれども、その辺の準備とかその辺は何もな

いんですか。その辺を確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 
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○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 ４月８日当日、亀山市を聖火リレーしていただくわけでございますが、まず聖火リレー、聖火ラ

ンナーの皆様方が集合されるのは、Ｂ＆Ｇのほうへ集合いただくことになっております。この聖火

リレーにつきましては、オリンピックの組織委員会、そして県の実行委員会のほうで実施されると

いうことでございまして、私どものほうで協力させていただくことにつきましては、沿道での混雑

防止でありますとか、安全整理というようなことは協力をさせていただくというふうには考えてお

ります。 

 また、もっと盛り上げないのかというご趣旨のご質問であろうかと存じますが、そういうイベン

トにつきましても現在は自粛の方向になっておるということもございまして、現在のところは鋭意

検討しているということでご理解を賜りたいと存じます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 今おっしゃいましたＢ＆Ｇへ集合して、準備をしてということもあるらしいんですけれども、そ

ういうことが分かっておるんであれば、ある程度は庁内においても、あるいは議会においても、議

長に今こういう状況ですという報告とかはあってしかるべきと違いますか。どこまでその内容が庁

内でも伝わっているのかどうか、さっぱり分かりません。 

 そういう内容は確かに亀山市は関係ないか分かりません。多分、スポンサーが中心になって動く

ということもちらっとは聞いておりますけれども、それを表へ出したら駄目なのかどうか。オフリ

ミットなのかどうかも含めて、別に外へ出してもいいでしょう、こういうことで準備しているとか

いうことは。例えば関の地域の方やなんかは、そんなのを全部把握していますか。ちょっと確認し

たいです。市長、その辺も含めて、何かご答弁あれば。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 半世紀ぶりの日本での開催ということで、私どもも可能なことで聖火ランナーをお迎えし、盛り

上げていきたいという思いで県とも連携しながら準備をいたしてまいりました。その中では、今ど

うしても主体としてはＪＯＣと県実行委員会になろうかと思いますが、地元としても可能なことで

盛り上げたいという思いでありました。 

 その中でスタートとゴールのそこで大きなイベントをするということは、当初から少し縮小の話

とか、今少しお触れいただきました。スポンサー、実行委員会との関係がありますので、私どもと

しては、そういう形ではなくて、沿道全体で住民が応援させていただいたり、そのちょうど中間点

あたりになります関の山車会館を拠点施設として、そこでエールを送れるようなイベントを計画し

ておったところであります。 

 しかし、新型コロナの影響等々で自粛、縮小というようなことで検討を今させていただいておる

ところでありますが、地元のまちづくり協議会や地元の住民の皆さんにも当初から沿道へ出ていた

だいて、応援を頂くようなことで、随分強い応援したいという思いをお持ちいただいて、いろんな

ことを考えていただいておったわけでありますが、新型コロナの自粛の動きの中で、その対応をど
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うするか検討を私どもしておるところでありますけれども、地元の皆さんにおかれましても、その

状況を考えていただいておるところでありますので、今からの状況がどのように、刻々と変化して

おりますので、しっかり県と連携を取らせていただいて、対応をしてまいりたいというふうに現時

点で考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 実行委員会とか組織委員会とか、あるいはスポンサーの関係もいろいろあるかと思いますけれど

も、オリンピックそのものは、競技は亀山は直接応援できるわけでもないし、テレビで観戦するぐ

らいのものだと思うんですけれども、それこそオリンピックの気分を味わえるのはこの聖火リレー

ですので、ぜひその辺のところを市民そろってこれを歓迎するような対応ができるように、精いっ

ぱいの努力をしてほしいと、かように思いますのでよろしくお願いします。 

では、次の質問に入りたいと思います。 

 次は、パラリンピックの採火式について、ちょっと確認したいんですけれども、この内容につい

てご説明願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

おはようございます。 

 東京２０２０パラリンピック聖火リレーにつきましては、令和２年８月１３日から２１日の間に

全国各市町村で採火されました火を各都道府県で集火の上、パラリンピックのルーツであるイギリ

スのストーク・マンデビルの火と併せて、パラリンピックの聖火として８月２２日から２５日の開

会式当日までの期間、開催都市でございます東京都内で実施されるものでございます。これを受け

まして、三重県では採火式に伴う一連の催しを聖火フェスティバルと総称いたしまして、県内の２

９市町で採火が実施され、８月１６日の午後、三重県総合文化センターを会場に、県内２９市町の

火を一つにまとめる集火式と開催都市である東京都のその火を送り出す出立式が実施されることと

なってございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 全体のスケジュールは大体分かりましたけれども、亀山市ではどのようなスケジュールで対応し

ていかれるのか、ご答弁願います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 本市の採火式といたしましては、かめやま文化年２０２０の市関係事業の一つと位置づけまして、

市民になじみのある灯おどりや亀山の伝統産業であるろうそくを用い「亀山かがやきの火」と称し

まして、令和２年８月１６日に総合保健福祉センターあいあいで実施したいと現在考えてございま
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す。 

 また、採火式に併せ、障がい者スポーツの体験イベントや市民活動団体の催し、出店ブースの設

置を行うなど、障がいの有無に関係なく多くの方に参加していただくことで、広く市民にパラリン

ピックの開催をより身近に感じていただくような機会といたしたいと考えてございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 あいあいで一応採火式を行うというのが今分かりましたけれども、あいあいも屋外もあれば屋内

もありますね。それから、どのような規模でどうやってやるのかということは、灯おどりの問題と

かいろいろ今出してもらいましたけれども、具体的にセレモニーはあるのかどうか、その辺も含め

て、屋内で採火されるのか、屋外でされるのか、何をどうやってして採火するのかというようなと

ころについてご説明願いたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

井分部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇）

 具体的な内容でございますけれども、今現在、関係各位との相談の上、詳細を詰めているところ

でございます。趣旨に従いまして、一つ一つの物事を整理し、当日に臨んでまいりたいと、かよう

に考えております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 聖火リレーと違って、こちらの方の採火式はまだずうっと先の話ですから、たちまちの準備では

ないかと思いますけれども、ある程度の時期が近づいたら、具体的にこれも市民に十分に周知でき

るような対応をよろしくお願いします。 

続きまして、第７６回国民体育大会、三重とこわか国体について確認したいと思います。 

 大会の概要としましては、第１回が昭和２１年に京阪神を中心に開催されてから今年が７６回目

ということで、三重県としては２回目の国民体育大会になるわけですけれども、今後、亀山市での

概要はこれで大体分かりますので、亀山市の開催内容についての説明、ご答弁をよろしくお願いし

ます。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 本市におきます国民体育大会の開催内容につきましては、正式競技としましてウエートリフティ

ング及び軟式野球の２競技、デモンストレーションスポーツとしてカローリング、スポーツ鬼ごっ

こ、ビリヤード、ユニカールの４競技を実施する予定でございます。 

 ウエートリフティングにつきましては、令和３年９月３０日から１０月４日の５日間を会期とし、

西野公園体育館において成年男子９階級、少年男子９階級、女子４階級の３種別で競技を行ってま

いります。 
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 軟式野球につきましては、四日市市、鈴鹿市、伊賀市、名張市との共催となっており、当市では

令和３年９月２６日、２７日の２日間に西野公園野球場において６試合を行ってまいります。なお、

決勝につきましては、９月２９日幹事市である四日市市において行われる予定でございます。 

 デモンストレーションスポーツの４競技につきましては、カローリングは令和３年５月２３日に

東野公園体育館において、ビリヤードは６月６日、ユニカールは８月２９日、スポーツ鬼ごっこは

９月５日にそれぞれ西野公園体育館において、各競技とも１日ずつ行ってまいります。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

ありがとうございます。 

 大会の概要というか、亀山市の開催内容については大体分かりましたので、これも来年の話です

から、今ここで細かいことを確認しようと思っても無理な部分があるかと思いますので、また次回

か次回かその次々回か分かりませんけど、そのときの議会でまた詳しく確認したいと思いますけれ

ども、私が気になるのは、現在の市の開催の準備のためのいろいろな計画が出されていると思うん

ですけれども、これは今どんな状況で開催準備が進んでいるのか、それを確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 国体開催に向けたこれまでの準備につきましては、平成２９年度に実質的な運営組織であります

準備委員会を設立して以降、実行委員会及び常任委員会を立ち上げ、それぞれ４回開催し、予算決

算や様々な計画を審議いたしますとともに、大会の実施要綱などを審議する４つの専門委員会を立

ち上げ、これまで計８回の会議を開催し、１４の実施要綱を作成したところでございます。 

 また、調査研究といたしまして、県の会議、競技団体との協議などで得られた様々な情報を活用

しながら、本市にふさわしい大会運営の検討を進めますとともに、開催競技を同じくする福井県小

浜市、茨城県高萩市などの先催県の大会を視察し、昨年開催された茨城国体には、事務局以外に６

人の職員を派遣して、会場設営、おもてなし、輸送など、国体における業務の情報共有と習熟を図

ったところでございます。 

 さらに、広報啓発といたしまして、実行委員会ホームページの作成、市内イベントでの広報活動、

本庁等へののぼり旗や開催までのカウントダウンボードの設置など、国体の開催機運を醸成するた

めの取組を行ってきたところでございます。 

 令和２年度におきましては、リハーサル大会の開催もございますことから、国体開催に向けた準

備をこれまで以上に進め、大会成功に向けて取り組んでまいりたいと存じます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 一つだけ再度確認したいんですけれども、去年の暮れやったかな。大会運営スタッフのボランテ

ィアを募集というような文言を見たような気がするんですけれども、これは具体的に進んでいるん

ですか。ボランティアスタッフの募集というんですか、これはやっていないですか。 
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○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 国体大会運営に際しまして、ボランティアの皆様方を募集させていただいております。今現在、

どれぐらいの応募があったかというのは、今ちょっと把握しておりませんので、また後刻ご答弁さ

せていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 確かにボランティアの募集を昨年の１２月の初めぐらいからやっているというのは私の頭の中に

あるんですけれども、まだ数を確認されていないって、もう１回目の締切りは終わったでしょう。

ちゃんと覚えておいてくださいよ。確認しておいてくださいよ。それをぜひお願いしたいと思いま

す。 

 それで次の質問に入りますけれども、先ほども説明がありましたプレ大会、リハーサル大会です

ね。これがまた開催されると思うんですけれども、これは私の記憶では、野球はちょっと早かった

んですね、５月ですね。それから秋にウエートリフティングがあると聞いておりますが、どんな大

会があって、どこが所管して、あるいは主催して大会されるのか、それを確認したいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 リハーサル大会につきましては、既存の大会を活用し、国体を想定した運営の予行演習や係員の

養成を行うものでございます。本市におきましては、正式競技である軟式野球とウエートリフティ

ングを開催してまいります。 

 具体的には、軟式野球につきましては、第４２回東日本軟式野球大会を活用し、令和２年５月３

０日、３１日の２日間、西野公園野球場で行ってまいります。ウエートリフティングにつきまして

は、内閣総理大臣杯第５７回全日本社会人ウエートリフティング選手権大会及びレディースカップ

第１２回全日本女子選手権ウエートリフティング選手権大会を活用し、令和２年１１月２２日から

２６日までの５日間、西野公園体育館で行ってまいります。 

 なお、リハーサル大会につきましては、国体開催に向けての準備途中であり、あくまで国体を想

定した大会でございますことから、必要かつ可能な範囲で予行演習として行ってまいりたいと考え

ております。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 軟式野球もウエートリフティングも、この２つの大会を振り返ってみますと、過去にも亀山で開

催した経験がある大会ですから、競技そのものは滞りなく終わってきていると思いますし、所管協

会、あるいは種目協会なんかも十分対応できると思いますけれども、問題は運営になってきますの

でね。そのところを十分にリハーサル、予行演習という言葉を使うような中身じゃなしに、もう一
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つレベルの高い大会として運営できるようにきっちりと対応をお願いしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

次の質問に入ります。 

 シティプロモーションと観光プロモーション事業の中での国体というものをどのように位置づけ

て捉えていかれるのか、具体的なお考えがあればここでちょっとお答えいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

青木次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇）

 国体やリハーサル大会には、大会関係者をはじめとして、日本全国から多数の方の来場が見込ま

れますことから、観光パンフレットの配布、地域の団体や物産販売事業者などと連携したおもてな

しコーナーの設置や地元物産の販売・提供など、本市をＰＲする取組を行ってまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 先ほどのご答弁の中身は、どこの自治体でもやっていることですわ。亀山市が何か特化してやる

べきものはないのかどうかということを確認したいんですよ。 

 例えば観光も当然、パンフレットの配布とかそんなのもあるかも分かりません。あるいは名所案

内とかあるかと思いますし、それから物産・特産品の販売なんかも、あるいは紹介もしていかれる

と思うんですけれども、こんなことはやっても特別参加した方々の印象に残らないと思います、私

の過去の経験では。やっぱりどうせやるんであれば、選手、あるいは役員さんが泊まってみえる宿

舎を訪問して、具体的な亀山の特徴をアピールするとか、これは飯の時間とか、そんなのは時間取

れますわね。あるいは、関宿の観光ルートをちゃんと作成して、そこへの案内のための募集をする

とか、そして行政の人間が、あるいは観光協会の人間が観光ガイドをして、亀山市内で、あるいは

関宿の説明に回ってもらうとか、そういうことをやるべきだと思うんですよ。 

 伊勢とかは、多分観光地へ行ったら、旅行会社がこれを全部やっています、組んで。亀山なんか

は旅行会社は来てくれませんから、はっきり言いまして。だから、それこそシティプロモーション

の中で、あるいは観光プロモーションの中でいかに亀山市をアピールするかということ。あるいは

分かってもらおうと思ったら、現地へ行ってもらうのが一番いいんですね。そういう計画、企画を

ぜひやってくださいよ。受付へリーフレット、パンフレットを置いておくとか、そんなのではあま

りインパクトないです。そういうことをやっぱりやっていかないと、せっかく全国津々浦々から来

てもらって、亀山を楽しんでもらうんであれば、幾らシティプロモーションでこんなことをやって

います、観光プロモーションでこんなことをやっていますと言うたところで、あまり僕は多くを期

待できないので、ぜひそういうことをやっていただきたいと。 

 一番いいのは、旅館を回るんですわ、選手や役員の方が泊まっている。そこで、ちょっと夕食の

時間とかに時間を頂いて、そこで効果を期待しても駄目ですよ。大会が終わった後、１日、２日ス

ケジュールが空いているから、その時間を利用して市内を回ってもらうとか、そんなことも考えて

いってほしいと思いますね。ぜひその辺のところをお願いしたいと思うんですけれども。 
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その辺のところで、市長どうですか、亀山をアピールするというのは。ぜひしてほしいんですよ。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 当然、数千人規模の皆様を国体で亀山へお迎えするということですから、絶好のＰＲの機会とい

うふうに考えております。議員、幾つかご提案がありましたけれども、私どもも何ができるのか、

どうしたら効果的なのか、しっかり考えて対応していきたいというふうに思います。また、いろい

ろご提案をよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 来年の本大会は当然期待しますけれども、できればリハーサル大会でもぜひそういうところを実

施していただければありがたいと思いますので、頭の片隅にでも置いておいてください。よろしく

お願いします。 

次の質問に入ります。 

 西野公園施設等の整備についてということで、３点上げさせてもらいましたけれども、１点目は

トイレの改修について。 

西野公園の中に２つのトイレがありまして、１つは改修が済んでいますけれども、もう一か所、

南側の駐車場の前のみすぼらしいトイレの改修について、どのように進んでいるか確認したいと思

います。 

○議長（小坂直親君）

久野産業建設部参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇）

 現在、西野公園につきましては、令和２年に開催されます三重とこわか国体リハーサル大会及び

令和３年に開催されます三重とこわか国体で選手をはじめ来訪していただく皆様方をお迎えするた

めの準備を進めているところでございます。 

 そのうち西野公園のトイレにつきましては、北側トイレにつきましては改修工事も完了し、現在

皆様方に利用していただいておる状況でございますが、南側トイレの改修につきましては、令和２

年１１月に開催されます三重とこわか国体リハーサル大会のウエートリフティング競技に間に合う

ように計画しておりまして、現在の位置より少し東側に改築をする計画でございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

 西野公園は、それこそ毎週ほど利用させてもらっているんですけれども、一番気になっていたの

はトイレです。これである程度いい形のトイレができるのを期待して、完成を楽しみにしたいと思

いますので、ぜひ早めに完成できるように努力してほしいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ２点目に、体育館の前の花壇という言葉が適当なのかどうか分かりませんけれども、そこの整備

について確認したいと思います。 
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 体育館の階段の真ん前に円形の直径５メーターぐらいかな、一段高くなった花壇があります。昔

あそこにはイチイの木で植栽した亀の形の樹木が植えてありました。それが一旦枯れて、樹木医さ

んに来てもらって対応して、結局枯れてしまって、今はガラスや砂利を真ん中に置いて、周りをち

ょっといいふうにつくってありますけれども、ここをあのままにいつまでしておくんかなと、もう

大分日はたちますけどね。それについて確認したいと思います。 

 私は、あそこに樹木を、イチイで失敗したので、できればスポーツに絡んで躍動あるモニュメン

トとか、そんなのをあそこにばんと建てておけば、管理もあまり要らへんと思うし、ベストかなと

思っていたんですけれども、それについて具体的な花壇の整備についてお考えとか計画があればお

示しいただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

久野参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇）

 西野公園の体育館前の花壇につきましては、新たに樹木の植栽を計画しておりまして、令和２年

度の冬頃植栽をさせていただきたいなと思っておるところでございます。 

 西野公園は、公園はもとより、各種スポーツ施設が集約しておる公園でありますし、各種スポー

ツ、ウオーキング、散歩などに利用していただく方々がふっと顔を上げたときに、潤い、温かみや

安らぎを感じ、生命体としての健やかに成長する樹木がふさわしいと考えておるところでございま

す。 

 樹木の種類については検討中でありますが、樹木の色合いや樹形について、体育館前の正面前と

しての花壇の形状に調和した樹木の選定を検討してまいりたいと思っておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

前田議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）

西野公園をずうっと見回したら樹木ばかりなんですね。そこにもう一つ、新しい樹木を植えると。

もっとほかに方法はないんですか。だから私はモニュメントがいいんと違うかなという、私の考え

ですよ、あるんですけれども、樹木で進んでおるということであれば、それはそれでしようがない

ですけれども、また上へばあっと伸びるようなものじゃなしに、やっぱり見栄えのいいものにして

ほしいと。 

それと、あの公園はたくさん樹木がありますけど、花が咲く樹木というのは桜しかないんですね。

確かに実のなるものはヤマモモとか、あるいはイチョウ、ギンナンとかありますけれども、駐車場

はあの臭い臭いとヤマモモの黄色か紫の実が落ちて車が汚れるということがあったので、その辺の

ところをうまく対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。みんなが喜ぶような

樹木をぜひお願いしたいと思います。 

 続いて、公園内樹木の管理、これも私が気になったのは、たくさんの樹木がいっぱい生えていま

すけれども、枯れておる枝が多いんですね、上のほう。それで、時たまその枯れ枝が下へ落ちてく

ると。これも小さいのが落ちるんじゃなしに、結構太い枯れ枝が落ちてくるんですね。見てみます

と、結構木が枯れています。沿道でおっても中の中庭を歩いていても、やっぱり枯れ枝が落ちたり

しますから、たまに私も回って拾ったりもするんですけれども、小さい子供さんも結構遊んでいま
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すから、やっぱりその辺のところは慎重に対応してもわないかんと思います。 

 あそこも５０年以上たちますね、もう長いのは。ですから、木は相当大きくなっているし、はび

こっていますから、剪定、間引いてもらって枝を小さくした部分はあるんですけれども、枯れ枝が

そのままなんですね。時には上のほうで折れた枝が木に引っかかっていて、いつ落ちるやもしれん

というようなことがありますので、ふだんはあまり問題ないんですけれども、台風とか風が強いと

きのことがありますので、ぜひその辺のところを対応してほしいと思いますので、何か計画とかご

所見がありましたら、ぜひお願いしたいと思います。 

○議長（小坂直親君）

久野参事。 

○産業建設部参事（久野友彦君登壇）

 西野公園につきましては、現在、公益財団法人亀山市地域社会振興会を管理者に指定して管理を

行っていただいております。今後も早めの除去、あるいは剪定、管理をしていただきますように指

定管理者にも要請させていただきますし、市としても管理を続けていきますので、よろしくお願い

いたします。 

○１４番（前田耕一君登壇）

ありがとうございました。終わります。 

○議長（小坂直親君）

１４番 前田耕一議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩します。 

（午前１０時５２分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時０１分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、４番 今岡翔平議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

スクラムの今岡です。 

通告に従い一般質問をさせていただきます。 

今日は３つテーマを上げさせていただきました。亀山駅周辺整備事業市民説明会、空き家情報バ

ンクの充実、市の財産処分についてということなんですが、順番にいきたいと思います。 

 ２月２２日に亀山駅周辺整備事業について市民説明会が行われました。特別委員会のほうでは、

開催までに報告が議会になかったですとか、周知の期間はどうだったんだとか、そういったことを

問題視させてもらったんですけれども、端的に今回の市民説明会について問題だと思っていること

というのは、やっぱり責任者である市長、そして副市長も最初挨拶をされて、退席をされたという

ところに少し問題があったかなと思うんですね。 

 まず確認のほうからしていきたいと思うんですけれども、説明会に参加された市民の方から具体

的に質問が出ていました。副市長が最初に挨拶をされて、公務があったので途中退席をされたとい

うことに対して、副市長は公務よりこの場を優先すべきであろうと。この事業より大切な公務って
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何なんですかというような強い口調だったと思うんですが、この厳しい意見に対してどのようにお

考えか、まずお伺いをいたします。 

○議長（小坂直親君）

４番 今岡翔平議員の質問に対する答弁を求めます。 

西口副市長。 

○副市長（西口昌利君登壇）

 私は、市長の代理といたしまして、いろんなイベントとか総会とか今回の説明会等に出席をさせ

ていただきまして、冒頭の挨拶を述べる機会が相当数ございます。挨拶の後、退席をするか否かは

会議の内容、今回は市の主催でございましたが、主催者側の意向、あるいはその後の公務用務の都

合などを総合的に勘案いたしまして決定いたしております。今回、説明会の冒頭の挨拶のみで退席

したのは、そのような理由によるものでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 私、過去にも市民説明会について取り上げました。同じ質問をしているんですけれども、やっぱ

り市長の出席というのは望まれているものだろうなと思うんですけれども、今回の２月２２日の説

明会でも、やっぱり担当部局であったり、協力業者の出席だけだったんですけれども、以前こうい

うふうに答えられているんですね。議事録のほうを確認すると、そもそも市民説明会という名前が

ついていても、どういう形の説明会をするかは分からないと。例えば市民の方がばあっと座って、

付箋を使ったワークショップであるとか、そこまで詳しいことは言っていないんですけれども、説

明会の形も含めて、自分が出席するのが適当かも含めて、これから検討していきたいというような

趣旨の答弁だったと思うんですが、これまで過去に行ってきた市民説明会と同じ形ですね。つまり、

市のほうから事業に関する説明があって、後で参加した市民に意見を募集するという、これまでと

変わらない市民説明会であったわけなんですけれども、ここに関して、市長の出席というのはなか

ったわけですが、意思というのはやはりなかったんでしょうか、お伺いします。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 市が行う様々な事業を進めていくに当たって、いろんなタイミング、いろんなレベルで組織的に

市民の皆さん、あるいは関係者に説明をする機会というのはたくさんございます。当日につきまし

て、私自身というよりも、組織的に対応をさせていただいて、決定事項を駅前の現状での計画の推

進につきまして説明会をさせていただくという機会でございましたので、担当次長を中心に当日対

応したものでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 それでは、ちょっと質問を変えまして、市役所が行う事業とか政策って数多くあると思うんです

けれども、今回、予算が上がって、数多く市役所から行われることというのはあると思うんですけ
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れども、この事業とか政策って、市民にすんなり受け入れられるものがある一方、やっぱりその内

容によって大きく賛否が分かれる、反対意見が大きいものも出てくると思うんですけれども、まず

市役所の事業というのは、すんなり市民に受け入れられるものと賛否が大きく分かれるものがある

んだという認識で私はいるんですけれども、市長が同じ認識かということと、この駅前周辺整備事

業がある一定程度賛否が割れている、市民から反対、心配の声が大きい事業であるという認識があ

るか、その２点をお伺いします。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 この駅前整備事業につきましては言うまでもありませんが、第２次総合計画前期基本計画に位置

づけました戦略プロジェクトの一つとして、ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上プロジェクトの実現に向け

た事業でございまして、当然この意思決定、予算につきまして、今日に至る、もう数年以上にわた

りますけれども、公の議会でのご審議を頂いて、その上で決定した事業として段階的に進めてきて

おるものでございまして、本市のまちづくりにおきましても重要な事業であるというふうに考えて

おるところであります。 

 そういう中で、事業そのものに、あるいは計画をしていく様々な段階の中で、あるいは予算化し

ていく過程で多くの立場や多くのご意見や、議会の議論もそうでありますが、当然そのような声に

耳を傾けて事業を展開していくわけでありますが、そういうプロセスを経て、議会のご審議を経て、

そして事業として展開をしておるという認識であります。当然、賛否両論あろうと思いますし、段

階段階で課題もあろうかと思いますので、そういう問題につきまして、こういう公の議論を通じて

広く開かれたその場で議論を重ねてきたということと認識をさせていただいておるものでございま

す。 

 また当日は、当然駅前の現時点での今後どうしていくのか、そして亀山駅周辺がどのように変化

するかということにつきまして、市民の皆様にお伝えする機会でございましたので、議員のご質問

の中には市長としての政治的な判断が必要ではなかったのかと、だから出席をすべきではなかった

かというご趣旨であろうというふうに思っておりますが、当日の説明会におきまして、市長として

の政治的判断をその場で行うという機会ではなかったと思っておるところであります。当然、説明

会におけます様々な市民の皆さんからのご意見につきましては、担当からの報告、あるいは議事録

も拝見いたしておりますけれども、その意見も踏まえまして、今後も事業の推進にしっかりと取り

組んでまいる所存であります。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 さっき市長も賛否が分かれるというふうに言われましたけれども、やっぱり議会でも審議する中

で、結構際どい場面、結果的に今事業は進んできてはいますけれども、やはりどうしようかという

ふうなところになる事業でもありますし、やっぱり参加している市民の方からも正直厳しい意見と

いうのは上がってくるような事業になるのかなと。 

ただ、今進めていくという段階になって、だからこそ丁寧に説明をして、もちろん誰が主体なん
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や、この事業はと、誰が説明をするんやという議論もありましたけれども、やっぱり亀山市として

も市債だったり一般財源も投入しながら、税金を使っていく事業になっていくので、丁寧な説明と

いうのは必要になってくると思います。 

 もちろんその意見の中で、権利変換でこれ以上市民から意見を聞いてもしようがない段階になっ

ているんじゃないのというような意見もあったと思うんですけれども、今後、この駅周辺整備事業

に関して市民の協力というのが必要になる場面というのはまだまだあるんですよね、お伺いします。 

○議長（小坂直親君）

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

 亀山駅周辺整備事業につきまして、当然中心となります２ブロック地区の皆さんや駅前の皆さん

は当然でありますけれども、広く市民の皆さんのご理解やご協力を頂く必要があろうかというふう

に思っております。 

 また、今後、新年度以降、工事の実施等に当たりましては、駅の周辺地域の環境的な配慮はもと

より、橋の架け替え等ということも計画がございますので、交通規制でありますとか、そのような

ことにつきましても、当然市民や地域の皆様、あるいは学校、子供たち等々へ十分な事前の説明と

協力が必要であろうというふうに考えておるところであります。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 それでは次の項目で、今後の市民説明会についてということなんですけれども、正直、この２月

２２日というのはかなり急ピッチで、しかも前回の説明会よりも少し間が空いて開かれたような説

明会になってしまったわけなんですけれども、今後市民説明会というのはどんな割合で開かれるの

でしょうか。もしないんであればないと言ってもらったほうが市民の方も分かりやすいと思うんで

すけれども、それはいかがでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

亀渕産業建設部次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

 亀山駅周辺整備事業につきましては、その中心となる亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再

開発事業が権利者の皆様のご尽力によりまして、計画段階から施工段階へ今現在移ろうとしており

ます。 

 そのような中、先ほども市長のほうからお話がありましたけれども、亀山駅周辺のいろいろな部

分の環境的な配慮が当然必要となってまいります。亀山新橋の架け替えによる通行止めで、その他

の交通規制、駅前広場、亀山駅前線もそうでございますけれども、交通障害等が発生するというふ

うになります。そういうところで、当然ながら市民の皆様や学校関係者の皆様に非常にご迷惑、ご

協力を頂くというところになりますので、今後その工事の内容や交通障害、安全対策等につきまし

て、説明や工事中におけます現場の見学会など、組合と連携して必要に応じて説明会等を行ってま

いりたいというふうに考えております。 

また、市街地再開発事業の周辺の関連事業でございますが、これにつきましては、市施行の道路
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工事や駐輪場の整備等を予定しておりますことから、併せてこれも十分に周知を図りながら進めて

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

まだ説明会のほうは開かれていくということでした。 

 今回の２月２２日の説明会の構成なんですけれども、やっぱりもっと意見を言いたい市民の方も

いたのかなと思うんですけれども、今後こういった説明会の構成ですね。意見を言える時間だった

り、場というのはつくってもらえるんでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

亀渕次長。 

○産業建設部次長（亀渕輝男君登壇）

今後も市民の皆様により丁寧な説明が必要であるというふうに考えております。 

 その中で、様々な段階で説明会や広報「かめやま」、市ホームページ、Ｚテレビ等を通じまして、

細かな丁寧な説明をしながらご意見を賜りたいというふうに考えておりますので、その辺について

は今後も随時広報的なこともしっかり行っていきたいというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 最後になるんですけれども、ぜひ市長にも一回この説明会へ実際参加をしてほしいと思います。

やっぱりさっき意見をもらう時間をつくってほしいと言ったんですけれども、かなり厳しい意見も

頂いています。もちろん私たち議会もいろんな市民の方の意見をもらって、こういう場で主張した

り提案、質問につなげているわけなんですけれども、これ、さっき副市長は市長の代わりにいろん

な公務も出席しながらということなんですけれども、この亀山駅周辺整備事業に力を入れていくと

いうのは、櫻井義之さんという市長が独自で打ち出されている政策なので、市長だったら誰でも来

てほしいイベントとか催しというわけではなくて、櫻井市長だから力を入れる政策なんだというと

ころがポイントになってくると思います。 

 それから、いつも言われていますけど、最低でも一般財源として５億円を支出していく。いろん

な数字の出し方が議論で出ていますけれども、一般財源を最低でも５億円使うと。これが今後、何

か税収であったり人口増につながっていくという効果もあるとしても、やはりこれだけの額を使う

ことに関して、ほかにももっと額を使わなくていい事業を存続させてほしい、やってほしいという

ような議論があるわけなんで、やっぱりこういった市民説明会に出ていただいて、丁寧に市民と対

話というのをしてもらいたいなと。櫻井市長の中心施策であるので、ほかの説明会とは違うという

ふうにやっぱり認識をしてもらいたいなと思っております。 

では、次の空き家バンクの充実のほうに入っていきたいと思います。 

 こちらの空き家情報バンク、私もあわよくば一つ買ってみようかな、借りてみようかなというつ

もりで、いつも検索をしたりチェックをしているんですけれども、最近、物件情報の充実に向けて、

何か改善点などはあったんでしょうか。 
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○議長（小坂直親君）

大澤産業建設部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

空き家情報バンクの物件情報の充実に向けましては、まず本年度から登録を増やすというために、

新たな取組といたしまして、固定資産税等の納税通知書発送の際に、空き家の活用に関するチラシ

を同封させていただきました。その結果でありますけれども、本年度２１件の新規の登録がござい

まして、昨年度までの登録と合わせて、現在本年度に成約いただいた３件を含めて、現在２６件の

物件情報をホームページで掲載しているところでございます。 

 次に、ホームページを本年度改善いたしますが、現在、掲載している空き家の情報を分かりやす

くするために、まず空き家情報バンクのサイトを開いたときに、すぐにそれぞれの写真が見られる

ようなレイアウトに変更して、より見やすいサイトにして修正作業を行いました。また、空き家の

位置情報をより分かりやすくするために、地図情報を用いた掲載にするよう変更いたしたところで

ございまして、これらの修正につきましては、来週中にスタートをするという予定でおるところで

ございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 今の空き家情報バンクだと、物件の情報がずらっと並んでいて、物件情報というのをクリックし

ないと、どんな外観か、家か分からないというようなつくりになっています。これから写真をぱっ

と見られるようなつくりに変わっていくということなんですけれども、次に、売約済みであったり

商談中という空き家の情報が掲載されているというところなんですけれども、まず売約済みのほう

ですね。この情報というのはなぜ掲載されているのか、何か意図があったらお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 売約済みですけれども、先ほど申し上げました３件が売約済みという形で表示をさせていただい

ておりますけれども、これにつきましては他市のサイト、また一部の民間の不動産サイトにおきま

しても、売約済みを掲載しているというものがありますので、それらも参考にさせていただいてお

るところでございますが、売約済みという表示、またそれ自体を掲載するということによりまして、

空き家情報バンクの活用状況が分かるということで、ほかの空き家の所有者の方、また購入を希望

されて検索をされておる方、その両方に空き家情報バンクの活用を促していこうという、そのよう

な考え方でございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 売約済みという表記があったら、この亀山市の空き家は売れているんやな、借りられているんや

なというのが探している人に分かるから表記しているんだというような答弁だと思うんですけれど
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も、この売約済みというのはいつまで掲載されるもんですかね。あと、もう一つ商談中というもの

があるんですが、この商談中になるにはどういう基準があるのか、２点お伺いします。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 まず売約済みの掲載でありますけれども、本年度中の売約済みということでございまして、長く

ても１年というようなことで考えておりまして、今回の修正において、来週からはもうそれが削除

させていただくというようにしておるところでございます。 

 次に、商談中の定義といたしましては、仲介の不動産業者へ買手の方が購入の申込みを行われた

場合や、個人間取引の場合は、両者で手続が始められた時点としておるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 商談中についてなんですけれども、例えば私みたいな空き家を探している立場としては、商談中

という表記を見ると、もう商談中に入ってしまったから、この物件はもう諦めておいたほうがいい

のかなという少しネガティブなほうに取ってしまいがちなんですけれども、逆に商談中だから、す

ぐ問い合わせなあかんなあと思って急ぐ人もいるかと思うんですが、この商談中と表記することに

よって、商談中の物件に対する問合せってどういうふうに変わっていますか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 商談中として表記をするという理由につきましては、先ほど売約済みのときにご答弁させていた

だいたような理由で、情報バンクの活用を促していくというような考え方でございます。 

 次に、商談中とした物件でありますけれども、問合せはございますけれども、あくまで商談中で

あるという説明もさせていただいて、仮にその商談がうまくまとまらなかったときに、商談中をホ

ームページでは削除をいたしまして、相談者の方にもその旨お伝えをさせていただくということに

しております。 

 また、商談中といたしますと、やはりその物件自体については、その時点では問合せは少なくな

るというものでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 売約済み、商談中という表記、今のホームページのままだと、表記としては中途半端といえば中

途半端になるのかなと。やっぱりこういう売約済みであったり商談中という項目、私はこれを設け

ているのはいいことだと思っています。これをうまく使って、亀山市に住もう、空き家を探してい

るという人を一人でも多くつかまえてもらうというのに使っていただければなと思います。 

 私、空き家バンクに登録をしようかなということも試みてみたんですけれども、３つ目なんです

が、買手（借手）と売手（貸手）のアクセスのしやすさについてということなんですけれども、少
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し手続のほうはやろうとしてみたので、ちょっと聞いてみたんですけれども、特に空き家を売ろう

だったり貸そうという人から、情報バンクの手続が煩わしくて、もうこれいいわ、大変やというよ

うな声というのはあるんでしょうか。それとも登録というのはしやすいものなんでしょうか。 

○議長（小坂直親君）

大澤部長。 

○産業建設部長（大澤哲也君登壇）

 登録手続でございますけれども、空き家所有者の方、登録を考えてみえる方につきましては、極

力来庁していただくということで、その際に詳しく記入方法をご説明させていただいて、また直接

各物件ごとのシート作成とか疑問点を一つ一つ解消しながら手続面でのスピード化、また簡素化に

努めておるというところでございます。 

 また、所有者の方がその物件の建築面積とか土地面積とかを把握されていない場合につきまして

は、市で可能な範囲でアドバイスやお手伝いもさせていただいて、煩雑にならないよう努めておる

ところでございまして、そのようなことからこれまで登録申請の手続が煩雑ということで、登録を

されないというような方は見えなかったと、事例はないというところでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 市役所のほうに行けば、様々な手続の段階で市のほうで一緒になって相談に乗ってもらったり、

あるいは物件に来てもらって測量なんかをしてもらえるというようなことで、特に煩わしいという

ような声はなかったということでした。 

 やっぱり私はいつも人口を増やすというようなことを提案しているんですけれども、言葉は乱暴

かもしれないんですけれども、たまたま条件に合う住みやすい家というのがあったのが亀山市とい

う人をつかまえることもできると思うんですね。なので、借手、買手のほうは聞いていないんです

けれども、あらゆる不動産情報だったり、空き家情報バンクを直接アクセスしなくても、亀山の空

き家情報につながるというような工夫を加えていただいて、繰り返しになりますけれども、たまた

ま条件のいい家が見つかったのが亀山市というような人もつかまえていっていただければと思いま

す。またサイトのほうをリニューアルするということだったので、リニューアルしたものを使って

みたり、チェックしてみて、また質問のほうを取り上げていきたいなと思います。 

では、３つの目のテーマの市の財産処分についてということです。 

 これを上げた問題点なんですけれども、議案でありました第２４号、消防団で使わなくなった倉

庫、車庫というのを自治会の倉庫として譲渡するんだというような議案が今回上がってきましたけ

れども、この議案を受けて、財産の処分に係る流れというのはどういうふうに考えたらいいのかな

と思って、質問に上げさせていただきました。 

この財産の処分について、平成３０年度に実施した総務委員会の所管事務調査の提言で、普通財

産の未利用地の処分をすること、進めることというような提言をしたと思うんですが、まずそちら

の進捗状況についてお伺いをいたします。 

○議長（小坂直親君）

落合総合政策部次長。 
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○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 総務委員会の所管事務調査におきまして提言を頂いております普通財産の未利用地については、

現状に応じた区分けを行い、売却や貸付けなど、今後の具体的な方向性と優先順位を示すこととい

うふうな提言を頂いております。この提言を受けまして、普通財産として登録している土地につき

まして現地調査を行った上で、早期に売却可能な財産、また売却までに条件整備が必要な財産、市

場性が乏しい財産など、普通財産の管理状態に合わせて６つの区分けを行って、財産を区分けいた

しました。 

 それを基に、早期に売却が可能な財産と区分した財産は２つございまして、１つ目は、関町新所

地内の若草住宅跡と、関町鷲山地内の旧サカエ建設の２件の土地及び建物につきまして、一般競争

入札による公売を行いました。しかし、その結果、双方とも応札者がなかったということから、売

却には至っておりません。ただし、現在先着順による売払いを行うため、ホームページで周知して

いるところでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 進捗について伺いましたけれども、今回の２４号の議案、これそのまま消防から自治会に渡して

いただくという段階だと思うんですけれども、やっぱり普通財産の処分に関しては、一度財務で受

けた上で、さっきも入札が不調だったから、次どうしようと実際問題手を打てているのは財務だと

思うんですけれども、そういった普通財産を処分するとき、一度財務に所管をした上で次の手とい

うのを考えるべきであったと思うんですが、今回の議案の流れ、フローというのは正しかったのか

なあというのをお伺いします。 

○議長（小坂直親君）

落合次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇）

 普通財産につきましては、亀山市公有財産規則第５条第２項の規定によりまして、財務課長が管

理するものとなっております。ただし、市長が別段の定めをしたものについてはこの限りではない

として、現在、旧関ロッジや刈り草コンポスト化センターなど、一部の普通財産につきましては財

務課ではなく関係部署が管理している状況でございます。 

 財産の処分につきましては、売払いの方法により処理する場合は、公有財産規則の１６条の規定

によりまして、財務課において手続することと定められております。ただし、今回の消防車庫のよ

うに無償譲渡により処分する場合につきましては、特段の規定はないということと、また用途廃止

の時点で、既に自治会からの譲渡の話も頂いておりましたので、財務課長と協議の上、消防の現在

の所管部署で手続を行ったというふうなことでございます。 

○議長（小坂直親君）

今岡議員。 

○４番（今岡翔平君登壇）

 今回、議案質疑のほうでも確認したんですけれども、今回というのはあくまで特殊ケースといい

ますか、個別案件といいますか、既にもらい受けてくれると、車庫を壊すというところでコストが
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かかりそうなところを、もらい受けてくれるというような自治会があったということで、そのまま

所管から移すというようなことだったと聞いております。 

 さっきから税金税金と言っていますけれども、市の財産ということは税金でつくったもの、税金

が基になっているものであるので、このほか生じてくるケースに関しても、最大限、例えば今回は

たまたま譲渡ができましたけれども、もし買うよ、売れるよという話になったら、やっぱりほかに

も考える余地というのは出てくるのかなと思いますので、一度持っているものを手放すという段階

でも、最大限にどう有効活用できるかというのを考えた上で進めていただきたいなというふうに感

じました。 

 それでは、全ての項目を終わりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（小坂直親君）

４番 今岡翔平議員の質問は終わりました。 

会議の途中ですが、午後１時まで休憩します。 

（午前１１時３９分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、８番 豊田恵理議員。 

○８番（豊田恵理君登壇）

それでは、通告に従い質問いたします。 

まず最初に、新型コロナウイルス感染症に係る学校等の臨時休業について。 

これにつきましては、代表質問でほぼ全ての会派が取り上げられ答弁されましたので、重なる質

問については割愛します。しかしながら、１つ目の経緯については、確認の意味も含め、再度お聞

きいたします。 

亀山市内の学校等が臨時休業に至るまでの経緯について、時系列で流れをお聞きいたします。 

○議長（小坂直親君）

８番 豊田恵理議員の質問に対する答弁を求めます。 

服部教育長。 

○教育長（服部 裕君登壇）

 休業決定に至った経緯につきまして、時系列にということですので、まず２月２７日午後６時過

ぎ、安倍首相が全国一斉の臨時休業要請を表明しました。私が第一報を入手したのは午後７時前で

ございまして、その後、北勢５市の教育長並びに本市医療関係者と意見交換を行いました。また、

県教育委員会事務局の対応について、情報収集をさせていただきました。 

 その上で、教育委員会事務局内において、臨時休業が可能かどうかについて、子供、保護者、教

職員、放課後児童クラブ等の関係者への対応を中心に協議・検討を行いました。 

 この結果、感染拡大防止と子供たちの感染リスクにあらかじめ備える観点から、臨時休業の判断

を行ったところでございます。 
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 そこで、当日２７日午後９時半頃に教育委員の同意を得た上で市長と協議し、最終的に市長に決

定いただいたということでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 お伺いしました。 

 私も放課後児童クラブのほうにおりますので、児童クラブ側といいますか、私の視点で一つの事

例として当時の状況について申し上げさせていただきます。 

 私もまず２月２７日木曜日に家で夜７時前ぐらいにテレビニュースの速報で今回の学校休業要請

を知りました。その後、同僚の放課後児童支援員の間でＳＮＳを通じて不安や疑問の声が幾つも流

れていたんですけれども、その後、主任支援員と運営委員会の会長との相談の上、まず学校が休校

の場合は、それに準じてクラブも休みと最初に判断が出されました。その後、すぐ午後９時のニュ

ースで、今度は厚生労働省が放課後児童クラブはなるべく開所するよう要請したという情報を見ま

して、一体どうなるんだろうと心配しながら次の日を迎えました。 

 翌日の金曜日、状況が分からないまま、ちょうど私、支援員の当番でしたので、いつものように

クラブのほうに行きました。クラブは小学校の敷地内にあるんですけれども、小学校の入り口で全

校児童がみんな集められまして、校長先生が学校の休校になる理由について子供たちに説明をして

おりました。その後、本来なら時間を取って表彰されるはずの子供たちの表彰式が手短に行われ、

次に６年生が全員の前で整列し、下級生の前で最後のお別れの挨拶がされました。慌ただしかった

んですけれども、恐らくこれが６年生の最後のお別れだったのだと思います。先生方も含め、みん

な複雑な様子でしたし、私も何とも言えない状況で見ておりました。 

 その後、子供たちが大荷物でクラブにやってまいりました。私ともう一人の先生で協力をして子

供たちを見ながら、あちこち電話をかけたり、もらったりして、情報収集をしました。その途中で

今岡議員のほうから議会で最新情報を頂いたのをすぐ連絡していただいたので、ようやく亀山市内

の学童が月曜から開くことになりそうだと把握をして、ちょうどその日、来年度の１年生の保護者

も含めた保護者会があったために、それまでにある程度の情報を準備する必要がありました。その

学童が終わった後で、主任指導員がやってきまして、保護者会では保護者さんたちの意見も聞きつ

つ、取りあえずクラブは来週月曜日から春休みと同じ扱いで開所するという見切り発車でお伝えを

しました。 

 その前、主任支援員がＳＮＳでシフト組みのし直しの協力要請を全指導員にしました。保護者の

中にも人手が足りなければ手伝うと言ってくださる方もおりました。そのような状況で、日曜日に

３月いっぱい何とかシフトのほうが埋まって、小学校の介助員さんも入ってくださることになって、

今に至るというふうな状況でした。 

 このようにばたばたとしていたわけなんですけれども、ここでお聞きをしたいと思います。その

後の放課後児童クラブの状況がどうなのか。ほかの状況もお聞きしたいと思いますので、今後のこ

ともあるため、教えていただきたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 伊藤健康福祉部次長。 
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○健康福祉部次長（伊藤早苗君登壇） 

 放課後児童クラブの状況ということですので、当時のことからまとめてお話しさせていただきま

すと、大変急な要請にもかかわらず、ご無理をお願いしたわけなんですけれども、３月２日から全

２１か所のうち１８か所の放課後児童クラブにおいて午前からの児童の受入れを行っていただいて

おります。９日からは全ての放課後児童クラブにおいて午前からの受入れを対応していただいてお

ります。 

 各放課後児童クラブを通じて保護者の方に対しては家庭での保育が可能な場合は、感染拡大防止

の観点から施設の利用を控える旨の協力をお願いしておりまして、地域によっても異なりますが、

平均で平常利用の約５０％の利用率となっているところでございます。 

 利用いただいている保護者の方からは、共働きで子供を見ることができないため、放課後児童ク

ラブを午前から開所いただき感謝しているとの声を運営者を通じて聞かせていただいたところです。

また、運営者におかれましては、施設内での感染予防対策についてご苦労いただいているところで

すが、各小学校の体育館やグラウンドを利用できるということで、大変助かっておりますとの連絡

を受けたところでございます。 

 今後の状況ということですので、予想される懸念事項としまして、当初は支援員さんも介助員さ

んを入れて整えたんですけれども、長引いてきますと、その支援員の安定的な確保でありますとか、

財政的な措置等考えられるところですが、各放課後児童クラブによっても状況が違いますので、生

じる問題も違ってこようかと考えております。 

 今後につきまして、そのような状況の中、毎日のように国やら県からの通知が来ますので、それ

を注視しながら運営者の方々としっかり協議させていただきながら、丁寧に対応させていただきた

いと考えておるところです。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 丁寧に答弁いただきましたが、今後の対応についてに移りたいと思います。 

 最後の項目ですけれども、代表質問の初日からもう４日が経過しておりますので、最新の状況に

ついて、影響に対する予算措置などももし変化があるのでしたら、分かる範囲で教えていただきた

いと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 井分健康福祉部長。 

○健康福祉部長（井分信次君登壇） 

 議員お尋ねの最近の状況ということでございますが、今日まで新型コロナウイルス感染症に係る

対策といたしましては、市ではホームページで感染症の注意喚起を行いつつ、早期に新型コロナウ

イルス感染症対策の推進会議を立ち上げ、三重県と連携を密にしながら、庁内で情報共有を図って

きてございます。 

 また、２月２７日には鈴鹿保健所長、それから亀山医師会長等を含むメンバーにおきまして会議

を開催いたしまして、情報共有を図りつつ、市内での患者発生時における対応等について、国、県、

医師会、市等の役割、責任等について確認を行ったところでございます。 
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 そういった状況の中で、新型コロナウイルス感染症に関する最新の状況といたしましては、新聞

等でご承知かもしれませんけれども、県内における発生状況は３月１０日に県内２例目が発生して

ございまして、接触者調査におきまして３月１１日には伊賀の保健所管内において濃厚接触者６名

の方にＰＣＲ検査を実施したところ、５名の方が陽性であったということでございます。 

 また、本日午後でございますけれども、新型インフルエンザ等対策措置法が改正をされるという

予定とされておりまして、これによりますと、新型コロナウイルス感染症について急速な感染拡大

時には、首相による緊急事態宣言が可能となってこようかと考えております。 

 そういった中で、これらを踏まえまして、引き続き市といたしましては、迅速かつ的確な対応を

図るべく鋭意取り組んでまいります。 

 それから予算のことですけれども、緊急を要する場合には、予備費等の充当も含め検討して適宜

対応してまいります。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 なかなか国のほうも動いている最中で、市のほうも難しい判断とは思いますけれども、全ての人

に多大な混乱が生じておりますし、先行きが見えない状況ですが、ぜひとも今の段階から記録を取

るなど検証をしていただいて、今後の備えとしていただきたいと思います。 

 続きまして、次の項目、総合住民情報システムのシステム障害についてお聞きいたします。 

 まず、昨年末の１２月４日に総合住民情報システムにおいてシステム障害が発生したと連絡を受

けましたが、どんな障害だったのか。またシステム障害に至った経緯についてお聞きいたします。 

○議長（小坂直親君） 

 山本総合政策部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 昨年１２月４日１０時５６分、本市の総合住民情報システムを管理しておりますシステム保守委

託業者の県外のデータセンターにおきまして、機器を制御するためのソフトウエアの不具合により、

本市の総合住民情報システムを含む全国多数の自治体のシステムが一時停止をいたしたところでご

ざいます。 

 しかしながら、幸いにも本市の総合住民情報システムにおきましては、庁内にリカバリーサーバ

ーを備えておりましたことにより、これを用いて窓口対応を行ったことから、市民の皆様に影響の

大きい住民票、印鑑証明などの発行につきましては、システム停止後間もなく稼働できたところで

ございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 では、システム障害による亀山市の被害状況についてお聞きします。 

 早々に対応していただいたということですけれども、庁内だけでなく市民にもどのような影響が

あったのかについてお答えください。 

○議長（小坂直親君） 
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 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 システム障害の影響でございますが、まず障害発生からリカバリーサーバーへ切り替えるまでの

１５分間ほどの間ではございますが、住民票等、印鑑証明などの発行が停止いたしたところでござ

います。また、障害発生日には、住民異動に伴う一部の窓口手続ができない状況でございましたが、

翌日以降、徐々にシステムが復旧し、最終的には障害発生から６営業日後の１２月１２日に全ての

窓口手続が対応可能となったところでございます。実際に多くの窓口手続で市民の皆様にご不便を

おかけしたのは、本市の場合には当日１日のみと認識をしているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 では、もう既に全て解決済みということですね。分かりました。じゃあ、２番の現状については

削除させていただきます。 

 先ほどの答弁にもございましたけれども、いろいろ私も調べてみますと、他市ではもっと深刻な

影響を受けているところもあるようです。他市の状況については把握をしているのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回のデータセンターにおける不具合の影響ですが、これはクラウドを使っておるということで、

全国的にこの影響が波及しまして、システム保守契約会社と契約をしております全国５３の自治体

と団体におきまして、それぞれ様々なシステム障害が発生したと報告を受けております。 

 自治体によりましては、公式ホームページが閲覧できないとか、メールの送受信ができないとか、

学校システム障害によりましては、これは１２月の時期でございましたので、通知表が配付できな

いといった様々な影響が出たという報告も受けております。 

 さらに、一部の自治体においては、データそのものが喪失をいたし、現在もまだ復元ができてい

ない旨も聞き及んでいるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 想像すると、かなり深刻、大変なことだったんだと分かりました。今回、亀山市では他市と比べ

てさほど影響はなかったようですけれども、もしリカバリーサーバーがなかった場合なんですが、

深刻な問題になっていたということがよく分かりました。 

 そこで最後にお聞きしますが、今後の対策について、これは電算システムのことで、なかなか難

しいというのは承知の上でお聞きしますが、対策はできるのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 今回の対策といたしまして、まずシステム保守委託業者に障害原因の分析を行わせて、再発防止
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に万全を期すよう指示をいたしたところでございます。 

 ただ、議員ご指摘のように、本市ができることといたしましてはやはり限られておりまして、今

回のようなシステム障害は予想を超えたような事態になったというところであり、報告のあった原

因分析や再発防止策の内容を検証いたしまして、今後のシステム保守委託契約に係る、まず仕様の

見直しから検討してまいりたいと思います。また、これからのシステムの運用に安全確保を徹底し

てまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 今回のことは、本当に地味な部分ではございますけれども、本当に大切な自治体の基盤となる部

分であると思います。対応が難しいとはいえ、できることから今回の経験を生かして取り組んでい

ただくようにお願いいたします。 

 続きまして、地図情報システムについてお聞きをしたいと思います。 

 地図情報システムにつきましては、試験運転が平成２７年６月定例会で現況報告であったと思い

ますけれども、それについて一般質問をさせていただきました。その後も機会があるごとに様々な

部署における地図情報システムの活用について提言を行ってきたところです。 

 先日、第３次行財政改革大綱を提出されまして、実施計画も提出されまして、様々な面において

ＩＴやＲＰＡの活用がうたわれていることもあり、再度項目の一つとして上げさせていただいた次

第です。 

 まず亀山市の地図情報システムについて、これはどのような経緯でつくられたものなのか、その

目的についてお聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 本市の地図情報システムの導入のまず経緯でございますが、平成２３年に庁内で利用を想定した

統合型地理情報システムを導入し、各種地図データを統合、共有することにより、重複管理をなく

し、業務の効率化を図ることを目的としたところでございます。 

 また、当該システムの利活用促進を図り、職員が自ら作成をしました地図情報についても、同シ

ステムに掲載をしているところでございます。 

 このように、庁内利用型のシステムにおける電子地図情報が成熟してきたことから、公開可能な

ものにつきまして、公開型の地図情報システムを導入し、広く一般に公開することといたし、これ

は議員からもご指摘がございました、市ホームページにおきまして平成２７年６月に試行運用させ

ていただき、同年９月には本格運用に入ったところでございます。また、その後、掲載する地図情

報の拡充を行いまして、現在では２０項目の地図情報を掲載しているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 運用開始から５年近く経過しております。ホームページで確認をしてみますと、現在は開設当初
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よりはメニューが増えておりまして、先ほどもご答弁がありましたように２０項目があるというこ

とです。 

 そこで、この後どのように変わったのかということで、現在はどのような使用ができるのかを教

えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 市が公開している都市計画情報や路線網図などの地図情報をご自宅やオフィスにおいてインター

ネットを通じて確認ができるようになったものでございます。 

 また、民間の地図情報システム、グーグルと機能連携をするなどして、地図の検索、メモ登録、

作図、距離計測、ルート検索等の機能を有しているところでございます。 

 ほかにも地図情報を様々な方法で出力することができ、印刷、ファイル出力、ＱＲコード変換、

ＵＲＬ保存、メール送信などが利用者間で可能となっているところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 様々な機能がついているということが、私も知らない機能もついていたんですけれども、今後ど

のような活用を考えているのか。以前の答弁の中で、一番最初はＩＣＴ利活用計画の中においてと

か、情報化推進計画に反映するとかいう答弁を頂いたんですけれども、今後実施される予定の第３

次行財政改革大綱とか、そういったものには何も具体的な内容がないんですけれども、それは活用

はなされないということなんでしょうか、お聞きします。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 この統合型地図情報システムというのは、様々な本市の各種施策を進める上で非常に有効なツー

ルということを考えておりますので、例えば市民や事業所の皆様に市が保有する情報を視覚的にお

伝えする仕組みは今後においても必要不可欠であると認識しておりまして、各種計画の中のツール

として活用してまいりたいというふうに考えております。 

 また、このため掲載項目の整理を行うなど、さらなる地図情報の充実が必要だというふうに考え

ております。また、今後各施策の担当部署において、新たなシステム活用の提案があった際には、

その効果を検証した上で、活用実現に向けて、ここも積極的に支援してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 再度確認したいんですけれども、これは広く一般に公開ということで、今公開になっているんで

すけれども、公開することで、誰がどのように利用することを想定してつくられたのでしょうか。 

○議長（小坂直親君） 
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 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 地図情報システムは、市ホームページで広く一般に公開をさせていただいておりますので、市民

や事業所の皆様がそれぞれの立場で情報収集や課題解決の手段の一つとして広くご活用いただける

ものと認識をしております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 仕事でとか一般の方とかということで、市民の方が使ったりいろんな想定がされるというのは、

私も使っているので分かるんですが、これほとんどの方が知らないと思うんです。そして、亀山市

のホームページを見ていただきましても、左の端に地図情報システムと１行あるだけであって、こ

れが何を意味するのかほとんど分からないのかなと。ただ、不動産業界の方とかに聞きますと、こ

れを使っているのが普通なんじゃないという意見がありますので、恐らくそういう業界によっては

普通に知られているものなのかなという感覚で私も捉えております。 

 ここにいらっしゃる皆さんの中でも、地図情報システムの使い方、平成２７年度には一応お示し

はさせていただきましたけれども、なかなか口頭で便利さをお伝えするのが困難であったので、今

回画像を７枚ほど用意させていただきましたので、そちらをまず確認お願いします。 

 口頭でこれを説明するのは難しいので見ていただきますと、まず１枚目の地図情報システム、こ

れは目次のページですね。２０項目がこの中に入っております。この中で見たい情報だけを選択で

きますので、地図情報システムの活用事例として、今回は防災マップを使って避難所への行き方と

いうのを亀山市の地図情報システムを使って紹介します。 

 まず、このマップの中の赤い印で指定避難所とあると思うんですけど、ここの防災マップのとこ

ろを選びます。 

 ２枚目の画像をお願いします。 

 すると、このように亀山市の地図上に避難所の場所が示されます。行きたいところ、例えば今回

は西小学校を避難所としまして、クリックを押しますと、画面のように簡易情報のポップが出てき

ます。そのポップをもう一回クリックしますと、詳細の情報が現れます。大きなポップのほうが詳

細情報です。 

 実は、この地図情報システム、ほかの自治体もこのシステムを使っているところが幾つかござい

まして、その左上の大きい詳細情報のポップに書き込み情報、使い方の他自治体との違いというの

が大きく表れてきます。今回、亀山市の場合は、この詳細情報の、小さくて見にくいかもしれませ

んが、一番下のところに「GoogleMap ページを開く」というふうにあります。ここを押しますと、

ナビ機能の高いグーグルマップが使えるようになります。 

 次の画面をお願いします。 

 先ほどの「GoogleMap ページを開く」を押しますと、グーグルマップが出まして、グーグルマ

ップなんですけれども、左画面に写真つきの西小学校がついていますけれども、このグーグルの民

間情報が現れます。これを使ってナビを使ってみます。 

 写真下の青いルートボタンがありますので、これを押すと、次の画面をお願いします。 
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 皆さんもお使いだと思うんですけれども、このようにルートボタンを押すと、出発地や交通手段

を書き込み、ナビゲーションが始まるようになります。徒歩で１１分ぐらいとか、いろいろ選ぶこ

とができます。 

 ちなみに、今回は分かりやすいようにパソコン画面でお示しさせていただきましたが、もちろん

スマートフォンでも同様の操作が可能になります。 

 ５枚目の画面をお願いします。 

 こちらは応用編ですけれども、使っている方も多いと思いますが、ストリートビューを使えば、

このように目的地までの道のりの下見も可能になります。このように２画面にもできますし、ほか

にも先ほどいろいろ答弁がありましたが、様々な使い方がありますので、まず皆さんにもぜひ使っ

てみてほしいと思います。 

 以上、簡単にご説明差し上げました。このようなことが地図情報システムからできるということ

を再度説明した上で、次の項目に移っていきたいと思います。 

 次の項目については、活用についてなんですけれども、先ほど地図情報システムを総合的な視点

から伺いましたので、まず防災面についてからお聞きします。 

 亀山市では防災マップの冊子が配られておりますが、これらの防災関連情報はホームページでも

確認することができます。 

 しかし、ホームページから自分の見たい防災情報を探すと、私ちょっといらいらしてしまったん

ですけれども、これらの情報というのは全てＰＤＦファイルで開かなければ分からない。先ほどの

今岡議員のでもありましたけれども、開かないと写真も分からないし、どこなのかも分からない状

態です。全体も見られなくて、地区ごとにページが区切られている。そして、避難所の位置は分か

っても、住所がそこに書いていないので、別のファイルを探さなければならないなどの手間が多く

ありました。 

 これらの問題解消は、先ほどの地図情報システムを使えば全て解決するのですが、なぜ防災情報

と地図情報システムはリンクしていないのでしょうか。お答えください。 

○議長（小坂直親君） 

 服部危機管理監。 

○危機管理監（服部政徳君登壇） 

 防災マップがどうしてリンクされていないかということなんですけど、令和２年度に新たな総合

防災マップを作成いたしますが、その内容としましては、亀山市地図情報サービスに掲載している

土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域図等を基にした洪水土砂災害ハザードマップ、地震ハザード

マップ、さらには重点ため池ハザードマップ等を掲載する予定でございます。 

 あくまで、この総合防災マップにつきましては、法律上印刷物の配布が原則となり、亀山市にお

きましても印刷物を市内全戸に配布する予定でございます。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、有事の際にスマートフォン等によりこの地図情報システム

を利用して避難行動を取る方も想定されますことから、市民の皆様への情報周知の一つとして作成

する総合防災マップの内容から風水害、地震災害等、災害種別ごとに必要な情報をしっかりと洗い

出しつつ、この地図情報システムに極力反映できるよう検討を重ねてまいります。 

○議長（小坂直親君） 
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 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 先ほども答弁がありましたけれども、災害のときって本当に情報が一番大事になってくると思い

ますし、いつどこで災害に見舞われるか分かりません。実際に災害時に防災マップを持ってはる人

はあまりいないかなと思うんですけれども、それこそそういうときにスマートフォンで現在確認で

きる位置情報というのはすごい大事だと思いますので、利便性については、ぜひとも迅速に対応を

していただきたいと思うんですね。 

 次の画面をお願いいたします。 

 これは、参考に鈴鹿市さんも実は亀山市と同じベースの地理情報を掲載しております。こちらの

詳細情報を開きますと、基本情報以外にも、先ほどの大きなポップですね。物資拠点であること、

または行政施設であることとか備蓄物であるとか標高なども記載しております。これは下にももっ

と続くんですけれども、空欄が今多いのは、恐らく今作成中なんだと思います。しかしながら、こ

れらをこれから充実しようという姿勢が見られますよね。このように書きたいこと、伝えたいこと

というのを各自治体のほうでいろいろやっていると思うんですけれども、こういった情報をどんど

ん追加することができます。 

 また、一番画面の左側のところにレイヤーがございまして、これは見ていただければ分かるよう

に、緊急避難所以外に水防倉庫であったり臨時ヘリポートなどの位置情報も表示が可能になってい

ますので、例えば消防のほうでも活用できると思うんですね。職員さんだけでなく、市民の方にも

情報をオープンにして、こういったものを活用するためには検討いただくというか、ぜひともして

いただきたいんですけれども、市長のご意見をお願いします。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 ご提案のような方向で検討をして実現をしてまいりたいというふうに思いますので、おっしゃる

ようにいろいろ情報を提供するという意味では、非常に有効な仕組みというふうに考えております

ので、しっかり実現に向けて検討してまいりたいと思います。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 すぐに検討という言葉が出てきて、あっと思ったんですけれども、亀山市は来年度、総合的な防

災マップの作成と配布を実施するとありました。配布を実施ということで冊子なのかなと思ってい

ましたら、これは法律のほうで冊子で、紙面でというふうに決まっているそうですね。でも一方で、

地図情報システム一つあれば、災害別に防災マップを何冊もということもなくて、また数多くの情

報を一度に載せるとかえって見にくくなったりします。例えば地震のときはこのページ、大雨のと

きはこのページ、台風のときはこのページというふうに自分で選択できるというのはすごく大事な

ことだと思います。そういったものをぜひ活用していただきたい。その意味で今回は質問をさせて

いただいております。 

 その上に追加事項とか変更事項もすぐにコストをかけずに対応できるというのもすごく重要なポ
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イントだと思いますので、この特性を生かして、ぜひ亀山市に適した防災対策に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 次に移ります。 

 今度、観光面について。 

 そもそも地図情報システムは、地図をベースに様々な情報をレイヤーで重ねていくことで追加し

ていけるというメリットがあるものなので、防災に限らず、観光においても活用が見込まれると思

います。 

 実際に地図情報システムのメニューにも７座トレイルが掲載されておりますが、観光や文化財な

どにおいて、今後どのような使用をしていくのかを教えてください。 

○議長（小坂直親君） 

 青木生活文化部次長。 

○生活文化部次長兼関支所長（青木正彦君登壇） 

 観光面におきます地図情報システムにつきましては、本年度までは亀山７座トレイルのレイヤー

を追加し、登山道情報の提供に取り組んでまいりました。 

 同レイヤーの特徴は、地図情報を追加するのみでなく、最新情報の提供のため、ホームページへ

リンクをつけるなどの工夫を行っております。 

 今後につきましては、亀山７座トレイルの情報の更新と併せて、亀山７座から観光地へ誘導する

コンテンツの充実を図るため、観光施設情報の掲載だけでなく、ＳＮＳとリンクをし、最新観光情

報も併せて提供できるシステムを検討してまいります。 

 また、文化財施設につきましても、観光施設と同様に地図情報システムにおいて情報を提供でき

ますよう、新年度予算におきまして必要経費を計上させていただいておるところでございます。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 私も聞き取りのときまで知らなかったのですが、既に今回文化財において、来年度予算が計上さ

れているということで、ありがとうございます。また、７座トレイルについては、亀山市としての

特色ある使い方だと思いますので、ぜひ引き続きお願いをいたします。 

 次の項目に移ります。 

 今度は各公共施設についてお聞きをしたいんですが、各公共施設についても様々な活用ができる

と思います。 

 ７枚目、最後のページですが、こちらをお示しください。 

 こちらも亀山市と同じベースの一宮市の１３８マップ、「いちのみや」なんですけれども１３８

マップの一部を表しております。 

 これは、なぜ参考にと出させていただいたかといいますと、一宮のほうも結構特色を持ったメニ

ューがありましたので、参考に用意させていただきました。 

 画面を見ていただきますと、例えばメニューの右端、多目的トイレというのがございます。これ

は市民や観光客にとっても本当に便利で優しいものだと思います。トイレ利用者の方の中には、車

椅子しか入れなかったり、オストメイト対応でないと駄目だという方もいらっしゃいます。詳細ポ
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ップには、トイレの数や乳幼児施設の有無、また施設内にあるトイレもございます。こういったと

きには、利用可能時間までも記載がございました。 

 また、それ以外にも左のレイヤーを見ていただきますと、バス停留所マップや赤ちゃんのための

授乳スペースマップ、またＷｉ－Ｆｉスポットマップなど、市民にとっては本当に便利でありがた

い情報がたくさん載せられております。 

 そこでお聞きしますが、市民や亀山市に訪れた観光客、また民間に向けての利便性を高めるサー

ビスというのは考えていないのか、お答えください。 

○議長（小坂直親君） 

 落合総合政策部次長。 

○総合政策部次長（落合 浩君登壇） 

 現在、亀山市地図情報サービスのトップページの目次につきまして、施設の表示項目については、

公共施設、市の施設、学校・幼稚園・保育所等といったものを掲載しております。そのほかにも情

報を提供する項目といたしましては、亀山市に訪れる方のための観光施設であるとか公園、史跡な

ど様々な項目が考えられますので、そういうようなものを充実していきたいと考えております。 

 また、現在の内容は検索がしづらいというような部分もございますので、今後改善していきたい

と思っています。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次なんですけれども、広報について。 

 特にここが今回聞きたいところなんですけれども、ここまでいろいろな提案、紹介をさせていた

だいた中で、やっぱり根本の問題というのは、せっかくいろんな公開していただいてそれぞれある

んですけれども、市民の方がほとんど知らないのではないか。市民に向けての周知ができていない

のではないか。もう５年たとうとしていますけれども、こういった広報であったり、利用してもら

いやすい工夫が必要でないか、これについてお聞きをします。 

○議長（小坂直親君） 

 山本部長。 

○総合政策部長（山本伸治君登壇） 

 地図情報システムにおける地図の情報ページ閲覧数は、月平均で約２,０００件ございます。こ

うしたことから、さらなる利用促進のために、ご提言のございましたホームページなどの広報媒体

を活用して、本システムの周知に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、周知の際には、本システムが持っております便利な機能を紹介するとともに、利用方法に

ついても利用者目線に立って分かりやすく解説もいたしたいというふうに考えております。 

 また、現在本システムを利用するための市ホームページ上の入り口がちょっと分かりにくいとい

うご指摘も頂いておりますので、ちょうど令和２年度は市ホームページをリニューアルする予定と

なっておりますので、例えばバナーを設けるなどして、見直しを図ってまいりたいと、そのように

考えております。 
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○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 じゃあ、ちょうどいい時期に質問をさせていただいたということで、ありがとうございます。 

 私、これ最終的にこのシステムを市民協働にいずれは手段として使えるようにしてほしいと思っ

ています。例えばですけれども、今まちづくり協議会、現在市内ほぼ全ての協議会においてホーム

ページが作成されております。でも、そこでストップしています。私の印象では、まだ協議会同士

の連携というのは少なく、またばらばらなイメージが今まだしているんですけれども、だからこそ、

まずは地図上にまちづくり協議会のレイヤーをつくっていただいて、市内のどこにあるのかという

のをまず今の避難所のように見られるようにしていただく。そして、その協議会のレイヤーの一つ

の場所に今詳細情報ポップと言いましたけれども、そこの部分にまちづくり協議会ごとのホームペ

ージのアドレスを貼っていただく。そういうことをしてみてはいかがでしょうか。亀山市内のまち

づくり協議会マップというのが地図情報システム内であればいいかなと思っております。 

 じゃあ、今現在亀山市のホームページはどうなっているかといいますと、検索サイトでまちづく

り協議会というふうに入れますと、一覧表がぱっと出るだけなんですね。字面でだっと出るだけな

んです。それこそ空き家バンクみたいな形なんですけれども、これではどうしても探しにくい、ま

た親しみが湧きにくいということで、市長、ぜひ後でホームページを確認していただきたいんです

けど、もしまちづくり協議会マップをつくれば、それぞれのまちづくり協議会はどのあたりにある

か一目で分かりますし、市長はどう思われますか。 

○議長（小坂直親君） 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 私も結構使わせていただいておるんですが、確かにご指摘の使いにくさ、あるいは煩雑なところ

でありますとか、情報の不足しておる部分があろうかと思いますので、最後のまち協のレイヤーを

つくったり、その中で紹介するということも含めまして、何点か建設的なご意見、ご提言を今頂い

ております。令和２年度、先ほど部長のほうからも申し上げましたが、ホームページのリニューア

ルの時期を迎えておりますので、ぜひご提言も含めまして、より多くの方がご利用いただけるよう

な内容にバージョンアップをできたらというふうに考えております。 

○議長（小坂直親君） 

 豊田議員。 

○８番（豊田恵理君登壇） 

 前向きな答弁を頂いたと認識いたしております。 

 地図情報システムは、今亀山市にある資源として適切に使っていただいて、コストを抑えつつ、

大きな成果を生むことのできるコンテンツだと思っております。今後の設備投資も要らないし、維

持管理の負担もほとんどかからないかと。そういった中で、民間の地図情報と連携による汎用性の

高さによって、また未知の可能性を含んでいるシステムでもあると最初から感じていたんですけれ

ども、やっぱりこれは使ってみないと便利さって分からない部分もあると思うんですね。いつも乗

合タクシーを使ってくださいと言いますけど、やっぱり乗ってみないと分からないのと一緒だと思
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うんです。 

 今回、他市の事例も上げさせていただきましたけれども、他市でもどんどん進化しています。そ

ういった中で、やはり再度皆さんに聞いてほしい、そして使っていただきたいという思いで質問を

させていただきました。 

 亀山市の各部署の職員さんたちの斬新なアイデア、そして亀山市らしい創意工夫を持って地図情

報システムを活用しつつ、第３次行財政改革も成功させていただきたいと願って、質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（小坂直親君） 

 ８番 豊田恵理議員の質問は終わりました。 

 以上で、予定しておりました通告による質問は終了しました。 

 これより一般質問に対する関連質問ですが、通告はありませんので関連質問を終わります。 

 以上で、日程第１に掲げた市政に関する一般質問を終結します。 

 次に、お諮りします。 

 明日１４日から２５日までの１２日間は、常任委員会における付託議案の審査のため休会したい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 明日１４日から２５日までの１２日間は休会することに決定しました。 

 続いてお諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君） 

 ご異議なしと認めます。 

 休会明けの２６日は午前１０時から会議を開き、付託議案の審議を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後 １時４８分 散会） 
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●議事日程（第７号）

令和２年３月２６日（木）午前１０時 開議 

第  １ 議案第 １号 亀山市職員定数条例の一部改正について 

第  ２ 議案第 ２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

第  ３ 議案第 ３号 亀山市手数料条例の一部改正について 

第  ４ 議案第 ４号 亀山市基金条例の一部改正について 

第  ５ 議案第 ５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について 

第 ６ 議案第 ６号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

第 ７ 議案第 ７号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例について 

第 ８ 議案第 ８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について 

第 ９ 議案第 ９号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て 

第 １０ 議案第１０号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

第 １１ 議案第１１号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 

第 １２ 議案第１２号 令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 １３ 議案第１３号 令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 １４ 議案第１４号 令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

第 １５ 議案第１５号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）について 

第 １６ 議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について 

第 １７ 議案第１７号 令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について 

第 １８ 議案第１８号 令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

第 １９ 議案第１９号 令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について 

第 ２０ 議案第２０号 令和２年度亀山市水道事業会計予算について 

第 ２１ 議案第２１号 令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算について 

第 ２２ 議案第２２号 令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について 

第 ２３ 議案第２３号 令和２年度亀山市病院事業会計予算について 

第 ２４ 議案第２４号 財産の無償譲渡について 

第 ２５ 議案第２５号 市道路線の認定について 

第 ２６ 議案第２６号 亀山市教育委員会委員の任命について 

第 ２７ 議員提出議案第１号 乗合タクシー制度の更なる充実を求める決議 

第 ２８ 議員提出議案第２号 新型コロナウイルス感染症対策に関する決議 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名）

   １番 草 川 卓 也 君  ２番 中 島 雅 代 君 

   ３番 森   英 之 君  ４番 今 岡 翔 平 君 

   ５番 新   秀 隆 君  ６番 尾 崎 邦 洋 君 

   ７番 中 﨑 孝 彦 君   ８番 豊 田 恵 理 君 

  ９番 福 沢 美由紀 君 １０番 森   美和子 君 

１１番 鈴 木 達 夫 君 １２番 岡 本 公 秀 君 

  １３番 伊 藤 彦太郎 君 １４番 前 田 耕 一 君 

  １５番 前 田   稔 君 １６番 服 部 孝 規 君 

  １７番 小 坂 直 親 君 １８番 櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名

市      長  櫻 井 義 之 君 副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君    生 活 文 化 部 長  佐久間 利 夫 君 

健 康 福 祉 部 長  井 分 信 次 君    産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  宮 﨑 哲 二 君    危 機 管 理 監  服 部 政 徳 君 

生活文化部次長兼 
総合政策部次長  落 合   浩 君   青 木 正 彦 君 

関 支 所 長 

健康福祉部次長  伊 藤 早 苗 君    産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

生活文化部参事  深 水 隆 司 君    産業建設部参事  久 野 友 彦 君 

産業建設部参事  草 川 保 重 君    会 計 管 理 者  渡 邉 知 子 君 

消 防 長  平 松 敏 幸 君    消 防 部 長  豊 田 邦 敏 君 

消 防 署 長  原   博 幸 君    生活文化部参事  谷 口 広 幸 君 

地域医療統括官  伊 藤 誠 一 君    地 域 医 療 部 長  古 田 秀 樹 君 

教 育 長  服 部   裕 君    教 育 部 長  草 川 吉 次 君 

教育委員会事務局参事  亀 山   隆 君    健康福祉部参事  豊 田 達 也 君 

選挙管理委員会 
監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君    松 村   大 君 

事 務 局 長 

監 査 委 員  渡 部   満 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員

事 務 局 長  草 川 博 昭  議 事 調 査 課 長  渡 邉 靖 文 

書 記  水 越 いづみ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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●会議の次第

（午前１０時００分 開議） 

○議長（小坂直親君）

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第７号により取り進めます。 

それでは、去る１１日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日

程第１、議案第１号から日程第２５、議案第２５号までの２５件を一括議題とします。 

各常任委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。 

総務委員会審査報告書 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

記 

議案第 １号 亀山市職員定数条例の一部改正について 原案可決 

議案第 ７号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す 

る条例について  原案可決 

議案第２４号 財産の無償譲渡について    原案可決 

令和２年３月１８日 

  総務委員会委員長 尾 崎 邦 洋   

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

産業建設委員会審査報告書 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

記 

議案第 ２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ 
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いて  原案可決 

議案第 ３号 亀山市手数料条例の一部改正について  原案可決 

議案第 ４号 亀山市基金条例の一部改正について 原案可決 

議案第 ５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について   原案可決 

議案第 ６号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 原案可決 

議案第２５号 市道路線の認定について 原案可決 

令和２年３月１６日 

産業建設委員会委員長 岡 本 公 秀   

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

予算決算委員会審査報告書 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

記 

議案第 ８号 令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について   原案可決 

議案第 ９号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につい 

て 原案可決 

議案第１０号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）につ 

いて  原案可決 

議案第１１号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい 

て 原案可決 

議案第１２号 令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について  原案可決 

議案第１３号 令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について   原案可決 

議案第１４号 令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について  原案可決 

議案第１５号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）について   原案可決 

議案第１６号 令和２年度亀山市一般会計予算について   原案可決 

議案第１７号 令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について    原案可決 

議案第１８号 令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について   原案可決 

議案第１９号 令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について     原案可決 

議案第２０号 令和２年度亀山市水道事業会計予算について 原案可決 

議案第２１号 令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算について 原案可決 
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議案第２２号 令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について 原案可決 

議案第２３号 令和２年度亀山市病院事業会計予算について   原案可決 

令和２年３月２４日 

  予算決算委員会委員長 中 﨑 孝 彦

亀山市議会議長 小 坂 直 親 様 

○議長（小坂直親君）

初めに、尾崎邦洋総務委員会委員長。 

○６番（尾崎邦洋君登壇）

ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１１日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１８日に委員会を

開催いたしました。 

まず担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

初めに、議案第１号亀山市職員定数条例の一部改正については、職員の定数を維持しつつ、さら

に多様化する行政需要への対応を図ることを目的とし、育児休業者を職員の定数に含まないことと

するため、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、改正によるメリットとデメリットに関する質疑があり、これについては、メリ

ットは、これまで育児休業者の代替職員は全て臨時職員であったのが、正規職員を配置できるため、

よりフレキシブルな職員配置ができる。デメリットとしては、人件費が増加するとの答弁でありま

した。 

 次に、正規職員の増加につながるのかとの質疑があり、これについては、必要なところに正規職

員を配置することから非正規職員から正規職員へ替わっていくため、その比率は高まっていくとの

認識を持っているとの答弁でありました。 

以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第７号地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

については、地方自治法が改正され、第２４３条の２が第２４３条の２の２に繰り下げられること

に伴い、関係する４つの条例について条項の整理を行うため、所要の改正を行うものです。 

審査の過程では、質疑がなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しまし

た。 

 次に、議案第２４号財産の無償譲渡については、亀山市消防団の車両の運用が取りやめとなった

ことに伴い、使用していない建物を自治会の活動を支援するため、無償譲渡することについて、議

会の議決を求めるものです。 

審査の過程では、質疑がなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決をすることに決定しま
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した。 

以上、総務委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君）

次に、岡本公秀産業建設委員会委員長。 

○１２番（岡本公秀君登壇）

ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１１日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、１６日に委員会を

開催いたしました。 

まず担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 

初めに、議案第２号亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

は、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関し、県を通じて国から交付される農地利用

最適化交付金を活用し、令和２年度から新たに農業委員等の活動及び成果の実績に応じた報酬を支

給するため、所要の改正を行うものです。 

 審査の過程では、能率給の財源に関する質疑があり、これについては、全額国の交付金を活用す

るものであるとの答弁でありました。 

 次に、能率給の算定根拠に関する質疑があり、これについては、活動実績は各委員からの活動報

告により確認する。成果は、利用権設定の申請により農地の集積がどれだけ進んだか、また地域の

調査により遊休農地をどれだけ解消できたかを確認するとの答弁でありました。 

以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第３号亀山市手数料条例の一部改正については、建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進、その他の建築物の低炭素化

の促進のために誘導すべき基準が改正され、共同住宅等の共用部分に係る一次エネルギー消費量の

評価について、申請者の申請に基づき、共用部分を算定しない評価方法が追加されたことから、関

係する手数料の額を見直すため、所要の改正を行うものです。 

審査の過程では、該当件数に関する質疑があり、これについては、過去数年の実績を見ると、こ

れに該当する物件はほとんどないとの答弁でありました。 

以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第４号亀山市基金条例の一部改正については、森林の整備及びその促進に関する施策

に要する資金として、森林環境譲与税を積み立てる基金を新たに設置するため、所要の改正を行う

ものです。 

審査の過程では、森林環境整備基金の使途に関する質疑があり、これについては、森林経営管理

法に基づく森林経営管理事業を優先的に取り組むこととし、それ以外に法律で定める人材の育成や

普及啓発、木材の利用促進などに使用していくとの答弁でありました。 

以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第５号亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正については、道路構

造令が改正され、自転車道の設置に関する基準が改められたことに伴い、改正後の政令と同様の基

準を条例で定めるため、所要の改正を行うものです。 

審査の過程では、安全面への配慮に関する質疑があり、これについては、これまでは自動車と歩
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行者の安全を考えてきたが、自転車の通行量の増加に伴い、今回自転車通行帯の設置要件を規定し、

自動車、歩行者及び自転車の安全を図るものであるとの答弁でありました。 

以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第６号亀山市水道事業給水条例の一部改正については、市が給水を受ける北中勢水道

用水供給事業北勢系長良川水系の基本料金が令和２年度から引き下げられることに伴い、所要の改

正を行うものです。 

審査の過程では、基本料金の引下げの根拠に関する質疑があり、これについては、三重県企業庁

から施設の建設改良等に要した資金に充てるために借り入れた企業債の利息や、減価償却費の減に

よるものと伺っているとの答弁でありました。 

以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第２５号市道路線の認定については、開発行為により設置された新規路線である栄町

２６号線の市道路線の認定について、議会の議決を求めるものです。 

審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとお

り可決することに決定しました。 

以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君）

次に、中﨑孝彦予算決算委員会委員長。 

○７番（中﨑孝彦君登壇）

ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る１１日の本会議で当委員会に付託のありました議案第８号から議案第１５号までの令和元年

度各会計補正予算８議案及び議案第１６号から議案第２３号までの令和２年度各会計予算８議案の

審査に当たるため、２３日及び２４日の２日間にわたり委員会を開催いたしました。 

初めに、議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算について、議案第１７号令和２年度亀山市

国民健康保険事業特別会計予算について、議案第１８号令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別

会計予算について、議案第１９号令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について、議案

第２０号令和２年度亀山市水道事業会計予算について、議案第２１号令和２年度亀山市工業用水道

事業会計予算について、議案第２２号令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について及び議案

第２３号令和２年度亀山市病院事業会計予算についての８議案の審査を行いました。 

 その結果、議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算については、長期財政見通しで財政調整

基金は年々減少が見込まれているにもかかわらず、その基金を１３億円取り崩して大きな規模の予

算編成をしたことは、今後新庁舎建設やリニア亀山駅整備などの大型事業が予定され、さらには

次々と更新時期を迎える公共施設に多額の更新費用が必要となる中、将来を見ていないと言わざる

を得ない。また、市民の理解が少なく、翌年度への繰越しが当たり前となっている亀山駅周辺整備

事業や、多くの市民の声に背を向けたタクシー料金助成事業の大幅な削減、事業の効果が不明なま

ま５,０００万円もの積み増しをするリニア基金、完全給食とすることが決まったのに検討するだ

けという中学校給食など問題のある予算が幾つも含まれており、将来の財政負担を考慮することな

く大規模事業優先で、市民の命と暮らしを守り、切実な要求に十分応える予算になっていないとの

理由から反対討論がありました。 
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 次に、議案第１７号令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算については、国民健康保険

は、他の医療保険と比べ被保険者の所得が一番低く、所得に占める国民健康保険税の割合が一番高

いという構造的な問題は依然として解決していないが、被保険者の命と暮らしを守るとりでであり、

高過ぎる保険税の引下げを行うべきであるとの理由から反対討論がありました。 

 次に、議案第１８号令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算については、保険料は２

年ごとに改正が行われ、来年度が改正の年で、高齢者が支払った保険料は２年の精算で、次の保険

料を引き下げる形で返還されるべきところであるが、今回は先々増える高齢者の保険給付を心配し

て基金を残し、保険料の引下げが行われていない予算であるとの理由から反対討論がありました。 

 そして、これらの議案については、採決の結果、いずれも賛成者多数で原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第１９号から議案第２３号までの５議案については、採決の結果、いずれも全会一致

で原案のとおり可決することに決定しました。 

 なお、委員会として、一つ、委員会の審査の過程において出された意見を十分に尊重して、計画

的・効率的な予算の執行に取り組まれるとともに、令和２年度からスタートする第３次行財政改革

大綱及び前期実施計画の具現化に向け、歳入の確保と徹底した歳出の削減に努め、早期に成果を上

げられたい。 

一つ、各種基金については、亀山市基金活用指針に基づき、適切に運用されたい。 

 特に、令和２年度当初予算は財政調整基金を１３億円取り崩しての予算編成であるが、基金残高

が減少する中、事業の選択と集中により歳入に見合った歳出の実現に向け、基金の取崩しは慎重に

判断されたい。 

また、庁舎建設基金については、現在新庁舎整備基本計画の策定段階であることから、今後は当

初予算から積立金を計上されたい。 

 一つ、亀山駅周辺整備事業については、平成３０年度行政経営の重点方針に掲げながら約１４億

円を次年度に繰り越し、令和元年度も約３億７,０００万円を次年度に繰り越すこととなったが、

これまでの亀山駅周辺整備事業特別委員会で出された意見や地元の意向を踏まえ、慎重かつ確実な

予算の執行に努められたい。 

 なお、全体事業費（図書館保留床購入費を含む）については、これ以上増額することのないよう

取り組まれたい。 

 一つ、新たに策定された第４次定員適正化計画に基づき、必要な部署には適正に正規職員を配置

するとともに、非正規職員の会計年度任用職員制度への移行に伴い、職員の正規職員化に努められ

たい。 

以上、４点の意見を申し添えたところであります。 

 次に、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について、議案第９号令和元年

度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について、議案第１０号令和元年度亀山市

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第１１号令和元年度亀山市農業集

落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、議案第１２号令和元年度亀山市水道事業会計補

正予算（第１号）について、議案第１３号令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１

号）について、議案第１４号令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について及
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び議案第１５号令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）についての８議案は、総務分科

会、教育民生分科会、産業建設分科会にそれぞれ審査を分担したことから、審査の経過内容につい

て、各分科会長から報告を受けました。 

 その結果、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）については、亀山駅周辺整

備事業の繰越明許費補正は、当初予算額の８１％を繰り越す異常なもので、国から補助金が下りる

ため執行できるかどうか分からないが予算に計上したというのが実態で、このような経緯を持つ繰

越しを認めるわけにはいかない。また、情報教育推進事業の増額補正は、児童・生徒１人に１台の

タブレットを整備するためのネットワークを完備するものであるが、今の教育現場で最も予算措置

が必要なのは、正規の教員を増やし、教員の多忙化の解消を図ることである。さらに、タブレット

の導入は国の補助では足りず、その後の維持管理費も全て自治体の負担となるほか、指導する教員

の負担も増えることになるなどの理由から反対討論がありました。 

 そして、この議案については、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しま

した。 

 また、議案第９号から議案第１５号までの７議案については、採決の結果、いずれも全会一致で

原案のとおり可決することに決定しました。 

以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 

○議長（小坂直親君）

各常任委員会委員長の報告は終わりました。 

これより委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結します。 

次に、議案第１号から議案第２５号までの２５件について討論を行います。 

通告に従い、順次発言を許します。 

１６番 服部孝規議員。 

○１６番（服部孝規君登壇）

 日本共産党を代表して、議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算について、議案第１７号令

和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について及び議案第１８号令和２年度亀山市後期高

齢者医療事業特別会計予算の３議案に反対の立場で討論します。 

まず、一般会計予算についてです。 

 来年度予算は、財政調整基金を１３億円取り崩して予算編成がされ、前年度比８.１％増で過去

２番目に大きな規模の積極的な予算です。 

しかし、長期財政見通しでは、財政調整基金は年々減少が見込まれ、総合計画の後期基本計画が

スタートする２０２２年度には、今のように多額の財政調整基金を取り崩しての予算編成はできな

くなるおそれがあります。このことについては、櫻井市長も質疑の中で認められました。 

 さらにその後も、土地購入費を除き５０億円ほどかかると予想される新庁舎建設や、中間駅に決

まれば新庁舎以上の費用がかかるとされるリニア亀山駅整備事業が予定され、また老朽化が進み、
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次々と更新時期を迎える公共施設の更新費用に年間二十数億円がかかるなど、多額の支出が予想さ

れています。また、多発する災害への予算も必要になります。 

 このように、長期的な財政見通しで今後を見れば、来年度にこれほど大きな規模の予算編成をし

たことは、将来を見ない予算編成だと言わざるを得ません。予算の中身も問題です。特に総事業費

７１億円の新図書館を含む亀山駅周辺整備事業の予算が突出して多く計上されていますが、この事

業に対する市民の理解は少なく、地域の権利者の人たちの願いにも反する事業になっています。ま

た、毎年のように予算の執行率が極めて悪く、翌年度への繰越しが当たり前になっていることも問

題であります。さらに、必要のなくなったコンサルへの委託料も問題です。 

 市民の暮らしを守る最前線で仕事をする職員体制も大きな問題を抱えています。来年度から会計

年度任用職員制度がスタートしますが、この制度の導入理由である正規職員を置くべきところに非

正規職員を置いていたのを改め、正規職員をきちんと配置するということが方向性としては示され

ましたが、まだ具体的にはなされていません。その一方で、設置の必要性が疑問視される理事職を

年間６００万もの人件費をかけて置いていますが、その人件費は正規職員の増員に充てるべきです。 

 さらに、個別の予算でも、多くの市民の声に背を向けたタクシー料金助成事業の大幅な削減、事

業の効果が不明なまま５,０００万円もの積み増しをするリニア基金、完全給食とすることが決ま

ったのに検討するだけという中学校給食、また待機児童がゼロにならない実態があるのに、認定こ

ども園にこだわって老朽化した公立保育園の建て替えを行い、待機児童を解消するという予算がな

い保育園、市民のプライバシーを守る保証がないまま推進されるマイナンバーカード事業など、問

題のある予算が幾つも含まれております。 

 以上のとおり、将来の財政負担を考慮することなく、大規模事業優先で市民の命と暮らしを守り、

切実な要求に十分応えない問題のある、この議案には反対するものです。 

次に、国民健康保険事業特別会計予算についてです。 

 国民健康保険が他の医療保険と比べ、被保険者の所得が一番低く、所得に占める保険税の割合は

一番高いという構造的な課題が依然として解決していない中、被保険者の命と暮らしを守るとりで

である国民健康保険事業の果たす役割は大切です。高過ぎる国保税に対し、保険税の引下げが行わ

れないことが反対する第一の理由です。 

保険税を滞納したときに発行される短期証について質疑をしましたが、悪質な滞納者でもないの

に１９９件の短期証が発行されており、特に１か月証が多く、被保険者の負担やストレスは重いも

のです。社会保障でありながら、このペナルティーは重過ぎます。滞納整理と保険証の発行を分け

ることや、悪質滞納者と生活困窮者の滞納を分けることが必要です。支払い可能な保険税にするこ

とや、質疑で紹介した横浜市のように全て正規の保険証を発行することで、被保険者の医療を受け

る権利を守り、健康を守るべきだと考え、この議案には反対いたします。 

最後に、後期高齢者医療事業特別会計予算についてであります。 

 後期高齢者医療保険事業の保険料は、２年ごとに改正され、来年度は改正の年度です。改正の内

容を質疑したところ、値上げをするとのことでした。決算で出た剰余金のうち、保険料については

高齢者が払い過ぎたものであり、保険料の引下げという形で返還すべきものです。今回の予算は、

先々増える高齢者の保険給付を心配して基金を残し、保険料の引下げが行われなかった予算であり、

反対するものです。 
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議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（小坂直親君）

１６番 服部孝規議員の討論は終わりました。 

次に、１０番 森 美和子議員。 

○１０番（森 美和子君登壇）

公明党の森 美和子です。 

 公明党を代表して、議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算について賛成の立場で討論しま

す。 

今回の予算には、幼児教育・保育の無償化に係る予算、このたびの学校休業に伴い、非常にお世

話になった放課後児童クラブ運営支援の予算、井田川小学校増築工事や給食室の改修工事費用、地

域のにぎわい、交流、情報発信の場として活用予定のＪＲ加太駅舎改修事業費、自立した地域まち

づくりの活動を支援する地域まちづくり協議会支援事業費、近年多発している豪雨災害などに対応

するための浸水シミュレーションに基づく浸水対策計画の策定や総合的な防災マップの作成事業費、

さらに道路橋梁の修繕費など市民生活に欠かせない大事な予算が計上されております。 

次に、質疑を通して明らかになった内容を申し述べます。 

 まず子育て関係については、従来の健診に加え口腔ケアを行うことで、流産の抑制や子供の乳歯

の形成に効果が期待をされる妊婦・歯科健診と、弱視の早期発見につながる３歳児眼科健診が新た

に計上されています。また、定期予防接種に加え、亀山市は任意接種についても費用助成をしてお

りますが、新たに百日せき・ジフテリア・破傷風の混合ワクチンに対する費用助成も計上されてお

ります。成長に伴い効果の切れる百日せきのワクチンを打つことで、兄弟間の蔓延を防ぐ効果を期

待いたします。 

亀山市の母子保健関係の健診率は９０％を超えていることに加え、未受診者への働きかけをアウ

トリーチも含めされており、妊産婦をサポートすることで児童虐待の防止にもつながることなど非

常に重要な予算となっております。 

 次に、コミュニティソーシャルワーカーを配置し、８０５０問題やごみ屋敷等、複雑、絡み合う

地域課題に対応している地域福祉力強化推進事業です。新年度から社会福祉協議会に委託している

コミュニティソーシャルワーカー２名を正規職員とし、新たにひきこもり状態にある方への支援強

化として行政専門員を配置し、情報発信の在り方、実態把握の方法などを行う予算となっており、

大いに評価する予算です。ただ、質疑でも明らかなように、年々相談件数は増えている中で、コミ

ュニティソーシャルワーカー１人当たりの相談者は約１２０人ということから、過重労働にならな

いよう関係部署との連携の中での対応を求めておきます。 

次に、乗合タクシー制度です。 

 この事業は、今年度において、乗合タクシーに登録された方がタクシー券を頂けるといった誘導

措置によって、登録率も前年度の２７.６％から４５.９％になっており、延べ利用者数も１,７２

９人と伸びております。質疑の中で、地域停留所まで歩くことが困難な場合の対処として、まちづ

くり協議会から市に申請をすることで拡大が可能なこと、特定目的地の拡大に関しても、病院や大

型商業施設以外にも小規模事業所なども設置可能であり、負担金に関しても検討するとの答弁があ

り、改善の方向性は確認できました。ただ、市が言う乗合タクシー制度のよさがまだまだ市民には
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伝わってはおらず、今回初めて全員協議会で提出された乗合タクシーとタクシー券の自己負担額の

比較資料のように、分かりやすく、地域に応じた説明をさらに求めます。また、市民から出された

意見をしっかりと分析・改善することも併せて求めます。 

次に、個人番号カード交付事業についてです。 

 交付率の低さが指摘されておりますが、今年の２月よりマイナンバーカードを活用することで、

住民票などの各種証明書が全国のコンビニで発行できることなど、多様な働き方に対処した取組も

されており、新年度にはマイナポイントの事業も始まるなど、利便性の向上も進んでおります。 

しかし、ＩＣＴ利活用計画に示されたマイナポータルの子育てワンストップサービスなど、若い

世代への交付率の向上につながる可能性のある取組を先延ばししていることは、交付率の低下の一

因になっているとも言えます。新年度には検討されると答弁されましたので、今後、交付率の向上

に向けて全庁的な活用を検討されることを求めておきます。 

次に、教育費の情報教育推進事業についてです。 

 これは、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、全小・中学校の校内通信ネットワーク整備と児

童・生徒１人１台端末機を令和５年度までに購入する事業であります。社会のデジタル化が進む中、

子供たちが情報を読み解き、活用していく力を育むと同時に、世界的な視点では、欧米諸国に比べ

て、日本はパソコンを活用した学習が十分でないことも指摘されており、導入による効果は大いに

期待します。 

また、近年の不登校児童の増加など現行の教育環境になじまない子供が少なからず存在する中で

は、機器を活用した新たな取組も必要であり、今回のような学校休業の措置に対してなど様々な情

報の活用も期待できるものです。 

次に、亀山駅周辺整備事業です。 

 新年度に計上されているのは２ブロックの建物に対する補助金３億４,３００万円、亀山駅前線

の道路工事に係る負担金２億３,５００万円、亀山駅前広場の整備に係る負担金１億７,０００万円

が主なものです。本会議や特別委員会で、１４億円の繰越金が今年度中に執行できるのか議論にな

りましたが、本会議において、権利変換計画の知事認可が下りたため執行見込みが立ったと答弁さ

れました。さらに、今年度予算も約３億７,０００万円繰り越されていますが、新年度において工

事着工の見通しが立ったことから、年度内の予算執行が見込めると答弁されております。 

今後は、繰越しすることなく年度内執行すること、また市民や地域の方々の長年の願いであった

亀山駅周辺の再生が計画どおりに進められること、そのためには今後も市民の皆さんに丁寧な説明

をすることを求め、やむを得ない予算であることから賛成します。 

 最後に、今回の新型コロナウイルスが今後どのように市民生活への影響や経済的な影響を及ぼす

か先が見えない状況であります。国の動向を注視しながら、新年度予算の速やかな執行を望みます。 

以上のような理由から、令和２年度の一般会計予算に対して賛成します。 

議員各位の賛同を求め、討論といたします。 

○議長（小坂直親君）

１０番 森 美和子議員の討論は終わりました。 

次に、９番 福沢美由紀議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇）
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 日本共産党を代表して、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）について、反

対の立場で討論いたします。 

 まず第２表 繰越明許費補正、土木費の亀山駅周辺整備事業３億７,１５９万５,０００円です。

この事業の当初予算額は４億５,８３７万円であり、その８１％を繰り越すという異常なものです。

市は答弁で、予算成立後の権利変換に関して、地権者との協議の遅れなどを理由にしましたが、こ

れは理由になりません。なぜなら、昨年３月の予算審議の時点で、全員合意を目指すのであれば年

度内の予算執行は無理だと指摘したとおりの経過をたどっているからです。つまり、国から補助金

が下りるので執行できるかどうか分からないが、予算に計上したというのが実態です。このような

経緯を持つ繰越しを認めるわけにはいきません。 

 次に、第１０款教育費、小学校費及び中学校費の情報教育推進事業です。この事業は、国のＧＩ

ＧＡスクール構想により、令和５年度までに児童・生徒１人に１台のタブレットと小学校・中学校

への校内通信ネットワーク整備を完備するものです。今回の予算は、このうちの校内通信ネットワ

ーク整備に関するもので、小学校費１億４６１万８,０００円と中学校費３,９０５万５,０００円

で、財源は国庫補助金と起債です。 

 まず今の教育現場で最も予算措置が必要なのは、正規の教員を増やし、教員の多忙化の解消を図

ることであり、ＧＩＧＡスクール構想がそれに優先するものではありません。また、この構想では、

児童・生徒１人に１台のタブレットが必要となり、１台当たり４万５,０００円の国の補助が考え

られていますが、それでは足りず、その後の維持管理費は全て自治体の負担となり、かなりの財源

が必要になってまいります。さらに、児童・生徒を指導する教員の負担も増えます。 

 国は、個別最適化された学びを実現すると言いますが、もたらされるのは学びの分断だという教

育関係者からの指摘があります。また、子供たちがタブレットでそれぞれ異なる課題に取り組むよ

うになれば、集団の中で学び、人格の完成を目指す学校教育の在り方が根本から壊れてしまうとい

う声も教育現場から出ています。 

以上のような理由により、この補正予算には反対するものです。 

議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 

○議長（小坂直親君）

９番 福沢美由紀議員の討論は終わりました。 

 以上で、通告による討論を終結し、議案第１号から議案第２５号までの２５件について、起立に

より採決を行います。 

採決に先立って、この際お諮りします。 

起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

起立採決により着席している場合は反対とみなすこととします。 

それではまず、討論のありました議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）につ

いて、起立により採決を行います。 
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本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立多数であります。 

したがって、議案第８号令和元年度亀山市一般会計補正予算（第５号）については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算について、起立によ

り採決を行います。 

本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立多数であります。 

したがって、議案第１６号令和２年度亀山市一般会計予算については、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第１７号令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算に

ついて、起立により採決を行います。 

本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立多数であります。 

したがって、議案第１７号令和２年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

 次に、同じく討論のありました議案第１８号令和２年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算

について、起立により採決を行います。 

本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立多数であります。 

したがって、議案第１８号亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算については、原案のとおり可

決することに決定しました。 
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 次に、討論のありました議案以外の議案第１号から議案第７号まで、議案第９号から議案第１５

号まで及び議案第１９号から議案第２５号までの２１件について、一括して起立により採決を行い

ます。 

本案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決すべきものとしております。 

本各案を各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立全員であります。 

したがって、 

議案第 １号 亀山市職員定数条例の一部改正について 

議案第 ２号 亀山市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

議案第 ３号 亀山市手数料条例の一部改正について 

議案第 ４号 亀山市基金条例の一部改正について 

議案第 ５号 亀山市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について 

議案第 ６号 亀山市水道事業給水条例の一部改正について 

議案第 ７号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例に

ついて 

議案第 ９号 令和元年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について 

議案第１０号 令和元年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）について 

議案第１１号 令和元年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について 

議案第１２号 令和元年度亀山市水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第１３号 令和元年度亀山市工業用水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第１４号 令和元年度亀山市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第１５号 令和元年度亀山市病院事業会計補正予算（第２号）について 

議案第１９号 令和２年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について 

議案第２０号 令和２年度亀山市水道事業会計予算について 

議案第２１号 令和２年度亀山市工業用水道事業会計予算について 

議案第２２号 令和２年度亀山市公共下水道事業会計予算について 

議案第２３号 令和２年度亀山市病院事業会計予算について 

議案第２４号 財産の無償譲渡について 

議案第２５号 市道路線の認定について 

は、いずれも原案のとおり可決することに決定しました。 

次に、日程第２６、議案第２６号を議題といたします。 

市長に提案理由の説明を求めます。 

櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇）

それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存
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じます。 

 議案第２６号亀山市教育委員会委員の任命についてでございますが、亀山市教育委員会委員の宮

村由久氏は、令和２年３月２７日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として任命い

たしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

なお、任期は令和２年３月２８日から４年間でございます。 

以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

追加の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君）

市長の提案理由の説明は終わりました。 

これより、議案第２６号について質疑を行いますが、通告はありませんので、質疑を終結します。 

続いてお諮りします。 

ただいま議題となっております議案第２６号については、会議規則第３６条第３項の規定により

常任委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

議案第２６号については、常任委員会への付託を省略することに決定しました。 

次に、議案第２６号について討論を行いますが、通告はありませんので、討論を終結し、議案第

２６号について起立により採決を行います。 

 議案第２６号亀山市教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立全員であります。 

したがって、議案第２６号亀山市教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意すること

に決定しました。 

会議の途中ですが、１０分間休憩をいたします。 

（午前１０時５０分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１０時５８分 再開） 

○議長（小坂直親君）

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第２７、議員提出議案第１号及び日程第２８、議員提出議案第２号の２件を一括議題

といたします。 

提出者に提案理由の説明を求めます。 

初めに、１８番 櫻井清蔵議員。 



―３２７― 

○１８番（櫻井清蔵君登壇）

 それでは、議長のお許しを得ましたので、ただいま上程いただきました議員提出議案第１号乗合

タクシー制度の更なる充実を求める決議について、決議文の朗読をもって提案理由の説明といたし

ます。 

乗合タクシー制度の更なる充実を求める決議。 

 市は、令和２年４月から高齢者や障がい者（児）の社会活動を促進するためのタクシー料金助成

事業について、障がい者及び７５歳以上で乗合タクシーの利用ができない人を除き、タクシー券の

交付を廃止し、乗合タクシー制度への移行を決定した。 

亀山市議会では、平成３０年１０月に地域公共交通として、乗合タクシー制度がスタートし、平

成３１年４月からタクシー券が一部を除き廃止されることを受け、平成３０年１２月定例会におい

て、乗合タクシー制度が地域公共交通として市民がより利用しやすい制度となるよう十分検証し、

早期に見直しを行うこと及びタクシー料金助成事業は、乗合タクシー制度見直しが終了し、利便性

の高い制度として定着するまでの間は、現行制度の存続を求める内容の決議を全会一致で可決した。 

 その結果、タクシー料金助成事業は１年間存続されたものの、その間の登録者及び利用者の増加

は、タクシー料金助成の申請時に乗合タクシーの登録が義務づけされたこと、また登録者全員に３,

０００円の無料体験乗車券が配布されたことによるもので、十分な検証が行われたとは言えない。

さらに、この無料体験乗車券は令和２年度も継続されるが、そこまでしなければ乗合タクシーの普

及が図れないような制度では問題である。 

 また、制度の見直しについても運行日は土曜日が加わったものの、運行時間は１０時から１５時

が９時３０分から１５時３０分と僅か３０分ずつの延長にとどまり、利便性にはさほど向上してい

ない。具体的には運行時間が短いことや当日の予約はできないため、目的地からの帰りの利用が困

難であること、地域停留所間の利用や市外への利用ができないことなど市民の改善を求める声は多

い。 

 そのような状況の中で、今回の乗合タクシー制度の移行は、４,０００人を超える市民からタク

シー券存続の要望書が提出されたが、その市民の思いは届かず、また議会の全会一致の決議をも受

け入れられない結果となり、極めて遺憾であると言わざるを得ない。 

 そこで、タクシー料金助成事業は、あくまで福祉施策であることから、このタクシー券を一部除

いて廃止するのであれば、乗合タクシー制度が地域公共交通として十分機能して、市民にとって利

用しやすい制度となるよう、早急に見直すべきである。 

 よって、亀山市議会として乗合タクシー制度の見直しについて、改めて下記のとおり強く求めこ

こに決議する。 

 一つ、「乗合タクシー制度」が地域公共交通として市民がより利用しやすいものとなるよう、直

ちに制度の再構築を行うこと。 

以上、議員提出議案の提案理由の説明とさせていただきます。 

よろしく、ご審議のほどお願いいたします。 

○議長（小坂直親君）

次に、１４番 前田耕一議員。 

○１４番（前田耕一君登壇）



―３２８― 

 ただいま上程いただきました議員提出議案第２号新型コロナウイルス感染症対策に関する決議に

ついて、決議文の朗読をもって提案理由の説明をいたします。 

新型コロナウイルス感染症対策に関する決議。 

 中華人民共和国湖北省武漢市において発生した新型コロナウイルスによる感染症（ＣＯＶＩＤ－

１９）は、急速な勢いで世界各地に拡大し、多くの感染者・死亡者が発生しており、世界保健機関

（ＷＨＯ）が「パンデミック（世界的な大流行）と言える」と表明するなど、国際的な脅威となっ

ている。 

我が国においては、「新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、専門家会議の助言を受け

ながら、国内における感染対策を進めてきており、３月１４日には、首相による「緊急事態宣言」

を可能とする「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正法」を施行するなど、対策の強化

を図っているところであるが、いまだ終息のめどは立たず、事態は長期化が予想され、社会的、経

済的影響が深刻化することが懸念される。 

 こうした中、市においては、放課後児童クラブや放課後等デイサービスなどの協力を得て市内全

幼稚園、小・中学校を臨時休業としたほか、市が主催するイベントの中止・延期や公共施設の使用

を一部制限するなどの感染防止策を講じ、３月１６日には、櫻井市長を本部長とする「亀山市新型

コロナウイルス感染症対策本部」を設置し、さらなる感染防止対策に取り組まれているところであ

るが、三重県内においても感染者が増加しており、まだまだ予断を許さない状況にある。 

 よって、市においては、市民の安心・安全を確保するため、的確な情報提供を行い、市民の不安

解消に努めるとともに、三重県（鈴鹿保健所）や市内の医療機関などの関係機関と連携して、感染

の拡大防止に向けて徹底した対策を講じること、さらに、今後の国の緊急経済対策について、市独

自の支援策も含め、迅速に予算措置して対応されるよう強く求める。 

 また、市議会としても、３月１３日に市議会危機管理対策本部を設置し、行政と連携・協力して

感染の拡大防止に全力を挙げて取り組むものである。 

以上、決議する。 

以上、議員提出議案の提案理由の説明とさせていただきます。 

よろしく、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（小坂直親君）

以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議員提出議案第１号及び議員提出議案第２号の２件について質疑を行いますが、通告は

ありませんので、質疑を終結します。 

続いてお諮りします。 

議員提出議案第１号及び議員提出議案第２号の２件については、会議規則第３６条第３項の規定

により常任委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

 議員提出議案第１号及び議員提出議案第２号の２件については、常任委員会への付託を省略する

ことに決定しました。 



―３２９― 

 次に、議員提出議案第１号及び議員提出議案第２号の２件について討論を行いますが、通告はあ

りませんので、討論を終結し、議員提出議案第１号及び議員提出議案第２号の２件について起立に

より採決を行います。 

 初めに議員提出議案第１号乗合タクシー制度の更なる充実を求める決議について、起立により採

決を行います。本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立全員であります。 

したがって、議員提出議案第１号乗合タクシー制度の更なる充実を求める決議は、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 次に、議員提出議案第２号新型コロナウイルス感染症対策に関する決議について、起立により採

決を行います。本案を、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小坂直親君）

ご着席願います。 

起立全員であります。 

したがって、議員提出議案第２号新型コロナウイルス感染症対策に関する決議は、原案のとおり

可決することに決定しました。 

次にお諮りします。 

以上で今期定例会の議事を全て議了しました。 

議事を閉じ、閉会したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小坂直親君）

ご異議なしと認めます。 

令和２年３月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。ご苦労さまでした。 

（午前１１時１０分 閉会） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

令和２年３月２６日 

議  長 小 坂 直 親 

１  番 草 川 卓 也 



―３３０― 

 

 

             １０ 番      森   美和子 
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